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交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

企画振興部政策監 前 川 謙 介 君

文化観光国際部政策監 浦   真 樹 君

産業労働部政策監 貞 方   学 君

教 育 委 員 会 

教 育 長 
池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員長 永 淵 勝 幸 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員 本 田 哲 士 君

公安委員会委員 山 中 勝 義 君

警 察 本 部 長 迫 田 裕 治 君

監 査 事 務 局 長 下 田 芳 之 君

人事委員会事務局長 

(労働委員会事務局長併任) 
大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 本 田 道 明 君

財 政 課 長 早稲田 智 仁 君

秘 書 課 長 伊 達 良 弘 君

選挙管理委員会書記長 井 手 美都子 君

警察本部総務課長 多 田 浩 之 君

議会事務局職員出席者 

局 長 木 下   忠 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 永 田 貴 紀 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開会 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、令和元年

11月定例会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

この際、知事より、新任の公安委員会委員の

紹介をいたしたい旨、申し出があっております

ので、これを受けることにいたします－知事。 

〇知事(中村法道君） さきの令和元年9月定例

県議会におきまして、ご同意をいただき、任命

いたしました特別職をご紹介いたします。 

 公安委員会委員 山中勝義君でございます。 

 以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 次に、会期の決定をいた

します。 

 本定例会の会期は、本日より12月20日までの

24日間とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は、24日間と決定されました。 

 次に、会議録署名議員の指名をいたします。 

 本定例会の会議録署名議員につきましては、

大場博文議員及び久保田将誠議員を指名いたし

ます。 

 この際、ご報告いたします。 

 先般、全国都道府県議会議長会より、次の議

員が、永年勤続功労者として表彰されましたの

で、ご報告申し上げます。 

 議員在職15年以上、中島●義議員、同じく在

職10年以上、西川克己議員、以上でございます。 

 また、長崎県議会議員表彰規程により、長崎

県議会議員永年勤続者として、議員在職15年を

迎えられた中島●義議員を表彰することとなり

ました。 

 心からお祝い申し上げます。 

 まことにおめでとうございます。 

 次に、知事より、知事専決事項報告書が先に

配付いたしましたとおり提出されておりますの

で、ご報告いたします。 

 次に、予算決算委員会に付託いたしておりま

した認定第1号「平成30年度長崎県一般会計決

算及び各特別会計決算の認定について」、認定

第2号「平成30年度長崎県港湾整備事業会計決
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算の認定について」及び認定第3号「平成30年

度長崎県交通事業会計決算の認定について」は、

既に審査を終了されておりますので、この際、

委員長の報告を求めることにいたします。 

 浅田委員長―31番。 

〇予算決算委員長(浅田ますみ君）〔登壇〕 予

算決算委員会の審査結果について、ご報告いた

します。 

 令和元年9月定例会において、本委員会に付

託されました認定第1号「平成30年度長崎県一

般会計決算及び各特別会計決算の認定について」

ほか2件については、去る10月17日から10月28

日までの期間中、6日間にわたり審査を行い、

認定第1号「平成30年度長崎県一般会計決算及

び各特別会計決算の認定について」は、起立採

決の結果、認定すべきものと決定されました。 

また、認定第2号「平成30年度長崎県港湾整

備事業会計決算の認定について」及び認定第3

号「平成30年度長崎県交通事業会計決算の認定

について」は、いずれも異議なく、認定すべき

ものと決定されました。 

決算審査に当たっては、予算が議決の趣旨及

び目的に沿って適正かつ効率的に執行されたか、

また、事業の実施効果が十分であったかを検証

するとともに、今後の財政運営及び事業の実施

に当たって改善すべき事項に着目し、監査委員

の監査結果及び決算関係資料をもとに、理事者

からの説明を受け、慎重に審査を実施いたしま

した。 

まず、決算の状況でありますが、平成30年度

の一般会計決算額は、歳入が約7,008億1,000万

円、歳出が約6,843億5,000万円となっており、

差引収支では、約164億6,000万円の剰余金が生

じております。 

なお、翌年度へ繰り越すべき財源約158億

6,000万円を控除した実質収支は、約6億1,000

万円の黒字となっております。 

また、一般会計における歳入決算額及び歳出

決算額は、前年度に比べ、それぞれ4.4％、

4.0％の減となっておりますが、その主な要因

といたしまして、歳入については、県庁舎建設

整備事業に係る県債発行の減や県庁舎建設整備

基金繰入金の減などによるものであり、歳出に

ついては、県庁舎建設整備費の減や職員給与費

の減などによるものであります。 

次に、本県の財政状況でありますが、本県は、

県税などの自主財源に乏しく、歳入の多くを地

方交付税や国庫支出金に依存せざるを得ない財

政構造となっております。 

このため、持続可能かつ安定的な財政運営を

目指して、平成28年度から「長崎県行財政改革

推進プラン」に基づいて、徹底した経費の節減

と効率的な事業執行に努めるなど、財政健全化

に向けて取組を進めているところであります。 

そのような中、先に公表されました「中期財

政見通し」では、本年度末における財源調整の

ための基金の残高は、昨年度に試算した見込額

よりも増加し、また、令和3年度、令和4年度は、

公債費の減少により、基金を取り崩さないこと

が見込まれるなど、収支の改善は一定進んでお

ります。 

しかしながら、社会保障関係経費の増加に加

え、令和5年度以降は公債費負担も増加に転じ、

再び財源不足に陥る見込みであり、依然として、

厳しい財政状況が続くことから、引き続き、効

率的な事業の執行、事業の重点化及び徹底した

経費の節減に取り組んでいく必要があります。 

このような情勢を踏まえ、本委員会における

主な論議のうち、特に重要な指摘事項について、

ご報告いたします。 
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まず、収入未済の縮減についてであります。 

一般会計及び特別会計を合わせた収入未済の

総額は約31億3,000万円と、前年度と比較して

約2,700万円減少しておりますが、いまだ多額

の債権が回収されていない状況にあります。 

この債権のうち県税につきましては、個人県

民税、自動車税、法人事業税で収入未済額が減

少し、調定額に占める割合がやや改善するなど、

徴収対策による一定の効果は見られますが、な

お収入未済の残高は約14億1,000万円に上って

おり、収入未済額全体の約45％を占めておりま

す。 

このため、長崎県地方税回収機構並びにファ

イナンシャルプランナーのさらなる活用などに

より、一層の縮減に努めるようにとの指摘があ

りました。 

次に、税外の未収金につきましては、債務者

の実態把握など適正な債権管理を行うとともに、

貸付時の厳正な審査を行うなど、新規未収金を

発生させないよう努め、また、部局横断的組織

である「未収金対策検討会議」において、現状

分析や課題整理、情報共有等を行い、引き続き、

縮減に努めるようにとの指摘がありました。 

次に、予算繰越の縮減についてであります。 

平成30年度の繰越額は約540億9,000万円と、

前年度と比較して約29億4,000万円増加してお

ります。 

繰越発生の主な理由は、「国の計画決定が遅

れたもの」、「地元との調整等に不測の日時を要

したもの」であり、本庁及び地方機関に繰越縮

減のための推進員を配置するなどの取組を行っ

ておりますが、繰越が常態化することがないよ

う、計画的・効率的な事業執行に努め、また、

ゼロ県債などの活用により早期の事業執行に取

り組み、引き続き、繰り越しの縮減に努めるよ

うにとの指摘がありました。 

次に、未利用地の有効活用についてでありま

す。 

未利用地につきましては、部局横断的組織で

ある「県有財産管理運用本部会議」において、

有効活用策や処分方針等を決定しているところ

でありますが、引き続き、市町等とも連携のう

え、有効活用の促進を図るとともに、売却可能

な未利用地については、さらなる収支改善のた

めにも、計画的、効果的な売却に努めるように

との指摘がありました。 

以上、今回指摘を行いましたそれぞれの事項

については、知事をはじめ、理事者において、

格段の努力と改善を図るよう強く求めるもので

あります。 

 以上をもちまして、平成30年度決算審査にお

ける予算決算委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、認定第1号に

ついて、質疑・討論に入ります。 

堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君）〔登壇〕 日本共産党

の堀江ひとみです。 

ただいま議題となりました認定第1号「平成

30年度長崎県一般会計決算及び各特別会計決算

の認定について」は、以下の理由で認定できま

せん。来年度の事業見直しを求めます。 

１、石木ダム事業関連決算額3億8,000万円。 

当初予算8億9,000万円に対して決算は3億

8,000万円、事業への地元の合意は得られてい

ない結果です。 

それでも、長崎県は土地収用法に基づく手続

を進め、反対地権者の土地と家屋の立ち退き期

限は既に過ぎ、中村知事が、いつでも公権力で
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土地と家を取りあげる行政代執行を実施できる

状態になっています。 

今月17日、「石木ダムを断念させる全国集会」

が川棚町公会堂で開催されました。全国から約

700人が集い、「行政代執行をさせない」、「石木

ダム建設をやめさせよう」の世論と運動が広

がっています。 

水没予定地の現に生活している13世帯、約60

人の土地と家を取りあげて、知事が県民を追い

出す行政代執行は絶対にやってはなりません。

石木ダム事業の建設中止を求めます。 

2、長崎新幹線事業関連決算額144億4,729万

円。 

「武雄温泉から新鳥栖間をフル規格に」と要

望しているのは、長崎県だけであり、佐賀県は、

「議論できる環境にない」と見解を示していま

す。実現の見通しがありません。長崎新幹線計

画の凍結を求めます。 

指摘したいことは、長崎県の厳しい財政状況

が続き、苦しい予算編成を強いられる状況にあ

りながら、これらの事業は見直しの対象から外

されていることです。 

平成30年度の予算編成の時、全ての部・各課

に節約が求められました。総務部長名で、事務

の執行・保留等について通知が出され、その結

果、県立学校、特別支援学校合わせて1,689万

円の節約が行われました。 

一度、各学校に運営費と渡した予算を節約の

もとに回収する。ここまでして予算を組みなが

ら、来年度も、また、石木ダムと長崎新幹線は

節約対象事業に含まれていません。 

令和2年度、2020年の予算編成は既に始まっ

ています。長崎県の厳しい財政状況だからこそ、

これらの事業を見直すべきです。 

そのほか、特定複合観光施設（ＩＲ）導入推

進事業決算額1億211万円、諫早湾干拓関連事業

決算額27億3,755万円、議員の海外視察決算額

656万9,570円などは来年度見直してください。 

見直した事業の財源で、子どもの医療費助成

年齢を就学前から、せめて中学校卒業まで拡大

してください。高すぎる国民健康保険税を引き

下げるために長崎県が財政支援をしてください。

交流人口を増やす事業以上に、定住人口を増や

す事業が、県民に見える予算編成を求めます。 

安倍政権のもとで、県民の暮らしは深刻です。

県民の所得は低く、歳入に占める県民一人当た

りの県税は、全国46番目と低く、被保護世帯数

は、全国8番目と高く、国民健康保険税が払え

ず滞納している世帯は、加入世帯の10％を占め

ています。国の悪政から県民を守る防波堤の役

割が長崎県には求められています。 

石木ダムや長崎新幹線、カジノより、県民の

暮らし優先の来年度の予算編成を求め、決算認

定、反対討論といたします。 

〇議長(瀬川光之君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君）（拍手）〔登壇〕 自由民

主党・県民会議の中村一三でございます。 

本日は、こうした機会をいただいたことに感

謝し、会派を代表いたしまして、認定第1号

「平成30年度長崎県一般会計決算及び各特別会

計決算の認定について」、賛成の立場で意見を

申し述べ、議員の皆様のご賛同を得たいと存じ

ます。 

平成30年度決算については、各分科会で慎重

に審査された結果、いずれも原案のとおり認定

すべきものと決定し、10月28日に分科会長報告

がなされ、本日、委員長報告が行われたところ

であります。 

まず、前回審査である平成29年度予算決算委

員会決算審査報告書における3つの指摘事項に
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対する県の対応でありますが、1点目の収入未

済の縮減については、前年度と比較して約

2,700万円縮減しております。 

そのうち、収入未済額の中で多くを占める県

税については、長崎県地方税回収機構等の活用

等により約1,900万円縮減しており、ファイナ

ンシャルプランナーの活用についても、導入拡

大を図られています。 

また、県税以外についても、未収金対策検討

会議において、貸付時の審査の徹底や法令等に

基づく時効の中断など、適切な債権管理の徹底

を図られ、収入未済額は約800万円縮減してい

るところであります。 

 2点目の予算繰越の縮減については、平成30

年度の一般会計における繰越額は、経済対策補

正予算等により約520億円と、前年度と比べて

増加をしておりますが、県としては、今後も計

画的、効率的な事業執行を行い、予算繰越の一

層の縮減に努めていくこととされております。 

 3点目の未利用地の有効活用については、県

有財産管理運用本部会議において、有効活用策

や処分方針等の決定を行うとともに、売却可能

な未利用地に係る情報をホームページ等で広く

提供するなど、積極的な対策を進められている

ところであります。 

 以上のように、いずれの指摘に対しても、是

正及び改善に取り組まれ、一定、評価できるも

のでありますが、一方で、この3つの項目は、

例年同様の指摘がなされていることから、今後

も継続的な対応が重要であると考えます。 

 次に、平成30年度の実施事業については、有

人国境離島法関係の交付金や地方創生推進交付

金等をしっかりと活用しながら、「長崎県総合

計画チャレンジ2020」、並びに「長崎県まち・

ひと・しごと創生総合戦略」に基づく、各種施

策が推進されており、本県への移住者数や企業

誘致等による雇用計画数の増加など、これまで

の取組が成果につながっております。 

一方で、本県の最重要課題である人口減少に

ついては、引き続き、その対策を講じる必要が

あり、今後も施策の一層の強化に努められたい

と考えております。 

また、本県財政は、直近の中期財政見通しに

よると、今後も社会保障関係費の増加が見込ま

れるなど非常に厳しい状況が続くことから、ま

ずは令和3年度以降、基金の取り崩しに頼らな

い財政運営を目指して、行財政改革推進プラン

や財政構造改革のための総点検を着実に進めら

れているところであります。 

 県におかれましては、市、町や民間団体等と

も一層の連携を図りながら、国の施策や有利な

財源措置も積極的に活用しつつ、「人、産業、

地域が輝く たくましい長崎県づくり」の実現

に向けて、総力を挙げて取り組まれることを強

く望むものであります。 

 以上、賛成意見を申し述べ、議員各位のご賛

同を賜りますよう、お願いをいたしまして、賛

成の討論とさせていただきます。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 質疑・討論をとどめて、

採決いたします。 

 認定第1号は、委員長報告のとおり認定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、認定第1号は、委員長報告のとおり

認定されました。 

 お諮りいたします。 

 認定第2号及び認定第3号は、質疑・討論を省

略し、直ちに採決することにご異議ありません

か。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

認定第2号及び認定第3号については、委員長

報告のとおり認定することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第2号及び認定第3号は、委員長

報告のとおり認定されました。 

 次に、知事より、第119号議案乃至第139号議

案の送付がありましたので、これを一括上程い

たします。 

ただいま、上程いたしました議案について、

知事の説明を求めます－知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 本日、ここに、

令和元年11月定例県議会を招集いたしましたと

ころ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜

り、厚く御礼を申し上げます。 

説明に入ります前に、天皇陛下におかれまし

ては、去る10月22日、「即位礼正殿の儀」を挙

行され、ご即位を国の内外に宣明されました。 

県民の皆様とともに、謹んでお祝い申し上げ

ますとともに、天皇・皇后両陛下のご健勝とご

多幸、皇室のますますの弥栄を衷心よりお祈り

申し上げます。 

また、本年10月における台風19号及び前線の

影響による大雨では、東日本を中心に、河川の

氾濫や土砂災害により甚大な被害が生じました。 

お亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆

様に深く哀悼の意を表しますとともに、負傷さ

れ、また被害を受けられた方々に心からお見舞

いを申し上げます。 

それでは、開会に当たり、当面する諸課題に

ついて所信を申し述べますとともに、前定例会

以降、今日までの県政の重要事項について、ご

報告を申し上げたいと存じます。 

（地方創生の推進） 

県においては、人口減少を克服し、地方創生

を推進するため、令和2年度から7年度までの6

年間を計画期間とする次期総合戦略の策定を進

めてまいりましたが、このたび、県議会でのご

議論や有識者による懇話会等からのご意見を踏

まえ、素案を取りまとめたところであります。 

次期総合戦略では、現戦略において県内移住

者など成果が得られた分野は、現在の取組を継

続し、より高い効果が得られるよう施策の充

実・深化を図り、県内就職率など十分な成果が

得られていない分野は、足らざる施策の追加・

拡充に努めてまいりたいと考えております。 

そのため、戦略策定の方向性として、新規学

卒者の県内就職促進や若者の受け皿となる魅力

的な働く場の創出に力を注ぎ、雇用創出効果を

人口減少の抑制につなげるとともに、進学等に

よる県外転出者へのＵターン対策を充実・強化

してまいります。 

また、交流人口の拡大に向け、国内外からの

誘客をさらに促進するほか、ふるさとでの活躍

について高校生等の理解を深める「ふるさと教

育」の充実に力を注いでまいります。 

そして、県内企業等と連携し女性の県内定着

に取り組むことと併せ、結婚を希望される方へ

の出会いの場の創出及び子育ての包括的な支援

など、子どもを産み育てやすい環境の整備に係

る施策についても一層の推進を図ってまいりま

す。 

さらに、今後、急速な進展が期待される

Society5.0の実現に向けたＡＩ・ＩｏＴ等の新

技術の活用や人口減少・少子・高齢化の進展を

踏まえた2040年問題対策の強化並びに、都市部
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の住民・企業等と本県との関係を深める「関係

人口」の創出・拡大とともに、「持続可能で、

誰一人取り残さない」社会の実現というＳＤＧｓ

の理念も盛り込んでまいりたいと考えておりま

す。 

こうした方向性に基づき、「ひと」、「しごと」、

「まち」の流れによる「人材を育て、未来を切

り拓く」、「産業を育て、しごとを生み出す」、

「夢のあるまちや持続可能な地域を創る」の3

つの施策体系を掲げ、大学や産業界をはじめ、

市町や関係団体等との連携を強化しながら、各

分野における地方創生に向けた施策をより深化

させていくこととしております。 

今後、県議会において、ご議論いただくとと

もに、外部有識者で構成する懇話会や市町、県

民の皆様、関係団体等のご意見をお伺いしなが

ら、来年3月の策定を目指して、国の施策の積

極的な活用も図り、力強い政策群を構築してま

いります。 

（令和2年度の重点戦略） 

 令和2年度においては、本県の最重要課題で

ある人口減少をはじめ、構造的な課題の改善に

向けて施策を講じている「長崎県総合計画チャ

レンジ2020」の最終年度となることから、県民

の皆様と思いを共有し、企業、大学、ＮＰＯ、

市町等と連携しながら、地域社会のあらゆる力

を結集して、目標達成に向け全力を注いでまい

りたいと考えております。 

また、現行の「長崎県まち・ひと・しごと創

生総合戦略」では、企業誘致に伴う雇用創出数

や県外からの移住者数の増加など、一定の成果

が見られるものの、新規学卒者の県内就職率の

伸び悩みや女性の転出超過並びに幅広い意識共

有の不足等の課題も見受けられるところであり

ます。 

そのため、これらの現状や課題を十分に踏ま

えたうえで、次期総合戦略における「ひと」、

「しごと」、「まち」に係る3つの施策体系のも

と、各種施策の充実・強化に努めてまいりたい

と考えております。 

さらに、ＡＩ・ＩｏＴ等の新技術も積極的に

取り込みながら、産業振興や地域活性化を推進

するとともに、「関係人口」の創出・拡大など、

新たな視点も取り入れながら、施策の構築に力

を注いでまいります。 

 それでは、令和2年度の重点戦略の素案に掲

載した主な施策について、総合計画で実現を目

指す5つの将来像に沿って、ご説明いたします。 

1 交流でにぎわう長崎県 

 東京2020オリンピック・パラリンピックの開

催や九州新幹線西九州ルートの開業を契機とし

て、国内外からの誘客など様々な分野において、

交流の拡大を図り、本県経済の活性化につなげ

ていく必要があると考えております。 

 そのため、インバウンドの誘客拡大について

は、外国人に訴求するコンテンツの磨き上げや

受入環境の整備に取り組むとともに、国・地域

ごとの特徴やニーズに合わせた戦略的なプロ

モーションを推進してまいります。 

 また、観光客が旅先で期待する観光コンテン

ツである「食」の取組を強化するほか、ユニ

バーサルツーリズムの受入態勢の充実や質の高

いサービスを提供できる人材の確保・育成によ

り、観光客に対する「おもてなし」の充実を図

るなど、本県ならではの魅力ある観光まちづく

りに力を注いでまいります。 

 また、オリンピック・パラリンピックにかか

る事前キャンプ受け入れ等に万全を期すととも

に、新幹線については、令和4年度の開業に向

けて、県民の機運醸成や周遊交通対策を推進し



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１１月２７日） 

 ― 10 ―

てまいります。 

 さらに、特定複合観光施設（ＩＲ）区域認定

の申請に向けた交通インフラの整備検討など、

諸準備を着実に進めるとともに、各地への周遊

を促すため、鉄道、バス、タクシーなど多様な

交通手段を連携させ、観光施設等への移動の利

便性を高める新たなモビリティサービスの構築

を目指してまいりたいと考えております。 

 このほか、移住対策について、「ながさき移

住サポートセンター」を通じたきめ細かなサ

ポートの充実に加え、Ｕターン促進のため、本

県出身者等に対する効果的な情報発信の仕組み

づくりや東京23区からの移住支援及び地域課題

の解決に向けた雇用拡充対策を市町と連携しな

がら推進してまいります。 

 また、移住希望者の裾野を拡大するため、地

方において仕事と休暇を組み合わせた滞在型テ

レワークを推進する都市部企業との関係の構築

など、地域と都市部の住民・企業等が継続的に

多様な形でかかわる「関係人口」の創出・拡大

にも力を注いでまいります。 

2 地域のみんなが支え合う長崎県 

 人口減少と少子・高齢化が進行し、人生100

年時代の到来も見込まれる中、誰もが、健康で

生きがいを持って活躍できる地域社会づくりを

推進していく必要があります。 

 そのため、健康長寿日本一の長崎県づくりに

ついては、地域ごとの課題に応じた対策や県内

企業への健康経営の普及促進並びに高齢者の口

腔ケアの推進などに取り組むとともに、健康長

寿メイト制度やポータルサイトの充実など、県

民の皆様お一人おひとりが健康づくりに楽しく

取り組める環境づくりに努めてまいります。 

 また、地域包括ケアシステムについては、令

和5年度末までの県内全域での構築に向けて、

離島地域など、特に高齢化が進む地域において、

将来の人口推計や今後減少が見込まれる地域の

福祉資源の見える化に取り組むとともに、医療

資源が不足する地域における在宅医療提供体制

の構築を進めてまいります。 

 さらに、女性の職業生活における活躍を目指

し、一般事業主行動計画の策定を加速するとと

もに、女性の県内就職促進に向けて、就職活動

前の女子大学生による企業訪問や女性社員との

意見交換等の就労支援を充実してまいります。 

 このほか、地域住民主体による集落維持の仕

組みづくりに向けた地域運営組織の立ち上げや

育成の強化を図るとともに、民間企業やＮＰＯ

団体等と連携した地域における生活支援サービ

スの推進に努めてまいります。 

3 次代を担う「人財」豊かな長崎県 

 人口の自然減を抑制するためには、少子化の

最大の要因である未婚化・晩婚化に歯止めをか

け、県民の皆様が希望どおりに結婚、妊娠・出

産し、安心して子育てができる社会を実現して

いく必要があると考えております。 

 こうした社会の実現に向け、結婚を希望する

方々や子育て家庭を県全体で応援する機運の醸

成を図るとともに、お見合いデータマッチング

システムをはじめ、個人への結婚支援や職域結

婚の活性化に向けた企業間交流を一体的に推進

し、総合的な結婚支援に力を注いでまいります。 

 また、子育て施策については、育児負担の軽

減のため、子育て世代に対し、地域における育

児支援や男性の家事参画等にかかる情報発信を

充実するとともに、待機児童の解消に向けて、

就職合同面談会や修学資金の貸し付けによる保

育人材の確保並びに潜在保育士の再就職支援に

取り組んでまいります。 

 一方、社会減を抑制するため、若者の県内定
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着の促進については、新規学卒者の県内就職率

の向上を目指し、きめ細かな働きかけに加え、

県外進学者等のＵターン就職を促進する必要が

あると考えております。 

そのため、キャリアパスの導入や賃金・休日

等の処遇改善の働きかけを行うなど、若者に

とって魅力ある職場づくりによる企業の採用力

強化を支援するとともに、県内高校に配置する

キャリアサポートスタッフによる生徒・保護者

への就職支援、及び本県における暮らしやすさ

や県内企業に関する情報発信の充実・強化に努

めてまいります。 

加えて、インターンシップの受入促進や首都

圏・福岡県でのＵターン就職対策をさらに強化

してまいります。 

また、産業人材の確保については、介護や農

業分野等における外国人材の受入環境の整備促

進をはじめ、友好関係にある国等と連携した外

国人材の安定的な受け入れや漁業後継者の技術

習得の支援等に努めるとともに、新卒者や卒業

後数年以内の既卒者を含む多様な求職者と企業

のマッチングを図ってまいります。 

このほか、学校教育については、グローバル

化に対応するための英語をはじめとする語学力

やコミュニケーション能力等の向上に努めてま

いります。 

4 力強い産業を創造する長崎県 

 ＡＩ・ＩｏＴを活用したイノベーションによ

り世界中で革新的なビジネスやサービスが生み

出される中、本県においても、大学や産業界と

連携しながら、造船関連産業を中心に培われて

きた優秀な人材や高い技術を活かした新たな基

幹産業の創出をはじめ、力強い地域経済の実現

と良質な雇用の場の創出に力を注いでいく必要

があると考えております。 

 そのため、航空機関連産業、ＡＩ・ＩｏＴ・

ロボット関連産業、海洋エネルギー関連産業の

3分野において、大学等との連携による専門人

材の育成や企業間連携の支援によるサプライ

チェーンの構築並びに先端技術の導入を推進し

てまいります。 

併せて、企業誘致についても、システム開発

や金融ＩＴ部門並びに航空機関連産業など今後

成長が見込まれる分野に力を注ぐほか、県立大

学において情報セキュリティ産学共同研究セン

ター（仮称）を整備し、産学の共同研究機能や

ＩＴ人材の育成を強化してまいります。 

また、スタートアップ企業の創出に向けて、

県外の交流拠点との連携を強化するとともに、

小規模事業者の振興については、新たな事業展

開への支援を進めるほか、事業承継の課題に直

面する事業者への個別支援体制の充実に加え、

県外からの移住者を含む創業希望者と廃業予定

者とのマッチングの強化など、円滑な事業承継

の実現に向けた施策を加速化させてまいります。 

一方、元気で豊かな農林水産業を実現してい

くためには、生産規模の拡大、収益性の向上及

び担い手の確保に向けた施策を推進することが

重要であります。 

 水産業については、漁業者への経営指導や新

規就業者の確保・育成対策を強化するとともに、

地域の重要な雇用の場である定置網漁業の経営

の安定化を図るため、漁具の改良や省力化に取

り組む経営体を支援するほか、水産加工業者の

営業力の強化に取り組んでまいります。 

 農林業においては、農林業所得のさらなる向

上に向け、県内企業と連携した環境制御技術の

普及拡大など、スマート農業を推進するほか、

農地の基盤整備、担い手への集積、就農希望者

の受入態勢の強化及び外国人材の活用等に力を
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注ぐとともに、農産物の流通対策を推進してま

いります。 

県産品の輸出においては、さらなる輸出拡大

に向け、新たな輸送ルートの開拓、商材の掘り

起こし及び既存ルートとの関係強化に取り組ん

でまいります。 

また、中国や韓国、香港を中心に、本県のプ

ロモーション活動を展開するとともに、県産品

をはじめとした本県の魅力を総合的に発信する

ことにより、本県への誘客拡大並びに輸出促進

を図ってまいります。 

5 安心快適な暮らし広がる長崎県 

 多くの離島・半島を有する本県は、交流人口

の拡大や産業振興を支える交通ネットワークの

整備及び快適で安全・安心な暮らしづくりの実

現に向けた生活基盤の整備や地域づくりを推進

していく必要があります。 

 特に、近年、大規模な地震や集中豪雨など自

然災害が頻発・激甚化していることから、自然

災害防止事業等のハード面の防災・減災対策を

重点的に推進することに加え、河川のハザード

マップや要配慮者利用施設の避難確保計画づく

りの推進並びに自主防災組織の活動支援や女

性・若者の消防団加入促進などのソフト面の対

策に力を注いでまいります。 

 また、九州新幹線西九州ルートをはじめ、高

規格幹線道路や地域高規格道路などの高速交通

ネットワークの整備、長崎空港の活性化、道路

や橋梁等の老朽化対策の計画的な実施など、社

会資本整備の着実な実施やインフラ資産の適正

な管理に努めるとともに、犯罪や交通事故のな

い安全・安心なまちづくりを推進してまいりま

す。 

 このほか、引き続き、有人国境離島法に基づ

く交付金を最大限に活用し、関係市町と連携し

ながら、雇用機会の拡充、住民の航路・航空路

運賃の低廉化、農水産品等の輸送コストの負担

軽減、滞在型観光の促進に努めるほか、病院企

業団が行う、本土の医師をヘリコプターにより

離島に派遣する施策を支援してまいります。 

（特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進） 

 ＩＲ区域の整備については、去る10月1日、

ＩＲ事業者から具体的な事業コンセプトの提案

を募集するＲＦＣ（Request for Concept）を

開始し、これまでに国内外の複数の事業者から

参加の申し込みをいただいたところであります。 

 今後、来年1月10日までに事業者から具体的

な提案書が提出されることになりますが、民間

事業者の活力と創意工夫を活かした魅力的で具

体的な提案がなされることを強く期待しており

ます。 

 また、去る11月6日、九州・山口各県の知事

及び経済団体の代表者が参加する九州地域戦略

会議において、各団体の実務者による九州ＩＲ

推進プロジェクトチームから、ＩＲを核とした

広域周遊や、九州各地からの食材調達による地

産地消の推進など、九州・長崎ＩＲを活かした

広域連携のあり方についての中間報告が行われ

ました。 

 今後とも、県議会や県民の皆様のご意見をお

伺いしながら、九州の観光及び地域経済の活性

化に寄与し、我が国の経済成長にも貢献する九

州・長崎ＩＲの実現に向け、九州・山口各県及

び経済界と連携した誘致活動を展開し、区域認

定の獲得を目指してまいります。 

（九州新幹線西九州ルートの整備促進） 

 九州新幹線西九州ルートについては、本年8

月5日、与党整備新幹線建設推進プロジェクト

チーム「九州新幹線（西九州ルート）検討委員

会」から示された整備のあり方等に関する基本
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方針において、フル規格により整備することが

適当であると判断されるとともに、関係者であ

る国土交通省・佐賀県・長崎県・ＪＲ九州の間

での協議が求められております。 

 このような中、去る10月28日、国土交通大臣

と鉄道局長がそれぞれ、佐賀県知事と会談を行

われ、基本方針が示されて以降、初めて、新鳥

栖～武雄温泉間の整備のあり方についての意見

が交わされたところであります。 

 国土交通省としては、引き続き佐賀県との協

議を継続する考えであり、県としては、今後の

議論の進展につながることを期待し、その協議

の状況を注視するとともに、国土交通省等から

の情報収集を行いながら、関係者との協議に積

極的に参加するなど議論の進展に努め、全線フ

ル規格による整備の実現に向けて力を注いでま

いりたいと考えております。 

（観光の振興） 

本県観光の動向については、本年上半期の主

要宿泊施設における延べ宿泊者数は前年比

1.3％の増加となったものの、7月以降、韓国人

観光客の減少や台風・大雨などの影響から厳し

い状況が続いております。 

 このような中、将来にわたり観光客を呼び込

むためには、観光の質を高め、観光客の満足度

の向上を図り、本県に繰り返し訪れていただけ

るような観光まちづくりを進めることが重要で

あります。 

 そのため、今年度は、地域住民が主体的に取

り組む観光まちづくりへの支援や宿泊施設の

サービス向上、食の魅力の発信に加え、優良事

例の表彰制度の創設や観光産業の担い手の確保

など、様々な観光振興対策を推進しております。 

 また、韓国人観光客が減少している対馬市に

おいては、宿泊料金の一部を割り引く「行っ

得！つしま宿泊割引キャンペーン」を11月1日

から開始するとともに、自然景観や歴史・文化、

食など、対馬の魅力を情報発信し、国内観光客

の誘致に全力で取り組んでいるところでありま

す。 

 今後とも、韓国人観光客の動向など、事態の

推移を見極めながら、国境離島地域をはじめ、

本県観光の振興に力を注いでまいります。 

（ローマ教皇の長崎訪問） 

 ローマ教皇フランシスコ台下におかれまして

は、去る11月24日に本県をご訪問になられ、原

爆落下中心地において、「長崎は、核兵器が人

道的にも環境にも悲劇的な結末をもたらすこと

の証人としての町である」とされたうえで、

「核兵器のない世界が可能であり必要であると

いう確信をもって、政治をつかさどる指導者の

皆さんにお願いします。核兵器は、今日の国際

的また国家の安全保障への脅威から、私たちを

守ってくれるものではない、そう心に刻んでく

ださい。人道的及び環境の観点から、核兵器の

使用がもたらす壊滅的な破壊を考えなくてはな

りません。核の理論によって促される、恐れ、

不信、敵意の増幅を止めなければなりません」

と呼びかけられたところであります。 

 このメッセージは、世界の平和を願う人々に

大きな勇気と励みを与えるものであり、被爆者

をはじめ、長崎県民と思いを共有していただい

ていることは大変心強く、改めて被爆地の思い

を世界に向け訴えていかなければならないと考

えております。 

 さらに、西坂公園においては、二十六聖人殉

教者へ祈りを捧げられ、長崎県営野球場におい

ては、県内外から参加された多くの方々ととも

に、ミサをあげられるなど、幅広い皆様方と交

流を深められました。 



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１１月２７日） 

 ― 14 ―

 このたびのご訪問を多くの方々が歓迎される

中、全ての行程が滞りなく終了できましたのは、

カトリック長崎大司教区をはじめ、関係機関の

皆様のお力添えの賜物であり、改めて、ご訪問

に携わっていただいた全ての方々に感謝を申し

上げます。 

 県としましては、核兵器廃絶と世界恒久平和

の実現を目指して、教皇の平和のメッセージを

はじめ、長崎ご訪問の状況を世界に向けて発信

してまいりたいと考えております。 

（石木ダムの推進） 

 石木ダムについては、去る11月13日、「長崎

県公共事業評価監視委員会」から、工期を令和

7年度まで3年間延長したうえで、事業継続を認

める意見書をいただいたところであります。 

 当委員会からは、「全国的な大雨や渇水によ

る想定外の被害の発生等、近年の自然災害の激

甚化は深刻であり、石木ダム建設事業の必要性

は益々高まっている」との意見をいただいてお

り、防災・減災対策の重要性が一層高まる中、

県としては、引き続き事業の促進に力を注いで

まいりたいと考えております。 

 また、ダム建設に必要な用地については、去

る11月18日に、全ての用地の明け渡しの期限を

迎えたところでありますが、今後も地元の方々

に対して、協力が得られるよう働きかけを続け

るとともに、状況の変化を見極めながら、適切

に対処してまいりたいと考えております。 

（幹線道路の整備） 

 地域振興を支える高規格幹線道路等の整備に

ついては、去る10月30日、西九州自動車道のさ

らなる整備促進を図るため、本県、福岡県、佐

賀県並びに3県沿線市町合同による建設促進大

会を東京都で開催いたしました。 

 当日は、各県の国会議員の方々をはじめ、関

係皆様のご出席をいただき、松浦佐々道路等の

事業中区間の早期完成や暫定2車線区間の4車線

化への早期着手など、4項目を決議するととも

に、国土交通省並びに財務省へ要望を行ったと

ころであります。 

 また、昨年度事業化されました佐々インター

から佐世保大塔インター間の4車線化について

は、今月2日に、約120人の参加者のもと着工式

が開催されるなど、着実に整備が進められてお

ります。 

 今後とも、地域の活性化や安全・安心の確保

を図るため、効率的で効果的な道路ネットワー

クの整備に努めてまいります。 

（基幹産業の振興） 

 県においては、県内経済の活性化と力強い産

業の育成のために、本県が強みを持つ半導体関

連企業の立地・拡大を支援し、良質な雇用の場

を確保するとともに、新たな基幹産業の創出を

目指し、航空機関連産業、ＡＩ・ＩｏＴ・ロ

ボット関連産業、海洋エネルギー関連産業の誘

致・育成に取り組んでいるところであります。 

 このような中、スマートフォンのカメラなど

に使用されている半導体画像センサーにおいて、

世界のトップシェアを誇るソニー株式会社から、

去る10月30日、ソニーセミコンダクタマニュ

ファクチャリング株式会社長崎テクノロジーセ

ンターに新棟を建設するとの発表がありました。 

 今回の決定は、県内での事業拡大を強くお願

いしてまいりました本県にとって、魅力ある雇

用機会の拡大に結びつくものであると考えてお

り、発表された投資額によると、1,000人規模

の新たな雇用が期待されるところであります。 

 また、半導体画像センサーは、今後、自動運

転や産業用ロボットなど、ＡＩ・ＩｏＴ・ロ

ボット分野での需要も見込まれており、長崎発
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の製品が世界に羽ばたいていくことを大いに期

待しております。 

 引き続き、成長分野における企業の事業拡大

を支援し、県内産業の活性化と雇用の拡大に全

力を注いでまいります。 

（企業誘致の推進） 

 去る10月29日、楽天の保険グループである楽

天生命保険株式会社、楽天損害保険株式会社、

楽天少額短期保険株式会社、楽天インシュアラ

ンスプランニング株式会社の4社が、長崎市へ

の立地とクレインハーバー長崎ビルへの入居を

決定され、11月25日に立地協定を締結いたしま

した。これら4社においては、3年間で120人を

雇用し、保険金支払いや契約関連事務等を行う

こととされております。 

 なお、今回の立地決定により、クレインハー

バー長崎ビルの入居率は90％に達し、入居企業

8社の雇用計画数の合計は724人となります。 

 さらに、11月15日には、山梨県に本社を置く

株式会社電溶工業が、大村市への立地を決定さ

れました。同社は、5年間で12人を雇用し、自

動車メーカー向けスポット溶接ロボットの設

計・開発を行うこととされております。 

 このほか、大村市への立地が決定しておりま

したマコー株式会社と10月10日に、長崎市への

立地が決定しておりました株式会社デンソー

ウェーブと10月15日に、同じく長崎市への立地

が決定しておりました株式会社セイノー情報

サービスと11月7日に、それぞれ立地協定を締

結したところであります。 

 今後とも、雇用の拡大と地域経済の活性化に

つながるよう地元自治体等と連携しながら、企

業誘致の推進に努めてまいります。 

（県立高等学校教育改革の推進） 

 現在の高校改革基本方針が令和2年度に期限

を迎えるため、第三期長崎県高校改革推進会議

から本年8月に提出された報告書の内容を踏ま

え、教育委員会では、令和3年度からの10年間

を計画期間とする「第三期長崎県立高等学校改

革基本方針」の策定作業を進め、このたび、素

案を取りまとめたところであります。 

 今回の素案では、生徒が「変化の激しい社会

において自立的に生き、社会の形成に参画する

力」や「ふるさと長崎への愛着と誇りを持ち、

本県の未来を担う力」を身につけるための教育

制度の改革並びに適正配置等に関する基本的な

考え方を示しております。 

 今後、県議会において、ご議論いただくとと

もに、県民の皆様からのご意見をお伺いしなが

ら、さらに検討を重ね、来年3月の策定を目指

してまいります。 

（スポーツの振興） 

 去る9月28日から10月8日まで、茨城県で開催

された「第74回国民体育大会」において、本県

は、陸上成年男子の山本凌雅選手の2連覇をは

じめ、ソフトボール成年男子、ソフトボール少

年女子、陸上少年男子の池田成諒選手が優勝す

るなど、20競技46種目での入賞を果たし、総合

成績は昨年の41位から26位へと順位を上げるこ

とができました。 

「ふるさと長崎県」の代表として、力の限り

を尽くされた本県選手団の皆様のご健闘をたた

えるとともに、温かい声援をいただいた多くの

県民の皆様に心から感謝申し上げます。 

 今後とも「チーム長崎」として、心を一つに、

さらなる競技力の向上を推進してまいります。 

 同じく茨城県で10月12日から14日に予定され

ておりました「第19回全国障害者スポーツ大会」

については、台風19号の影響を受け、残念なが

ら、全日程中止となりましたが、引き続き、障
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害者スポーツの裾野拡大と選手・指導者の育成

強化に努めてまいります。 

 次に、議案関係について、ご説明いたします。 

 まず、補正予算でありますが、災害関連・復

旧等に要する経費、給与改定及び職員給与関係

既定予算の過不足の調整、その他緊急を要する

経費について編成いたしました。 

 一般会計39億3,983万3,000円の増額、特別会

計63万2,000円の増額、企業会計285万7,000円

の減額補正をしております。 

 この結果、現計予算と合算した本年度の一般

会計の歳入歳出予算額は、7,160億9,496万

5,000円となり、前年同期の予算に比べ、113億

2,662万8,000円の増となっております。 

 次に、予算以外の議案のうち、主なものにつ

いて、ご説明いたします。 

 第126号議案「職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例」は、去る10月9日に行わ

れた県人事委員会の「職員の給与等に関する報

告及び勧告」、並びに国家公務員の給与の取り

扱いの状況等を踏まえ、関係条例を改正しよう

とするものであります。 

 第132号議案「当せん金付証票の発売につい

て」は、当せん金付証票法の規定により、宝く

じの発売限度額について定めようとするもので

あります。 

 第134号議案「公の施設の指定管理者の指定

について」は、伊王島リゾート公園の管理を行

う指定管理者を指定しようとするものでありま

す。 

 第139号議案は、長崎県教育委員会の委員の

任命について議会の同意を得ようとするもので

あります。 

 委員といたしまして、森 百合子君を任命し

ようとするものであります。 

 適任と存じますので、ご決定を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

 なお、教育委員会委員を退任されます前田さ

とみ君には、在任中、多大のご尽力をいただき

ました。この機会に厚くお礼申し上げます。 

 その他の案件については、説明を省略させて

いただきますので、ご了承を賜りたいと存じま

す。  

 以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

 何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 ただいま上程いたしました議案のうち、第

139号議案「長崎県教育委員会の委員の任命に

ついて議会の同意を求めることについて」は、

委員会付託及び質疑・討論を省略し、直ちに採

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 第139号議案は、原案のとおり、委員として、

森 百合子君に同意を与えることにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、第139号議案は、原案のとおり同意

を与えることに決定されました。 

 次に、議会運営委員会より、発議第193号

「長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例案が、お手元

に配付いたしておりますとおり提出されており

ますので、これを上程いたします。 

 本日の会議は、これにて終了いたします。 

 明日から12月2日までは、議案調査等のため
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本会議は休会、12月3日は、定刻より本会議を

開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午前１１時 ０分 散会 ― 
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― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 この際、堀江議員から、11月27日の認定第1

号にかかる討論において、一部発言を訂正した

い旨の申し出がありましたので、議長において、

後刻、会議録を精査のうえ、適切な措置をいた

しますので、ご了承をお願いいたします。 

 これより、一般質問を行います。 

 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君）（拍手）〔登壇〕 おはよ

うございます。 

 自由民主党・県民会議、雲仙市選挙区選出の

徳永達也でございます。 

 まず、質問に入ります前に、このたびの天皇

陛下のご即位に際し、県民の皆様とともに、謹

んでお祝い申し上げます。 

 併せて、天皇、皇后両陛下、並びに皇室のま

すますのご繁栄を心からご祈念を申し上げます。 

 また、ローマ教皇フランシスコ台下におかれ

ましては、11月24日に本県をご訪問いただき、

多くの方々が歓迎される中、無事に本県での日

程を終了されました。 

 ローマ教皇として、38年ぶりのご来県は、大

変光栄なことであり、多くの県民の皆様が、直

に姿を拝見し、お言葉を聞くことができたこと

を大変喜ばしく思うとともに、世界のカトリッ

ク信者の最高指導者である教皇台下が、ここ長

崎から、核兵器廃絶に関わるメッセージを発信

されたことは、大変意義深いものと考えており

ます。 

 さらに、本年のたび重なる台風や大雨等の災

害では、全国で多くの方がお亡くなりになり、

または行方不明になられ、避難生活を余儀なく

される方がいらっしゃいます。 

 お亡くなりになられました方々に、改めて哀

悼の意を表しますとともに、被害を受けられた

皆様に衷心よりお見舞いを申し上げます。 

 それでは、通告に従い、質問に入ります。 

 1、次期まち・ひと・しごと創生総合戦略と

令和2年度重点戦略について。 

 （1）次期総合戦略（素案）について。 

 我が国は、全国的に人口減少が進みつつあり、

東京など都市圏への一極化により、地方の人口

減少は深刻な問題となっており、本県において
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も、全国平均より早く進んでいる人口減少対策

は最大の課題であります。 

 その要因としては、雇用や少子化、住環境等

の暮らしやすさなど、非常に多岐にわたるもの

と考えられ、簡単に解決できる問題ではないと

考えております。 

 県でも、これまで、さまざまな対策に積極的

に取り組んでこられ、一定の成果が得られてい

る分野もあると伺っておりますが、なかなか人

口減少の抑制にまでは至っていないのではない

かと思います。 

 先日の予算決算委員会で質問いたしましたが、

現在の成果として、企業誘致による雇用創出数

や移住者数は目標を超える実績が出ているもの

の、新規学卒者の県内就職率が低迷しているこ

と、女性の県外転出が拡大していることなどが

課題であるとの答弁がありました。 

 こうした成果と課題を踏まえ、次期戦略にお

いては、成果が出ている部分は、さらに施策を

強化し、足らざる部分については、施策を追

加・拡充するべきであると考えますが、次期戦

略について、今後、どのような施策を講じてい

こうと考えているのか、お尋ねをいたします。 

 （2）令和2年度重点戦略（素案）について。 

 令和2年度は、新たな総合戦略のスタートの

年であり、人口減少対策を着実に推進するため、

最も重要な一年であります。 

 そこで、県においては、令和2年度の重点戦

略を策定し、具体的な成果に直結する政策への

集中化・重点化を図ることとされ、そのうちの

人口減少対策では、部局横断的に取り組む5つ

の重点テーマが掲げられております。 

 これは、統轄監が昨年4月に着任されてから、

プロジェクトチームを立ち上げ、取り組まれて

きたテーマでもありますが、この一年半で、さ

らに強化すべきところや、足らざる部分など、

見えてきていると思います。それらを踏まえて、

令和2年度において、どのような視点で、どの

ような事業を検討されているのか、お伺いいた

します。 

 次に、重点戦略の具体的な取組について、数

点お伺いします。 

 国では、観光を地方創生の切り札、成長戦略

の柱として、「明日の日本を支える観光ビジョ

ン」に基づき、訪日外国人旅行者拡大に向けた

さまざまな施策を展開されております。 

 本県においても、平成30年の外国人延べ宿泊

者数は93万人泊と過去最高を記録したものの、

地域間競争が激しくなる中、他県に後れをとっ

ているのが現状であります。 

 国内からは、3,500万人が訪れる観光県とし

ての実績がある一方で、インバウンドが低迷し

ているのは、海外向けの情報発信が不足してい

ることが大きな要因ではないかと考えます。 

 私が台湾や東南アジアを訪問した際にも、現

地の旅行会社などから、本県の海外向けの情報

発信が、国内の他地域に比べて少なく、観光地

としてほとんど知られていないと指摘を受けた

ところであります。 

 本県には、自然や歴史、文化、食など、他県

に負けない魅力が数多くありながら、海外向け

の情報発信ができておらず、十分に伝わってい

ないという現状に対して、来年度はどのような

施策を掲げて取り組んでいかれるのか、お尋ね

をいたします。 

 次に、製造業については、県民所得の向上に

大きく寄与しており、具体的には、昨年度から

の増加目標額である64億円に対し、実績は770

億円となるなど、本県の産業振興において非常

に重要なポイントであると考えております。 
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 今回発表のあったソニーの新工場建設、三菱

重工航空エンジン、また、富士フィルムや京セ

ラ、デンソーウェーブ、楽天などが次々に立地

を決定しているところですが、こうした長崎県

への企業立地は、全国的に注目を浴びているの

ではないかと考えており、今後、さらなる企業

誘致に期待を寄せているところであります。 

 人口減少対策にとって、企業誘致は効果が高

い施策であり、こうした流れを受け、今後、ど

のように企業誘致を進めていこうと考えている

のか、お尋ねをいたします。 

 2、県立高等学校改革について。 

 子どもたちが生きていく新たな時代は、人の

働き方や生き方を含め、社会全体の構造までも

が現在とは大きく異なっていくものと思われま

す。 

 このような予測困難な時代にあっても、子ど

もたちが自らの人生を切り拓き、新たな時代を

先導していくための力を身につけさせるために

は、高校における教育の質を高めていくことが

極めて重要であります。 

 県教育委員会では、令和3年度から、今後10

年間の高校教育改革や、適正配置の基本的な考

え方を示す「第三期高校改革基本方針」の素案

を取りまとめられましたが、今後も、少子化が

進行する中、次期基本方針においては、本県の

現状や今後の教育環境の変化等を踏まえて、ど

のような改革を進めようとされておられるのか、

お尋ねをいたします。 

 また、地域の施設、企業の協力のもと、看護、

介護、保育などに関する実習や、商品開発に取

り組む国見高校、小浜高校のように、地域に密

着した教育活動を行っている高校の一層の活性

化を進めていくために、どのような改革に取り

組もうとされているのか、お尋ねをします。 

 3、特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推

進について。 

 ご承知のとおり、ＩＲ区域の認定数は、全国

で上限3カ所とされており、現在では、本県の

ほかに、大阪、和歌山、横浜がＩＲ誘致を表明

されております。 

 先日、北海道知事が、自然環境への影響や今

回の区域整備計画の認定までのスケジュールな

どを勘案し、ＩＲ誘致を断念したとの報道があ

りましたが、このほかにも東京や千葉などがＩ

Ｒを検討している状況であり、地域間の競争が

激しさを増していく中、県としては、スピード

感をもって取り組んでいると思いますが、先月

19日に、2021年（令和3年）1月4日から7月30日

を区域整備計画の申請受付期間として政府から

公表され、パブリックコメントが今月18日まで

に実施をされております。 

 こうした状況を踏まえて、県はどのようなス

ケジュールで国の選定に臨もうとしているのか、

お尋ねをします。 

 また、本県の優位性として、アジア地域との

近接性や豊富な観光資源、ＩＲ誘致に向けた地

元長崎や九州での合意形成などが挙げられます

が、一方で、ＩＲ事業者側から見た本県に対す

る評価をどのように受け止めているのか、お尋

ねをします。 

 4、石木ダムの推進について。 

 石木ダムの建設は、県と佐世保市が事業採択

以来、40年以上の長きにわたり取り組んできた

最重要課題であり、川棚川の治水対策や佐世保

市の水源不足解消のため、欠かすことのできな

い大変重要な事業であります。 

 また、台風19号をはじめ、近年、県内を含む

全国各地で自然災害が頻発しており、洪水や渇

水から地域住民の安全・安心を守るため、本事
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業の果たす役割は、より一層大きなものとなっ

ております。 

 ダム建設に必要な用地は、本年5月の土地収

用の裁決を経て、11月18日には明け渡しの期限

を迎えました。 

 しかし、このような状況下においても、依然

として、一部地元住民の方々は、強硬な事業反

対の姿勢を崩しておらず、土地の明け渡しをい

ただいていない状態が続いております。 

 そこで、事業採択から長い年月が経過し、多

くの方々の尽力にもかかわらず、ダム建設に必

要な用地の明け渡しが行われていない現状につ

いての知事の思いと、このような状況を打開し、

今後、県として、ダムの早期完成に向け、どの

ように事業を推進していくのか、県の考えをお

尋ねいたします。 

 5、九州新幹線西九州ルートの現状と課題に

ついて。 

 （1）全線フル規格に向けた佐賀県への取組

について。 

 九州新幹線西九州ルートについて、本県議会

としては、これまで、佐賀県議会に対し、整備

促進に向けた議論を進めていただくよう働きか

けておりましたが、与党ＰＴ検討委員会の基本

方針が示された本年8月には、自民党佐賀県議

団の整備のあり方を議論するプロジェクトチー

ムが立ち上がり、具体的な議論が始められたと

聞いております。 

 国土交通省は、このプロジェクトチームに出

向いて、フリーゲージトレインの開発経過や、

約660億円とされている実質地方負担などにつ

いて説明をされており、今後、佐賀県議会での

議論が加速していくのではないかと考えており

ます。 

 また、11月2日の新聞記事では、国土交通省

の水嶋鉄道局長は、佐賀県の地元負担について、

「単年度で約660億円を支払うわけではない」、

「多額の固定資産税も県内の沿線市町に入る」、

「他の公共事業に比べ、地方の負担は比較的少

ない」などと述べており、こうしたさまざまな

情報が示されることで、佐賀県内での議論が深

まっていくのではないかと期待をしているとこ

ろであります。 

 こういった議論の高まりとともに、まずは佐

賀県に、関係者との協議のテーブルに着いてい

ただき、課題解決に向けた議論を行うことが大

切ではないかと考えておりますが、佐賀県知事

は、どのような考えを持たれていて、また、ど

うすれば議論を前に進められると思うか、見解

をお尋ねいたします。 

 （2）西九州ルート開業に伴う長崎本線の上

下分離について。 

 在来線区間のＪＲ長崎本線肥前山口から諫早

間は、平成19年の長崎県、佐賀県及びＪＲ九州

による3者基本合意、そして、平成28年の関係6

者の合意において、「ＪＲ九州は、経営分離を

せず、上下分離方式により、開業後23年間運行

を継続すること」が決定をされておりました。 

 かつて、佐賀県の鹿島市や江北町がＪＲ九州

からの経営分離について危機感を募らせていた

こともあり、新幹線整備の認可の条件であるＪ

Ｒ九州からの経営分離のための地元同意が困難

な状況でありました。 

 そのため、ＪＲ九州は、経営分離せず、博多

から肥前鹿島間に特急列車を運行し、また、長

崎県は、鉄道施設の維持管理経費の見込額、年

間2.3億円について、佐賀県1に対し、長崎県2

で負担するという、佐賀県の負担軽減のための

応分の負担を行う決断をしたところであります。 

 ところが、当時、年間2.3億円の維持管理経
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費が、大幅に増額になる見通しということが判

明し、佐賀県知事が両県の費用負担の問題に触

れた際、長崎県側が負担割合について難色を示

していると言い、「値切られているようだ」と

不快感を示しているとの報道がありました。 

 そこで、令和4年度の上下分離の実施に向け

て、これまで佐賀県やＪＲ九州とはどのような

協議を行ってきて、また、佐賀県との費用負担

の問題については、今後、どのように対応して

いくのか、お尋ねをいたします。 

 6、土木行政の推進について。 

 （1）道路網の整備について。 

 島原半島は、雲仙・天草国立公園をはじめ、

世界文化遺産の原城跡など、豊富な観光資源が

あり、さらには、農業産出額が県全体の半数を

占めるなど、一大農業地帯でもあります。 

 しかしながら、半島という地理的条件に恵ま

れていないため、道路交通への依存度が高い状

況にあり、観光振興や物流の効率化を図るうえ

で、幹線道路網の整備は最も重要な社会資本で

あると考えております。 

 そこで、道路網の整備について、3点お尋ね

をいたします。 

 現在、島原道路につきましては、国と県とが、

それぞれ役割を分担しながら整備を行っていた

だいていることには、改めて感謝を申し上げま

す。 

 このような中、諫早インターから愛野イン

ター間については、慢性的な渋滞に加え、新た

な産業団地の分譲が予定されているなど、今後、

さらなる交通量の増加が予想されます。 

 また、高速自動車道と接続する諫早インター

からの高速化の実現のためには、森山拡幅をは

じめ、当区間の早期完成が望まれているところ

ですが、完成時期の見通しや整備状況について、

お尋ねをいたします。 

 次に、島原道路の高速ネットワークを最大限

発揮させるためには、未着手区間である島原市

有明町から雲仙市瑞穂町間の約10キロメートル

についての整備が必要不可欠であると思われま

すが、新規事業化に向けた県の取組について、

お尋ねをいたします。 

 3点目は、雲仙市愛野町から小浜町間のバイ

パス整備については、地域の声も大きく、平成

30年には約3万5,000人の署名が集められました。 

 また、県議会においても、同僚議員と一緒に、

再三質問させていただいておりますが、事業費

が大きくなることや、費用対効果に課題がある

との説明を受けております。 

 それでは、どのような整備ならできるのか、

早期事業化に向け、実現可能な整備手法を探る

べきだと思われますが、県の見解をお尋ねいた

します。 

 7、自然災害に対する防災・減災対策につい

て。 

 昨今、全国各地で大雨や台風、地震などによ

り、水害や土砂災害及び高潮被害等が頻発、激

甚化しており、甚大な被害をこうむっていると

ころであります。 

 本県においても、過去には、昭和32年の「諫

早大水害」や、昭和57年の「長崎大水害」、さ

らには、平成2年の「雲仙・普賢岳噴火災害」

など、幾多の甚大な災害に見舞われた経験があ

ります。 

 また、今年も2回の大雨特別警報及び3回の50

年に一度の大雨情報が発表され、県北地域や対

馬市などが、浸水や土砂被害が発生していると

ころであります。 

 今後も、自然災害が頻発化することが見込ま

れる状況の中、本県においても、地震や大雨な
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どに対するハード・ソフト両面からの防災・減

災対策は極めて重要であると考えております。 

 そのうち、ハード面に関しては、浸水被害が

発生している河川や斜面崩壊等のおそれがある

急傾斜や道路のり面などにおいて、計画的に対

策が実施されていると思いますが、事業の進捗

が図られていない箇所や、近年の被害実績を踏

まえ、緊急対策を要する箇所などについて、今

後、どのように取り組んでいくのか、お尋ねを

いたします。 

 併せて、ソフト面に関しては、市町の避難情

報の発令や、発令後の住民避難の遅れなど、迅

速な避難ができていないことが課題であると思

いますが、住民の避難行動につなげるために、

どのように取り組んでいくのか、お尋ねをいた

します。 

 以上で、壇上からの質問を終了し、対面演壇

席から再質問をさせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 徳永議員のご質

問にお答えをいたします。 

 まず、次期総合戦略において、今後、どのよ

うな施策を講じていくのかとのお尋ねでござい

ます。 

 現総合戦略においては、企業誘致等による雇

用計画数や移住者数の増加など、一部には成果

が見られますものの、新規学卒者の県内就職率

の伸び悩みに加え、進学等で県外に転出後、多

くの方々が本県に戻られないこと、女性の転出

超過数が拡大傾向にあること、県民も含めた意

識共有の不足などが課題であると考えておりま

す。 

 このため、一定成果が出ている雇用の場の創

出については、航空機、ロボット、ＩｏＴ、海

洋エネルギーの分野における大学等との連携に

よる専門人材の育成や、先端技術の導入等の推

進に加え、企業誘致についても、システム開発

や金融、ＩＴ部門など、成長が見込まれる分野

に力を注ぐとともに、県内就職対策やＵターン

就職対策等との連携を強化してまいりたいと考

えております。 

 また、順調に推移しております移住施策につ

きましては、さらなる移住促進を目指し、きめ

細かな相談・支援体制の充実や、ＵＩターン別

のターゲットに応じた効果的な情報発信を展開

するとともに、移住希望者のすそ野を拡大する

ため、関係人口の創出・拡大にも取り組んでま

いりたいと考えております。 

 一方、伸び悩んでおります県内就職率の向上

につきましては、キャリアサポートスタッフ等

によるきめ細かな就職支援に加え、賃金や休日

等の処遇改善の働きかけなど、企業の採用力強

化を支援するとともに、高校での講演や保護者

会での説明等を通して、生徒や保護者の県内定

着に対する理解、促進を図ってまいりたいと考

えております。 

 さらに、県外進学者及び卒業後数年以内の既

卒者を含む県外求職者に対して、首都圏や福岡

県における就職相談や県内企業の説明会の開催

等、Ｕターン就職対策を強化してまいります。 

 加えて、女性の県内定着促進につきましても、

女性に特化した就職説明会や、福岡県を中心と

した看護、介護、保育などの学生のＵＩターン

就職等の取組を促進してまいります。 

 今後、県議会におけるご議論や、外部有識者

で構成する懇話会、市町、県民の皆様、関係団

体等のご意見をお伺いしながら、具体的な成果

につながる戦略の策定を目指してまいります。 

 次に、令和2年度の重点戦略のうち、企業誘



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１２月３日） 

 ― 27 ―

致にどのように取り組んでいこうと考えている

のかとのお尋ねであります。 

 企業誘致につきましては、これまで、本県は

交通アクセスや物流、工業団地が少ないなど、

厳しい立地環境にありましたが、ＢＣＰ対応や

人材不足の深刻化、ＩＴ技術の進展など、企業

を取り巻く環境が大きく変化する中で、本県へ

の立地可能性も高まりつつあるのではないかと

考えております。 

 このため、県においては、工業団地やオフィ

スビルの整備を進めてまいりますとともに、県

立大学の情報セキュリティ学科の開設による専

門人材の育成、航空機やロボット、ＩｏＴ関連

など、新たな基幹産業の創出に向けた取組を進

めてまいりましたが、こうした取組が一定企業

誘致の実現につながりつつあるものと考えてお

ります。 

 今後も、さらに、人材育成に力を注いでまい

りますとともに、産学が連携した研究体制の整

備や、ＢＣＰ拠点としての本県の優位性等をア

ピールしながら、企業誘致に全力で取り組んで

まいりたいと考えております。 

 次に、特定複合観光施設（ＩＲ）区域の整備

についてのお尋ねでございます。 

 本年9月以降、区域認定基準や申請期間等を

定める国の基本方針案が段階的に公表され、来

年早々にも正式決定することが見込まれており

ます。 

 県といたしましては、国の基本方針を踏まえ、

現在実施中のＲＦＣの結果も参考にしながら、

実施方針を策定することとしており、来年3月

を目途に内容を確定し、公表したいと考えてお

ります。 

 その後、実施方針をもとに、来年度早々にも

ＩＲ事業者の公募に着手し、選定した事業者と

ともに区域整備計画をしっかりと練りあげ、令

和3年7月30日までに国土交通大臣に対し、認定

申請を行うこととしております。 

 なお、事業者決定の具体的時期につきまして

は、他の地域の事業者選定の動きも十分見極め

つつ、区域整備計画策定の時期も考慮しながら、

戦略的に検討してまいりたいと考えております。 

 次に、石木ダムの問題について、現状につい

ての思いと、早期完成に向けて、どのように事

業を推進していくのかとのお尋ねでございます。 

 石木ダムの建設事業につきましては、昭和50

年度の事業採択以来、歴代の知事をはじめ、多

くの関係者が事業に反対する地元住民の理解を

得るため、さまざまな努力を重ねてこられたと

ころであります。 

 去る11月18日、ダム建設に必要な全ての用地

の「明け渡しの期限」を迎えましたが、いまだ

明け渡しをいただいていないことについて、大

変残念に思っております。 

 しかしながら、石木ダムの建設は、川棚川の

抜本的な治水対策、また、佐世保市の慢性的な

水源不足解消のため、必要不可欠な事業である

と考えております。 

 一方で、近年、県内をはじめ、全国各地にお

いて、自然災害が頻発し、防災・減災対策の重

要性が一層高まっているところであり、県民の

安全・安心を確保することは、行政の重要な責

務であると認識をいたしております。 

 また、過去の洪水や渇水で大変な思いをされ

た方々や、ふるさとへの思いがある中で、大切

な土地をお譲りいただいた8割以上の地権者の

お気持ちやご意見も大切にしなければならない

と考えており、反対住民の方々には、こうした

方々の思いや、昨今の自然災害の状況等につい

てもご理解をいただきたいと願っているところ
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であります。 

 県といたしましては、現在、進めております

工事の進捗に全力を尽くしてまいりますととも

に、反対住民の方々には、県民の安全・安心確

保のため、事業への協力に応じていただけるよ

う、粘り強く働きかけを続けてまいりたいと考

えております。 

 今後も、本事業を取り巻く状況の変化を見極

めながら、適切に対処し、令和7年度末のダム

完成を目指して、佐世保市、川棚町と一体と

なって、事業の推進に力を注いでまいりたいと

考えております。 

 次に、九州新幹線西九州ルートについて、佐

賀県知事はどのような考え方を持たれていて、

また、どうすれば議論が前に進められると思う

のかとのお尋ねであります。 

 九州新幹線西九州ルートの整備については、

これまで、佐賀県の山口知事は、「地方負担や

在来線、ルート、地域振興などの課題がある」

とされ、また、整備方式については、これまで

合意してきた3つの方式とフル規格、ミニ新幹

線を合わせた「5つの中で時間をかけて議論を

するべき」と発言されております。 

 しかしながら、それぞれの課題や整備方式に

ついて、佐賀県が具体的にどのような考えをお

持ちであるのか明らかにされていないため、本

県をはじめ、国土交通省やＪＲ九州等の関係者

との間で、どういった点で意見が一致していな

いのか、具体的に見えていないということが一

番の問題点であろうかと考えております。 

 まずは、佐賀県の考え方をお示しいただくた

めにも、協議のテーブルに着くことが重要であ

り、そのうえで本年1月の知事会談で意見が一

致いたしましたように、両県で一緒に議論して

いくことで解決に向けた方策が見えてくるもの

もあるのではないかと考えているところであり

ます。 

 国土交通省においても、先日の国土交通大臣

と佐賀県の山口知事の会談以降、引き続き、佐

賀県と協議を行っていくとの意向を示され、そ

のための調整をされているものと考えておりま

す。 

 県としては、今後の国土交通省と佐賀県の協

議の状況も踏まえつつ、その協議が進展するよ

う協力するとともに、佐賀県との協議も含め、

積極的に対応してまいりたいと考えております。 

 次に、同じく、この新幹線に関連した上下分

離の実施に向けて、どのような協議を行ってい

るのかとのお尋ねでございます。 

 ＪＲ長崎本線肥前山口～諫早間の上下分離に

ついては、令和4年度の開業に向けて、関係者

である佐賀県やＪＲ九州とさまざまな協議を

行っているところであります。 

 これまで、長崎、佐賀両県により、鉄道施設

の維持管理を行う一般社団法人を設立すること

や、ＪＲ九州に現場業務を委託すること等につ

いて方向性を確認しております。 

 また、ご指摘の鉄道施設の維持管理経費にお

ける佐賀県との費用負担割合については、平成

20年4月に、第三セクター鉄道並みの基準で試

算した年間2億3,000万円の見込額をもとに、佐

賀県1に対し、長崎県2の割合で負担することと

し、「災害等により、当初の見込み額を超えて

費用が増加した場合の費用増加分については、

両県が折半して負担する」ことを確認していた

ところであります。 

 しかしながら、確認当時と比べ、人件費や資

材価格が上昇しただけではなく、それ以上に

「維持管理のレベルがＪＲ基準へ上がること」、

「設備指令業務が発生すること」が新たに判明
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したことにより、大幅に費用が増加し、6億

9,000万円程度となる見通しとなったほか、当

時は想定されておりませんでした新法人の運営

のための費用が必要となるなど、平成20年の確

認当時から大きく状況が変化しているところで

あります。 

 このため、県としては、ＪＲ九州に対して費

用縮減に向けた検討を求める一方で、佐賀県と

は早急に副知事レベルでの協議を行い、そのう

えで県議会のご意見をいただきながら協議を進

めていくこととしておりました。 

 こうした中、佐賀県において、両県の実務者

間で協議途中の内容を突然公表されたところで

あり、このことについては違和感を覚えている

ところであります。 

 佐賀県は、平成20年の確認により、全ての経

費を佐賀県1に対して、長崎県2の負担割合とす

べきとの主張をされておりますが、長崎県とし

ては、確認当時から大きく状況が変化している

ことから、想定されていなかった費用も含め、

新たな合意を図っていくための協議が必要であ

ると考えているところであります。 

 長崎本線の上下分離は、本県にとって重要な

問題でありますことから、引き続き、佐賀県や

ＪＲ九州との協議に力を注ぎ、円滑な実施に努

めてまいりたいと考えているところであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 統括監。 

〇統轄監(濱田厚史君） 5つの重点テーマにお

いて、令和2年度はどのような視点で事業を検

討しているのかとのお尋ねでございますが、ま

ず、プロジェクトチームでの検討過程を通じま

して、人口減少対策は、県のみならず、市町、

教育機関、民間等と連携した取組を継続的に

行っていくことが最も重要との視点に立って、

今年度事業の見直しや拡充を図ったところでご

ざいます。 

 そのうえで、若者の県内定着に関しましては、

最大の流出先となっている福岡県での対策の強

化、人材確保に向けた企業努力の促進、加えて、

魅力ある雇用の場の創出といった視点に立ち、

「ながさきＵＩターン就職支援センター」を活

用した福岡県の学生等への働きかけの強化や、

「情報セキュリティ産学共同研究センター（仮

称）」の県立大学内での整備などの事業を検討

しております。 

 そのほか、関係人口創出や移住、インバウン

ド分野においては、本県の情報発信力強化の視

点を重視し、例えば長崎県のファンづくりや、

先輩移住者によるＳＮＳ等での情報発信、外国

人観光客向けの戦略的プロモーションなど、関

係部局とともに、具体的な事業の検討を進めて

きたところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 真樹君） インバ

ウンド対策として、海外向け情報発信に来年度

どのように取り組むのかとのお尋ねであります

が、インバウンドの誘客拡大に向けましては、

これまでも市町、関係団体と連携しながら、観

光素材や受け入れ環境の多言語化など、外国人

向け対応に取り組みますとともに、現地プロ

モーションやＷｅｂなどを活用した情報発信に

取り組んできたところであります。 

 しかしながら、現地の旅行会社などからは、

他県の露出が増える中で、本県の情報発信が少

なく、観光地としての認知度が相対的に低下し

ているとの指摘を受けており、県といたしまし

ても、強い危機感を抱いているところでござい

ます。 
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 そのため、来年度は、県産品と合わせた観光

ＰＲ、メディア、旅行会社、航空会社などとも

連携したプロモーションなど、現地での情報発

信をこれまで以上に充実させてまいりますとと

もに、個人旅行化が進む中、ターゲットを絞り

込んだ動画広告の配信、検証など、デジタル

マーケティングに基づくプロモーションにも新

たに取り組むなど、各市場の特性に応じた戦略

的な情報発信を進めてまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 第三期高校

改革基本方針素案について、2点お答えをいた

します。 

 まず、改革の方向性についてでありますが、

これまでの高校改革におきましては、地域や国

際社会で活躍する人材の育成を目指した学科等

を設置し、一定の成果を上げてまいりました。 

 今後は、急激な社会の変化に対応した学びの

提供や、地域に根ざした教育活動の一層の充実

が求められております。 

 第三期基本方針素案では、国における高校教

育改革の方向性等を踏まえて、各学科やコース

のさらなる特色化や、新たな学びの導入を進め

るとともに、ふるさと教育、キャリア教育を一

層推進し、地域の発展等に積極的に貢献しよう

とする意識の醸成を図りたいと考えております。 

 さらに、今後も見込まれる生徒の減少に対し

ては、学校規模の適正化と再編整備を進めるこ

とによって、望ましい教育環境を整え、「変化

の激しい社会で自立的に生き、本県の未来を担

う力」を生徒が身につけるための教育活動の活

性化を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、地域に根ざした教育活動を行っている

高校の一層の活性化についてのお尋ねですが、

現在、県立高校においては、地域課題の解決策

の提案や地域の魅力の発信など、高校と地域が

協働し、体験と実践を伴った学習を進め、地域

を深く理解することを目指した教育活動を行っ

ております。 

 第三期基本方針素案では、地域との組織的、

継続的な連携、協働体制を一層充実させるとと

もに、各学科やコースの特性を活かしながら、

地域の人材や企業等を活用した教育活動を進め

ることとしております。 

 併せて、社会環境の変化や地域のニーズを踏

まえて、学科やコースの特色化について検討し、

県立高校の一層の活性化を進めてまいりたいと

考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） ＩＲについて、

ＩＲ事業者から見た本県に対する評価をどのよ

うに受け止めているのかとのお尋ねでございま

す。 

 ＩＲ事業者からは、観光需要が急速に拡大す

るアジアとの近接性や、波静かで美しい大村湾

に面し、都市インフラも整備済みである候補地、

さらには、九州・山口各県及び経済界が一体と

なった推進体制や、九州の豊富な観光資源など

について高く評価をいただいております。 

 また、本県議会におかれては、平成29年12月

に提出された、ＩＲ区域整備に関する意見書の

採決の際には、約9割の議員の皆様に賛成いた

だくとともに、佐世保市議会におかれても、本

年9月に行われたＩＲ事業用地売買予約の同意

の際には、32名中31名の議員が賛成されたと

伺っております。 

 ＩＲ整備法においては、区域整備計画の認定

申請の際、県議会の議決及び立地市町村の同意

が必要となること等から、国やＩＲ事業者は、
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地域の合意形成を重視されているところであり、

このような点についても評価をいただいている

ところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 私から、4点につい

てお答えいたします。 

 まず、島原道路の諫早インターから愛野イン

ター間の整備状況はとのお尋ねです。 

 諫早インターから愛野インター間においては、

現在、国で1工区、県で2工区の整備を行ってお

ります。 

 このうち、国で事業を進めております森山拡

幅5キロメートルについては、軟弱地盤改良等

に時間を要しておりましたが、現在、愛野側で

は橋梁等の構造物が建設されており、着実に整

備が進められているところであります。今後も、

尾崎交差点までの残工事について、早期に完成

していただけるよう、国に働きかけてまいりま

す。 

 また、県で施工しております諫早インター工

区4.3キロメートルについては、既に2.7キロ

メートルを供用しており、残る小船越インター

から諫早インター間の1.6キロメートルを令和2

年3月に供用することとしております。 

 一方、長野栗面工区2.7キロメートルについ

ては、トンネルの舗装工事や、国道57号へのア

クセス道路の改良工事を鋭意進め、早期完成に

努めてまいります。 

 次に、有明～瑞穂間の新規事業化に向けた取

組はとのお尋ねです。 

 島原道路のうち、半島内で唯一の未着手とし

て残る島原市有明町から雲仙市瑞穂町間の約10

キロメートル区間については、現在、来年度の

新規事業化に向けて、国との協議を重ねている

ところであります。 

 また、去る11月4日には、雲仙市において、

沿線住民の約480名の参加のもと、建設促進大

会が盛大に開催され、さらに、11月19日には、

関係4市とともに、国土交通省、財務省へ要望

活動を行ってまいりました。 

 国も、島原道路の重要性は認識していただい

ているところであり、今後も引き続き、新規事

業化を強く要望してまいります。 

 次に、愛野から小浜間の整備についてはとの

お尋ねです。 

 愛野から小浜間は、国道が1本のみであり、

代替性について課題があることは認識しており

ます。 

 しかしながら、現在、島原半島の道路整備に

おいては、島原道路を早期に完成させることに

集中しており、また、国においては、国道57号

の機能強化に力を入れていることから、バイパ

スの整備については、その後の課題と考えてお

ります。 

 一方、雲仙市においては、今年度、独自に

ルート検討を進められているところであり、県

としましても、その結果を踏まえ、当区間の将

来のあり方や整備手法について、代替性の観点

も含め、国や市と議論を行ってまいりたいと考

えております。 

 最後に、河川、急傾斜、道路のり面のうち、

緊急対策を要する箇所などについて、今後どの

ように取り組んでいくかとのお尋ねです。 

 河川改修や急傾斜及び道路ののり面対策が必

要な箇所については、おのおのの事業計画や採

択要件に基づき整備を進めており、平成30年度

末の整備率は、河川で約57％、急傾斜で約28％、

道路で約45％となっております。 

 事業の進捗が図られていない箇所については、

補正予算や有利な起債事業を最大限活用すると
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ともに、関係市町の協力を得ながら、早期の用

地取得に努め、事業の進捗を図ってまいります。 

 一方、緊急点検の結果、早期に対策を要する

箇所につきましては、「防災・減災国土強靭化3

カ年緊急対策予算」などを活用し、優先的に対

策を実施しているところです。 

 しかしながら、3カ年緊急対策だけでは、全

てに対応できていないことから、今後も計画的

に対策を実施するため、国に対して予算拡充の

要望を行うとともに、ハザードマップなどのソ

フト対策と併せて、市町と連携を図りながら、

防災・減災、国土強靭化の推進に努めてまいり

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 住民の避難行動に

つなげるため、どのように取り組んでいくかと

のお尋ねですが、本県では、本年2回、大雨特

別警報が発表されましたが、避難情報が発令さ

れても避難した人が少なく、住民の避難行動に

結びついていないことが課題となっております。 

 このため、県では、Ｌアラートによる報道機

関等への情報提供を通じ、住民への正確な広報

を実施しているところであります。 

 また、全国各地で発生した豪雨災害において

も、迅速な住民避難や高齢者の避難対策、防災

情報の理解不足等が指摘されていることから、

県としましては、気象台や市町と意見交換を行

い、住民に対するハザードマップや警戒レベル

をつけた避難情報の理解、周知を図るとともに、

地域の防災リーダー育成等による地域防災力の

向上に力を注いでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） 答弁ありがとうござい

ました。時間が、あと16分ですので、再質問を

させていただきたいと思っております。 

 まず、次期まち・ひと・しごと創生総合戦略

と重点戦略についてですけれども、先ほど統括

監からも説明がありました。 

 その中で、やはり私は、この新卒者の県内就

職率の向上、これは大変重要だと思っておりま

す。 

 そういう中で、やはり県内にとどめるという

ことは、なかなかこれは難しい。というのは、

やはり親御さんも、県外の大手の企業に就職さ

せたい。本人も一度は外へ出たいという思いが

あるのは、これはもうどこの家庭でもそういう

考えはあると思います。 

 そういう中で、こういった方が一度就職をさ

れた。厚生労働省の調査では、高校生の就職後

の3年以内の離職率というのが、全国平均で約4

割と言っております。約3年で半分近くが離職

をするということでありますので、こういった

中で、やっぱりそういった方をＵターン、県内

に就職をしていただくというこの窓口ですね、

私は新卒の時だけではなく、そういった面で卒

業した高校、そういったところが、そういった

卒業生、ＯＢに対して、帰ってくるような状況

であれば、県内企業のあっせんといいますか、

そういった窓口を設けるべきだと私は思います

けれども、そういったところはどう考えている

のか、ご質問いたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 議員ご指摘

のとおり、高校卒業後、県外に就職したものの、

数年で離職する卒業生が一定数いる状況である

ことから、地元に戻りたいと思っている卒業生

の再就職を支援することは、若者の県内定着を

図るうえで大変重要と考えております。 

 現在、各高校では、生徒が卒業する前に、将

来、離職した場合は学校へ連絡するよう指導し、
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相談があった場合は、地元の企業情報を提供し、

ハローワークにつなぐなど、関係機関と連携し

た支援を行っております。 

 今後とも、相談に来た卒業生が、県内企業に

就職できるよう、相談体制のあり方について、

各高校への指導を徹底し、その充実を図ってま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） 教育委員会教育長、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、もう一つは、女性の転出超過、これは

非常に大きな問題ではなかろうかと、そう思っ

ております。この女性の転出超過というものは、

やはり社会減だけではなくて、出生数にも影響

をするということで、本県、大変人口が減少す

る中で、このことは大きな問題であり、課題で

あると思いますけれども、そういった中で、次

期総合戦略において、女性の県内定着について、

どのような対策を講じるのか、お尋ねをいたし

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 女性の転出超過

の拡大につきましては、進学や就職などで県外、

特に、福岡県に転出する傾向が増えておりまし

て、大学、専門学校等に進学後、そのまま福岡

県等で就職する方も多いと考えております。そ

のため、県内の高校生や大学生に対する県内企

業の情報提供や、企業訪問等への支援でありま

すとか、女性が就職を希望する職種や業種に着

目した、女性に特化した就職説明会の実施など、

マッチングの強化を図りますとともに、福岡市

に設置した拠点を中心に、看護、介護、保育な

どの分野でのＵＩターン就職の促進の取組や、

大学、専門学校等と連携したＵターン就職の促

進を図ってまいりたいと考えております。 

 また、女性が働き、子どもを産み、育てやす

い環境をつくるということも非常に重要でござ

いますので、県内企業に対し、女性の就業環境

の整備や、女性が専門性や能力を活かし、活躍

することのできるキャリアパスの導入なども積

極的に働きかけてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） いろんな対策を講じる

と思いますけれども、ただ一点、県内企業にも

女性の雇用の場を拡大していただけるよう、以

前は、県内の高校生、銀行等には多くの就職が

ありましたけれども、昨今では、なかなか県内

の高校生の雇用がないというのが現状でありま

すので、こういったところもしっかりと検討し

ていただきたいと、そう思っております。 

 次に、やはりこの人口減少対策は、企業誘致、

県内就職もこれはやはり大きな対策であります

けれども、一方、農業の後継者が、もう知事も

認識をされていると思いますけれども、例えば

私の地元の八斗木小学校含め、やはり後継者が

育つということで児童が増え、そして、人口が

増えているということで、これは一石二鳥とい

いますか、非常にいい方向に進んでおります。

そういう意味では、私は、やはり若干農業の支

援について、ちょっと弱いのではないかなと。

今、長男だけではなく、次男、三男も一緒に農

業をされておりますし、一方では、次男、三男

と一緒に法人化もありますけれども、やはり独

立をしてやりたいというそういった次男、三男

の方もおられます。このことについて、どう支

援をしていくのか、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 議員ご指摘のとおり、

農家の次男、三男などが、後継者であります長

男に加えて就農・独立することは、人口減少対
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策として重要というふうに考えております。 

 これまで、県では、農業所得1,000万円以上

規模の経営体の育成に力を注いできた結果、目

標を超える416経営体が達成している状況にあ

りまして、農家の次男、三男が就農を希望する

事例があらわれており、農地やハウス施設の取

得に課題があると認識しております。 

 その一方で、65歳以上で所得600万円以上規

模の認定農業者においても、後継者不在が約4

割を占めており、こうした方々の農地や施設等

の生産基盤を農家の次男、三男はもとより、Ｕ

Ｉターン者へ引き継いでいくことが重要と考え

ております。 

 このため、地域の認定農業者ネットワークや

産地部会が主体となって、農地や空きハウス等

の情報を収集し、流動化に向けたマッチング体

制を整えることにより、就農希望者を地域で

しっかりと支援し、新規就農者の定着につなげ

てまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） 言葉はいつもそう言わ

れますけれども、実際どうかなと思う面があり

ますので、しっかり、今それだけの効果が出て

おりますので、ここはやはり時間を置くことな

く、とにかく、そこは一生懸命そういった支援

をしていただきたいと、そう思っております。 

 次に、九州新幹線西九州ルートについてです

けれども、先ほど、知事からいろいろと答弁が

ありました。 

 その中で、私が一番心配するのは、今、この

4者協議が進展しなければ、いわゆる予算、特

に、この環境影響評価調査費の来年度の予算の

計上ができないのではないかと危惧をしており

ます。 

 そういった中で、仮に、環境影響評価調査の

着手が遅れることになると、どのような影響が

出てくるのか、お尋ねをいたしたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 西九州ルートの

整備について、このまま関係者間の協議が進展

しないという状況が続きますと、対面乗換方式

による運行期間が長期化をし、沿線市のまちづ

くりなどへの影響が懸念をされると考えており

ます。 

 また、同じく未着工区間であります北陸新幹

線の敦賀～新大阪間が、令和5年度に着工でき

るように、今年度、環境影響評価調査に着手さ

れておりまして、今後、財源確保の議論が具体

的に進められていくものと認識をしております。 

 このため、協議が進展しない状況が長引けば、

北陸新幹線の財源確保の議論だけが行われ、西

九州ルートにかかる議論は大幅に先送りされる

ことも懸念をされるため、県としては、早期に

フル規格による整備に向けて協議が前進し、環

境影響評価調査に一日も早く着手できるように、

国やＪＲ九州とも連携しながら、積極的に対応

してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） これは、まだ予算をあ

きらめてはいないというか、まだ決定をしてな

いということを言われておりますけれども、し

かし、基本的にはこの4者会議といいますか、

佐賀県が同じテーブルに着いて話し合いをしな

ければ、なかなか難しいというのが、現状とい

うことでよろしいですか。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） このアセス予算

に関しましては、国土交通省におきましても、

佐賀県の考え方ということを踏まえてというこ

とも言われておりますので、そこが重要である
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ということは間違いないと思っております。 

 今後、この協議がどのような形で進展してい

くか、それについてはしっかりと注視しながら、

長崎県としても、必要な場合にはしっかり対応

していきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） 相手がいることですの

で、なかなか難しい面もありますけれども、た

だ、この固定化というのが恒久化されれば大変

なことになります。 

 そしてまた、先ほど言われた北陸新幹線との

関係もありますので、大変でしょうけれども、

そういう面では、本当に佐賀県と、そしてまた、

4者会議というものに全力を尽くしていただき

たいと思っております。 

 そういった中で、先ほど知事から答弁があり

ましたように、この上下分離方式の費用分担で

すけれども、なかなか、私たちも新聞報道等で

お聞きした状況でしか把握をしてないんですけ

れども、なかなか、佐賀県知事は、値切られた

ような感じだとか、いわゆる2.3億円を基本に、

増額分については災害等と、この災害等には当

てはまらないというようなことを言われており

ますけれども、先ほど知事は、当時はＭＲの管

理費を基準にしたというような話でありまして、

当然新幹線も通りますし、いろんなＭＲと違っ

たような維持管理をしなければならないという

ことで、ここはまた、その当時の取り決めとは

違うんだというようなことでありましたけれど

も、このことについて、やはり佐賀県とのそう

いった違いがありますけれども、今後、どのよ

うにこの佐賀県と協議をしていくのか、お尋ね

したいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 今回の鉄道施設

の維持管理経費の増額は、平成20年の確認当時

と比較して、人件費や資材価格の高騰もありま

すけれども、主な要因は、ご指摘のとおり、

「維持管理レベルがＪＲ基準へ上がること」や、

「設備指令業務が発生すること」といったこと

で生じているものでございます。 

 また、当時想定をされておりませんでした新

法人の運営のための費用が新たに必要となると

いうことなど、確認当時から大きく状況が変化

していると認識しているところであります。 

 このため、本県としては、「平成20年の確認

に基づいて負担することができるもの」と、

「新たな合意が必要なもの」とをしっかりと整

理、区分をしながら、関係者間での協議を進め、

問題の解決を図ってまいりたいと考えていると

ころでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） 現在、長崎本線の肥前

山口～諫早間の上下分離については、長崎県は

平成20年の確認時から大きな状況の変化等によ

り、新たに合意が必要な事項として協議してい

るものについても、しっかりと佐賀県やＪＲ九

州と協議し、合意へと結びつくように努力して

いるということですね。 

 そういう中で、過去の経緯を見ても、ＪＲ九

州は、佐賀県への配慮から、経営分離せず、23

年間運行を継続し、博多から肥前鹿島間には特

急列車を運行することとなり、また、長崎県が

佐賀県の事情に配慮し、応分の負担を決断した

ことは、関係者間で活発な協議が行われたうえ

で合意してきたものと認識をしていますという

ことでよろしいわけですね。 

 そういう中で、九州新幹線西九州ルート開業

に伴う長崎本線の上下分離については、平成20

年の確認当時の内容も精査し、状況の変化によ
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り協議が必要になった事項も踏まえながら、新

たな合意に向けて、しっかりと協議をしていく

という答弁でしたので、このことについて、令

和4年度の上下分離の実施、これはもうスケ

ジュールは決定をしておりますので、しっかり

と取り組んでいただきたいと思います。そうい

うふうに私からも要望したいと、そう思ってお

ります。 

 私は、この新幹線について申し上げたいのは、

新幹線整備事業は、本来、国家プロジェクトで

あり、全国を結ぶネットワーク事業であります。

鉄道は、始発駅から始まり、終点、終着駅まで

つながってこそ、本来の目的が果たせるものと

考えます。そのような中で、途中の自治体が反

対すれば、当然その事業は中断するわけであり

ます。 

 国は、このようなことがないよう、事業を推

進していく責務があると、私はそう思います。 

 今後、県として、国とも十分に協議を行って

いただき、一刻も早く早期解決ができるよう、

お願いをいたしたいと、そう思っております。 

 やはり、この新幹線、非常に難しい問題がい

ろいろと取りざたされております。今回も、上

下分離方式の費用分担の問題もまた出てまいり

ました。そういう意味では、前に進むような状

況よりも、また、少し後ろにいくような感も否

めません。 

 知事においても、大変ご苦労がありますけれ

ども、どうか佐賀県との協議をしていただいて、

頑張っていただきたいと思いますけれども、最

後に、このことについて答弁をいただきたいと

思います。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） この九州新幹線西九州

ルートの整備は、地域の活性化のためにはなく

てはならない事業であると、こう考えていると

ころであり、一刻も早く整備を進め、開業を迎

えるということが必要な事業であると認識をい

たしておりますので、これからも関係各機関と

精力的に協議、調整を重ね、一刻も早く実現で

きるように全力を注いでまいりたいと考えてい

るところであります。 

〇４０番(徳永達也君） 以上で、私の質問を終

わらせていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 ０分 休憩 ― 

─ 午前１１時１４分 開議 ─ 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 坂本智徳議員－38番。 

〇３８番(坂本智徳君）（拍手）〔登壇〕 自由民

主党、対馬市選挙区選出の坂本智徳でございま

す。 

 質問に入ります前に、天皇陛下のご即位に対

し、謹んでお祝いを申し上げますとともに、皇

室のますますのご繁栄を心からお祈りを申し上

げます。 

 また、10月31日未明の火災によりまして焼失

をいたしました沖縄県のシンボルとも言える正

殿等について、一日も早い復元が実現できるよ

うにお祈りをするとともに、日本各地で生じて

おります台風や前線に伴う大雨等により、お亡

くなりになられた方々、被害を受けられた方々

に対しまして、心からお悔やみ、お見舞いを申

し上げ、併せて被災地の一刻も早い復旧、復興

をお祈り申し上げます。 
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 それでは、質問通告に従い、質問に入らせて

いただきます。 

 1、人口減少対策（まち・ひと・しごと創生

総合戦略）について。 

 知事は、平成27年度に策定しました「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、企業誘

致や若者の県内定着促進、移住施策の推進、合

計特殊出生率の引き上げなど、人口減少対策の

ため、精力的に取り組んでおられます。 

 昨年度からは、統括監を配置され、部局横断

的に対策を講じられるとともに、市町との連携

を進めるなど、力を注いでこられたところであ

りますが、いまだ人口減少に歯止めがかかって

いるとは言い難い状態であります。 

 そうした中、現総合戦略は、最終年度を迎え

ており、県においては、次期戦略の策定に取り

組まれておりますが、前回の策定からは4年の

歳月が流れております。県を取り巻く状況や社

会情勢など、さまざまな環境の変化が出てきて

いると思います。 

 そうしたことを踏まえますと、次期戦略の策

定においては、現在までの課題や環境の変化等

を踏まえた新たな視点に基づいた施策の構築が

必要ではないかと考えております。 

 そこで、次期戦略において、現戦略にはな

かった、どのような考えや視点を盛り込もうと

されているのか、お尋ねをいたします。 

 また、人口減少に歯止めをかけるためには、

社会減と自然減の両面から対策を講じる必要が

あります。 

 特に、少子化については、本県の平成30年度

の合計特殊出生率は、1.68で全国6位と高い水

準にあるものの、県民の希望出生率であります

2.08とは、まだまだ大きな開きがあります。 

 将来を担う子どもたちの減少は、本県の社会

経済の全般にわたり、さまざまな影響を及ぼす

のではないかと危惧しているところであり、少

子化抑制のため、県民の誰もが希望どおり、子

どもを産み、安心して子育てができる環境づく

りが必要であると考えております。 

 そこで、次期戦略において、出産、子育てに

関して、どのように環境づくりを進めていくの

か、お尋ねをいたします。 

 2、九州新幹線西九州ルートの整備促進につ

いて。 

 九州新幹線西九州ルートにつきましては、本

県選出や佐賀県選出の国会議員を含めた与党プ

ロジェクトチーム検討委員会で検討が重ねられ

た結果、8月5日に「整備のあり方に関する基本

方針」が示され、その中で「フル規格による整

備が適当」との判断がなされました。 

 また、10月28日には、この基本方針が改めて

示されて以降、はじめて国土交通大臣や鉄道局

長が佐賀県知事と面会をし、西九州ルートにつ

いての意見交換が行われ、国土交通省は、「引

き続き、佐賀県と協議を継続したい」との意向

を示したところであります。 

 しかしながら、佐賀県知事は、「フル規格と

決め、それがにじみ出るような形での議論に応

じることは厳しい」という意向を示しており、

現時点においても慎重な姿勢を崩していないと

認識をいたしております。 

 本県は、北陸新幹線に遅れをとらないよう、

アセス調査費の来年度予算への計上を求めてお

り、そのためには年末の政府予算案への計上が

必要と思われますが、既に12月に入っており、

時間がないのではないかと心配をしております

が、本県として、今後どう対応していくのか、

お尋ねをいたします。 

 新幹線整備は、高速鉄道網を整備するという
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国家プロジェクトであります。このため、新鳥

栖─武雄温泉間は、全て佐賀県内の区間ではあ

りますが、西九州ルートの問題は、佐賀県だけ

の、あるいは佐賀県と長崎県だけの問題ではな

く、もっと広域的な視点で議論されるべきもの

だと考えております。 

 去る11月11日、福岡で西日本新聞社の主催に

よります「北部九州の未来をひらく交通インフ

ラを考える」と出したシンポジウムが開催され

ました。 

 このシンポジウムには、国土交通省の前事務

次官で、現在は顧問を務めておられる森 昌文

氏や、九州経済連合会副会長でいらっしゃいま

す石原 進氏などの有識者の方々が出席をされ、

西九州ルートも含めた議論が交わされたとお聞

きをいたしております。 

 このようなシンポジウムが開催され、九州の

交通インフラにおける西九州ルートが果たす役

割等について議論が交わされることは、大変意

義があり、広く議論がなされるきっかけになる

と思いますが、今回のシンポジウムの位置づけ

や効果について、県としてどう考えているのか、

お尋ねをいたします。 

 3、特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推

進について。 

 特定複合観光施設（ＩＲ）につきましては、

去る9月4日に政府から「基本方針案」が公表さ

れ、ＩＲ整備の意義や目的、認定審査の基準な

どが示されたところであります。 

 ＩＲ導入の意義は、国際的なＭＩＣＥビジネ

スを展開し、我が国の魅力を発信して、世界中

から観光客を集め、国内を周遊することにより、

国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現す

ることとされております。 

 私も、平成26年に中村知事とラスベガスの視

察をご一緒させていただきましたが、これまで

経験したことがないような各施設のスケールの

大きさやクオリティの高いホテルなどを目の当

たりにいたしまして、感動したことを覚えてお

ります。 

 その後、プライベートでも何度かシンガポー

ルやマカオのＩＲを視察する機会がありました

が、ショッピングモールや劇場、美術館など、

小さなお子さんから女性、高齢のご夫婦など、

さまざまな年齢層の方が楽しめる空間が演出さ

れるなど、事業者の創意工夫がなされておりま

す。 

 また、ＩＲ事業者の公募・選定に関しては、

海外におけるカジノやＩＲの運営実績が重要に

なるものと考えており、世界中の観光客を惹き

つけることのできるような魅力的な施設の整備

やエンターテインメントなど、継続的なコンテ

ンツづくりも重要になってまいります。 

 そこで、まず、県が10月から取り組まれてお

ります事業者からコンセプトを募集するＲＦＣ

の実施状況について、お尋ねをいたします。 

 さらに、区域認定を勝ち取るためには、いか

によい事業者を選定するかということが重要で

ありますので、事業者選定における重要なポイ

ントについて、県の見解をお尋ねいたします。 

 4、石木ダムの推進について。 

 石木ダムの建設は、現在、全国各地で頻発し

ている自然災害や、渇水から地域住民を守るこ

とはもちろん、県北地域の発展のため、必ずや

り遂げねばならない大変重要な事業であります。 

 事業採択以来、これまで長年にわたり、県と

佐世保市をはじめ、多くの関係者が努力を重ね

てきた事業でありますが、依然として一部住民

らの根強い反対や妨害行為が続いております。 

 土地収用法に基づく一連の手続が進み、11月
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18日には、ダム建設に必要な全ての用地につい

て、明け渡しの期限が到来しましたが、その後

も土地の明け渡しは行われず、さらに、11月29

日には、事業に反対されている方々が国を相手

に提起しております「事業認定取消訴訟」の控

訴審判決において、福岡高裁は、事業の公益性

を認めた第一審の長崎地裁に続き、地元住民ら

の請求を棄却しております。 

 ダムに反対する方々は、「本事業は、無駄な

公共事業である」との主張をされておりますが、

このように本事業の公益性が、より確かなもの

であるとの裁判所の判断がなされている事実を

踏まえたうえで、石木ダム建設の推進に取り組

んでいく必要があると考えております。 

 そこで、このように法的な判断も示される中

で、今後、どのように事業を推進していくのか、

県の考えをお尋ねいたします。 

 5、新たな過疎法の制定について。 

 本県の過疎地域は、県土面積の68.5％を占め、

その大部分が離島・半島地域となっており、ま

た、本県は、全国的に見ても人口減少、少子・

高齢化のスピードが早く、集落の維持、産業の

担い手不足など、過疎地域を取り巻く環境は依

然として厳しい状況にあります。 

 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域

対策緊急措置法」が制定されて以降、4次にわ

たる「特別措置法」が制定され、過疎対策事業

債をはじめとするさまざまな過疎対策が実施さ

れ、過疎地域における生活環境の整備や産業の

振興など、一定の成果を上げてきたところであ

ります。 

 そのような中、現行過疎法であります「過疎

地域自立促進特別措置法」の期限が令和3年3月

末と迫る中、人口減少に歯止めをかけるべく、

過疎地域の方々が、そこに住み続け、安心・安

全に暮らせる地域として健全に維持されること、

その地域の特性を活かした産業の振興や雇用の

確保、さらに、交通の確保、情報通信基盤の整

備など、引き続き、総合的な過疎対策を充実・

強化させていくことが必要不可欠であると考え

ております。 

 国においては、新たな過疎対策のあり方や、

市町村合併による特例措置であります「一部過

疎」、「みなし過疎」を含む支援対象地域をどう

するのかなどについて議論がなされているとお

聞きをいたしております。 

 また、過疎法は議員立法でもあり、自民党本

部の「過疎対策特別委員会」においても、今後

の過疎対策の方向性などについて議論がなされ

ているところであります。 

 そこで、離島・半島地域を多く抱え、全国に

比べ早い速度で人口減少や高齢化が進んでいる

本県ならではの厳しい実情を国等へ強く訴えて

いく必要があるのではないかと考えております。 

 つきましては、県として、これまでどのよう

な要望活動を行ってきたのか。そして、「一部

過疎」、「みなし過疎」の堅持を含めた新たな過

疎法の制定に向け、今後どのような活動を行っ

ていくのか、お伺いをいたします。 

 6、第三期長崎県立高等学校改革基本方針に

ついて。 

 我が国における高校への進学率は、約99％ま

で上昇し、高校は、中学校を卒業したほとんど

の子どもたちが進学する教育機関として重要な

役割を担っております。 

 また、選挙権年齢や成人年齢が引き下げられ

る等の状況にあって、高校においては、国家・

社会の形成者としての資質を身につけることが

求められております。 

 一方、本県においては、平成23年から令和2
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年までの10年間で、中学校卒業者数が約3,500

人減少し、今後も減少傾向は続くものと見込ま

れております。 

 このような中、令和3年度から10年間を計画

期間とする「第三期高校改革基本方針」の素案

が示されました。 

 県教育委員会におかれては、これまでも第一

期、第二期の基本方針に基づき、さまざまな高

校改革に取り組んでこられましたが、本県高校

教育について、どのような課題認識を持ってお

られるのか。 

 また、今後、10年間で、特に再編整備につい

て、どのように取り組もうとされておられるの

か、お尋ねをいたします。 

 言うまでもなく、本県は、離島県であり、特

に、しま地区の高校においては、より小規模化

が進行しております。 

 しまにとって、高校の存在は地域の活力につ

ながる重要な施設であるとともに、小規模校で

あっても、新たな時代を生きるための力を身に

つけさせるための教育環境を整備し、教育水準

の維持を図る必要があると考えておりますが、

今後、どのような考え方でしまの高校改革を進

めようとされているのか、お尋ねをいたします。 

 7、離島地域の振興について。 

 （1）水産業振興について。 

 対馬の基幹産業であります水産業は、イカ釣

りを中心に、ヨコワ曳縄やブリ延縄などの漁船

漁業や定置網漁業などが盛んで、豊富な資源に

支えられて発達してきております。 

 しかしながら、近年、環境の変化に加え、国

際的な漁獲規制により、マグロが増えて、餌と

してイカを大量に食べることの影響があると

いった声も聞いておりますが、全国的にイカが

獲れない状況となっている中で、特に、対馬や

壱岐では大きな影響が出ております。 

 さらには、マグロが増えている実感があるも

のの、漁獲規制があって、獲れても枠内という

限界があることに加え、ブリやアカムツなどの

主要魚種も水揚げが減っているとの話も聞いて

おります。 

 対馬においては、国の直轄事業や県事業によ

る漁場整備や藻場対策などにより、漁場や水産

資源を増やす取組を進めておりますが、磯焼け

は一向に回復していないように見受けられます。 

 そのような中で、11月17日に東京で開催され

た「Ｆｉｓｈ－１グランプリ」の地域を元気に

する「国産魚ファストフィッシュ商品コンテス

ト」において、地元、美津島町の丸徳水産が、

磯焼けの原因となるイスズミを原料としたメン

チカツで、本県初のグランプリを獲得されたと

のことで、大変喜ばしいことであります。これ

をきっかけに食べる磯焼け対策が普及するよう

期待をしているところであります。 

 このように明るい話題もありますが、対馬に

おいては、現在、特に、イカ釣り漁業者は、こ

れまでにない不漁に苦しんでおり、生活が成り

立たずに離職する人も出ていることから、何か

打つ手はないものかと思案をしているところで

す。 

 このような状況をどのように捉え、イカ釣り

を中心に不漁に苦しんでいる漁業者に対する対

策をどのように考えているのか、お伺いをいた

します。 

 （2）林業振興について。 

 県内の人工林の6割以上が45年生以上の林齢

を超え、間伐等による森林の造成期から本格的

な主伐期を迎えつつあり、この森林資源を

「切って、使って、植える」といった形で循環

利用をしていくことが、今後の森林・林業施策
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の課題であると考えております。 

 先日、本県で開催されました「森林・林業・

林産業活性化九州大会」に出席をいたしました

が、その基調講演においても、「日本の森林は、

何世紀にもわたる荒廃の時期から、先人の努力

によって回復・成長し、現代は森林飽和の時代

である。持続可能な森林管理を進めるため、積

極的な木材生産と有効活用、利用促進が必要で

ある」と呼びかけられておりました。 

 こうした中、県では、令和7年度に県産材の

生産量を28万立方メートルにまで拡大させる計

画と聞いておりますが、豊富な森林資源を抱え

る対馬や五島においては、資源の循環利用によ

る林業の成長産業化に向けて、これまでの搬出

間伐を主体とした木材生産に加え、「主伐、再

造林」を進め、木材の生産性向上と生産量の拡

大を図ることで、林業の振興、地域の活性化に

つなげていく必要があると考えていますが、県

は、これからの主伐、再造林の取組をどのよう

に進めていくのか、お尋ねをいたします。 

 また、搬出間伐や主伐の推進により、県産材

の生産量が増加していく中、木材の有効活用と

利用促進により、「森林と木材利用のサイクル」

を確実に進め、林業の振興につなげていくため

には、木造建築物をさらに増やすことにより、

木材の需要拡大を図っていく必要があると考え

ますが、県は、これからの県産材の需要拡大を

どのように進めていくのか、お尋ねをいたしま

す。 

 （3）韓国人観光客減少対策について。 

 今年7月以降、対馬市における韓国人入国者

数が激減しており、10月の速報でも9割の減と

一向に終息の兆しを見せておらず、収入の途を

絶たれた地元の関係事業者からは、悲鳴に近い

切実な声が挙がっております。 

 具体的には従業員の解雇や宿泊施設の営業休

止など、韓国人観光客の減少の影響は、日々、

深刻さを増しております。 

 こうした中、県は、先の9月定例会において、

約9,500万円の対策費を予算化し、国内客の誘

致を中心とした韓国人観光客減少対策に取り組

んできたところであります。 

 既に国境離島交付金を活用した誘客対策や宿

泊料割引キャンペーンを開始されておりますが、

こうした対策の現在までの実績について、お尋

ねをいたします。 

 また、韓国人観光客の減少に起因して売り上

げ等が大きく減少した中小企業者の資金繰りを

支援するため、県が金利等が有利な県制度資金

であります「緊急資金繰支援資金」を速やかに

発動したことを大変ありがたく思っております。 

 この状況がいつまで続くかは見通しが絶たず、

資金需要も刻々と変化すると思いますが、県全

体と対馬市で県制度資金などを利用して、どれ

くらいの資金手当てがなされているのか、また、

今後の資金需要の見込みをどう考えているのか、

お尋ねをいたします。 

 （4）航空路対策について。 

 我々、離島に暮らす者にとりまして、離島と

本土とを高速で結ぶ航空路は、緊急時や災害時

の輸送はもとより、交流人口の拡大による地域

振興を担うなど、住民生活の維持に不可欠な重

要な役割を担っているものであります。 

 平成29年度から導入されております国境離島

割引の利用状況を見ても、平成30年度の利用者

は、約18万5,000人、前年度比約8％増加してお

りますが、併せて離島航空路全体の利用者も約

43万6,000人、前年度比約4％の増加となり、航

空路は離島の活性化に寄与する必要な交通機関

となっております。 
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 こうした中、機材の面では、ＯＲＣが2機を

所有しておりますボンバルディア社の「Ｄａｓ

ｈ８－Ｑ２００」について、導入から18年が経

過しており、更新時期も近づいていることから、

今後は、この更新が課題であると考えておりま

す。 

 1機は、今年度中に同型の中古機に更新され

るとのことでありますが、これもそう長く使用

できるものではありませんし、もう一つの機体

についても更新時期が迫っていると伺っており

ます。 

 また一方では、地域航空を維持可能なものと

するため、国としても取組が進められておりま

す。昨年12月、「持続可能な地域航空のあり方

に関する研究会」や、「地域航空の担い手のあ

り方に係る実務者協議会」を経て報告書が取り

まとめられ、これを受けて10月25日には、大手

航空2社、ＯＲＣを含む地域航空3社を構成員と

する「地域航空サービスアライアンス有限責任

事業組合（ＥＡＳ ＬＬＰ）」が設立されたとこ

ろであります。 

 このＬＬＰは、系列を超えた航空会社間の協

業を促進する取組とされておりますが、現時点

では、取組の内容やメリットについて、全体像

までは明らかになっておりません。 

 住民の皆さんにとって、離島航空路は必要不

可欠なものでありますので、今後の機材更新や

ＬＬＰの関係における離島航空路のあり方につ

いて、県の見解をお尋ねいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終了し、再質問を

対面演壇席からさせていただきます。 

 ご清聴まことにありがとうございました。

（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 坂本智徳議員の

ご質問にお答えいたします。 

 次期総合戦略において、現戦略になかったど

のような考えや視点を盛り込もうとしているの

かとのお尋ねでございます。 

 次期総合戦略においては、現総合戦略の実績

や検証を踏まえ、人口減少の抑制に着実につな

げていくため、新規学卒者の県内就職の促進や

移住施策に引き続き力を注いでまいりますとと

もに、新たに県外転出者に対するＵターン就職

対策や女性の県内定着対策、関係人口の創出・

拡大等の取組を重点的に推進することとしてお

ります。 

 加えて、急速に進む人口減少やピークを迎え

る高齢者数、少子化の進展等に伴い、さまざま

な課題が危惧される2040年問題を踏まえ、健康

寿命の延伸のための取組や、地域住民が主体と

なった集落、地域コミュニティの維持・活性化

対策などに積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。 

 また、急速に進展するＡＩ、ＩｏＴ等の新技

術を積極的に活用し、本県産業の振興や人口減

少に伴い生じるさまざまな地域課題の解決につ

なげるソサエティ5.0の実現に向けた施策を盛

り込んでまいります。 

 さらに、ＳＤＧｓの「持続可能で、誰一人取

り残さない社会の実現」という理念は、本県の

施策を進めていくうえでも重要な観点であるこ

とから、環境、教育、経済、まちづくりなどの

幅広い分野において、このＳＤＧｓの理念を踏

まえた施策を推進していくこととしております。 

 次期総合戦略においては、これまで以上に人

口減少対策を強化・拡充するとともに、こうし

た新たな視点を積極的に取り込み、地方創生の

深化を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、九州新幹線西九州ルートについて、予



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１２月３日） 

 ― 43 ―

算案決定までに時間がないが、今後、どう対応

していくのかとのお尋ねであります。 

 九州新幹線西九州ルートの環境影響評価調査

費について、国土交通省は、8月には概算要求

への計上を見送りましたが、与党プロジェクト

チームからは、「今後、関係機関の協議の進捗

に応じて、臨機応変かつ柔軟な対応をとるよう」

求められており、現在、国土交通大臣や鉄道局

長と佐賀県知事との会談や佐賀県議会議員に対

する説明を行うなど、年末の政府予算案への計

上に向けて対応されているものと認識をしてお

ります。 

 政府予算案の決定まで時間が限られてきてお

りますが、国土交通省からは、引き続き、佐賀

県との協議も含めて検討を続けていると聞いて

おりますので、最大限の努力を重ねていただけ

るものと考えております。 

 県としては、国土交通省に対し、引き続き、

環境影響評価調査費の来年度予算への計上に向

けて佐賀県との協議を実施していただくよう要

請するとともに、積極的に情報収集を行いなが

ら、国土交通省と佐賀県との協議や事態の推移

をしっかりと見極め、状況に応じて議論の進展

に向け、必要な対応を図ってまいりたいと考え

ているところであります。 

 次に、石木ダムの推進について、今後、どの

ように石木ダムの事業を進めようとしているの

かとのお尋ねであります。 

 石木ダムについては、事業に反対する地元住

民の方々から土地の明け渡しをいただけず、9

月19日の面会実施後も、話し合いの機会が設け

られるよう、私から書簡をお送りいたしました

が、「ダム計画の見直しが前提である」として

応じていただけない状況が続いております。 

 そうした中、11月29日には、反対住民の方々

が、ダムの必要性はないとして、提起されてい

た事業認定取消訴訟の控訴審判決において、第

一審に続き、控訴人の請求を棄却する旨の判断

が示されたところであります。 

 判決では、反対住民の方々の「治水対策は河

川改修で足り、不合理な計画を行っている、あ

るいは佐世保市の水需要予測は過大なものであ

り、水源は不足していない」といったこれまで

の主張を退け、「治水、利水計画ともに不合理

はなく、石木ダム事業は洪水調節や水道水の確

保のために必要性があり、得られるべき公共の

利益は、失われる利益に優越している」と判断

されたところであります。 

 反対住民の方々には、こうした自ら提起され

た訴訟の司法判断も受け止めていただき、改め

て事業に協力していただけるよう働きかけてま

いりたいと考えております。 

 また、引き続き、事業の必要性等について広

く周知し、工事の進捗に努めてまいりますとと

もに、佐世保市及び川棚町と一体となってダム

の早期完成を目指してまいります。 

 次に、新たな過疎法の制定に向けて、これま

でどのような要望活動を行ってきたのか。「一

部過疎」、「みなし過疎」の堅持を含め、新たな

過疎法の制定にどのような活動を行っていくの

かとのお尋ねであります。 

 県内の過疎地域では、人口減少や高齢化が県

平均を上回りながら急速に進むなど、依然とし

て厳しい環境にあり、過疎地域の活性化は、県

政の重要な課題であると考えております。 

 こうした中、現行過疎法の期限が令和3年3月

末に迫っておりますことから、本年6月に実施

した政府施策要望では、重点項目の一つに、新

たな過疎対策法の制定を追加し、関係省庁等に

対し、要望を行ってまいりました。 
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 また、本年9月には庁内に設けた研究会にお

いて、市町の意見も取り入れながら具体的な提

案内容を取りまとめたほか、県議会におきまし

ても、前回の定例会において、「新たな過疎対

策法の制定に関する意見書」を可決いただいた

ところであります。 

 県では、こうした内容も踏まえ、去る11月14

日にも県内過疎地域の市町で構成する「県過疎

地域自立促進協議会」とともに、国や県選出国

会議員等に対して新法の制定等について訴えて

まいりました。 

 国では、外部有識者による過疎問題懇談会に

おいて、本年度中に提言案を取りまとめること

とされているため、今後、市町村合併に係る特

例の継続も含めて、年度内の早い時期に、さら

なる要望活動を展開することが重要であると考

えており、特例の対象である雲仙市など3市と

合同で、年内にも要望を行う方向で調整を進め

ているところであります。 

 本県の「みなし過疎」、「一部過疎」地域は、

その多くが半島地域、離島地域でもあり、条件

不利性がより高いことから、これらの特例の堅

持も含めて、本県過疎地域の課題解決に結びつ

く新法の制定に向け、県議会のお力添えもいた

だきながら、国等に対して強く働きかけてまい

りたいと考えているところであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 次期戦略にお

いて、出産・子育てに関して、どのように環境

づくりを進めていくのかとのお尋ねですが、議

員ご指摘のとおり、県民の希望出生率の2.08の

実現のためには、子どもを産み育てやすい環境

づくりが重要であり、次期戦略では、妊娠期か

ら子育て期まで、切れ目のない支援を提供する

「子育て世代包括支援センター」の市町への設

置促進や、待機児童解消に向けた保育所等の受

け皿の整備、保育士の確保に取り組むなど、誰

もが安心して出産・子育てができる環境の整備

に努めてまいります。 

 また、企業等に安心して子育てができる職場

環境づくりに取り組んでいただく「ながさき結

婚・子育て応援宣言」や、子育て世代へのサー

ビスを提供する「ながさき子育て応援の店」の

拡大など、社会全体で出産・子育てを応援する

ための機運醸成を図り、少子化対策にしっかり

と取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 私の方から、4

点お答えをいたします。 

 まず、九州新幹線西九州ルートについて、福

岡県で開催されたシンポジウムの位置づけや効

果についてのお尋ねでございます。 

 福岡県で開催された「北部九州の交通インフ

ラを考えるシンポジウム」につきましては、県

としても沿線市等とともに参加をいたしました

が、九州新幹線西九州ルートについても多くの

意見が交わされたところであります。 

 森国土交通省顧問からは、「東京─大阪間に

集中するインバウンドを呼び込むため、新幹線

等の交通インフラの整備が必要であること」や、

「九州全体、日本全体の活力向上のため、西九

州ルートをできるだけ早くつなげることが重要

であること」などの広域的な視点からの基調講

演が行われました。 

 また、パネルディスカッションでは、「長崎

と佐賀だけの問題として矮小化せず、新幹線は

九州全体として、将来に向けた地域のビジョン

をつないでいく大切なもの」との大局的な見地
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からの意見や、「防災機能を高めるためにも新

幹線を含め、さまざまな移動手段を確保してお

くことが重要」といった国土強靱化の観点など、

新たな視点からの意見も出されていたところで

ございます。 

 県としましては、福岡県でこのようなシンポ

ジウムが開かれたことは、大変意義深いことで

あり、今後も県内外でさまざまな議論が活発化

していくことを期待しており、北部九州全体で

西九州ルートの議論が行われるよう、機会を捉

えて情報発信に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 次に、ＩＲ区域の整備におけるＲＦＣの実施

状況についてのお尋ねでございます。 

 本年10月1日から実施しております事業者か

らコンセプト募集を行うＲＦＣにつきましては、

先月22日に参加登録を締め切り、4者から申し

込みがございました。 

 県といたしましては、九州・長崎ＩＲの可能

性を積極的に評価いただいたものと考えており

ますが、現時点においては、コンソーシアムを

組む事業者間の調整がつかなかったことから、

やむを得ずＲＦＣ参加を見送った事業者もあり、

引き続き、調整を行っていくこととしておりま

す。 

 さらに、来年度早々に予定しております事業

者の公募・選定であるＲＦＰから参加する旨の

意向を示している事業者も複数あり、今後に期

待をしているところでございます。 

 県といたしましては、国の基本方針を踏まえ、

ＲＦＣにおける事業者からの提案内容も参考に、

ＩＲ事業者の公募・選定に係る実施方針の策定

作業を進めてまいります。 

 次に、事業者選定における重要なポイントに

ついてのお尋ねでございます。 

 事業者の公募・選定につきましては、先般、

国から示された「基本方針案」において、選定

の公正性及び透明性を確保することが求められ

ております。 

 そのうえで、選定の際の重要なポイントとし

ましては、国内外から多くの観光客を集め、来

訪客を県内はもとより、九州各地、さらには全

国各地に送客できるような魅力ある事業内容と、

それを裏づける投資規模やＩＲ事業の長期間に

わたる安定的かつ継続的な実施を可能とする健

全な財務状況などのほか、地元雇用や地域貢献

の度合いなども挙げられると考えております。 

 また、ＩＲ事業者には、ギャンブル依存防止

のために万全の対策を講じること、並びにカジ

ノ施設の有害影響排除を確実かつ効果的に講じ

ることが求められており、さらには、カジノ管

理委員会による厳しい審査をクリアして、カジ

ノ免許を必ず得られるような廉潔性と言われる

クリーンさが求められますことから、こうした

点も併せて区域認定を勝ち取ることのできる事

業者を選定してまいりたいと考えております。 

 最後に、離島航空について、ＯＲＣの機材更

新やＬＬＰの関係等の離島航空のあり方につい

てのお尋ねでございます。 

 現在、ＯＲＣが所有するＱ２００型機39席の

航空機材2機のうち1機については、同機種の中

古機を来年3月に導入し、4年程度使用する予定

とされ、2機目についても来年度に更新時期を

迎える予定となっております。 

 このような中、10月25日に設立された「地域

航空サービスアライアンス有限責任事業組合」

では、全日本空輸と日本航空との共同運航を中

心とした営業販売強化や各種調達の効率化、業

務の共通化、人員協力の推進等に取り組むほか、

事業組合に参加している他社で導入が進んでお
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りますＡＴＲ機48席などへの機材統一について

も検討することとされております。 

 今後、ＡＴＲ機等の新機種を導入するに当

たっては、乗員訓練や、新たな航空機材の整備

体制構築などに約3年の準備期間が必要となる

ことから、ＯＲＣにおいては、新機種導入まで

の間、暫定的な運航体制として、来年度、更新

時期を迎える2機目については、リースによる

機材調達も含め、関係自治体の意見も伺いなが

ら検討を進めているところでございます。 

 今後とも、県内離島航空路線が安定的かつ持

続的に確保されるよう、ＯＲＣと一体となって

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 「第三期高

校改革基本方針素案」について、2点お答えを

いたします。 

 まず、本県高校教育の課題と再編整備の考え

方についてでありますが、これまで生徒減少に

対して、既存の学校数を維持したままで学級減

を行ってきた結果、学校の小規模化、少人数化

が進んでおり、生徒の多様な学習要望や進路希

望等への対応が難しくなるなど、高校教育とし

ての質の低下が懸念をされております。 

 また、議員からもご指摘がありましたように、

今後も中学校卒業者数の減少が続くことが見込

まれております。 

 このため、第三期基本方針素案では、生徒に

とって望ましい教育環境を整備するため、適正

な学校規模に近づけるための再編整備を進め、

教育効果を高めたいと考えております。 

 次に、しまの高校の改革の考え方であります

が、しま地区に設置した高校の小規模化、少人

数化が一層進行しており、しま地区の高校13校

のうち8校が1学年2学級以下となっております。 

 第三期基本方針素案では、小規模校について

は、生徒への教育効果や地域の実情等を考慮し

たうえで、教育活動の充実を図ることとしてお

ります。 

 入学者が定員を大きく下回っている小規模校

については、県や地元関係者等で組織する協議

会を設置し、期間を定めて学校の活性化策につ

いて協議したうえで、魅力化に向けた取組を市

町、地元住民の皆様とともに進めたいと考えて

おります。 

 議員ご指摘のとおり、地元の高校は、地域活

力につながる施設の一つではありますが、学校

が著しく小規模化した場合には、グループにお

ける対話的学びの充実や生徒同士の切磋琢磨が

難しくなるなど、生徒にとって望ましい教育環

境の提供が困難となります。 

 このため、魅力化に向けた取組を行った結果、

成果が見られない場合には、統廃合についても

検討せざるを得ないと考えているところであり

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君） イカ釣りの不漁に苦

しむ漁業者の現状と、その対策についてのお尋

ねでございました。 

 本県の主要魚種であるイカ類は、近年、環境

変化などの要因により水揚量が減少し、特に、

壱岐や対馬における経営状況は非常に厳しく

なっていることから、現状を把握するため、10

月から11月に壱岐や対馬のイカ釣り漁業を中心

とする漁業者等に聞き取り調査を行いました。 

 その結果、不漁の長期化や資金面などから、

今後の漁業継続を不安視する声が多い状況にあ

りまして、このため、関係機関と連携し、既往

貸付金の制度内での返済期間の延長や漁業共済
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制度において、要請があれば共済金の一部を仮

払いするなど、緊急的な対応を進めるとともに、

共済加入のため浜周りを実施しているところで

ございます。 

 また、こうしたイカの不漁を受け、漁業者か

ら国に対し、救済支援を求める声が挙がってい

るため、県といたしましても、国に対し、厳し

い現状を伝えるとともに、必要な国の予算の確

保に努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 林業振興について、

2件お答えいたします。 

 まず、主伐・再造林をどのように進めていく

のかとのお尋ねでございます。 

 県としましては、令和7年度の県産材の生産

量28万立方メートルの達成を図るためには、こ

れまで実施してきました搬出間伐のさらなる生

産性向上とともに、主伐・再造林を積極的に進

める必要があり、森林所有者に対し、費用がか

かる再造林への理解を得るため、より多くの利

益を還元することが重要であると考えておりま

す。 

 このため、県では、路網整備や高性能林業機

械の導入による生産性向上とコスト縮減、協定

取引や輸出など、木材の規格、品質に応じた有

利販売対策により、森林所有者の所得向上につ

なげるとともに、再造林コストの縮減のため、

伐採と植栽の一貫作業の推進や、成長が早く下

刈り回数を低減するコンテナ苗の供給体制の確

立に取り組んでまいります。 

 これらの取組を踏まえた主伐・再造林に係る

収支プランを森林所有者に提示して、地域での

合意形成を図り、主伐・再造林の拡大に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、県産材の需要拡大をどのように進めて

いくのかとのお尋ねでございます。 

 県では、これまで県産材の需要拡大を目的と

して、県産材の利用促進方針を策定し、公共建

築物の木造・木質化を促進してまいりました。 

 県内の森林が本格的な伐期を迎え、生産量が

伸びる中、今後は、商業施設やオフィスビルな

ど新たな木材需要を開拓することが重要である

と考えております。 

 このため、木造設計に精通し、木造の良さを

提案できる建築士が必要であることから、建築

士等の関係団体と連携して研修会を開催し、専

門的な知識を有する建築士を育成してまいりま

す。 

 また、木材の生産、加工、流通に関わる関係

団体で組織します「長崎県地域材供給倍増協議

会」を通じて、建築士のニーズに応じた県産材

を供給していくことで利用拡大を進め、林業の

振興につなげてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 韓国人観光

客減少対策の現在までの実績についてのお尋ね

でございます。 

 県におきましては、韓国人観光客の減少が顕

著となった8月以降、対馬市とともに、さまざ

まな対策を講じてまいりました。 

 このうち国境離島交付金を活用した、「しま

旅旅行商品」につきましては、既存商品の販売

期間延長や新たな商品の造成を働きかけた結果、

昨年度の実績、約1,800人泊を大幅に上回る年

間7,400人泊以上の送客を見込んでおります。 

 また、11月1日からの宿泊料金割引キャン

ペーンにつきましても、11月25日現在で約

4,400人泊分が販売されており、順調なすべり

出しとなっているところでございます。 

 県といたしましても、引き続き、国や対馬市
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をはじめ、関係機関と連携しながら国内客の誘

客拡大に力を注いでまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 韓国人観光客の

減少により影響を受けた中小業者の資金繰りに

ついてのお尋ねですが、韓国人観光客の減少に

より影響を受けた中小業者は、県が発動しまし

た「緊急資金繰支援資金」と日本政策金融公庫

の「一般貸付」等を活用して資金手当てを行っ

ております。 

 11月末現在の資金融資実績は、県全体で32件、

2億8,000万円であり、そのうち対馬市内の事業

者向けは、29件、2億1,700万円となっておりま

す。 

 その利用目的は、主に観光客減少の影響が大

きい宿泊業や飲食業を営む事業者の運転資金で

あり、今後、年末にかけまして資金需要は高ま

るものと予想されております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本智徳議員─38番。 

〇３８番(坂本智徳君） 知事をはじめ、それぞ

れに答弁をいただきまして、まことにありがと

うございました。 

 時間が若干残っておるようでございますので、

再質問をしたいと思います。 

 まず、人口減少対策でありますが、次期総合

戦略において2040年問題というものが出てまい

りました。この2040年問題については、私も非

常に大きな関心を持っておりまして、いただい

た資料を読んでみましたが、非常に大変なこと

だなというふうに、これを皆さん方と同じよう

な気持ちにするために、県民等しく同じような

気持ちになっていただかなければ、なかなかご

理解をいただけないんじゃないかというふうに

思いますし、私自身も一回読んだだけでは、な

かなかこれは難しい問題だなということだけは

わかっても、どのくらい難しいのかということ

は、なかなかぴんときません。 

 それで、この2040年問題を県民等しく皆さん

方と同じような気持ちにしていただくために、

どうすべきかというふうにお考えでございま

しょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本俊晶君） この2040年問題

ですけれども、議員ご指摘のとおり、非常に重

要な問題でございまして、県民の皆様に、こう

いった問題が今後生じてくるといったことにつ

いての理解をしていただくことは非常に重要で

あると考えております。 

 そのため、今回、研究会を設置して、先般、

その報告書を提出いただいたところであります

けれども、この報告書では、今後想定されるさ

まざまな課題や対応の方向性が示されたもので

ございます。 

 その内容につきましては、県のホームページ

で周知を図りますとともに、「ながさき県政出

前講座」においても積極的に説明を行っていき

たいと考えております。 

 また、この2040年問題に関わる課題に対しま

しては、今後、さらに県や市町において具体的

な対策の検討を深めまして、総合戦略や総合計

画において具体化していくこととしております

ことから、県といたしましても、次期戦略や計

画を県民の皆様に周知する説明会なども開催し

ていく機会がございますので、そういった機会

を活用して広報等に努めてまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本智徳議員─38番。 

〇３８番(坂本智徳君） 先ほども言いましたよ

うに、大変難しい問題だろうというふうに思い
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ますが、一人でも多くの県民の方々にご理解を

いただくべく努力をしていただきたいというふ

うに改めて申し上げたいと思います。 

 それから、企画振興部長、先ほど、ＬＬＰの

ご答弁、なかなか、一回答弁を聞いただけでは、

議事録をもらえばわかるんでしょうけれども、

ペーパーでいただけませんか、文字に起こした

ものを、改めてその要望をさせていただきたい

と思います。 

 水産部長から、厳しい水産業のことについて

のご答弁をいただきました。水産業の振興、特

に、イカ釣りを中心に不漁に苦しんでおります

漁業者に対する対策について、今回取り上げた

わけでありますが、県の方でも、先ほどお話が

ありましたように、壱岐や対馬に行かれて、こ

れまでにない厳しい現状は十分に承知をされて

いるところでありますから、現在の制度の範囲

の中でできることは緊急的にやっていただくこ

とをまずはお願いしたいというふうに思う次第

でございます。 

 しかし、それだけでは今の不漁に苦しむ漁業

者を救うことは非常に難しいというふうに思わ

れます。漁業者は、漁に出て魚を捕ってきたく

ても、経費ばかりがかさんで、出ない方が赤字

にならなくて済むといった状況でありまして、

漁に出ないで、もちろん収入もない状態であり

ます。 

 この窮地を脱するための対策が現状では難し

いというのは理解をいたしますが、県におかれ

ても、何か方策がないものか、ご検討いただく

とともに、あらゆる機会を見つけて、先ほど部

長もおっしゃいましたが、国に働きかけを、強

くこういう状況であるということをくどく、水

産庁の方に申し上げてほしいというふうに改め

てお願いを申し上げる次第でございます。 

 それから、韓国人の観光客減少対策について

でありますが、離島地域の振興の中で、対馬市

の韓国人観光客の減少に対する対策の実績、効

果について、文化観光国際部長から、あるいは

産業労働部長から、それぞれご答弁をいただき

ました。本当にありがたいことだというふうに

思っております。早速、いろんなお取組をいた

だきまして、心から感謝申し上げる次第でござ

います。今後も、さらにサポートをお願いをさ

せていただきたいというふうに思うわけであり

ます。 

 現在、さまざまなメディアにおいて、韓国人

観光客が大きく減少した比田勝港周辺の模様が

報じられておりますが、一方で、歴史、文化、

自然景観、食などの対馬の魅力も紹介されるな

ど、良きにつけ悪しきにつけ、全国から注目が

集まっているところであります。 

 これまで対馬では韓国人観光客に多くを依存

していたため、国内客の受け入れ体制を整備す

るなど、対馬市においても中長期的な観光振興

のあり方の検討を進めているところであります

が、これに対する県の対応について改めてお尋

ねをしたいと存じます。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 韓国人観光

客激減という状況を契機として、対馬市が9月

に設置しました「観光対策会議」には、地元の

対馬振興局もメンバーとして参画しており、年

内には「対馬市観光再生ビジョン」を取りまと

めることとしております。 

 また、このビジョンを推進する組織として発

足した「対馬市おもてなし協議会」には、文化

観光国際部からもアドバイザーという形で参画

しており、国内客の誘客拡大やおもてなし意識

の向上対策などに一緒に取り組むこととしてお
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ります。 

 県といたしましては、引き続き、対馬市及び

地元関係団体としっかりと連携しながら、具体

的な取組を進めることで、今後の対馬観光の再

生の一翼を担ってまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本智徳議員―38番。 

〇３８番(坂本智徳君） ありがとうございまし

た。引き続きよろしくお願いしたいと存じます。 

 いろいろとまだまだ再質問したいところでは

ございますが、5分弱残っておりますけれども、

以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 午前中の会議は、これに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１１分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇副議長(西川克己君） 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君）（拍手）〔登壇〕 改革21、

佐世保・北松浦郡選挙区選出、山田朋子でござ

います。 

 この春の統一地方選挙で多くの県民の皆様の

お力をいただきまして、4回目の当選を果たす

ことができ、そして本日、このように県政一般

質問の機会を頂戴いたしました。本当に多くの

県民の皆様に、心から感謝を申し上げます。あ

りがとうございました。 

 県民生活の一助となるべく、さまざまな政策

提案を行わせていただきたいと思っております

が、知事をはじめ、部局長におかれましては、

前向きで端的な回答をいただきたいと思ってお

ります。どうぞ、ご協力のほどをよろしくお願

いを申し上げます。 

 それでは、通告に従い、質問を順次させてい

ただきます。 

 1、いのちを守る取り組みについて。 

 （1）水害・土砂災害からいのちを守る対策

について。 

 平成30年7月豪雨により、西日本を中心に北

海道や中部地方など広域かつ同時多発的に河川

の氾濫やがけ崩れなどが発生をし、死者・行方

不明者約240人、家屋の全半壊等約2万2,000棟、

家屋等の浸水被害等約2万8,400棟の極めて甚大

な被害が広範囲で発生をいたしました。 

 本年も、台風19号では記録的な豪雨となり、

岩手、宮城、埼玉など13都県に大雨特別警報が

発表され、多くの河川で堤防が決壊し、死者・

行方不明者約100人、家屋の全半壊等約4万

1,600棟、家屋等の浸水被害等約4,700棟という

甚大な被害が発生しました。 

 本県においても、平成30年7月豪雨により、

県内で初めて大雨特別警報が発令、今年も7月

の台風5号、8月の梅雨前線豪雨により2回の大

雨特別警報が発令され、9月の台風17号などに

より、佐世保市、対馬市などで家屋の浸水、が

け崩れなど多くの被害が発生しており、気候変

動等の影響により頻発化、激甚化する水害・土

砂災害から県民の命を守る対策の推進について

のお考えをお尋ねいたします。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 山田朋子議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 水害・土砂災害から命を守る対策についての

お尋ねでございます。 

 近年、県内外で大雨や台風などの自然災害が

頻発、激甚化している中にあって、県民の生命

と財産を守り、安全・安心を確保することは、



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１２月３日） 

 ― 51 ―

行政の重要な責務であると考えております。 

 このため、県では、河川の氾濫や土石流、及

びがけ崩れを防ぐための施設整備などのハード

面の防災・減災対策を推進する一方で、河川の

浸水区域や土砂災害警戒区域のハザードマップ

の事前周知やリアルタイムの雨量、河川水位の

情報提供などのソフト面の対策にも力を注いで

いるところであります。 

 現在進めております「防災・減災・国土強靭

化のための3か年緊急対策」を確実に実施する

とともに、その後も、自然災害に対する事前防

災や、再度同様の災害を繰り返さないための防

災措置の整備を計画的に実施していくことが極

めて重要であると考えているところであります。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席からお答

えをさせていただきます。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 自然災害から県民の命

を守る対策は大変重要な施策であると思ってお

ります。現在進めていただいている防災対策を

確実に実施いただくとともに、計画的な整備の

ための予算確保にも努めていただきたいと思い

ます。何とぞよろしくお願いいたします。 

 （2）河川の安全対策について。 

 本年発生した台風19号により、国・県が管理

する河川の140カ所で堤防が決壊し、多くの浸

水被害が発生しました。 

 その被害の多くは、背後の住宅地より洪水時

の河川水位が高くなる区間、いわゆる築堤構造

となっています。 

 各区間において発生をしていると考えますが、

長崎県が管理する河川のうち、築堤区間で人口

が集中している河川がどれくらいあり、その河

川の全てで市町が作成するハザードマップに必

要な浸水想定区域図の作成は完了しているのか、

伺います。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 現在、本県が管理す

る河川において、川沿いに人口が集中している

区間を有する築堤河川は12河川ありますが、そ

のうち、水位情報周知河川にかかる7河川で浸

水想定区域図の作成が完了し、2河川が作成中

であります。残りの水位情報周知河川ではない

3河川については、未着手となっております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 現在、浸水想定区域図

の作成が行われていない築堤区間については、

激甚化、頻発化をする豪雨災害が発生した場合、

甚大な被害が発生する可能性が高いので、今の

答弁を聞きますと、まだ3河川において、人家

が集中しているところがあるけれども、進んで

いないということでありますので、こういった

ところも、次の計画でしっかりと加えていただ

き、県民の命を守っていただきたいと思い、要

望とさせていただきたいと思います。 

 （3）ダムの事前放流について。 

 政府は、11月26日、台風19号により甚大な被

害が発生したことから、ダムに貯めている水を

事前に放流し貯水容量を増やす、ダムを活用し

た水害対策強化を進めるとしました。 

 全国的には、治水機能を持った562ダムのう

ち54ダムで事前放流の実施体制を整えています

が、長崎県における事前放流に対する現在の状

況と今後の対応方針について、お伺いしたいと

思います。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 現在、土木部で管理

する35ダムにおいて、事前放流を実施している

ダムはありません。 

 国においては、先般11月26日に、「既存ダム
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の洪水調節機能強化に向けた検討会議」を開催

し、全国1,460の全てのダムについて、洪水の

危機が予想された場合、事前に水を放流し水位

を下げておく「事前放流」の可能性について検

証し、年内に基本方針を取りまとめるとの考え

が示されております。 

 県としましては、この基本方針をもとに実施

に向けての課題を整理し、利水管理者との協

議・調整を行い、検討してまいりたいと考えて

おります。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 早急に水の利用者と協

議を行い、ルールや体制を整えていただきたい

と思います。 

 台風19号では、多くのダムで上流からの流木

をせき止める効果も発揮しました。最近の豪雨

災害では、洪水とともに流木の被害も目立って

います。 

 ダムがなかった場合、大量の木が下流部に流

れ込み、橋にひっかかるなどすると、それが原

因となって河川の氾濫や堤防の決壊を引き起こ

すおそれがあります。ダムの機能は、洪水調整

機能だけではなく、このように被害を最小にす

るほかの機能も有しております。県民の命を守

るためのダムの整備を引き続き進めていただき

たいと思います。 

 （4）災害不明者・死者の氏名の公表につい

て。 

 近年頻発する大規模災害を背景に、迅速な人

命救助に対応することを目的に、氏名の公表を

一部の自治体で行っています。国が統一の基準

を公表しない中、独自に明確な基準を策定して

いる自治体もあります。 

 本県でも、公表を行うことにより迅速な捜索

活動に資すると考えます。ご見解をお聞かせく

ださい。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 災害不明者や死者

の氏名公表につきましては、国において、各自

治体での判断とされており、平成30年7月豪雨

災害においても、被災県ごとに対応が異なって

おります。 

 氏名を公表することによって、住民から情報

が寄せられ、安否確認が進み、捜索範囲が絞り

込めるなどの利点がある一方で、プライバシー

保護などを理由に家族から反対されるケースも

あります。 

 このようなことから、県では、大規模災害時

における捜索活動、人命救助活動に資すること

に加え、家族等の同意などの条件が整えば、災

害不明者及び死者の氏名の公表を行うこととし

ております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 家族の同意を得たうえ

で公表をするというふうに決定をいただいたよ

うであります。 

 ほかの自治体では、安否不明者の公表には、

時間を要すると迅速な捜索活動に影響があると

いうことで、家族の同意をとっていないところ

もあります。まずは同意のもとで公表をしてい

ただくということでスタートいただくというこ

とでありますが、今後は、このような同意条件

なしでの公表のあり方を検討いただきたいこと

をお願い申し上げます。 

 （5）福祉避難所について。 

 災害時には、早期に指定避難所や福祉避難所

を開設し、高齢者や障害者など災害弱者の受け

入れを行い、安全・安心な避難所環境を確保し

ていくことが重要であり、平常時から福祉避難

所の確保は需要だと考えております。 
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 最近起きた災害では、福祉避難所の公表のあ

り方について、自治体により差異があることが

報道でも話題となりました。 

 本県において、避難時に特別な配慮が必要と

なる要支援者数は約7万8,000人、しかしながら、

県内の福祉避難所の収容人数は7,880人分と大

幅な乖離があり、足りていない状況にあります。 

 そこで、早急に市町と連携いただき、福祉避

難所の追加指定に向けて取り組みをいただきた

い。 

 併せて、この福祉避難所の開設、運営マニュ

アルを策定していない市町もいまだあるようで

すが、県として、課題をどのように認識をして

いるのでしょうか。 

 また、福祉避難所の課題解決に向けて、どの

ように取り組んでいくのか伺います。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 県としましては、

福祉避難所の課題として、全ての市町で設置は

されているものの、対象者が最大約7万人のと

ころ、現時点での収容数が約8,000人と大幅に

不足していること、運営マニュアルの策定が7

市町にとどまっていること、3市町では一般に

は公開していないことであると考えております。 

 これらの課題については、市町のマンパワー

不足等により、福祉避難所としての指定の調整

や運営マニュアルの策定が進んでいないことか

ら、今後は、県からも関係団体を通じて福祉避

難所への協力をお願いするとともに、運営マ

ニュアルの実例を紹介していきたいと考えてお

ります。 

 また、県としては、各市町に対して公開する

ようお願いしておりますが、非公開の理由を市

町に確認したところ、一般の避難者が押し寄せ

て混乱を招く危険性があることや、公表に対す

る施設側の同意が得られていないことなどの課

題があるとのことです。 

 今後は、福祉関係者の専門家にも協力をいた

だき、これらの課題を解決できるよう支援して

いきたいと考えております。 

 なお、福祉避難所を指定するだけでなく、実

際に活用できるのか、確認することも重要であ

ることから、今後は、市町が実施する防災訓練

の際には、福祉避難所の開設も含めることによ

り、福祉避難所にかかる課題の解決につながる

よう取り組んでいく必要があると考えています。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 今、ご答弁いただきま

した中で、防災訓練の中において、今度は福祉

避難所の開設の訓練も行っていただくというこ

とであります。本当に非常にありがたいという

ふうに思っております。 

 ある市町においては、要支援者が1万1,000人

いるけれども、収容人数が319人というところ

もあります。こういったことでは、本当に災害

が起きた時に、要支援者といわれる方々が避難

することができません。実情に応じた福祉避難

所の指定に向けて、県も関係団体と働きかけを

していただきたいと思います。 

 また、公表の有無ですけれども、各市町で考

え方はさまざまだと思いますが、公表をしない

ことによって要支援者の方々に伝わらない部分

もあると思うので、事前にそういったことも要

支援者の方々には、どこにどんな施設があると

いうことを十分にお伝えいただくこともお願い

をしたいと思っております。 

 （6）母子避難所について。 

 災害時に要支援者と同様に災害弱者となり得

る乳幼児を連れた母親や妊産婦に対しては、支

援体制が整っておりません。集団で避難をして
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いると、子どもが泣いたら迷惑になる、授乳の

時に気を遣う、子どもを遊ばせるところがない、

感染症が怖いなどの理由で、熊本地震の際、一

般の避難所を避けて野外テントや車で過ごす女

性や子どもも少なくありませんでした。 

 そこで、熊本県助産師会が母子専用の避難所

を設置しました。その後、九州北部豪雨の際、

福岡県朝倉市においても設置をされ、川内市で

は、看護学校と協定を結び、災害時の母子のサ

ポートを目的に周産期避難所を指定、開設訓練

も実施されております。先の台風15号の際にも、

千葉県の南房総市において、母子福祉避難所が

開設されました。このように、必要性が認識を

され、各地で設置が始まっております。 

 県内各地に児童養護施設が設置されています。

近年では定数に余裕があるところも多く、また、

子どもたちが生活をしているという施設の特性

から、母子避難所に適しているのではないかと

考えますが、ご見解をお聞かせください。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 乳幼児を抱える

母子の災害時の避難については、国のガイドラ

インにおいて、指定避難所に専用の母子避難ス

ペースの設置を行うなど、女性や子どもに配慮

した取組が求められているところです。 

 県としましては、これまで国のガイドライン

や他県の先進事例等の紹介などにより、市町に

働きかけを行ってきたところであり、各市町の

中には、運営マニュアルの中に母子支援の留意

事項を盛り込むことや、避難所の中にキッズス

ペースを設けるなどの取組として反映されてき

ております。 

 児童養護施設を母子避難所に指定することに

関しましては、市町と協議を進めておりますが、

県内では11施設で定員は1施設当たり概ね50名

程度であり、施設数が限定され小規模となって

おります。 

 災害の際に、母子避難所として活用するため

には、既存施設の利用者への配慮のほか、限ら

れた受け入れスペースの中で、どのような方を

優先するのかなどの課題があると承知しており、

関係市町において、施設側の意見も踏まえなが

ら協議していきたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 児童養護施設を母子避

難所として開設ができるかどうか、市町と協議

をいただいているということであります。非常

にありがたいと思っております。 

 先ほど、数に限りがあるというお話でありま

した。そこで、県内には看護や介護、福祉系の

大学が長崎市、長与町、大村市、佐世保市にご

ざいます。私は、そういった大学と協定を結び、

災害時に支援をいただくことも考えていいので

はないかと思いますが、ご見解を求めたいと思

います。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 議員ご指摘の件

につきましては、他県でも実例がございます。

また、各市町におきましては、例えば、乳幼児

の預かり保育を実施するようなところでの受け

入れなども検討課題として挙がっておりますの

で、さまざまな事例を紹介しながら協議を進め

ていきたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 避難所における女性や

子どものさまざまなお悩み事というのは、災害

のたびに報道されているように、着替えを見ら

れたりとか、いろんなことがあちこちであって

いるようでございます。これからも、女性に配

慮をした防災、避難所の運営に向けて、市町と
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ともに取り組んでいただきたいと思っておりま

す。 

 （7）要支援者個別支援計画について。 

 災害時に高齢者や障害者など災害弱者となり

得る要支援者の方々への避難支援が必要だと考

えております。要支援者の避難支援には、要支

援者ごとの個別支援計画が必要となります。県

内各市町での策定状況と今後の取組について伺

います。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 要支援者の個別

支援計画の策定につきましては、本年10月現在

で対象者が約7万人のところ、策定済みは約1万

人にとどまっており、県といたしましては、こ

れまで市町に対して、スクラムミーティングや

担当課長会議において働きかけを行ってまいり

ましたが、市町のマンパワー不足等により策定

が遅れております。 

 そのため、今年度からは、独居老人や重度の

障害者など優先すべき対象者から策定するよう

方針を切り替えて市町に働きかけを行っている

ところであり、できるだけ速やかに個別支援計

画が策定されるよう、具体的な策定事例の提供

などの支援に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 7万人必要なところ、

まだ1万人分しかできていないということであ

ります。もし災害が起きたら大変なことになり

ます。 

 今回から、独居老人とか重度の障害者の方を

まず先に優先をしてということでありますが、

その取組は私も了としたいと思っております。 

 ある事例について、お話をしたいと思います。 

 県内の障害児をお持ちのお母様からお話を聞

きました。 

 市役所から書類が送ってきたけれども、よく

わからなかったと。その中身が、どうしたもの

かがよくわからなかった。そして、自分の子ど

もは障害を持っているので、地域の学校に行っ

ているわけでもなく、特別支援学校に行ってい

たと。そういうことで地域とのつながりもない

中で、もし、災害が起きたら、自分はこの子と

一緒に死ぬんだというふうに覚悟をしていると

言われました。 

 私は、こういったことがないように、この7

万人の要支援個別支援計画、マンパワー不足と

いうことでありますが、県ができる支援をして

早急に行っていただきたいと要望をしたいと

思っております。 

 （8）被災者台帳システムについて。 

 大災害発生時には、市町は、個々の避難者の

被害状況や支援状況を一元的に集約した被災者

台帳を作成することとなっております。 

 近年、被災者台帳の作成、管理や罹災証明書

の作成など一連の手続が行われる被災者台帳シ

ステムを導入する自治体もあり、山口県、岩手

県などでは、県が、県内市町と共通のシステム

で被災者台帳を管理する仕組みを導入していま

す。 

 熊本地震では、一部の自治体が、民間企業か

らのシステムの提供を受けて使用し、罹災証明

の発行業務が円滑に進んだことから、今回新た

に大分県も導入することとなりました。 

 被災者台帳システムの県内市町の導入状況と、

県と市町での共通システムの導入についてのご

見解をお聞かせください。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 県の調査では、令

和元年9月現在、県内の6市町で被災者台帳シス
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テムが導入をされております。 

 ご指摘の被災者台帳システムは、大規模災害

時における被害状況や支援状況を一元的に管理

できることから、職員の作業の省略化に加え、

手続の迅速化や支援漏れを防ぐ効果があると考

えております。 

 一方、県内同一のシステムの導入につきまし

ては、6市町が既にそれぞれのシステムを導入

しているほか、導入への費用負担など、県内市

町においては導入のニーズに差があるものと思

われますので、まずはシステム導入済の市町の

運用状況を把握するとともに、導入希望につい

て調査を行ってまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 6市町で導入いただい

ているということでありますが、大村市だけが

有料で、こういったすばらしいシステムを導入

されているということで、あとの市町はエクセ

ル程度のものというふうに聞いております。 

 そこで、もちろん被災者台帳システム、まず

は、エクセルだろうと何だろうと、しっかりつ

くってもらうことが重要と思っておりますが、

ぜひ、この作成に、市町に対しての支援も行っ

ていただきたいと思います。 

 取組に温度差があるような話もありました。

災害時に、誰がどこに避難したとか、きちんと

わかるような仕組みをしっかりつくることは重

要でありますので、ぜひ引き続き、まだ導入を

していない市町に対してしっかりと働きかけを

してほしいと思いますし、私は、他県同様、共

通のシステムがあること、県でもここに入るこ

とによって、市町がもし被災をした際にバック

アップ機能を果たすこともできると思っており

ます。 

 他県では、同じ共通システムがゆえに、支援

の時に非常に作業効率があがったという事例も

あるようでございますので、私としては、まず

は未設置のところに早く進めていただくことと、

できれば県の方で共通システムを検討いただき

たいということをお願い申し上げ、次の質問に

移りたいと思います。 

 （9）防災アプリについて。 

 近年頻発する大規模災害で、多くの方が、日

常持ち歩いている身近なスマートフォンを活用

し防災情報を入手している傾向にあることから、

通常の防災行政無線や防災メール以外の方法で、

雨風で無線が聞こえないなどの問題も解決がで

き、外国人や障害を持った人も、誰でも、どこ

にいても、より詳細でわかりやすい防災情報を

入手できる防災アプリを開発、導入し、広く県

民に提供することによって防災情報を周知する

ことができると考えます。ご見解をお聞かせく

ださい。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 激甚化する近年の

災害において、防災情報を多様な手段により住

民へ提供することは非常に重要であると認識し

ております。 

 しかしながら、独自の防災アプリを導入した

自治体の中には、ダウンロード数が伸び悩み、

開発コストに対して思うような効果が得られな

いなどの問題を抱えていると聞いております。 

 このため、防災アプリの導入につきましては、

このような問題点も含め、九州地方知事会の防

災に関する研究において検討を行った結果、著

名な民間のアプリの活用を提案しているところ

でありますので、県としましても、民間アプリ

の活用を検討してまいりたいと思っております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） ＹＡＨＯＯと広島県等
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で防災アプリを一緒にやっているようでありま

すが、長崎県においても、そういったことで民

間との共同で防災アプリを開発いただけるとい

うことであります。それは高く評価をしたいと

思っておりますが、できましたら、私は、その

時にお願いをしたいのが、民間のものを使うと、

そこまで、県のカスタマイズしたものというか、

県のものにできるかどうかわからないので、一

応、要望として申し上げたいと思っております。 

 兵庫県では、12言語に対応しております。音

声の読み上げ機能、これはもちろん障害者の方

に対応するためです。あとは外国人の方に対応

するために絵文字だったり、そういうふうなユ

ニバーサルデザインでつくっていらっしゃいま

す。 

 そして、私が避難をする時に、自分が今いる

場所から避難所までの地図が出せるような仕組

みもありますし、逃げ時設定といいまして、い

つのタイミングで避難をしたらいいかというの

も設定機能にあります。 

 また、大分県では、防災士に防災モニターに

なっていただいて、身近で信頼度の高い地域の

情報を、避難行動を促す目的で、河川の氾濫情

報や土砂崩れ、避難所の開設状況、逃げ遅れた

人の情報とかも画像、動画、音声も投稿可能に

するように聞いております。私は、ぜひこう

いったものを、充実したものをつくってもらい

たいとお願いを申し上げます。 

 長崎県で、本年7月、避難指示と避難勧告が

出ました。その時の避難対象者数は9万963人で

す。それに対して避難した人数は466人、率に

して0.51％。 

 この8月、同じように避難勧告、指示が出た

時に、避難対象者数は33万2,229人に対し、実

際に避難をした人数は416人、率にして0.13％

です。 

 これは、従来の防災行政無線やテレビやラジ

オだけの情報では避難誘導につながっていない

ことが浮き彫りとなっていると私は思っており

ます。ぜひ、効果的に避難を促す、そして、安

全のために、県民の命を守るために、この防災

アプリを充実したものにしてくださいというこ

とをお願い申し上げ、次の質問に移ります。 

 （10）高潮浸水想定区域の指定について。 

 平成27年度に水防法が一部改正され、台風等

により想定される最大規模の高潮が発生した場

合の浸水想定区域を指定することが義務づけら

れました。 

 その中で、東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内

海及び有明海などの海岸については、過去に大

きな被害が発生した経緯から、令和2年度まで

に指定をするように国から求められています。 

 本年9月の新聞記事によると、実施が求めら

れている19都府県のうち、長崎県の海岸は公表

が遅れると報道されていますが、近年の大規模

災害を鑑みると、早急に指定をすべきであると

考えますが、現在の取組状況について、お聞か

せください。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 平成27年度の水防法

の一部改正により、高潮浸水想定区域の指定が

義務づけられ、このうち有明海などの5つの地

域は、令和2年度までに指定を行うよう、国か

ら求められております。 

 県では、災害から県民の生命・財産を守るた

めには、早期の検討が必要と認識しており、有

明海海岸の浸水想定区域を早期に指定できるよ

う努めてまいりたいと考えております。 

 なお、指定に当たっては、甚大な被害をもた

らした最大規模の台風を基本に検討することと
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しております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） ぜひ、早急な指定に向

けて取り組みをいただきたいということをお願

い申し上げます。 

 （11）受動喫煙防止対策について。 

 他人のたばこの煙を吸う受動喫煙対策は、が

ん予防に欠かせません。その目標値は、国のが

ん対策の指針には盛り込まれませんでした。 

 ただし、32道府県が、受動喫煙の影響を最も

受けやすい飲食店での数値目標を独自に設定し

ました。そのうち、秋田、宮城、茨城、兵庫の

4県は、0％の数値目標を掲げました。 

 本県では、数値目標を15％に設定をしました。

この数値目標は、禁煙希望者が全て禁煙をし、

受動喫煙の機会のある人を半減させるとして計

算をされております。 

 改正された健康増進法が2020年4月1日より全

面施行されます。これにより、一部の飲食店を

除き、原則、屋内禁煙となります。 

 一定のハード整備は行われますが、二次喫煙、

三次喫煙の課題が大きく残っていき、望まない

受動喫煙を防止する取組は、マナーからルール

へと変わります。愛煙家の皆様をはじめ、多く

の県民に、受動喫煙が招く健康被害等をご理解

いただく機会が必要だと私は考えております。 

 全面施行に向けての取組状況と、課題に対す

る対応をどのように考えているのかを伺います。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 受動喫煙防止対

策につきましては、望まない受動喫煙をなくす

ことを基本的な考え方として、昨年7月に健康

増進法が改正され、本年7月には行政機関など

を対象に既に施行されており、来年4月には飲

食店などの施設も対象に全面施行となる予定で

ございます。 

 県としては、この法改正の趣旨や必要な措置

につきまして、対象となる事業者等に対しては、

各保健所において説明会を開催し、相談窓口を

設けるなどの対応を行っております。 

 また、県民の皆様に対しましては、テレビや

雑誌を活用した広報活動などにより周知を図っ

ており、引き続き、適切な周知に努めていきた

いと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） さまざまな広報等を

やっていただいているかと思いますが、受動喫

煙が原因ということで心臓疾患等で亡くなった

方が、全国で1万5,000人もいます。これだけ大

きな健康被害の原因となる受動喫煙であります。 

 私は、昔、たばこを買いましたら、パッケー

ジの裏とかに肺が真っ黒になったような写真が

ついていたかと思いますが、そういったものと

かセンセーショナルな、県民の皆様にもっとわ

かりやすい健康被害というもの、そして二次喫

煙、三次喫煙という課題、例えば私が誰かのた

ばこを受けたら、私が家に帰ったら私の子ども

が二次喫煙、そういった形で、影響がどんどん

広がっていきます。たばこを吸った後40分は、

人と会ってはいけないというような話もあるよ

うであります。 

 ぜひ、もっと県民の皆様に、受動喫煙が招く

健康被害、そして愛煙家の方々にはご配慮を、

マナーからルールに今回変わりますので、ぜひ、

県民の命を守るため、取組を進めていただきた

いことをお願い申し上げ、次の質問にいきたい

と思います。 

 （12）県職員の健診受診率の状況について。 

 全国より早いスピードで高齢化が進んでいる

長崎県で、県民の皆様が健康で長生きをしてい
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ただくことが重要となっております。 

 そこで、知事は、健康長寿日本一の長崎県づ

くりを重視し、「健康長寿日本一長崎県民会議」

を設置し、県民の皆様の健康づくりを進めてい

く取組を始めています。 

 しかしながら、その取組を進めていくお膝元

の県職員の健康状況が1月29日の長崎新聞で取

り上げられ、全国ニュースとなりました。 

 内容は、2017年の健康診断で、軽度異常や再

検査、要精密検査などと判定され、何らかの異

常が見られた職員の割合が92.8％という想像す

らできないような状況でした。 

 まずは知事部局、教育委員会、警察本部の定

期健康診断と、がん検診の受診率について伺い

ます。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 知事部局職員の定期

健康診断の受診率は100％となっております。 

 また、がん検診につきましては、対象年齢を

大腸と肺については40歳以上、前立腺は50歳以

上、胃がん及び女性のがん検診は若年者も含め

広く全年齢を対象として実施しております。全

体での平均の受診率は53.7％となっております。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 教職員の定

期健康診断については、小・中学校では99.6％、

県立学校等においては100％の受診率となって

おります。 

 また、教職員全体のがん検診につきましては、

胃、大腸、肺、乳がん検診などの検査項目ごと

に対象年齢を設定し、平均受診率は75.2％と

なっております。 

〇副議長(西川克己君） 警察本部長。 

〇警察本部長(迫田裕治君） 県警職員の定期健

康診断の受診率については100％となっており

ます。 

 また、がん検診については、厚生労働省のが

ん検診にかかる指針等に基づく対象者に実施を

しておりまして、全体でのがん検診受診率は

95.5％となっております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 国が目標と設定してい

ます50％は、各部局とも超えていらっしゃいま

す。警察本部は95.5％という非常に高いがん検

診率であります。 

 やはり県職員の皆様が元気じゃないと、この

長崎県民の皆様の暮らしのことをサポートする

ことができません。 

 私は、ぜひ、大手の民間企業で取り組んでい

る事例を説明したいと思っています。個々人の

希望に合わせて、がん検診の予約を担当課で

行っています。 

 県職員の数人から聞きました。仕事の都合と

検診の予約がうまくいかずに、そのまま流れた

ことがあると、今の県職員は、自ら予約をとっ

て行かないといけないという知事部局の制度が

あります。 

 そこで、同様の取組ができないか。また、勤

務時間に検診に行きやすい職場づくりを、今ま

で以上に行うべきと考えます。上司からの声か

けも一つだと思いますが、それぞれにどのよう

にして100％に近づけていくのかを伺いたいと

思います。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 知事部局職員のがん

検診につきましては、案内通知とかポータルサ

イトでのお知らせ、それから職員が受診しやす

いような日程の調整など、あるいは多数の医療

機関の確保といった点で、これまでにも受診率

の向上に努めてまいったところでございますが、
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今後はさらに積極的に受診を働きかけるように

チラシの作成とか、情報誌による啓発、あるい

は、どのような方法が最も受診しやすいのか、

広く職員にも意見を聞くなどしてまいりまして、

受診率の向上に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） がん検診に

つきましては、教職員が学校行事等での関係で

日程が調整できなかったことや、一部の検診で

は若年層も対象にしているため、比較的健康に

自信がある世代のがんに対する意識がまだ高く

ないことなどにより、受診率が約75％になって

いるものと考えております。 

 今後につきましては、病院等の決定につきま

しては、既に共済組合の担当者が行っておりま

すが、校長等から受診の啓発を行うとともに、

広報誌なども活用し、検診に対する意識を高め

ていくことなどによって、受診率を高めていき

たいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 2、子どもの命を守る

取り組みについて。 

 （1）里親委託率向上と研修の充実について。 

 平成30年度末の本県の里親委託率は、17.3％

であり、全国と比較すると低い状況にあると認

識をしております。 

 現在策定中の新たな社会的養育推進計画では、

10年後の里親委託率を43％まで引き上げること

を目標に掲げていますが、委託率を無理に引き

上げようとすると、里親とうまくいかなくなり、

委託を解除される不調のケースが増えるなど、

子どもに不利益を与えてしまう事態が生じるこ

とを懸念しております。 

 子どもの最善の利益を考え、目標を達成して

いくために、県はどのように取り組んでいくの

か、伺います。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 里親等委託の

推進につきましては、これまでの募集や研修な

どの取組に加え、里親委託に対する保護者への

理解促進や、施設から里親委託へ移行する仕組

みづくりなどに新たに取り組むことといたして

おります。 

 また、里親とうまくいかなくなる、いわゆる

不調を防ぐために、里親に対し、募集から研修、

マッチング、養育支援まで切れ目なく、一貫し

た体制で支援できる民間機関の新設や、不当な

要求を行うなど対応困難な保護者に、里親支援

機関等がチームとして対応する仕組みづくりな

ど、里親支援体制の充実強化に加え、里親に対

する各種研修の充実等に取り組んでいくことと

しております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 里親との不調に関して

は、実際に養育里親等を行っている方から、発

達障害について、マッチング時点でその傾向が

小さくても、生活環境に慣れてくると問題行動

が顕著になってくる場合も多く、不調につなが

りやすいとの声を聞いております。 

 発達障害など対応が難しい子どもについては、

本来であれば、対応が可能な専門里親が養育す

るべきですが、本県では15名程度しかいないた

め、態様によっては、専門家ではない養育里親

に委託されているケースもあるとのことです。 

 私は、このような里親との不調を防ぐために

は、専門里親の育成とさらなる資質の向上が必

要だと考えますが、県は、どのようにして取り

組んでいるのか、伺います。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 
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〇こども政策局長(園田俊輔君） 専門里親の育

成につきましては、経験等の要件を満たす養育

里親に対し研修受講を促すとともに、研修を受

講する際に必要となる旅費に対して助成を行っ

ており、引き続き取り組んでまいります。 

 また、専門里親の質の向上については、国の

研修を参考に、受講者の希望も踏まえ研修を実

施しておりますが、今後とも、他県の先進事例

等も参考にするなど、さらなる資質向上につな

がる研修となるよう努めてまいります。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 東京での専門的な研修

が行われている旅費が、以前よりも旅費の人数

分が少なくなっているという声が寄せられてお

ります。質の向上には、そのような専門機関で

の研修が不可欠でございますので、ぜひ、希望

する方に対して旅費を出して、研修を受けてい

ただけるように取り組んでいただきたいと要望

申し上げたいと思います。 

 （2）チャイルド・デス・レビューについて。 

 平成29年度の子どもの死亡数は4,403件、そ

のうち原因不明の死亡数が割合で5.0％、221件

も存在しています。 

 本県においても、平成29年度の子どもの死亡

数55件のうち、原因不明の死亡数が7件も存在

しておりました。この中に虐待の見逃しが含ま

れている可能性があります。 

 アメリカでは、児童虐待予防を目的として、

チャイルド・デス・レビュー、子どもの死因を

究明する制度が早くから実施をされており、日

本でも、昨年度、法整備がなされ、国において

実施に向けて検討が進められております。 

 本県でも、チャイルド・デス・レビューの実

施に向けて積極的に取り組んでいくべきだと考

えておりますが、医師会や大学、警察などの関

係機関と協議を進めるなど、事前にできること

があるのではないかと考えますが、ご見解をお

きかせください。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） チャイルド・

デス・レビューと呼ばれる子どもの死因究明制

度については、国において、来年度から全国5

カ所程度の地域で、制度化に向けたモデル事業

を実施する予定でありますが、先行して実施し、

ある程度準備ができている自治体を想定してい

るとお聞きいたしております。 

 この事業の実施に当たっては、専門的な検証

が必要となり、さまざまな専門職や有識者の協

力が不可欠であることから、県としては、国の

動向を注視しながら、先進自治体の情報収集や、

医師会等関係機関と情報交換を事前に行うなど、

適切に対応してまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （3）虐待とＤＶ対策

～ダブルリボン運動について～。 

 ＤＶが起きている家庭では、子どもに対する

暴力が同時に行われている場合や、また、ＤＶ

被害者が加害者に対する恐怖心から、一緒に

なって子どもを虐待してしまう実に痛ましい

ケースもあります。 

 私は、このような児童虐待とＤＶとの関連性

について社会全体が認識をし、その防止につい

ては社会全体で取り組んでいく必要があると考

えており、そのためには周知啓発の取組が重要

だと考えております。 

 国においては、児童虐待対応とＤＶ対応の連

携の象徴としてダブルリボンバッジを作成し、

安倍首相をはじめ全閣僚に着用をお願いするな

どして周知・啓発に取り組んでおられますが、

県は、ダブルリボンを活用した啓発について、
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どのように取り組んでいくのかを伺います。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 近年、面前Ｄ

Ｖによる児童虐待の増加など、児童虐待とＤＶ

の強い関連性が指摘される中、国においては、

今年度、「児童虐待防止月間」と「女性に対す

る暴力をなくす運動」を連携して推進する新た

な取組を行っております。 

 それは、双方の方策を象徴するダブルリボン

バッジの全閣僚による着用や、ポスター、リー

フレットの作成、配布などが実施されており、

都道府県と政令指定都市に対しても、そのバッ

ジの着用の要請があったことから、本県といた

しましても、知事をはじめ幹部職員において、

11月の間、バッジを着用したところであります。 

 本県におきましても、面前ＤＶによる児童虐

待の増加は、全国と同様の状況であり、発生予

防、早期発見、早期対応、保護・支援の児童虐

待対策の各段階において、ＤＶ対策との連携を

踏まえた取組が重要であると考えております。 

 このうち、特に、発生予防、早期発見におい

ては、県民に対して、ＤＶとの関連性を周知し

ていく必要があり、ダブルリボンも活用しなが

ら、しっかりと普及啓発に努めてまいります。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 私が議会で提案をさせ

ていただき、平成23年度から、県下の全ての高

校生を対象にＤＶ予防教育の実施をいただいて

おります。今は、中学校や大学生をはじめ、各

種学校に対しても実施をいただき、高く評価を

させていただきたいと思っております。 

 しかしながら、県内のＤＶ被害者の年齢別を

見てみますと、30代から40代に集中をしており

ます。まさに子育て世代で、ＤＶと同時に児童

虐待が心配をされます。 

 そこで、各種媒体を使っての広報活動などし

ていただいていることは理解をしておりますが、

研修会を実施するなど、この世代に正しい情報

や相談窓口等を効果的に届ける必要があると思

いますが、ご見解を求めます。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 子育て世代へ

の周知啓発では、昨年度、平戸市の小学校のＰ

ＴＡから依頼を受け、ＤＶ研修会を開催した実

績がございます。 

 現在実施しております学校に対する予防教育

の希望調査の際、保護者への研修を希望するか

も併せて、今後、確認することで継続して取り

組んでいきたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 加害者対策について、

伺います。 

 女性や子どもたちを暴力から、虐待からも守

るためには、加害者対策が重要となっています。 

 そこで、民間の長崎ＤＶ加害者更正プログラ

ム研究会が2018年から実施されているＤＶ加害

者更正プログラム、こちらは民間の力で被害者

も加害者も生まない取組をしていただいており

ます。長崎県のＤＶ対策基本計画でも、研究す

るとの位置づけで長年きております。 

 内閣府は、この取組に興味を持ち、12月19日

に長崎市にヒアリングに来るとのことです。全

国でも先進的で注目を浴びているこの取組を、

「有料プログラム」で行っていますが、毎週受

講の18回と、専門職の皆様の負担は大きくなっ

ています。県として、この取組をどのように認

識し、関わっていくのかを伺います。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） ＤＶ加害者対

策につきましては、ＤＶ防止法に基づき国は調
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査、研究を進めており、また、県においても、

加害者更正に関する研究等の情報収集と対応の

手法の研究を進めることといたしております。 

 当面、県といたしましては、国の状況も確認

しながら、長崎ＤＶ加害者更正プログラム研究

会へ適宜参加し、その活動の効果等の確認を行

いながら、併せて関係機関や有識者からなる

「長崎県ＤＶ対策等推進会議」の中で協議を

行ってまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （4）児童相談所の体

制について。 

 本県児童相談所職員の中で最も長い1カ月の

平均時間外労働時間が72.4時間であり、職員体

制の充実強化が必要であると考えております。 

 6月の児童福祉法の一部改正に伴い、児童福

祉司については、令和4年度から、児童相談所

管轄区域の人口4万人に1人から3万人に1人に見

直されるとともに、児童心理士については令和

6年度から児童福祉司2人に1人が配置されるこ

とは承知しております。 

 期日までに、どのようなスケジュール感を

もって増員していくのか、伺います。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 議員ご指摘のと

おり、昨今の虐待対応件数の増加を受けまして、

職員の時間外につきましては、平成30年度にお

いて、最も多い職員で月平均72.4時間となって

おります。非常勤職員を雇用するなど、縮減に

向けた対策を行っているところでございます。 

 また、議員のご指摘のとおり、児童福祉法の

改正により、所定の職員の確保が求められてい

るところでございます。 

 県といたしましても、できるだけ早く実現で

きるよう、専門職の採用等について人事当局と

も協議しながら、計画的に行ってまいりたいと

考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） この専門職の争奪戦と

いうことでニュース等でも大きく取り上げられ

ております。新宿区は、児童相談所を開く予定

でありましたが、人員を確保できないというこ

とで、一旦延期をしているようであります。こ

のように、本当に全国的に専門職の獲得競争は

始まっております。 

 そして、本県の児童相談所を見てみますと、

一時保護が急増しております。平成28年度の

569件から、平成30年は794件、実に1.4倍にも

増加をしております。 

 これから見ても明らかなように、専門職の負

担は非常に大きいものとなっていると私は思っ

ております。 

 そして、72.4時間という時間外勤務時間であ

りますが、この時間だけでははかれない業務の

重たさ、命に関わる本当に厳しい世界での仕事

をしていただいております。 

 そういったことも考えて、先ほどは非常勤職

員の雇用を行っているということでありました

が、退職の補充しか近年は行っていないのでは

ないかと私は思います。今後、退職補充はもと

より、既に全国で争奪戦が始まっておりますの

で、計画的に積極的に雇用いただきたいと思っ

ております。 

 この雇用に向けて、国も助成金が用意をされ

ております。400万円の助成金、200万円の県費

負担はありますが、こういったものも活用しな

がら、県外では、この福祉系の専門科のある学

校の学生を児童相談所に見学ツアーとか、そう

いったことを行っているところもあります。 

 私は、これだけ児童虐待の問題が日夜報道さ
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れると、児童相談所に対するイメージも悪く、

大変だというイメージがあるかもしれないので、

そういったものを払拭しながら、しっかりと補

充を行っていただきたいと思います。 

 今いる児童相談所職員の定期異動についても

伺いたいと思います。 

ずっと児童相談所にいると、やはりすごく大

変だと思います。定期的に保健所や本庁とか出

先の福祉部局に異動を定期的に行っているのか、

どういうふうにしているのかを教えてください。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 児童福祉等の専

門職の人事に関しましては、原則といたしまし

て、各人の希望を踏まえながら、適材適所によ

り配置することとなっておりますが、専門性を

発揮するためには、ある程度の組織での勤務と

いうものも必要となっておりますので、そう

いった中で鑑みながら適切な配置を行っている

ところでございます。 

 また、採用に向けましては、議員ご指摘のと

おり、早期から学校への説明、アプローチなど

早めに対応することで、しっかりとした計画的

な採用につなげていきたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 児童相談所は、一時保

護や措置等、子どもたちが自分の意思で選択を

することがない処遇を決定、行うことから、子

どもの権利保障に十分配慮する機関であるべき

だと私は考えております。 

 児童相談所の業務に対する評価を行う第三者

評価を実施することが必要ではないかと考えま

すが、本県で実施する考え等について伺いたい

と思います。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 第三者評価な

どによる児童相談所の業務の質の向上について

は、6月の児童福祉法の改正により、都道府県

知事に努力義務が規定されたところであり、国

においては、来年度からの実施に向け、現在、

ガイドラインを策定中であります。 

 策定状況について国に確認したところ、現時

点では確定したものはないとのことであり、県

といたしましては、国の動向を注視しながら適

切に対応してまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （5）アウトリーチ型

支援について。 

 厚生労働省の調査によると、2016年度に虐待

で死亡した子どもが49人、うち約65％がゼロ歳

児で最も多く、母子が孤立しがちで虐待が発見

しにくいのが要因とされております。 

 明石市においては、来年度から、ゼロ歳児へ

のおむつやミルク等の無料提供を通じて母子の

健康状況や虐待の有無をチェックする、いわゆ

るアウトリーチ型の支援を実施するとのことで

す。 

 本県においても、虐待予防対策として、明石

市のような取組を県下に広げていくべきだと考

えますが、モデル事業として実施する考えがな

いか、伺います。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 国においては、

「支援につながっておらず、継続的な関わりが

必要な家庭」に対し、家庭訪問等を通じて育児

用品を配布するなど、保護者が支援を受け入れ

やすくする市町の取組に対し、令和2年度から、

助成を行うことを検討していると伺っておりま

す。 

 県といたしましては、国の動向を注視しなが

ら、市町へ情報提供を行うなど本事業の活用を
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促していきたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 3、子どもの貧困対策

について。 

 （1）子どもの貧困調査について。 

 県においては、平成28年に策定した「長崎県

子どもの貧困対策推進方針」に基づき、子ども

の貧困対策が進められていますが、今年度末が

終期となっております。 

 また、本年4月には、子どもの生活に関する

実態調査の結果を公表されたところではありま

すが、今後の取組については、県庁内の連絡連

携会議や、県と市町での協議会等において検討

を進めると伺っております。 

 今後、新たに子どもの貧困対策の行動計画を

策定する予定と伺っていますが、どのような内

容で策定をするのか、伺います。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 新たな県の子

どもの貧困対策に係る行動計画については、先

月末に示された国の新たな貧困対策の大綱に

沿って策定することとしておりますが、国の大

綱の重点施策に大きな変更はなく、現行と同様

に「教育の支援」、「生活の支援」、「保護者に対

する就労の支援」、「経済的支援」の4つの柱で

構成されるものと考えております。 

 また、今回の大綱で新たに示された基本的方

針である「親の妊娠・出産期から子どもの社会

的自立までの切れ目のない支援」、「支援が届か

ない、または届きにくい子ども・家庭への配慮」

などの視点や、本県の実態調査の分析結果等を

踏まえ、今後、庁内連携会議や県と市町で構成

する協議会などで検討を行い、県議会や長崎県

子育て条例推進協議会のご意見を伺いながら、

来年9月までに策定する予定といたしておりま

す。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （2）母子家庭等助成

事業について。 

 母子家庭等助成事業というのは、学童保育に

通う母子・父子家庭、そして多子家庭に対して、

市町と、月に5,000円の助成を行う事業であり

ます。 

 2万人を超えるような多くの子どもたちが恩

恵にあずかっている母子家庭等助成事業は、実

は昭和57年から、本県が全国に先駆けて行われ

ているすばらしい事業であり、私は、この事業

は、まさに今、子どもの貧困対策に対して、と

ても有効であるというふうに思っております。 

 というのも、今回、幼児教育の無償化が始ま

り、3・4・5歳児の保育料は無料になりました

が、小学校に上がる途端、このような形で家計

負担が大きくのしかかるというふうに思ってお

ります。 

 毎年、私は、この事業について議会で質問を

し、この堅持に向けて取組をしておりますが、

今回の予算編成に向けて、来年度もこの事業を

実施いただくのか、そのあたりを伺いたいと思

います。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 放課後児童ク

ラブにつきましては、就労等により昼間に家庭

にいない保護者に代わり、適切な遊びや生活の

場を提供して、子どもの状況や発達段階を踏ま

えながら、子どもの健全な育成を図る役割を

担っており、大変重要であると認識しておりま

す。 

 県独自の放課後児童クラブにおける母子家庭

等児童助成事業につきましては、ひとり親家庭

の自立促進、及び多子世帯の経済的な負担軽減
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を目的に実施しているところであります。 

 来年度以降の事業継続につきましては、県の

財政が大変厳しい状況ではありますが、その必

要性を踏まえ、予算編成の中で検討してまいり

たいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （3）アウトリーチ型

支援について。 

 母子父子寡婦福祉資金貸付金について、滞納

者543人のうち98％に当たる534人が生活困窮に

よるものであり、催促するだけでは問題解決に

はつながらないと私は思います。催促と併せて

就労支援などを行うアウトリーチ型の支援が必

要と考えますが、ご見解をお聞かせください。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） ひとり親家庭

等の自立促進については、福祉事務所に配置し

ている母子父子自立支援員が、母子父子寡婦福

祉資金貸付金の申請受付をはじめ、日常生活か

ら就労支援まで総合的な支援を実施しておりま

す。 

 母子父子寡婦福祉資金貸付金の債権管理は県

が行っているため、県の福祉事務所が所管する

滞納者については、母子父子自立支援員が、督

促と併せて、相談対応や就労支援を行っており、

状況に応じて他機関への紹介も行っております。 

 中核市を除く市町の福祉事務所が所管する滞

納者への支援については、今後、議員からのご

指摘も踏まえ、関係市町と協議を進めてまいり

ます。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 4、子どもたちの学び

の応援をする取組について。 

 （1）学童保育と作業療法士の連携について。 

 放課後児童クラブの支援員は、日々、子ども

たちとの関わりの中で、発達に障害を持つ子ど

もたちの対応に悩みを抱えていると聞いており

ます。 

 以前、他県を視察した際、学童保育連絡協議

会と作業療法士会が連携をして、発達障害など

配慮が必要な児童の対応に苦慮している放課後

児童クラブに作業療法士が訪問をして、具体的

な支援の方法などをアドバイスしているという

事業を見ました。とてもよい取組だと思いまし

た。 

 聞くところによると、もう既に本県でも作業

療法士会と学童連絡協議会において同様の取組

が始まっているとのことですが、任意団体の実

施事業ということで、継続が難しいのではない

かと心配をしております。 

 すばらしい取組ですので、県下に広げていた

だきたいと、県として何らかの支援が必要では

ないかと考えておりますが、ご見解をお聞かせ

ください。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 議員ご指摘の

作業療法士の派遣事業というものは、平成28年

度に岡山県で始まり、その後、全国へ拡がった

ものであります。 

 本県においても、本年度から、県学童保育連

絡協議会と県作業療法士会が連携して、県内6

カ所の放課後児童クラブへ作業療法士を派遣し

ており、3年間、この事業を実施する予定と

伺っております。 

 県としましては、この取組の実施状況や、そ

の効果を踏まえながら、活用できる既存の補助

制度等も含め、市町に対して情報提供をしてま

いります。 

〇副議長(西川克己君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 助成制度をきちんと整
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えていただきたいと思います。 

 そして、沖縄県南風原町においては、学校に

も、この制度を取り入れております。ぜひ、学

校でも検討いただきたいと思います。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(西川克己君） これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３１分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 山本由夫議員―27番。 

〇２７番(山本由夫君）（拍手）〔登壇〕 皆さん、

こんにちは。 

 自由民主党・県民会議、島原市選挙区選出の

山本由夫でございます。 

 私からは、7項目について、一括質問します。 

 どうぞよろしくお願いします。 

 1、中小企業対策について。 

 （1）中小企業の2025問題について。 

 本県では、中小企業・小規模事業者が、全体

の事業者数の99.9％、従業者数でも91.8％を占

め、地域の経済や雇用、住民の生活・行事など、

地域社会の維持活性化に中心的な役割を果たし

ています。 

 しかしながら、人口減少や競争激化によって

売上が減少し、また、働き方改革や人手不足な

どの経営環境の変化から、厳しい経営状況が続

いています。加えて、経営者の高齢化も進んで

います。 

 そういう中で、昨今、中小企業の2025年問題

が話題となっています。これは、中小企業庁の

推計では、2025年には、全国の中小企業経営者

の約7割の245万人が70歳以上になり、その半分

の127万人が後継者が不在で、このままでは中

小企業の廃業が急増して、650万人の雇用と22

兆円のＧＤＰが失われるというものです。 

 そこで、まず、本県の経営者の年齢構成、後

継者不在の企業の割合など、本県の現状とこれ

に対する県の見解をお伺いします。 

 （2）事業承継支援について。 

 中小企業の経営者の高齢化が進み、後継者不

在により廃業が増加すると、住民の生活基盤や

利便性が損なわれることによって人口減少が加

速し、現在でも低迷している県内経済にさらな

る悪影響を与えてしまいます。 

 こうした状況に歯止めをかけ、新陳代謝を通

じて成長を持続させるため、国は、事業承継に

かかる税負担の軽減や各種の事業承継支援策に

取り組んでいます。 

 これを受けて、県でも事業引継ぎ支援セン

ター、事業承継ネットワークや移住創業・事業

承継促進事業などによる事業承継支援を行って

いますが、これらの支援の実績と今後の取り組

みについて、ご説明をお願いします。 

 （3）商工会議所・商工会への支援について。 

 こうした小規模事業者への支援を強化するた

め、平成26年に「小規模企業振興基本法」が制

定されました。これに伴い、平成26年と本年に、

いわゆる「小規模事業者支援法」が改正をされ、

商工会議所や商工会は、従来の経営改善普及事

業の中で、新たに「経営発達支援計画」を、ま

た、災害の際に、小規模事業者の早期再生が可

能になるよう、「事業継続力強化支援計画」を

市町と共同して策定することになりました。 

 これらは、商工会議所・商工会が小規模事業

者に対し、従来の気軽に相談するかかりつけ医

に加えて、ステージに応じて寄り添う伴走型の
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支援を行うことを求めるものです。 

 しかしながら、商工会議所・商工会では、平

成17年度以降の県の補助対象職員の設置基準の

見直しによって、補助対象職員数、小規模事業

経営支援事業費補助金が大幅に削減されていて、

これらの国のメニューに従って伴走型支援を行

うための経営指導員などの数が足りないのが現

状です。 

 一方で、今回の小規模事業者支援法の改正に

ついては、地方交付税措置がなされると聞いて

います。本県については、10月に県の商工会議

所連合会と商工会連合会が県に対して要望を

行ったと聞いていますが、こうした現状を踏ま

えて、改めて小規模事業者の経営支援に当たる

補助対象職員の増員や小規模事業経営支援事業

費補助金の拡充などをお願いしたいと思います

が、県の見解をお伺いします。 

 2、民法改正と自治体への影響について。 

 （1）民法改正の本県の業務への影響につい

て。 

 一昨年5月に民法の一部を改正する法律が成

立し、来年4月から施行されます。改正内容は、

保証や時効に関する見直しなどですが、自治体

の実務にも広範囲に影響を及ぼすのではないか

と考えます。 

 そこで、来年4月からの改正民法の施行に

よって県の業務にどのような影響があるのか、

また、今回の改正の庁内への周知について、ど

のように対応しているのか、ご説明をお願いし

ます。 

 （2）今後の対応について（県営住宅の保証

人について）。 

 今回の改正の中で、特に影響がありそうな内

容に、県営住宅の保証人に関する問題がありま

す。 

 改正民法の施行後は、新たな賃貸者契約で個

人の保証人を求める場合には、保証をする極度

額を定めなければ、その効力を生じないことに

なります。 

 今回の改正は、これまで保証額の上限がな

かった保証人の負担軽減を目的にしていますが、

従来記載のなかった金額を明示することで心理

的な負担が増え、逆に保証人の確保が難しくな

ることも懸念されています。 

 こうした状況を踏まえて、国は、昨年、公営

住宅管理標準条例案を改正し、保証人に関する

規定を削除しました。 

 また、保証人の確保を求める場合でも、住宅

に困窮する低所得者が公営住宅へ入居できない

といった事態が生じないように、特段の配慮を

求めています。ただし、公営住宅の入居に際し

ての保証人の取り扱いについては、事業主体の

判断に委ねられています。 

 そこで、本県としては、県営住宅について、

今後も保証人制度を維持するのか。また、その

場合、保証人の確保が困難な人への対応はどの

ように考えているのか、ご説明をお願いします。 

 3、政策評価について。 

 （1）令和元年度の事務事業評価結果につい

て。 

 本県では、行政の説明責任、効果的・効率的

な行政の推進、成果を重視した行政運営を目的

に政策評価制度を導入しており、先般、県が自

ら行った令和元年度事務事業の評価結果が公表

されました。これによると、長崎県総合計画の

事業群を推進する821件の事務事業のうち、見

直しが約46％の377件で、このうち改善が351件

となっている一方、現状維持が約49％の405件

となっています。 

 また、先月には、県が行った事務事業評価の
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結果について、外部評価である長崎県政策評価

委員会から意見書が提出をされています。 

 そこで、まず、令和元年度の事務事業評価の

結果及び政策評価委員会の意見書を県としてど

う受け止め、今後の施策、予算編成にどのよう

に反映しようとしているのか、ご説明をお願い

します。 

 （2）成果指標について。 

 10月の本議会の決算審査資料である「主要な

施策の成果に関する説明書」において、総合計

画の事業群や事務事業の成果指標の実績値に

「算定中」というものが散見されました。その

多くが、「国の調査結果がまだ公表されていな

いため」との説明を受けましたが、前年度の事

業が、年度終了後半年以上たっても算定中で評

価ができないというのは、ＰＤＣＡサイクル上

問題があると考えます。 

 この点を県としてどう考えているのか、また、

県で早期に把握が可能な他の成果指標で補完し

て評価を行うべきではないかと考えますが、県

の見解をお伺いします。 

 4、長崎県立大学における県内出身者の状況

について。 

 長崎県立大学では、教育・研究機能の向上や

施設整備の充実、地域貢献を着実に推進すると

ともに、より高い社会人基礎力を有する人材を

育成する実践的な教育やグローバル化、情報化

に対応した教育に取り組んでいくこと、また、

地域を支える人材の育成や県内就職率の向上、

県内高校生の入学促進に取り組んでいくことで、

高校生や地元企業に選ばれる魅力ある大学、地

方創生に貢献し、地域とともに発展する大学を

目指しています。 

 このように、長崎県立大学は、本県の地方創

生にとって必要な地域を担う人材の育成に重要

な役割を果たしています。また、県内の高校生

が県立大学に進学することは、若者の県外流出

の歯止めにもなります。 

 そこで、長崎県立大学における県内出身者の

状況に関して、1、在校生の県内出身者と県外

出身者の比率について、2、入試における県内

出身者の合格者数と不合格者数について、3、

県内出身者と県外出身者の県内就職率について、

4、県内出身者を増加させるための取り組みに

ついて、お尋ねします。 

 5、地域包括ケアシステムについて。 

 （1）各圏域の構築割合と課題について。 

 本県の65歳以上の高齢化率は32％で、全国よ

り約4％高く、高齢化が全国より10年早く進ん

でいると言われています。 

 そこで、本県では、地域包括ケアシステムに

ついて、国の目標である2025年よりも早い2023

年度に県内全市町で構築することを目指し、長

崎県版の評価基準を策定して構築状況を見える

化し、ロードマップを作成して改善に取り組ん

でいます。 

 そこで、まず、平成30年度の各圏域の構築状

況はどうだったか、また、今回の評価で、県全

体の、また、各圏域の課題をどのように分析し

ているか、ご説明をお願いします。 

 （2）モデル地区の成果について。 

 本県では、昨年度、県内を都市型、過疎型、

離島型に分類し、3圏域をそれぞれのモデル地

区として、地域包括ケアシステム構築加速化の

モデル事業を実施しました。 

 そこで、その成果について、お尋ねします。 

 （3）今後の取り組みについて。 

 今回の評価における課題とモデル事業の成果

を受けて、2023年度の100％構築に向けて、今

後どのように取り組んでいくのか、ご説明をお
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願いします。 

 6、防災対策について。 

 （1）国による雲仙直轄砂防事業完了後の施

設管理について。 

 平成3年6月の「雲仙・普賢岳噴火災害」を受

けて、国においては、平成5年に雲仙復興事務

所を開設し、これまでに水無川をはじめ3河川

において直轄砂防事業が行われ、地域の安全性

は向上してきました。ただ、その国の直轄事業

も令和2年度で完了し、その後は管理段階に移

行する予定であり、砂防法上は、直轄事業完了

後は県で管理することが原則だと聞きました。 

 しかしながら、水無川周辺には、まだ警戒区

域が設定をされていて、山頂には1億立米の巨

大な溶岩ドームが不安定な状態で存在をし、山

麓にも1億7,000万立米の土砂が堆積するなど、

地震や大雨によって崩落をする危険性や堆積土

砂による土石流の発生も懸念されています。 

 こうした状況での砂防管理には、高度な技術

力や知見が必要です。そのため、島原半島3市

では、引き続き、国による砂防施設の直轄管理

を要望しており、10月には、県も一緒に国に要

望に行かれたと聞いています。 

 そこで、雲仙直轄砂防事業完了後の施設管理

について、県の考えと今後の取り組みをお伺い

します。 

 （2）県・市町の防災訓練の実施状況につい

て。 

 昨今、想定を超える自然災害が発生し、甚大

な被害が続いています。県・市町では、従来、

災害に備えた防災訓練が行われていますが、昨

今の状況も踏まえて、災害リスクのあるすべて

の地域であらゆる世代の住民を対象に、継続的

に防災教育、避難訓練を実施し、地域の災害リ

スクと、とるべき避難行動を周知することが必

要です。 

 そこで、まず、県・市町の防災訓練の実施状

況と課題、今後の取り組みについて、お尋ねし

ます。 

 （3）県内の自主防災組織について。 

 一たび大規模な災害が発生すれば、行政によ

る支援が間に合わない場合があり、日ごろから

それぞれの地域で、自助・共助による防災活動

に取り組むことが必要です。 

 昨今の災害においても、避難がうまくいった

地域では、防災リーダーがいて、避難計画の作

成や避難訓練などの取り組みを行っていたとい

う事例も聞きます。県でも自主防災組織の結成

促進、住民への防災意識の普及に取り組んでい

ますが、現在の県内市町の自主防災組織の組織

率と課題、今後の取り組みについて、お尋ねし

ます。 

 7、がまだすドームと島原半島ジオパークに

ついて。 

 （1）がまだすドームの入館者数と今後の取

り組みについて。 

 雲仙岳災害記念館、愛称「がまだすドーム」

は、平成14年の開館以来、有料入館者数が減少

を続け、平成26年度以降は10万人を割り込んで

いましたが、昨年4月のリニューアルを機に回

復し、昨年度は21万6,000人と大幅に増加しま

した。 

 そこで、今年度のがまだすドームの入館者数

の動向はどうなっているのか、また、リニュー

アル効果を持続させ入館者数の増加につなげる

ために、今後どのような取り組みを考えている

のか、ご説明をお願いします。 

 （2）がまだすドームとジオパーク等との連

携について。 

 私は、昨年の一般質問で、がまだすドームに
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は、島原半島ジオパーク協議会と島原半島観光

連盟が同居しているにもかかわらず、お互いの

連携が取れていないと指摘し、がまだすドーム

がジオパークのインフォメーションセンターと

しての役割を果たして、具体的に連携してほし

いと要望しました。 

 そこで、がまだすドームとジオパーク協議会、

島原半島観光連盟との連携はどのように変わっ

たのか、ご説明をお願いします。 

 （3）ジオパークの活用と今後の支援につい

て。 

 長崎県総合計画では、2つの世界遺産などを

活用した観光地づくりと誘客拡大という施策の

中で、ジオパーク認定ガイドの派遣によるジオ

ツアーの実施などに取り組んでいます。 

 そこで、まず、これまでのジオツアーの実施

件数と参加人数、交流人口の増加などの成果に

ついて、ご説明をお願いします。 

 2つ目は、ジオパークへの今後の支援につい

てです。 

 先日、熊本県の天草ジオパークが、日本ジオ

パークの認定を返上する方針を固めたとの報道

がありました。その理由について、天草ジオ

パーク推進協議会の説明では、費用負担が大き

い一方で、交流人口の拡大につながらなかった

ためとのことでした。 

 ジオパーク活動については、交流人口の増加

ももちろん重要ですが、地域資源の保護保全や

郷土を愛する心を育む教育活動を継続して行う

ことで、持続可能な地域の発展を目指すものだ

と考えます。 

 そこで、こういうジオパーク活動のあり方を

踏まえ、県としてジオパークの重要性と現状を

どのように考え、今後、どのようにその取り組

みを支援していくのか、ご見解をお伺いします。 

 以上で、壇上からの質問を終え、ご答弁後に

再質問等させていただきます。 

 よろしくお願いします。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 山本由夫議員の

ご質問にお答えいたします。 

 雲仙直轄砂防事業完了後の砂防施設の管理に

ついてのお尋ねでございます。 

 雲仙直轄砂防事業については、施設の整備が

進み、令和2年度には事業が完了する予定と聞

いているところであり、通常であれば、県に管

理が移管されることとなってまいります。 

 一方、議員ご指摘のとおり、今もなお、山麓

には大量の火山堆積物が、また、山頂には不安

定な溶岩ドームがあり、大雨による土砂の流出

や溶岩ドームが崩落するリスクが存在しており

ます。 

 そのため、今後も地域の人々の安全で安心な

暮らしを確保してまいりますためには、流出土

砂の除去や施設の保守点検など、的確な砂防施

設管理を行っていく必要があります。 

 しかしながら、水無川流域には、依然として

人が立ち入れない警戒区域が設定されており、

引き続き、無人化施工による土砂除去や溶岩

ドームの監視観測など、高度な技術力や知見を

持つ国による砂防施設の管理が必要不可欠であ

ります。 

 このため、県といたしましても、島原半島3

市と連携して、県選出国会議員の皆様とともに、

国土交通省や財務省に対して、直轄管理につい

て要望を行ってまいりました。 

 今後も、国に対して強く働きかけてまいりた

いと考えているところであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 
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〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

○産業労働部長(廣田義美君） 私からは、中小

企業対策の3点について、答弁をさせていただ

きます。 

 まず、中小企業の2025年問題に係る本県企業

の状況についてのお尋ねでございますが、民間

の調査によりますと、県内企業の経営者のうち

60歳以上の割合は57.6％、平均年齢は60.7歳と、

いずれも九州の中で最も高く、また、後継者不

在企業の割合は62.9％で、九州平均を上回るな

ど、県内企業の後継者問題は深刻な状況にあり

ます。 

 中小企業や小規模事業者は、地域における雇

用の担い手、多様な技術・技能の担い手として

重要な役割を果たしており、後継者不在による

廃業の増加は、地域の経済、社会の維持に影響

を及ぼすため、円滑な事業承継の推進は喫緊の

課題であると認識しているところでございます。 

 次に、本県における事業承継支援のこれまで

の実績と今後の取り組みについてのお尋ねです

が、事業承継には、後継者育成など相当の準備

期間を要することから、昨年5月に、県や商工

団体、金融機関、税理士等の専門家などからな

る「長崎県事業承継ネットワーク」を構築し、

円滑な事業承継に向けた支援を行っております。 

 ネットワークでは、商工会議所の経営指導員

等が経営者と面談し、事業承継への意識醸成や

支援ニーズの掘り起こしを行う「事業承継診断」

を、これまで1,175件実施しております。 

 診断の結果、支援が必要な企業には、事業承

継計画書の策定や今年度からの事業価値の簡易

査定など、課題に応じた個別支援を進めている

ところであります。 

 また、第三者への承継につきましては、平成

27年に国が設置いたしました、「長崎県事業引

継ぎ支援センター」において、これまで434件

の相談を受け、うち63件が成約し、残りの案件

についても支援を継続しております。 

 今後は、事業承継診断ケースの増加に向けて、

ネットワーク参画機関の一層の関与と、事業者

に対する相談窓口や優遇税制等の支援施策の周

知を進めるとともに、県外からの移住創業希望

者への働きかけを強化するなど、事業承継の促

進を図り、後継者不在による廃業の防止に努め

てまいりたいと考えております。 

 次に、小規模事業者の経営支援に当たる補助

対象職員の増員と小規模事業経営支援事業費補

助金の拡充の要望に対する県の見解についての

お尋ねですが、商工会議所や商工会に対し、職

員の人件費や事業費を助成する「長崎県小規模

事業経営支援事業費補助金」につきましては、

本県の厳しい財政状況に伴う収支改善のため、

平成16年度以降、商工会議所等との協議を重ね、

見直しを行っており、それに基づいて交付して

いるところでございます。 

 県と商工会議所等のお互いが連携をし、人と

知恵を出しあいながら、効果的かつ効率的に事

業者を支援することで、商工業の振興につなげ

てまいりたいと考えており、そのために、どの

ような取り組みが有効か、商工会議所等とも十

分に協議を行いながら検討してまいりたいと考

えておりますので、ご理解をお願いいたしたい

と考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 民法の改正によりま

す本県の業務への影響及び庁内への周知につい

てのお尋ねでございます。 

 民法の債権関係の規定が全面的に見直され、

来年の4月1日から施行されます。 

 自治体業務へ影響がある改正として、主なも
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のは、短期消滅時効を廃止し、原則として、

「知った時から5年」とする時効制度の見直し、

住宅の賃貸借などの際の個人保証について極度

額の定めを必要とする旨の改正、事業用融資の

個人保証契約等における公証人による意思確認

手続の新設などがあり、債権管理、公営住宅入

居や各種貸し付けに関する保証など、一定の見

直しが必要になります。 

 これまで庁内会議などで周知するとともに、

影響の把握や業務見直しの必要性の確認を進め

ているところであります。 

 今後とも、契約事務など、本県の業務に支障

が生じることがないよう適切に対応してまいり

ます。 

 次に、政策評価に関しまして、まず、事務事

業評価の結果及び政策評価委員会の意見書につ

いてのお尋ねでございます。 

 令和元年度は、821の事業について評価を行

い、その45.9％に当たる377の事業において見

直しを行うこととしており、事業群評価導入前

と比べますと、事業見直しの比率は着実に高

まってきているものと考えております。 

 また、政策評価委員会からは、市町、民間と

の役割分担、連携強化及び認識の共有化を図る

ことや、成果を図るための指標の設定等にかか

るご意見をいただいているところであります。 

 今回の評価結果や政策評価委員会のご意見を

踏まえ、県としましては、今後、さらに市町や

民間との連携などを強化し、人口減少対策をは

じめ、県政の諸課題に対して効果的・効率的に

取り組み、より成果を高めていく必要があると

受け止めております。 

 施策の構築に当たっては、そのような視点を

持ちながら、既存の事業の見直しを進め、施策

効果の高い事業への選択と集中を図るなど、予

算編成にも反映させてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、同じく政策評価についての成果指標に

ついて、「算定中」が散見されるがというお尋

ねでございます。 

 令和元年度の評価におきまして、数値目標を

設定している事業群185項目のうち、実績値が

「算定中」となっておりますのが18項目であり

ます。個別事業では、772事業のうち28事業あ

ります。 

 この要因としては、自治体間の比較や、過去

からの変化などが客観的に見られるように、国

の全国統計の数値を、施策の達成度を図るため

の指標として用いているものによるものであり

ます。 

 一方、事業の成果を測定し、検証や見直しを

行うためには、毎年度の成果が図られるような

指標の設定が必要であるということから、今後、

速報値での補完でありますとか、指標自体の見

直しなども検討してまいりたいというふうに考

えております。 

 次に、長崎県立大学につきまして、まず、在

校生の県内出身者と県外出身者の比率です。 

 令和元年5月1日現在の在校生数2,964名のう

ち、県内の出身者は1,375名で46.4％、県外出

身者は1,589名で53.6％となっております。 

 次に、入試における県内出身者の合格者数と

不合格者数についてです。 

 平成31年度入試結果における県内出身者の状

況については、推薦入試では、合格者157名、

不合格者127名、一般入試では、合格者197名、

不合格者508名となっております。 

 次に、県内出身者と県外出身者のそれぞれの

県内就職率についての状況でございます。 

 平成30年度の学生の県内就職率は、大学全体
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で34.4％となっております。そのうち県内出身

者の県内就職率は59.7％、県外出身者の県内就

職率は10.6％となっております。 

 最後に、県内出身者を増加させるためにどの

ような取り組みを行っているかというお尋ねで

ございます。 

 県立大学では、県内高校生の進学促進のため、

県内高校との入試連絡協議会の実施や出前講座、

しま地区でのオープンキャンパスなどに取り組

んでおります。 

 さらに、今年度は、高校と大学の接続強化を

図るための新たな取り組みとして、県内高校で

勤務経験のある教員を担当学長補佐として配置

しております。 

 8月から10月にかけて、この学長補佐を中心

として、県内高校を個別に訪問し、学部・学科

再編による大学の成果についてＰＲをするとと

もに、高校の進路指導の状況等について聞き取

りを行ってまいりました。 

 その結果、学部・学科の特色が明確になり、

生徒の進路決定や教員の進路指導が充実したも

のになった、特に、実践的な教育プログラムは

評価できるなどの意見が聞かれ、学部・学科再

編の取り組みや成果が評価されているものと考

えております。 

 今後とも、県内高校との連携を強化し、県内

高校生の進学の促進に取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 県営住宅について、

今後も連帯保証人制度を維持するのか、また、

連帯保証人の確保が困難な人へはどのように対

応するかとのお尋ねでございます。 

 連帯保証人制度は、県営住宅の滞納家賃の回

収において、入居者に代わって家賃を納入し、

あるいはまた、入居者に対して家賃の納入の指

導をすることで、滞納の解消に一定の効果を上

げていることから、今後も本制度を維持する方

向で検討しております。 

 また、議員ご指摘の国土交通省の通知の趣旨

につきましては、県としても十分に理解をして

いるところであり、連帯保証人が確保できない

ために、県営住宅への入居ができないというこ

とにならぬよう、その事情を調査・分析すると

ともに、生活保護支援にかかる関係機関等とも

密接な連携・協力を取りながら、柔軟な運用が

できるように、さまざまな検討を重ねてまいり

たいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 地域包括ケアシ

ステムにつきまして、3点お答えいたします。 

 まず、平成30年度の各圏域の構築状況はどう

だったのか。今回の評価における県全体として

の、また各圏域の課題をどのように分析してい

るのかとのお尋ねでございます。 

 平成30年度の評価結果につきましは、地域包

括ケアシステムがおおむね構築できたと評価で

きる評価点が8割以上の圏域が、県内124圏域の

うち86圏域であり、平成29年度の35圏域から大

幅に増加しております。 

 県全体の評価といたしましては、県及び有識

者による事業の評価や具体的な助言等により構

築が進んできたものと考えておりますが、地域

資源の少ない一部の地域では、構築に時間を要

しているという課題があります。 

 県といたしましては、そのような地域におい

ては、これまでの離島や過疎地域におけるモデ

ル事業による先進的な事例の紹介のほか、県の

担当者や有識者を派遣して、直接地域の実情や

課題を確認して、市町に対して手厚く支援する

ことにより、地域包括ケアシステムの実現を目
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指していきたいと考えております。 

 次に、昨年度3圏域をモデル地区として加速

化支援事業を実施したが、その成果はどうだっ

たのかとのお尋ねでございます。 

 昨年度、都市型、過疎型、離島型の3地区を

モデル地区として選定し、県職員及び有識者の

アドバイザーを派遣して、地域包括ケアシステ

ムの構築を重点的に進めました。 

 都市型では、医療機関等の地域資源は充足し

ている一方、高齢者が集える場が不足している

という課題があったため、既存の病院や介護施

設を活用した通いの場を創設しました。 

 過疎型では、地域資源が点在しているという

課題があったため、住民が主体となって地域の

関係者とも連携した生活支援の体制を構築しま

した。 

 また、離島型では、社会資源等が不足してい

るという課題があったため、限りある資源を活

用して、社会福祉法人を核とした生活支援を進

め、移送による買い物支援が始まっております。 

 最後に、2023年度の100％構築に向けて、今

後どのように取り組んでいくのかとのお尋ねで

ございます。 

 県といたしましては、2023年までにすべての

市町で地域包括ケアシステムが構築できるよう

ロードマップに位置づけて、県や有識者により

市町の進捗状況をチェックする、いわゆるＰＤ

ＣＡサイクルにより達成を目指しております。 

 モデル事業による成果の活用については、平

成30年度に都市型、過疎型、離島型をモデルと

して実施してまいりましたが、その成果につい

ては、市町や地域包括支援センターに対する研

修の場において、優良事例として共有していき

たいと考えております。 

 また、構築が進んでいない地域に対しては有

識者を派遣するなど、伴走型の支援を行ってい

きたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 私からは、2点お

答えさせていただきます。 

 まず、県及び市町の防災訓練実施状況とその

課題、今後の取り組みについてのお尋ねですが、

県及び各市町は、地震や風水害などによる災害

に備えるため、防災関係機関が参加する防災訓

練や住民の避難訓練を実施しております。 

 平成30年度につきましては、県と10市町で延

べ108回の住民避難を含む防災訓練等を実施し、

延べ1万9,760名が参加され、今年度は11月時点

で、県と11市町で延べ86回、参加者数延べ2万

240名での訓練が実施されております。 

 近年、大規模化、甚大化する災害の中で、迅

速な避難と高齢者などの要配慮者の避難対策が

課題であることから、自助・共助を促す防災訓

練等は重要であると認識しております。 

 県としましては、地震、豪雨、土砂災害等災

害の種別に応じ、安全に迅速な住民避難ができ

るよう、すべての市町で多くの住民が参加する

防災訓練等の実施を働きかけるとともに、より

実効性のある訓練となるよう、改善を図ってま

いります。 

 次に、県内市町の自主防災組織の組織率と自

主防災組織の課題と今後の取り組みについての

お尋ねですが、議員ご指摘のとおり、大規模な

災害が発生した場合には、自助・共助の取り組

みが大変重要であり、災害による被害を予防し、

軽減する活動を行う自主防災組織の存在は欠か

すことができないものであると考えております。 

 このため、県におきましては、「長崎県防災

推進員養成講座」を開催し、地域の防災活動の

中心的役割を担う人材を育成することにより、
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自主防災組織の結成を促進しており、県内組織

率は、令和元年10月1日現在で71.2％となって

おります。 

 ただし、自主防災組織を結成すれば、それで

いいというものではなく、災害に備えた平常時

の活動を継続していただくことが重要でありま

すので、県といたしましては、平成29年度から

自主防災組織が実施する防災訓練や避難訓練な

どの活動を支援するため、防災士をアドバイ

ザーとして派遣する事業に取り組んでいるとこ

ろであります。 

 今後とも、自主防災組織率の向上を図るとと

もに、日本防災士会長崎支部等の関係団体とも

連携しながら、組織結成後の活動の充実に努め

てまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 私の方から、2

点お答えをいたします。 

 まず、「がまだすドーム」の入館者数の動向

と今後の取り組みについてのお尋ねでございま

す。 

 「がまだすドーム」については、昨年4月、

噴火災害の伝承・学習・体験・交流を、子ども

から大人まで体感できる「ジオと火山の体験

ミュージアム」としてリニューアルオープンし

た結果、昨年度の常設展示入館者数は11万

7,000人と、過去3カ年平均の7万9,000人と比べ

1.5倍となり、新設のこどもジオパーク等を含

めた有料入館者全体では、議員ご案内のとおり、

21万6,000人と大幅に増加をしたところであり

ます。 

 また、今年度においても、10月末時点での有

料入館者数は12万4,000人と、計画数値とほぼ

同水準となっており、リニューアル効果が一定

持続しているものと考えております。 

 来館者アンケートによりますと、「こどもジ

オパークが楽しかったので、また来たい」とい

う意見が多く見られたことから、子どもが飽き

ることのない仕掛けづくりや体験プログラムの

充実を図っていくとともに、学校や学童クラブ

等に対する情報発信に力を入れてまいりたいと

考えております。 

 一方、修学旅行者数も増加してきているもの

の、さらに防災学習施設として伸びていく余地

があると考えておりまして、熊本地震から3年

が経過し、旅行先を変更していた学校が戻って

くる時期でもありますことから、修学旅行の誘

致にも積極的に取り組んでいく必要があるもの

と考えております。 

 次に、がまだすドームとジオパーク協議会や

島原半島観光連盟との連携はどのように変わっ

たのかとのお尋ねでございます。 

 昨年の11月定例県議会において、関係3団体

の連携の必要性について、ご指摘を受けた後、

12月20日には、県、がまだすドーム、ジオパー

ク協議会、島原半島観光連盟による意見交換の

場を設け、関係3団体による具体的な連携につ

いての協議を開始いたしました。 

 その後、これら3団体においては、月1回程度

のペースで意見交換を行うこととされ、これま

での間、計9回の意見交換会が実施されている

ところであります。 

 その具体的な内容としましては、3団体の職

員が合同でがまだすドームの展示施設やジオ

パーク、半島内の観光情報に関する勉強会を開

催したほか、各団体のイベント情報などの共有

化による来館者への案内や誘導、広告やイベン

ト、営業活動の共同実施など、3者連携による

新たな動きが出てきているところであり、がま

だすドームとジオパークの間で、それぞれの職
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員が観光客に周遊を促すような取り組みも生ま

れてきていると伺っております。 

 県としては、引き続き、がまだすドーム内の

各団体の職員における連携意識を高めながら、

連携体制のさらなる充実・強化に努め、島原半

島の情報発信拠点としての機能強化に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 環境部長。 

○環境部長(宮﨑浩善君） 私から、2点お答え

します。 

 ジオツアーの実施件数と参加人数及び交流人

口への成果についてのお尋ねでございます。 

 島原半島ジオパークおいては、平成30年度の

ジオツアーの実施件数は63件、参加人数は

2,994人で、基準年であります平成26年度と比

較して、それぞれ1.4倍、3.5倍と増加しており、

交流人口の増加に一定効果があるものというふ

うに考えております。 

 次に、県として、ジオパークの重要性と現状

をいかに認識し、今後、いかに支援していくの

かとのお尋ねでございます。 

 島原半島には、国立公園雲仙など、さまざま

な地域資源があり、ジオパーク活動は、これら

地域資源の持続可能な利用を進めるうえで重要

な取組であるというふうに認識しております。 

 また、ジオパーク協議会は、今年度、具体的

な行動計画を、教育機関、観光協会など多様な

主体の参画も得て策定しており、地域が一体と

なったジオパーク活動に取り組んでいるところ

でございます。 

 県としても、今後、一層関係機関と連携を図

りながら、国立公園の保護と利用、ジオパーク

の普及啓発活動の推進、特に、交流人口の拡大

につきましては、多言語解説板等のインバウン

ド受け入れ環境の整備等を進め、島原半島の地

域振興に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 山本由夫議員―27番。 

〇２７番(山本由夫君） それぞれに、ご回答あ

りがとうございました。 

 それでは、幾つかピックアップして再質問さ

せていただきます。 

 まず、中小企業対策に関して、事業承継支援

についてですが、私の世代には、親の事業を継

いでいる、いわゆる二代目、三代目という方が

多く、その中にも、一度都会へ出たけれども、

その後帰郷して跡を継いだという人が相当数い

ます。 

 その中に、本音では、子どもに跡を継いでほ

しいと思っていながらも、事業の将来性への不

安などから、それを言えずに、子どもがもう県

外に出てしまう。そして、手を打てずに、自分

の代で廃業することになりかねないケースが、

最近特に増えているというふうに実感をしてい

ます。 

 小規模事業者とはいえ、そこには仕事があり

ます。ノウハウもあります。これらを活かす道

があり、新規事業も含めて事業展開の可能性が

あるならば、ぜひ、まずは後継者に帰ってきて

ほしいというのが、私の本音です。 

 そのためにも、小規模事業者の皆さんに事業

承継の悩みを解決できるかもしれない支援策が

地域の中に存在をするということを知ってもら

い、より多くの方に活用していただく必要があ

ります。 

 県としましても、今後とも直接、または支援

団体等を通じて事業承継の重要性、可能性、そ

の支援策について周知をし、利用促進につなげ

ていただくようにお願いをいたします。 

 次に、商工会議所・商工会への支援について
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ですが、中小企業小規模事業者の経営課題の多

様化や、国の小規模事業支援策の拡充によって、

経営指導員の業務が質、量ともに増大をしてい

て、特に、小規模の商工会議所においては、国

の求める計画策定等の業務が間に合わず、地元

の商工業者のニーズに対応できていないという

声が寄せられています。 

 こういう状況では、現在の経営指導員数とい

うのは実態に合っていない。地域の商工業者数

や活動状況、成果などに基づく職員配置であっ

たり、補助金の見直しというのが必要ではない

かと思います。 

 そこで、先ほどは商工会議所等と連絡を取り

あっているというふうなお話もあったんですが、

県におきましても、改めて各商工会議所・商工

会に出向かれて、業務の実態について職員の声

を聞き、意見交換などを行ってほしいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

○産業労働部長(廣田義美君） 県といたしまし

ては、常日ごろから職員が県内各地域に出向き

まして、各商工会議所や商工会、あるいは事業

者の皆様のご意見を直接伺っているところでご

ざいます。 

 加えまして、各地域に設置されております

「地域産業活性化推進会議」におきましても、

職員が出席をし、商工会議所などとの意見交換

を行っており、今後とも、しっかりと連携をし

ながら、地域の商工業振興に努めてまいりたい

と考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山本由夫議員―27番。 

〇２７番(山本由夫君） ありがとうございまし

た。ぜひよろしくお願いします。 

 次に、民法改正に関して、県営住宅の保証人

についてですが、県としては、民法改正後も保

証人制度を維持する方向というご回答でした。

その場合、新たな契約では、保証人の保証の極

度額を定めなければなりませんけれども、逆に

言うと、極度額以上は請求ができませんので、

これを幾らにするかというのが重要になります。 

 そこで、県としては、極度額の設定をはじめ

とする契約内容の見直しについて、どのように

対応しようとされるのか、ご説明をお願いしま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 極度額につきまして

は、民間賃貸住宅の裁判例や過去の本県の家賃

滞納事案における状況等を精査したうえで、相

応する金額を極度額として設定することを検討

しております。 

 また、連帯保証人に対する入居者の債務の履

行状況にかかる情報提供等につきましても丁寧

な説明を行い、ご理解とご協力をいただきなが

ら、家賃の回収に努めてまいります。 

 県としましても、民法改正及び国土交通省の

通知の趣旨を十分に踏まえつつ、県営住宅にお

ける連帯保証人制度について、細心の注意を払

いながら運用してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山本由夫議員―27番。 

〇２７番(山本由夫君） ありがとうございます。 

 県営住宅につきましては、必要な担保の確保

と保証人の確保が困難な人への対応、両立が必

要になりますので、具体的な内容につきましは、

引き続き慎重にご検討いただきたいと思います。 

 あわせて、今回の民法改正により、契約管理

と時効管理の内容も変わりますので、特に債権

管理について、出先機関も含めて全庁的な周知

徹底をお願いしておきます。 

 次に、政策評価について、成果指標に関連を

して、健康長寿日本一の長崎県づくりについて、
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お伺いします。 

 本県では、現在、男性が全国で30位、女性が

28位という健康寿命を全国トップ水準に上げる

という目標に向けて各種施策に取り組んでいま

す。 

 ただ、現行の健康寿命には、3年に一度の国

民生活基礎調査に基づいているために、毎年は

算出できないとか、成果指標である日常の生活

に制限のない期間や、自分が健康であると自覚

している期間が、アンケートへの自己申告によ

るもので主観的であるという問題があります。 

 これを受けて、国の健康寿命のあり方に関す

る有識者研究会では、現行の健康寿命という指

標を維持しつつも、介護保険データで毎年算出

が可能な「平均自立期間」を補完的指標として

活用すること、また、健康寿命の規定要因とな

る具体的な傷病や生活習慣等に関するＫＰＩを

設定していくべきとの提言がなされています。 

 そこで、本県としては、健康長寿日本一を目

指すという政策に対して、どのような指標を活

用して取り組んでいるのか、ご説明をお願いし

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 健康長寿日本一

の取り組みに関する成果指標につきましては、

国が公表する健康寿命を活用していますが、3

年ごとの調査であるため、県が毎年実施する県

民意識アンケート調査の結果も補完する指標と

して活用しております。 

 なお、介護保険データをもとに算出した「平

均自立期間」の活用につきましては、平成31年

3月の国の報告書では、毎年算出が可能とのメ

リットはあるものの、原則65歳以上のみを対象

とし、それより下の年齢の方のデータが含まれ

ないという課題があり、補完的な指標として活

用は可能とされております。 

 また、健康寿命に関連する具体的な病気や生

活習慣等をＫＰＩとすることにつきましては、

国の報告書では、今後の研究成果の蓄積が必要

とされております。 

 県といたしましては、国の報告書等を参考に

しながら、次の長崎県健康増進計画の見直しの

際に、適切な成果指標を反映できるよう検討し

ていきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山本由夫議員―27番。 

〇２７番(山本由夫君） ありがとうございまし

た。平均自立期間についてもいろんな問題があ

るということで、あくまでも補完的な指標であ

ると、県としては、健康長寿日本一と明確にう

たっている県というのはそんなにないんだろう

と思います。実際には目標にされていると思う

んですけれども、長崎県がわざわざこれを打ち

出しているということですので、施策の効果が

発現できるような、そして、県民の皆様が実感

できるような成果指標をぜひ考えていただきた

いというふうに思います。 

 次に、県立大学における県内出身者の状況に

ついてですが、島根県立大学ですけれども、こ

ちらでは、地域の高校生が島根県立大学により

多く進学することが若者の県外流出の歯止めに

なるという基本的な考え方のもと、県内高校生

が多数不合格となっている実態に着目をし、入

学者割合を5割以上とすること、そして、県内

枠の拡充や連携校、指定校の設置などの入試改

革に取り組むという報告書を今年7月に発表し

ています。 

 長崎県立大学でも、今年度の入試で、一般、

推薦合計で635名もの県内高校生が不合格と

なっており、その中には、県内に残りたくても、

不合格となったために県外に流出している生徒
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も相当数いるのではないかと思います。 

 一方で、県立大学の県内出身者の県内就職率

は、昨年度で59.7％と、県外出身者の10.6％よ

りもはるかに高く、県立大学の県内就職率を上

げるためには、在校生の県内就職率、今いらっ

しゃる学生さんの就職率を上げるとともに、そ

の前段として、県内就職希望のある県内高校生、

県内出身者の入学者を増やすことも必要だと考

えます。 

 現在、県立大学の入試での県内推薦枠は、定

員690人に対して149人、全体の21.6％で、他の

県立大学と比べて低いわけではないんですが、

もっと高い大学もあります。 

 こうした県内就職希望のある生徒、県に貢献

をしたいと思っている生徒を流出させないため

にも、県内高校生の入学枠、推薦枠を増やし、

大学で育てるという方法があってもよいのでは

ないかと思いますけれども、県の見解をお聞か

せください。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 県立大学におきまし

ては、地域に根ざした大学として、多くの県内

高校生に学んでもらうための、入試において県

内推薦枠を設定いたしております。 

 一般入試を除きます推薦枠については、まず、

基本的に定員全体のおおむね3分の1として、さ

らに、そのうちの3分の2を県内推薦枠として設

定し、現在、先ほどお話がありましたように、

149名の県内推薦枠を確保しております。これ

は、全国の93公立大学において、数としては4

番目に多い数となっております。 

 推薦も含めた大学全体の平成31年度の入学者

におきます県内生と県外生の割合を言いますと、

県内生が47％、県外生が53％と、ほぼ同じ割合

になっておりますが、このうち一般入試だけの

区分、一般入試で入学した学生の割合を見ます

と、県内生が36％、県外生が64％と、県内生の

比率が県外生を大きく下回った状況となってお

ります。 

 こういう状況を見ますと、県外からは高い評

価を得ている一方で、県内の評価が低いという

状況にあると言わざるを得ないというところで

ありまして、大学についての理解を、県内の高

校によく理解していただいて、評価を高めるこ

とによって、優秀な県内高校生の志願者数の増

加を図り、一般入試における県内生の入学割合

の向上を目指すことが、まずは重要であるとい

うふうに考えております。 

 そのためにも、多くの県内生から選ばれる大

学となるように、魅力向上に努めるとともに、

県内高校との連携の強化も図ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山本由夫議員―27番。 

〇２７番(山本由夫君） ありがとうございまし

た。一般入試の方を増やすということももちろ

ん大事なことですが、ただ、一般入試の場合は、

どうしても全国的な受験者の移動等の影響も

やっぱりあるかと思いますので、特に、推薦入

学の方の学力の問題とか、そういったこともあ

るかと思うんですけれども、推薦の条件等を見

直すことによって解決できる部分もありますの

で、今おっしゃられたように、両方の部分でぜ

ひご検討いただければと思います。 

 次に、地域包括ケアシステムについてですが、

先ほどおっしゃったみたいに、構築割合が、今

年度急激に上昇して、目標をはるかにクリアし

たということについては、これまでのご尽力に

対しまして評価をさせていただきます。 

 一方で、現在の自己評価は市町だけ、または、

市町と地域包括支援センターで行っているケー
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スが多く、現場の専門職の認識等に差があると

いう声を聞きます。また、ここにサービスの受

け手である住民も含めて評価することも必要で

はないかと思います。 

 そこで、評価に住民の声を反映させ、また、

評価結果について住民に公表し、情報と認識の

共有を図ってほしいと思いますけれども、ご見

解をお聞かせください。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 県といたしまし

ても、市町や地域包括支援センターによる行政

だけの視点による評価とならないよう、地域の

実情に応じて、サービスを提供する関係機関や

サービスを受ける住民の視点による評価も反映

されることが重要と考えております。 

 このことにつきましては、先般開催した県の

有識者による部会におきましても議論され、行

政と現場との評価のずれを是正するためには、

他の市町との比較検証や外部のさまざまな意見

を取り入れる必要があることや、そのためには、

評価結果の公表を行うべきではないかとの意見

をいただいたところであり、県といたしまして

は、今後の取り扱いについて、各市町と協議を

行ってまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 山本由夫議員―27番。 

〇２７番(山本由夫君） ありがとうございます。

よりよい制度になるように、改善の方、よろし

くお願いいたします。 

 次に、防災対策についてですが、昨年末、内

閣府の中央防災会議のワーキンググループが

「平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害

からの避難のあり方」という報告書をまとめま

した。その中で、突発的に発生する激甚な災害

への行政主導のハード対策、ソフト対策には限

界があることを認め、住民は、「自分の命は自

分で守る」意識を持ち、行政は、住民が適切な

避難行動をとれるように全力で支援をするとい

う行政主体から住民主体の防災対策への転換が

提言されました。 

 そこで、県としても実践型の避難訓練や実際

に動ける自主防災組織など、発災前の施策を強

化していく必要があると考えますが、ご見解を

お尋ねします。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 議員ご指摘のとお

り、発災時における避難行動に際しましては、

自助に加え、共助の組織である自主防災組織が

実際に機能する必要があり、そのためには、発

災前からの取り組みが大変重要であると認識し

ております。 

 このため、県としましては、市町と連携し、

日ごろから自主防災組織の活動による防災マッ

プづくりを支援するとともに、各種の防災訓練

に地域の自主防災組織の参加を促し、多くの地

域住民参加のもと、要支援者対策に加え、避難

のタイミングを確認するなど、実効性のある避

難訓練に取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 山本由夫議員―27番。 

〇２７番(山本由夫君） ありがとうございます。 

 また、住民の方に対して、「自分の命は自分

で守る」意識の徹底、それから、災害リスク、

住民のとるべき避難行動の理解促進というのが、

先ほどの提言を踏まえて、今後ますます重要に

なってまいりますけれども、これらの周知につ

いて、住民の方への周知について、県として、

今後どのように取り組んでいくのか、ご説明を

お願いします。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 災害から自らの命

を守るためには、住民が地域の災害リスクを知
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り、正しい情報を入手し、避難行動に移すこと

が重要であると認識しております。 

 県としましては、市町と連携し、ハザード

マップや警戒レベルをつけた避難情報の周知を

図るとともに、避難情報発令時には、家族や地

域での避難の呼びかけを行うなど、避難行動に

結びつける意識の定着に取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 山本由夫議員―27番。 

〇２７番(山本由夫君） ありがとうございます。 

 ここで、島原市の取り組みを紹介します。 

 島原市では、先月、有明地区で、お年寄りか

ら子ども、障害者の方まで住民が一体となり、

自分でつくった防災避難カードを使って、自宅

から一時避難所、指定避難所へ移動する実践的

な防災避難訓練が行われました。 

 昨年度は、同様に安中地区でも開催をされ、

安中地区では約2,200名、有明地区では約2,600

名という、住民の3割近い多くの方が参加をさ

れ、地域の人たちとの連帯感や防災意識が向上

した実りある訓練だったという声が聞かれまし

た。特に、両地区では、学校と協力をして、避

難訓練のある日曜日を登校日にして児童生徒も

参加した結果、ふだん自治会活動への参加の少

ない30代から40代の父兄の参加も増え、家庭内

で防災について話し合う機会にもなったという

効果もあったようです。 

 児童生徒につきましては、各学校で避難訓練、

防災教育が行われていますが、こうした地域で

の避難訓練への参加についても、県教育委員会

として事例を紹介し、市町の行う避難訓練への

協力につなげてほしいと思いますが、教育委員

会教育長のご見解をお尋ねします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 県教育委員

会におきましては、学校を基点とした地域の防

災力向上のため、平成24年度から文部科学省委

託事業「学校安全総合支援事業」に取り組み、

児童生徒に対する防災教育の推進を図っており

ます。 

 本事業では、モデル市町を中心として、長崎

地方気象台、長崎河川国道事務所、県危機管理

課、砂防課、河川課等と連携、協力しながら、

学校と保護者、地域が一体となった避難訓練や

防災学習等に取り組んでおり、その成果を各市

町の教育委員会に広めているところです。 

 議員ご紹介の島原市の取り組みにつきまして

も、防災に関する研修会等で事例を紹介してい

きたいと考えております。 

 今後とも、各市町の教育委員会及び学校に対

して、防災部局や地域とのさらなる連携強化を

促しながら、子どもたちが積極的に地域の防災

避難訓練等へ参加できる環境づくりに努めてま

いります。 

〇議長(瀬川光之君） 山本由夫議員―27番。 

〇２７番(山本由夫君） ありがとうございまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。 

 最後に、ジオパークについてですが、島原半

島ジオパーク協議会が行ったアンケート調査に

よりますと、地域に入ってこられた観光客の中

で、ジオパークを目的とした観光客の方が約

10％いらっしゃるというように、ジオパークに

よる交流人口が増えているんだろうと思います。 

 今後は、ジオサイトに加えて、ジオの恵みで

ある食、それから、文化や歴史なども含めた島

原半島ジオパークの価値を再認識し、共有し、

売れるストーリーづくりに引き続き取り組んで

いくことが必要です。 

 島原半島には、世界遺産や国立公園、歴史や

文化、自然に恵まれた豊富な食材もあります。

さらに、持続可能な地域社会の実現を目指すジ
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オパーク活動はＳＤＧsにもリンクをしている

と思います。 

 こうした特性を、県としても再度認識をして

いただき、環境の整備や県民の関心、認知度向

上のための取り組み、そして、周遊観光やイン

バウンド対策などの観光振興の取り組みにつき

ましても、息の長い支援をお願いいたしまして、

私の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 本日の会議は、これにて

終了いたします。 

 明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４６分 散会 ― 
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─ 午前１０時 ０分 開議 ─ 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。 

 ごう議員―24番。 

〇２４番(ごうまなみ君）（拍手）〔登壇〕 おは

ようございます。 

 自由民主党、長崎市選挙区選出のごうまなみ

でございます。 

 4月の統一地方選挙におきまして、多くの皆

様方のご支援を賜り、今回、3期目の当選をさ

せていただきました。これからも女性の視点で

長崎県の課題を見つめ、そして、未来をつくっ

ていけるように頑張ってまいる所存でございま

す。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 改選後、はじめての県政一般質問です。通告

に従いまして、一括で質問をさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 1、県立高校教育改革について。 

 これからの社会では、人工知能やビッグデー

タ、ロボティクス等の先端技術が高度化し、あ

らゆる産業や私たちの生活の中にも取り入れら

れるなど、人の働き方や生き方を含めた社会全

体の構造までもが劇的に変化しようとしていま

す。このような時代を生きていくこととなる本

県の子どもたちにとって、高校での学びは非常

に重要であります。 

 一方で、高校生の能力、適性、興味、関心、

進路等は多様化しており、高校が対応すべき教

育上の課題は多岐にわたっています。 

 本県における中学校卒業者数は、第三期基本

方針の計画期間である令和3年度から令和12年

度までの10年間に、およそ1,600人が減少する

と予想されています。 

 少子化は、将来的な労働力不足など、さまざ

まな影響を与えることとなりますが、少子化に

伴い、本県の県立高校の現状はどのようになっ

ているのか。また、高校教育を行ううえで課題

となっていることについて、お尋ねをいたしま

す。 

 「第二期基本方針の期間中に生徒減少に対し

て、できるだけ小規模校を維持してきた」との

ことでございますが、第二期基本方針において、

どれほどの学級を減じてきたのか。また、学級
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減を行う場合に、どのような基準で行っている

のかをお聞かせください。 

 これからの変化の激しい社会を自立して生き、

社会の形成に参画するための資質や能力をしっ

かりと身につけていくためには、一定規模以上

の学校で切磋琢磨しながら学ぶことが望ましい

と思いますが、第三期基本方針では、どのよう

な考え方のもとで教育水準の維持、向上を図ろ

うとされているのか、お尋ねいたします。 

 2、災害対策について。 

 （1)防災アプリの活用について。 

災害大国である日本において、防災情報を公

平かつ網羅的に住民に届けることは、極めて重

要だと考えます。 

このところの異常気象により、日本全国で台

風や集中豪雨による災害が頻発しています。自

治体としては、災害に備えるためにさまざまな

手だてを講じていますが、想定をはるかに超え

る雨量などにより避難が間に合わず、被災され

る方もいらっしゃいます。 

また、地域では、消防団や自主防災組織など

が各家庭を訪問し、避難誘導したり、安否確認

を行ったりしていますが、人手不足などもあり、

かなりの労力を要しているとの声も聞いていま

す。 

 そのような中、先日の自民党とＮＴＴとの勉

強会において、避難勧告等の防災情報をスマー

トフォンやタブレットに送信できるとともに、

双方向性のデータ通信ができるアプリの紹介が

ありました。長崎県内の一部の市町では、この

アプリを導入し、避難情報の伝達などに活用さ

れているほか、消防団の参集確認などにも利用

しています。 

 多くの島嶼部を有する長崎県において、双方

向のデータ送信を災害時の安否確認に利用すれ

ば、かなり有効な手段となると考えますが、県

の考えをお聞かせください。 

 （2）栄養士会との災害時の栄養・食生活支

援活動に関する協定について。 

 前回の一般質問において、日本栄養士会が取

り組んでいる「赤ちゃん防災プロジェクト」に

ついて質問させていただきました。 

 「赤ちゃん防災プロジェクト」は、日本栄養

士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）が立ち

上げた災害時における乳幼児の栄養支援や、母

乳代替食品の備蓄推進など、赤ちゃんとママの

命を守るプロジェクトです。 

 また、ＪＤＡ－ＤＡＴは、母子だけでなく、

食に対して配慮が必要な方々に向けた特殊栄養

食品ステーションを開設して、きめ細やかな対

応をしています。 

 特殊栄養食品とは、乳児用ミルク、ベビー

フード、アレルギー対応食品、おかゆ、咀嚼・

嚥下困難対応食、濃厚流動食などのことを指し

ます。 

 日本栄養士会の調べによりますと、行政にお

ける要配慮者用の特殊食品備蓄状況は、かなり

低く、地域防災計画に特殊食品の備蓄に関する

ことが示されている自治体は33.7％、乳児用ミ

ルクについては22.6％という結果が出ています。 

 母子の支援のため、長崎県でもこのような取

組が行えるよう要望しておりましたところ、こ

のたび、公益社団法人長崎県栄養士会と長崎県

が協定を締結されました。本当にありがたいこ

とだと思っております。 

 このことにより、県内で大規模な災害が発生

した時に、管理栄養士、栄養士で構成する災害

支援チームを派遣し、配慮が必要な方々の食に

関する支援が行えるようになりました。 

 そこで、この協定を結んだことで、どのよう
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な流れで長崎県下21市町の支援を行うようにし

ているのか、具体的にお聞かせください。 

 （3）液体ミルクの備蓄について。 

 今年2月の定例会でも質問いたしましたが、

液体ミルクの備蓄について、お尋ねをいたしま

す。 

 お湯が不要で、すぐに使用できる母乳がわり

となる液体ミルクは、昨年8月に国内における

具体的な規格基準が示され、国内メーカー2社

が商品化をしています。そして、今後、さらに

2社が参入することが発表されています。 

 液体ミルクは、災害時に役立つ新たな物資と

しても活用が期待されているところであり、一

部自治体では、いち早く備蓄を計画していると

ころも出てきております。 

 2月の一般質問の際にローリングストックの

提案をいたしました。県としては、「賞味期限

などがあるのでローリングストックがそぐわな

い」という答弁だったと思います。 

 しかしながら、今年10月25日、内閣府の災害

担当、そして、男女共同参画局、厚生労働省子

ども家庭局母子保健課から各都道府県に対し、

「災害時における授乳の支援並びに母子に必要

となる物資の備蓄及び活用について」という事

務連絡の文書が届きました。 

 その中で、「特に、ライフラインが断絶され

た場合においても、水などを使用せずに授乳で

きる乳児用液体ミルクを母子の状況等に応じて

活用いただきたい。災害のために備蓄した育児

用ミルクについては、ローリングストック等に

より有効に活用することが可能であり、例えば、

賞味期限が間近になった育児用ミルクを保育所

など施設での給食等の食材として活用すること、

防災に関する訓練や啓発活動において、災害へ

の備えとして正しい使用法等を説明したうえで

活用することなどが考えられます。都道府県に

おかれましては、管内市町村に対し、広く周知

いただきますようお願い申し上げます」と書か

れておりました。 

 また、先進的な取組として三重県の取組など

も紹介されております。三重県では、国からの

プッシュ型支援が発災後4日目に届けられるこ

とを踏まえて、発災後3日間における県全体の

必要量から、自助、共助による備蓄を除いたも

のを県及び市町の公的備蓄で対応することとし

ています。 

 そこで、長崎県において、液体ミルクの備蓄

の現状と今後についてのお考えをお聞かせくだ

さい。 

 3、ＳＤＧｓの取組について。 

 （1）本県の取組について。 

 ＳＤＧｓ、持続可能な開発目標は、2015年9

月の国連サミットにおいて、全会一致で採択さ

れた2030年までの目標であり、先進国を含む国

際社会全体の開発目標として、経済、社会、環

境の課題に統合的に取り組むものです。 

 先日、9月24日、国連において、そのＳＤＧｓ

の取組を検証する首脳会合が開催され、多くの

分野で進展が遅いことが懸念され、行動を加速

する政治宣言が採択されたところです。 

 国連のグレーテス事務総長は、24日の冒頭の

演説で、「我々は、あるべき姿からかけ離れて

いる」と述べ、進捗の遅れへの危機感を示しま

した。 

 共同宣言でも、貧困撲滅や女性活躍など、多

くの分野での遅れを懸念し、行動を加速する必

要があるとしています。 

 そのことを受け、安倍総理もサミットのス

ピーチで、「過去4年間、全閣僚が参加するＳＤ

Ｇｓ推進本部の本部長として、私自身が先頭に



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１２月４日） 

 ― 90 ―

立ち、オールジャパンでＳＤＧｓを推進してき

ました。民間企業、大学、ＮＧＯなど、さまざ

まな団体の優良事例を表彰するジャパンＳＤＧｓ

アワードや、先進的取組を行う地方自治体をＳ

ＤＧｓ未来都市に選定し、日本全国にＳＤＧｓ

を浸透させてきました。この経験を活かし、次

のＳＤＧｓサミットまでに国内外における取組

をさらに加速させます」と述べています。 

 また、「第一の鍵は、民間企業です。日本で

は、ますます多くの企業がＳＤＧｓを経営理念

の中核に据えるようになっています。ＥＳＧ投

資やイノベーションを促し、こうした民間の取

組を後押しします」とも述べられました。 

 また、ローマ教皇の長崎での演説の際にも、

「持続可能な開発のための2030アジェンダの達

成」について触れられました。 

 ＳＤＧｓを達成するためには、一人ひとりが

取り組むことが必要であり、さらに、民間企業

や市民、社会の役割がますます高まり、あらゆ

るステークホルダーが連携することが求められ

ています。 

 しかしながら、長崎県においては、まだまだ

ＳＤＧｓについての認知度は低いと認識してお

り、早急に取り組んでいく必要があると考えて

おります。 

 長崎県がＳＤＧｓに取り組み、世界貢献を

行っていくことが、長崎県の地方創生にもつな

がっていくものと考えます。 

 今回、「第二期長崎県まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の素案において、ＳＤＧｓの理念

が反映され、県の取組がどのようなＳＤＧｓの

目標につながるのかが示されたところですが、

ＳＤＧｓの目標を達成していくためには、今の

スピードでは間に合わないと考えており、長崎

県が、より積極的に取り組み、各市町、企業、

県民への普及啓発を図っていく必要があると考

えます。 

 そこで、県として、今後、ＳＤＧｓの推進の

ための取組をどのように進めていくのか、お尋

ねをいたします。 

 （2）国連機関誘致について。 

 国連において、国連訓練調査研究所（ユニ

タール）のトレーニングセンターとして、世界

各地にＣＩＥＦＡＲ（シファール）が創設され、

これらのシファールグローバル・ネットワーク

の中で、世界各国の政府関係者や重要なステー

クホルダーに向けたトレーニングが提供されて

います。 

 そのような中、先般、シファールグローバ

ル・ネットワーク事務局より、長崎県において、

平和やＳＤＧｓをテーマとする「新たなシ

ファールトレーニングセンター創設の可能性に

ついて検討してほしい」旨の指示がありました。 

 前回の議会においても、前田議員に質問して

いただき、議論がありましたが、平和やＳＤＧｓ

をテーマとした人材育成を行う国連機関を、本

県に誘致することは大変意義あることと考えて

おります。 

 これまで、長崎、東京、ニューヨーク、ジュ

ネーブをつないでスカイプ会議を行ったり、長

崎県、長崎市をはじめ、県内の民間の方々とシ

ファールトレーニングセンター誘致の可能性に

ついて意見交換などを行ってまいりました。 

 オール長崎県でＳＤＧｓを推進するに当たっ

ては、県内におけるＳＤＧｓの認知度はもとよ

り、国連職員等の人材育成を行う国連機関を県

内に誘致することは、大変重要だと思っており

ます。 

 来年は被爆75周年であり、被爆体験者の方々

も年々少なくなってきております。私たち長崎
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県に生きる者として、このことは発信し続けて

いかなくてはなりません。未来に向けて発信の

形も変えていかなくてはなりません。長崎が平

和とＳＤＧｓを世界に向けて発信していくこと

には、大きな意味があると思っています。 

 そこで、県における国連機関誘致に向けた検

討が現在どのような状況なのか、お尋ねいたし

ます。 

 4、子宮頸がんワクチンの接種について。 

 全国的に若い女性に子宮頸がんが急増してい

ます。予防には子宮頸がんの原因であるヒトパ

ピローマウイルスの感染を防ぐためのワクチン

接種と、検診による早期発見、治療が有効であ

ると言われています。 

 日本でも、平成21年に子宮頸がんワクチンが

承認され、平成25年から定期接種化されました

が、副反応の疑われる事例が相次いで報道され

たことから、厚生労働省は、同年6月に子宮頸

がんワクチンの積極的勧奨を中止しました。 

 その結果、子宮頸がんワクチン、ＨＰＶワク

チンは、現在でも公費負担の定期接種の対象と

なっていますが、接種率は、7年前は70～80％

だったのが、現在は0.3％になっています。 

 積極的勧奨を中止した平成25年6月14日の厚

生労働省健康局長通知によると、「定期接種を

中止するものではないので、対象者のうち希望

者が定期接種が受けられるよう、市町村対象者

への周知などを行うとともに、接種機会の確保

を図ること」とされています。 

 しかしながら、交付時に使用される厚生労働

省のリーフレットでも「積極的勧奨を差し控え

ている」という記述が目立ち、「副作用とされ

るものがワクチンと因果関係はない」という記

述は小さく記載されているのみであり、対象者

及びその保護者に対して、正しい情報とともに、

接種機会が確保されているとは言えない状況で

あります。 

 我が国では、子宮頸がんに年間およそ1万人

が罹患し、およそ3,000人が命をなくしていま

す。この数は、近年、増加傾向にあり、特に、

20代から40代の若い女性の増加が著しく、本県

においても同様の現状であります。 

 ＨＰＶワクチン接種と子宮頸がん検診の徹底

により、子宮頸がんへの対策がとれることは、

世界の常識であります。子宮頸がんワクチン接

種は、世界保健機構（ＷＨＯ）も推奨しており、

積極的勧奨の再開を求める意見が増えています。 

 私は、国に対して、ＨＰＶワクチンについて、

科学的根拠に基づいた検討をさらに推進し、国

民に対して適切な情報を早急に提供するように

求める必要があると考えます。また、県民に対

し、正しい情報を提供し、子どもたちの命を

守っていく責任があると考えています。 

 県としては、どのように考えているのか、お

尋ねいたします。 

 5、がん患者の妊よう性の温存について。 

 子どもを授かるための力のことを妊よう性と

言います。妊よう性の温存とは、病気の治療等

によって将来の妊娠の可能性が消失しないよう

に生殖機能を温存するという考え方です。 

 手術や薬物療法、放射線療法などのがんの治

療に伴い、生殖機能が低下し、妊よう性が失わ

れることがありますが、このような場合、がん

治療の前に卵子や精子、卵巣組織などを採取し、

長期的に凍結保存して、治療終了後、体内に戻

す「妊よう性温存療法」が可能になっています。 

 しかしながら、現状では、がん治療が優先さ

れ、治療後に妊よう性の喪失を知る患者も多く、

あるいは妊よう性温存療法を知りつつも、経済

的理由から、その治療を断念する方もいると
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伺っています。 

 卵子を採取して凍結するのに30万円程度、精

子凍結で2万円、凍結保存するのに2万円から5

万円程度かかります。がんの治療にもかなりの

お金がかかりますので、若い世代にはかなり負

担が大きくなります。 

 このような状況を踏まえ、全国的には「妊よ

う性温存療法」に対する助成制度を創設し、が

ん患者の支援に乗り出している自治体もありま

す。 

 「妊よう性温存」は、単に患者支援というだ

けでなく、少子化対策の観点からも、将来授か

るであろう子どもたちを守り、育てるという意

味で重要な取組であると思われます。 

 本県では、現在、長崎大学病院を中心に、こ

の治療が提供されています。県内の産婦人科も

積極的に取り組んでいこうとしています。 

 そこで、本県においても、妊よう性温存への

支援を行う考えがないのか、お尋ねをいたしま

す。 

 6、医療的ケア児の通学支援について。 

 近年、医療の進歩により、これまで助からな

かった命が救われるようになりました。このこ

とは大変喜ばしいことでありますが、反面、心

身に重い障害が残ってしまい、人工呼吸器を装

着したり、経管栄養や痰の吸引といった医療的

なケアの必要な子どもたちが急激に増えていま

す。 

 厚生労働省によりますと、医療的ケア児は、

全国でおよそ2万人、10年前のおよそ2倍近くに

上ります。長崎県内でも同じように重傷の医療

的ケア児の数は増えています。 

 医療的ケアの必要な子どもたちは、在宅で家

族とともに生活をしていますが、その環境の整

備は、まだまだ十分とは言えず、生活はご家族

の多大なご負担に支えられている現状がありま

す。 

 長崎県内では、現在、人工呼吸器の必要な医

療的ケア児は、学校に通うことができず、訪問

教育を受けています。しかしながら、訪問教育

を受けている子どもたちも、人工呼吸器を装着

したまま学校に通えるのであれば、通学をした

いと希望されている方もいらっしゃいます。 

 また、そのほかの医療的ケアの必要な子ども

たちで、スクールバスに乗車することができな

い子どもたちは、毎朝、保護者の方が自家用車

で学校まで送っています。 

 長崎県内の幾つかの自治体で福祉の制度を利

用して通学の支援を行っています。しかしなが

ら、その内容については、市町それぞれで、財

政上の問題もあり、全ての市町で同様の通学支

援が実施されているわけではありません。また、

実施されていても、なかなか使いづらい内容で

活用できていない現状も聞いています。 

 地域生活支援事業のうち、「移動支援」は市

町事業であり、県が実施の指導をするような性

質のものではないことは理解いたします。 

 そのうえで、県内どこにいても「移動支援」

を活用した通学支援が受けられるようになるこ

とについて、県の考えをお聞かせください。 

 7、特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備推進

について。 

 本県へのＩＲ導入を勝ち取るためには、地域

の合意形成が極めて重要であると考えます。加

えて、制度の全体的な流れを県民の皆様にもご

理解いただき、地域における合意形成をより一

層深めることも大切だと考えております。 

 地域住民の皆さんのＩＲに対する理解促進に

関しては、県当局も、県民セミナーの開催や県

政出前講座などによる周知を精力的に取り組ん
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でおられますが、ほかの地域においては、ギャ

ンブル依存症や治安の悪化などマイナス面がマ

スコミ等で大きく取り上げられており、どちら

かと言えば、余りよい印象をお持ちでない方が

多くいらっしゃるのではないでしょうか。 

 「ＩＲはカジノだから、誘致には反対だ」、

このようにお考えの国民は多くいらっしゃると

思います。確かに、ＩＲはカジノを含みますが、

カジノは、ＩＲ施設全体の延べ床面積のわずか

3％にしか過ぎず、そのほかの97％は家族で楽

しめるショッピングモールや美術館、博物館、

劇場などのエンターテインメント施設でありま

す。 

 ラスベガスの来訪目的調査におきましても、

第1位はエンターテインメント目的の52％であ

り、会議やビジネス目的が合わせて15％を占め、

ギャンブル目的は4％となっています。 

 また、都道府県への納付金は、子育て支援や

少子化対策をはじめとする社会福祉の増進、あ

るいは文化、芸術の振興に関する施策などの経

費に充てることが法律で定められておりますの

で、こうした有利な財源が得られることも、広

く県民の皆様に周知すべきだと考えます。 

 そこで、県民の皆様への周知のあり方を今後

どのように考えているのか、お尋ねをいたしま

す。 

 以下、答弁をいただいた後、また、再質問は

対面演壇席から行わせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手）  

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 ごう議員のご質

問にお答えいたします。 

 特定複合観光施設の区域整備について、県民

の皆様への周知のあり方を今後どのように考え

ているのかとのお尋ねであります。 

 ＩＲ推進に当たりましては、県民の皆様にＩ

Ｒの正確な情報、その高い経済効果や雇用創出

効果、懸念される事項への対応策等について説

明し、理解を深めていただくことが重要である

と考えております。 

 このようなことから、平成29年10月のＩＲ推

進室設置以来、これまで離島を含む県内20市町

を対象として、県民セミナーを16回、大学や経

済団体主催のセミナー等への職員派遣による講

演を52回実施したほか、広報誌やテレビ番組、

コンビニ等へのパンフレット、ポスターの設置

などの広報活動を行っているところであります。 

 また、現在実施中のＲＦＣにおいて、劇場な

どの魅力増進施設、美術館やショッピングモー

ルなどのエンターテインメント施設等について

も提案をいただくこととしており、県民の皆様

にＩＲの姿をより具体的にイメージしていただ

けるよう、こうした提案内容につきましても、

しっかり説明してまいりたいと考えております。 

 今後とも、さまざまな機会を通して、きめ細

かな広報活動を行い、ＩＲ整備に対する県民の

皆様方の理解、促進を図ってまいりたいと考え

ております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 県立高校改

革について、3点お答えをいたします。 

 まず、少子化に伴う高校の現状と高校教育の

課題についてでありますが、少子化等による生

徒減少に対して、第二期基本方針のもとで、小

規模校をできるだけ維持してきたことなどによ

りまして、1学年2学級以下の学校が15校、全体

の3割程度となるなど、高校の小規模化が進行

しております。 
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 このため、各学校に配置できる教職員が限ら

れることとなり、生徒の多様な学習要望や進路

希望等への対応が難しくなってきております。 

 また、小規模校においては、入学者数が減少

し、少人数化も進行しております。そのような

学校では、集団の中での切磋琢磨やグループ学

習等での対話的な学びの充実、活力ある学校行

事や部活動が難しくなるなど、高校教育の質の

確保が課題となっております。 

 次に、第二期基本方針中、学級数を減してき

たが、その数と基準についてのお尋ねですが、

中学校卒業者数の減少に伴い、第二期基本方針

期間中に、県立全日制高校において45学級の減

を行っており、1学年2学級以下の学校が、先ほ

ど申したとおり10校から15校に増加しておりま

す。 

 学級減を行うに当たっては、本県の公教育を

共に担っている私立高校と協議を行い、公立高

校と私立高校の募集定員比率の目安としている

7対3を踏まえるとともに、地区ごとの中学在籍

者数の推移や、各高校の入学者の不充足の状況、

これまでの学級減の経過等を総合的に勘案し、

学級減数等を決定しております。 

 県立高校の小規模化、少人数化が進行する中、

これまでの学級減のみの対応は難しい状況と

なってきております。 

 最後に、今後、どのような考え方で高校教育

の水準を維持するのかとのお尋ねですが、第三

期基本方針素案では、「変化の激しい社会にお

いて、自立的に生き、社会の形成に参画する力」

や、「ふるさと長崎への愛着と誇りを持ち、本

県の未来を担う力」の育成を担う県立高校の魅

力化の推進を重視しております。 

 高校の魅力化を進めるためには、「生徒の進

路希望等に応じた多様な教科、科目の設定」、

「学校行事を含む特別活動や部活動等の効果的

な実施」、「生徒同士の切磋琢磨や社会性の育成」

などが可能となる、一定規模以上の高校である

ことが望ましいと考えております。 

 そのため、全県的視点に立った統廃合を含む

再編整備の検討を進めるとの基本的な考え方に

立ち、学校規模の適正化と学校の適正な配置を

図り、学校の機能と教育水準の維持・向上に努

めてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 双方向へのデータ

送信が可能なアプリを市町が導入することに対

する県の考えについてのお尋ねですが、議員ご

提案のアプリにつきましては、本県では、五島

市や東彼杵町が地域情報配信システムとして導

入し、防災行政無線を代替、補完する役割を果

たしております。 

 また、本アプリは、情報発信に対する受信確

認機能を有していることから、災害時の住民の

安否を確認することも可能となっております。 

 双方向通信につきましては、多世代の多様な

住民へ正確・的確に防災情報を伝達し、受信確

認ができる有効な手段であるとともに、防災情

報の伝達以外にも、さまざまな使い方ができる

と思われますので、県といたしましては、既に

本アプリを導入している自治体の活用事例を県

内の市町に対し、周知してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 私から、5点お

答えいたします。 

 災害対策について。 

 まず、長崎県栄養士会との災害時の協定を締

結しているが、具体的に体制をどのように構築

していくのかとのお尋ねでございます。 
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 避難所におきましては、配給される飲食物や

調理設備が限られていることから、栄養バラン

スが崩れがちになることや、食物アレルギーが

ある方など、食事に特別な配慮が必要な方への

対応等の課題がございます。 

 このため、去る10月18日に、県は、公益社団

法人長崎県栄養士会と「災害時の栄養・食生活

支援活動に関する協定」を締結し、大規模災害

発生時には、災害支援チームを速やかに派遣し

ていただき、被災者への栄養・食事相談や、要

配慮者への特殊栄養食品の提供等の活動を行っ

ていただくこととしております。 

 今後は、避難所を設置する市町での取組が必

要であることから、県といたしましては、県栄

養士会の協力をいただきながら、特殊栄養食品

ステーションの設置や食品提供体制を盛り込ん

だマニュアルの整備などの支援に努めてまいり

ます。 

 次に、県内各市町の液体ミルクの備蓄状況及

び備蓄促進に向けた県の取組についてのお尋ね

でございます。 

 昨年8月から、液体ミルクの製造、販売が可

能となったことを受け、県といたしましても、

粉ミルクに比べ、熱湯消毒が不要で、すぐに使

用できる点など、災害時の活用に有効であるた

め、市町に紹介してきたところでございます。 

 現時点では、今年度中に現物備蓄とするのが

3市町、流通備蓄とするのが9市町となっており

ます。 

 なお、粉ミルクの賞味期限が18カ月に対し、

液体ミルクの場合は、最大でも12カ月と短いと

いう課題もあると認識しております。 

 県といたしましては、賞味期限が近づいた液

体ミルクを、例えば、乳児健診等で保護者への

啓発のために提供するなどの有効活用を通じて

現物備蓄する方法も示しながら、引き続き、母

子支援の充実に向け、液体ミルクの普及啓発と

備蓄促進に努めてまいります。 

 子宮頸がんワクチンの接種について。 

 子宮頸がんワクチン接種は、積極的な勧奨の

再開を求める意見が増えているが、県の考えは

どうかとのお尋ねでございます。 

 最新の全国がん登録のデータによりますと、

県内の20代、30代のがんと診断された方は、男

性は72人、女性は355人と、男性の約5倍であり、

そのうち子宮頸がんが6割以上を占めているこ

とから、若い女性の子宮頸がん対策は、重要な

課題であると考えております。 

 子宮頸がんの発症にはウイルスが関わってお

り、子宮頸がんワクチンは、予防接種法に基づ

く定期接種に位置づけられておりますが、ワク

チンの接種後に重い副反応が疑われる症状の報

告があり、平成25年に、国は、希望者への接種

機会を確保しつつ、適切な情報提供ができるま

での間、接種の積極的な勧奨を行わないよう、

通知したところであります。 

 県といたしましては、国において積極的な勧

奨の再開について早急に結論を出していただく

必要があると考えておりますが、それまでの間

も副反応の可能性を含めた予防接種に関する適

切な情報提供が重要と考えております。 

 そのためには、県や市町からの情報提供だけ

でなく、かかりつけ医等の専門家が本人や保護

者に直接説明することが有効であると考えてお

り、県医師会等と連携して適切な情報提供に努

めてまいりたいと考えております。 

 がん患者の妊よう性の温存について。 

 妊よう性温存は、単に患者支援というだけで

なく、少子化対策の観点からも重要な取組であ

ると思われるが、支援を行う考えはないかとの
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お尋ねでございます。 

 医療の進歩に伴い、若い世代のがん患者は、

その多くが、がんを克服し、がんとともに生き

ていく時代になりつつあり、治療に伴い、子ど

もを持つことができなくなる可能性がある場合

は、生殖細胞を凍結保存し、治療後に凍結した

生殖細胞で子どもを授かるという「妊よう性温

存療法」が行われております。 

 県内では、長崎大学病院において、既に治療

体制が構築されておりますが、患者だけでなく、

県内の他の医療関係者にも十分に認知されてい

ない状況であります。 

 県といたしましては、県内のがん診療連携拠

点病院等の関係医療機関が大学病院と連携し、

希望する患者の治療につながるように体制を構

築しているところであります。 

 また、「妊よう性温存療法」は、保険適用外

であり、負担が大きいことから、患者への経済

的支援につきましては、国や他県の動向を注視

しつつ、引き続き、検討してまいりたいと考え

ております。 

 医療的ケア児の通学支援について。 

 医療的なケアの必要な子どもたちへの通学支

援について、県はどのように考えているのかと

のお尋ねでございます。 

 医療的ケア児の通学支援につきましては、地

域の特性に応じて市町が事業を選択する地域生

活支援事業の移動支援事業として9市町で実施

しており、また、2市町では単独事業としてタ

クシー運賃の一部を支給しております。 

 県としましては、地域の実情や通学に関する

個々のニーズを把握しながら、丁寧な支援につ

なげることが重要と考えております。 

 そのため、各市町が平成29年度に策定した

「障害児福祉計画」に基づき設置する「医療的

ケア児支援の協議の場」などにおきまして、移

動支援を含めた通学支援のあり方について、地

域の実情に応じて丁寧に検討するよう促してま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） ＳＤＧｓにつき

まして、県として、ＳＤＧｓの推進のための取

組をどのように進めていくのかとのお尋ねでご

ざいます。 

 県としましても、ＳＤＧｓは重要な取組であ

ると考えておりますけれども、国内においては、

近年、ようやくその考え方が広がりはじめたと

ころであり、一般的な認知度は、まだまだ低い

ものと認識をいたしております。 

 こうしたことから、県においても、幅広い分

野にまたがるＳＤＧｓの取組を推進していく必

要があるとの認識のもと、次期総合戦略及び総

合計画をはじめといたします県のさまざまな計

画において、ＳＤＧｓの理念等を踏まえた各種

施策に反映するよう取り組んでいるところであ

り、今後は、さらに各分野において、具体的に

どのような取組を進めていくか、検討を深めて

いくことといたしております。 

 今後、県職員に対して、ＳＤＧｓの理解を深

めるための研修を行いますとともに、あわせて、

現在、ＳＤＧｓに積極的に取り組む民間団体や

企業との意見交換を行っているところであり、

そうした意見も踏まえながら、より効果的なＳ

ＤＧｓの普及啓発に向け、県内における関係機

関の連携強化や、県民に向けた機運醸成に取り

組んでまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 真樹君） 本県へ

の国連機関誘致に係る県の検討状況についての

お尋ねでございます。 
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 県では、国連職員等の人材育成機関であるシ

ファールトレーニングセンターの本県における

創設の可能性につきまして、これまで国連職員

をはじめ、長崎市、長崎大学、民間の方々など、

関係の皆様との意見交換の場へ参加してまいり

ました。 

 その中で、トレーニングセンターの国連にお

ける位置づけや規模感、事業内容、長崎市や長

崎大学などを含めた受け入れ体制、運営に要す

る経費とその効果などにつきまして確認を進め

てきているところでございます。 

 意見交換の場におきまして、人件費などの運

営経費はもとより、世界各国からの研修生の旅

費も全て地元負担となり、最低でも年間1億

3,000万円以上の予算が毎年必要であることが

明らかになりましたが、人材育成プログラムに

おける具体的な事業内容が不明であるなど、今

後、県内の関係の皆様と調整を進めるに当たり

ましては、整理すべき難しい課題や確認すべき

事項がまだ多くあるものと認識をしております。 

 県といたしましては、引き続き、国内外の関

係機関へ聴取を行うなど情報収集に努めながら、

費用対効果など、さまざまな角度からトレーニ

ングセンターの本県誘致の可否につきまして検

討してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） ごう議員―24番。 

〇２４番(ごうまなみ君） ご答弁ありがとうご

ざいました。 

 残り時間が20分ありますので、引き続き、再

質問をさせていただきます。 

 まず、1点目の高校教育改革についてでござ

いますが、現状、人口減少が進んでいる中で小

規模校を維持していくことが、かなり難しく

なってきているというような現実があります。

そして、これまで第二期の計画の中で学級減を

行ってきたけれども、それでは解決できないく

らいの状況になっているというご答弁でありま

した。 

 じゃ、学級減に限界が生じてきたということ

でありますけれども、次期基本方針の中では、

学級減以外で具体的にどのような形で再編整備

をされていこうとしているのかということをま

ずお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 先ほどご答

弁申し上げましたとおり、小規模校が増えてお

りまして、特に、離島部や半島部に位置する学

校が小規模化してきているという現状がござい

ます。 

 しかしながら、そのような学校でも、地域に

根ざした教育活動を行うことで地域から一定の

評価を受けているという認識をしております。 

 そういったことなどを踏まえまして、第三期

基本方針素案では、1学年2学級以下の小規模校

のうち、入学者数の状況や将来的な見通し等を

県教育委員会が総合的に判断し、指定した高校

につきましては、県、それから地元の市町、学

校、地元関係者等で組織する協議会を設置した

うえで、当該高校の活性化策等について協議す

ることとしております。その後、地元市町と県

が一体となって、その活性化策等に取り組み、

地域とともにある魅力的な高校となるよう努め

てまいりたいと考えております。 

 しかしながら、なお、それでも少人数化の進

行に歯止めがかからない場合には、先ほど申し

上げたとおり、子どもたちに実施する高校教育

の質の低下が懸念されますので、統廃合につい

ても検討が必要となることもあり得るというふ

うに考えているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） ごう議員─24番。 
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〇２４番(ごうまなみ君） 今、地域から一定の

評価を受けているので、地域とともに存続の方

向に向けて検討していくというご答弁だったか

と思います。 

 民間の一般財団法人「地域教育魅力化プラッ

トホーム」という団体が調査をした結果が新聞

に掲載されておりました。今まで統廃合で学校

がなくなっていく中で、学校がある地域と学校

がない地域においては、やはり10代の子どもた

ちの人数が少なくなっているということで、地

域の存続が難しくなっていくというような現状

が見えてきていると思います。 

 やはり学校がなくなることによる地域のデメ

リットというものが非常に大きいと思いますし、

また、一方では、教育移住という形で、人口が

増えている地域も日本の国内にはあります。で

すから、地域としっかりとお話をしていただい

て、魅力ある、特色ある学校づくりというもの

を進めていただきたいと思います。 

 また、これこそＩＣＴの活用というものがい

ろいろできると思いますし、今、分身ロボット

なども出てきておりまして、島にいながら本土

の学校の方に参加ができるような、そういった

こともありますので、そういったＩＣＴなどの

活用も含めまして、できるだけ存続することを

大前提に進めていただきたいと私は思いますが、

ご見解をお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 先ほど申し

上げたとおり、その地域の高校に地元の子ども

たちが通学すること、いわゆる地元で教育を受

けることによって、いろんなメリットもあると

思いますが、私もその新聞記事を拝見しました

けれども、やはり一定規模の子どもの数がいな

いと、例えば、ご答弁で申し上げたとおり、1

学年2学級クラス規模の学校であれば、開設す

る科目数が50というふうになります。これが例

えば1学年7クラスの規模では、開設科目数か82

ということで、同じ高校教育の中で、同じ県内

の普通の県立高校生が学べる環境が全く差が出

てくるという状況があります。 

 確かに、地域の活性化について、一定、高校

という物理的な場所、高校という機関が担って

いる役割もあるかと思っておりますが、ただ、

やはりそこで勉強している、いろんな部活動を

やっている子どもたちにとって、そのために質

が低下することが、その子たちの将来にとって

どうなのかということについても、やはり我々

としては考えなければいけないと思っておりま

す。 

 おっしゃるとおり、遠隔授業等も本県では実

施しておりますので、そういう手法も使って高

校の活性化を図っていきたいというふうに思っ

ておりますが、これからの社会の中では、やは

り知識の伝達だけが学校の役割ではなくて、や

はりその学校の教育の中で、その知識を使って、

どのように活用して、社会の中で生き抜いてい

くか、また、イノベーションを起こしていくか、

そういう力をつけることが今後の高校教育の大

変重要な役割だというふうに認識しております。 

 そうなると、やはり一定の子どもたちがいる

中で、お互い、違う意見を聞いたり、切磋琢磨

することという日常的なそういう活動も必要で

はないかというふうに思っておりますので、今

後、仮に統廃合を進める場合には、地元の皆さ

ん方とよく意見を交換し、それで進めるという

ことでありますので、今、具体的に、どこの高

校を統廃合するというふうには考えておりませ

んが、基本方針では、そういう考え方のもとで、

一定の方向性を示したということであります。 
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〇議長(瀬川光之君） ごう議員―24番。 

〇２４番(ごうまなみ君） 人口減少の中、地方

の存続と、そして、子どもたちの未来、両方を

しっかりと見ていかなければいけないので大変

かと思いますが、今後、しっかりとご検討いた

だきながら進めていただきたいと思います。 

 次に、液体ミルクのことについて、お尋ねで

ございますが、先ほどご答弁の中で、今、ロー

リングストックしているところが3市町、そし

て、流通備蓄が9市町ということで、合わせる

と12市町ですね、ということは、21市町の中で、

あと9市町は、まだ何も対策をとっていないと

いう理解でよろしいですか。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 残りの市町にお

きましては、今いただいている回答の中で「検

討中」というところもありますので、引き続き、

県の方から促してまいりたいというふうに考え

ております。 

〇議長(瀬川光之君） ごう議員―24番。 

〇２４番(ごうまなみ君） 前回の質問の時にも

申し上げたんですが、私がなぜローリングス

トックを勧めるのかと言いますと、災害は非日

常であります。非日常時に、やったこともない

ことをやれと言われてもできません。ましてや、

飲んだこともないミルクを子どもは飲みません。

飲ませたこともないミルクは、お母さんも飲ま

せません。ですから、ローリングストックをす

ることによって、賞味期限が切れる前に、健診

や、また、保育所の給食に使うとか、そういう

仕組みをつくっていただきたいんです。 

 そういうふうな方向性で10月25日に国から通

達もきていると思いますので、それを十分ご理

解をいただいたうえで、各市町にそのような方

向でやっていただきたいということを推進して

いただきたいんですが、いま一度ご見解を。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 私どもといたし

ましても、乳幼児健診等で保護者への啓発のた

めに供する有効性ということを具体的に示しな

がら啓発をしているところでございますので、

引き続き、そういった有効活用も具体的に示し

ながら各市町と協議してまいりたいと思ってお

ります。 

〇議長(瀬川光之君） ごう議員―24番。 

〇２４番(ごうまなみ君） ぜひ、災害はいつ

やってくるかわかりません。急いでいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、ＳＤＧｓについて、再質問させていた

だきたいと思います。 

 12月2日の日経新聞を見ますと、かなりの

ページを割いてＳＤＧｓのことが掲載されてお

りました。その中には、「ＳＤＧｓ経営が未来

を開く」、「目標を掲げ競う時代」、「ＳＤＧｓは

ＥＳＧと両輪」などというふうに書かれており

ます。 

 これは企業だけに必要なものではなくて、企

業と同じように自治体も同じことが言えると私

は思っております。 

 このＳＤＧｓになぜ企業が取り組むのかとい

うと、やはりそこに利益が見込めるから、そし

て、企業を存続させることができるからＳＤＧｓ

に積極的に取り組んでいるのだと思います。 

 そして、その新聞の中にも書いてありました

けれど、今、企業はランクづけがされるような

時代になってきました。この会社はどういうこ

とに取り組んでいるのか、環境、社会、ガバナ

ンス、どういった取組をしているのかというこ

とによって、投資家の見る目も変わります。そ

して、消費者の見る目も変わります。投資がそ
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こに入ってくるのか、消費者がその商品を買っ

てくれるのかということで、会社の存続に関わ

るからＳＤＧｓに積極的に取り組んでいるわけ

です。 

 今、大企業がＳＤＧｓに取り組んでいるとい

うことは、長崎にもその支店があります。支店

の支社長さんたちとお話をしても、やはり重要

だということを申されます。 

 大企業だけがやればいいというわけではなく、

実は、中小企業も非常に重要で、大企業ととも

に、連携をして仕事を進めているのが中小企業

です。「今後、あなたの会社のＳＤＧｓの取組

はどうですか、ＥＳＧに対してはどうですか」

というようなことを言われる時代がやってきま

す。そうなった時に、長崎県内の企業の皆様方

が、それを乗り越えられるような体制をつくっ

てあげるのも県としての役割ではないかと私は

思っております。 

 そこで、私は、国連が目標を掲げました2030

年までに達成しますよと、それが今、遅れてま

すよという現状がわかりました。そのことを受

けて、日本国の政府が、安倍総理が、この体制

を掲げて、その中で推進していきますよという

ことを、また、さらに声を大きくしたところで

ありますので、ぜひ長崎県にも国がやっている

ような、総理が本部長をやって、各閣僚がその

下にいて、そして、その中で施策をつくって

やっていくというような、これを真似するだけ

でいいのではないかと私は思っているんですね。 

 今、県の中では、施策の中にＳＤＧｓにはこ

れとこれが当てはまりますよ、その観点をしっ

かりと入れながら施策を推進していきますよと

いうようなご答弁をずっと繰り返し聞いており

ますが、そうではなくて、私は、ＳＤＧｓをき

ちんと表に出して掲げて、そこから施策におろ

していくという体制をとっていただきたいとい

うふうに思っております。 

 県の施策の中で推進していく、粛々とやって

いくことは非常に重要なこと、しかしながら、

これだけスピードが遅いと言われているのであ

れば、企業と、それから県民を巻き込んでいか

なければなりません。そのためには旗を掲げな

いと、県民の皆様方は何をやっているかわかり

ませんので、ぜひ、長崎県はＳＤＧｓをやりま

すよという旗を掲げていただきたいと私は思い

ます。 

 他県におかれましては、推進本部をつくって

いるところもあります。また、「あなたの企業

ではどうですか」ということで、ＳＤＧｓの認

証制度を設けているところもあります。こう

いったものを「Ｎぴか」の中に取り入れてもい

いのではないかというふうに私は思っておりま

す。 

 ぜひ、知事が先頭となってＳＤＧｓをやりま

すという旗を揚げていただきたいと私は思って

おりますが、知事、この件について、ご答弁を

お願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） ＳＤＧｓに対する基本的

な考え方については、これまでも、この議会の

場でもたびたびご議論をいただいてまいりまし

たように、県の各般にわたる行政そのものがＳ

ＤＧｓと密接不可分な関係にあるものと考えて

いるところでありまして、ＳＤＧｓ独特の組織

なり推進体制というのは、これはちょっと大き

な2つの体制づくりが必要になってくる可能性

もあるのではないかと思いますので、どういっ

た推進体制が現状の施策の推進を図りつつ、こ

のＳＤＧｓの観点も活かしながら施策を進める

うえで一番いいのか、そこは十分検討しながら



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１２月４日） 

 ― 101 ―

進めていく必要があるのではないかと考えてお

ります。 

〇議長(瀬川光之君） ごう議員─24番。 

〇２４番(ごうまなみ君） 知事、ありがとうご

ざいました。ぜひ、よりよい形ができるように

ご検討いただければと思います。 

 次に、国連機関の誘致についてですが、私は、

今回、ＳＤＧｓの流れの中で、この国連機関の

誘致について質問をさせていただきました。こ

れまでさまざまな会合などを開き、そして、今、

県では国連の方から、検討していただけないか

という指示がきましたので、それについて、い

ろいろと費用対効果などを含めながら検討して

いるという現状を今ご報告いただきました。 

 私たちは、今、この1年ぐらい、この国連誘

致の話をずっと進めているんですけれども、や

はり急がないといけない状況にあります。これ

はＳＤＧｓと同じで、急いでやるべきことでは

ないかと思っています。 

 それは、「出島メッセ長崎」が2021年11月に

オープンします。それに合わせて国連を誘致す

ることによって国際会議が開けるのではないか

と私は思っております。また、こういった施設

があることによって、イベント、例えば、東京

ガールズコレクションなどもＳＤＧｓとコラボ

レーションしたイベントですので、こういった

ものを長崎に誘致できるのではないかというよ

うな思いから進めさせていただいております。 

 こういうことができることで、国連がくるこ

とによっての費用対効果は、なかなか目に見え

ませんが、その他もろもろのイベントの開催等、

また、企業の誘致等も含めての経済効果という

ものはかなり大きなものがあると思っておりま

す。 

 それから、若い人、女性の流出が今激しい長

崎県、長崎市におきましても、こういった新し

いことをもうやらないと、何かこう、今までの

やり方ではだめなんじゃないかというふうに

思っています。 

 今、教育の中にもＳＤＧｓがしっかりと組み

込まれておりますので、若い世代はものすごく

敏感です。そして、今、企業等でも、団体でも

そうですが、ＪＣの皆さん、青年会議所の皆さ

んは、全国的にＳＤＧｓに取り組もうとしてい

らっしゃいます。 

 ですから、検討は十分にすることが必要では

ありますけれども、もう余り時間がないという

ふうに私は思っておりますので、やはりお尻を

決めて、いつまでに答えを出すということを

しっかりと決めてやっていただきたいと思って

おります。 

 それから、今、先ほどから何度も申しますよ

うに、なぜ企業がＳＤＧｓに取り組むのか、Ｅ

ＳＧ投資が進むからとか、会社の存続があるか

ら、とにかく世界貢献をするということが会社

の重要な責任となってきております。 

 そのような中、今、「出島戦略」ということ

のプロジェクトもはじまっていまして、これは

2012年に提唱されたんですが、企業が「出島戦

略」でイノベーションを推進していこうという

ことで、これから今までの枠組みを超えて新た

なものをやっていかないと会社の存続ができな

い、新たなものをつくっていく時代にきている

というふうな認識のもとに、本部機能、本社か

ら切り離したところで出島という組織をつくっ

て新たなことをやろうとしています。 

 そういう意味で、この国連機関のシファール

というＳＤＧｓの研修機関が長崎にあることに

よって、それこそ、長崎にもともとあった出島

の役割を果たせるのではないかというふうに私
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は思っております。 

 目に見える費用対効果ばかりを追求する時代

ではないと思いますので、目に見えない費用対

効果、そして、世界への貢献、そういった観点

で、ぜひ前向きに検討いただきたい、できれば

少し予算をつけてでも検討していただきたいと

思っておりますが、ご答弁をお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 真樹君） 国連機

関の誘致につきまして、費用対効果の面につき

ましては、今、議員の方から各種ご指摘がござ

いました。 

 先ほどご答弁いたしましたように、平和とＳ

ＤＧｓ、多様性というテーマでトレーニングを

やっていくということで、国連の職員、政府関

係職員、民間企業の方、あるいはお話がござい

ました大学生を含めた若い方、そういう研修を

やっていってはどうかというようなご提案も

あっておりますけれども、なかなかそこの具体

的なところを現在協議をさせていただいている

ところでありますので、その辺をしっかりと検

討させていただきたいと思います。 

 そうなってまいりますと、やはり県だけでは

なくて、大学等、そういったところも一緒に、

どういう形で受け入れ体制をつくっていくのか、

そういうことの検討も必要になってまいると思

いますので、そういった点も含めまして、今後、

さらに検討を進めさせていただきたいと思いま

すし、しっかり結果を出していきたいと思いま

す。 

〇議長(瀬川光之君） ごう議員―24番。 

〇２４番(ごうまなみ君） ぜひお願いいたしま

す。費用につきましては、行政だけに負担をさ

せようとは民間の方も思っておりません。みん

なで一緒に、オール長崎でやろうと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に一点、妊よう性温存について質問いた

します。 

 先ほどのご答弁の中で、引き続き、「他県の

状況などを見ながら検討していく」というご答

弁だったかと思います。今、お隣の佐賀県は、

例えば、ワクチンの接種についても非常に前向

きで、企業とコラボレーションして、がんを防

ぐための対策をとられています。また、検診に

つきましても、年齢を30歳から44歳の女性まで

無料にするなど、そういった形で今やってい

らっしゃいます。 

 先ほどのご答弁の中にありました、女性が

355人、がんにかかっている。その6割が子宮頸

がんということですね。女性が355人、がんに

かかっているという、この本県の現状を踏まえ

た中で、妊よう性温存に助成をしていかないと

いう、その答えはないと私は思っています。や

はり人口減少をどうにか切り抜けるためには、

そこにしっかりと手当てをしていく必要がある

と思います。そして、このことがあることで、

がんと闘う意識が高まります。やはり、がんサ

バイバーシップにしっかりとのっとった体制を

つくっていただきたい。最後にご答弁をお願い

いたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 現在、がん妊よ

う性温存療法は、12府県で既に実施していると

ころでございます。私どもとしても、それらの

実施状況を精査して、今後、検討させていただ

きたいと思っております。 

〇議長(瀬川光之君） ごう議員―24番。 

〇２４番(ごうまなみ君） ぜひ、命、そして、

未来を守っていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 
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 以上で、質問を終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 ２分 休憩 ― 

― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

こんにちは。 

 自由民主党、長崎市選挙区選出の久保田将誠

でございます。 

 今日は、このような機会を与えていただき、

まことにありがとうございます。 

 そして、お忙しい中にもかかわらず、傍聴席

に足を運んでいただきました皆様には、大変感

謝いたしております。ありがとうございます。 

 それでは、質問通告に従い、質問をさせてい

ただきます。 

 1、水産業の振興について。 

 （1）漁業就業者の確保について。 

 今年8月に2018年の「漁業センサス」が公表

され、平成30年11月1日現在の漁業経営体数や

漁業就業者数などが明らかとなりました。この

調査は5年に一回行われておりますので、漁業

就業者数について、過去からの推移を見てみま

すと、平成10年におよそ2万4,000人いた漁業者

が、平成20年にはおよそ1万7,000人と2万人の

大台を割り込み、平成25年には1万4,000人、平

成30年には、前回より2,595人減って1万1,715

人となっており、平成10年からの20年間で半分

以下まで減少したことがわかります。 

 また、この減少について、減少率で見てみま

すと、前回調査から今回調査までの5年間で

18.1％となっており、これまでの5年ごとの減

少割合とほぼ同じであり、漁業者の減少に歯止

めをかけるまでには至っていないようです。 

 さらに、この漁業就業者を年齢階層別で見て

みますと、前回の平成25年の調査で65歳以上の

占める割合が34.2％であったものが、平成30年

には40.1％となり、着実に高齢化が進んでいる

こともうかがえます。 

 このように漁業就業者が減り、高齢化も進ん

でいる中ではありますが、全国における順位を

見てみますと、漁業就業者の数は第2位であり、

また、漁業生産量も第2位を維持しているよう

です。 

 しかし、このまま漁業就業者が減っていけば、

漁業が衰退することはもちろんですが、漁村集

落を維持していくことが困難となるうえ、漁業

に関連する企業、例えば造船業や電気工事業も

仕事を失うこととなり、ひいては、地域やまち

全体の活力が失われ、疲弊していくことが危惧

されます。 

 このような負の連鎖を断ち切るためには、漁

業就業者を確保していくことが必要であると認

識しており、特に、若い漁業者を漁業に就業さ

せていくことが重要と考えます。 

 県では、新規漁業就業者の確保のために、ど

のような対策を講じているのか、お尋ねをいた

します。 

 （2）水産県長崎としてのアピールについて。 

 長崎にはちゃんぽん、皿うどん、卓上料理、

カステラなど、全国的にも知名度が高くて、お

いしいものがたくさんあり、長崎に来ていただ

いた観光客の皆様にはおいしい食事を堪能され、

また、おいしいお土産をたくさん買っていただ
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いております。 

 しかし、長崎には、先ほど例として申し上げ

たもののほかにもたくさんの魅力的なものがご

ざいます。代表的なものとしては、豊富な水産

物ではないでしょうか。 

 長崎県は海岸線が長く、広大な漁場に恵まれ

ており、四季折々にさまざまな種類の魚が漁獲

されており、漁業生産量・生産額ともに北海道

に次いで全国2位の水産県であります。 

 本県と同様に、水産物が豊富に水揚げされる

韓国の釜山には、水揚げされたばかりの魚介類

を1階にたくさん並んだ鮮魚店で購入し、2階の

食堂で料理をしてくれ、新鮮な刺身や海鮮鍋と

して食べることができる有名なチャガルチ市場

があり、私も訪ねたことがありますが、多くの

観光客で賑わっておりました。 

 2020年の東京オリンピック・パラリンピック

開催、2025年の大阪万博開催などによるインバ

ウンド客の長崎への取り込み、また、2022年度

の九州新幹線西九州ルート開業に伴う交流人口

の拡大などを見据え、長崎の豊富な水産物を

もっとアピールし、お土産に買っていただき、

また、食べていただくことで漁業者の所得向上

にもつながると考えておりますが、県としての

考えをお尋ねいたします。 

 （3）磯焼け対策について。 

 近年の地球温暖化の影響により、本県の沿岸

地域においては、イスズミなどの海藻を食べる

魚の活動が活発となり、魚による藻場の食害が

問題になっていると聞いております。 

 藻場が減少すると、海藻を餌として生活して

いるアワビやサザエ、ウニなどの水揚げ減少に

つながることが懸念をされます。 

 また、藻場は、魚介類の産卵場や育成場とし

て重要な役割を果たしていますが、この藻場が

減少・消失する磯焼けの進行は、水産資源に大

きな影響を及ぼすものと考えられます。 

 本県の沿岸漁業を振興し、漁業者の所得向上

を図るためには、藻場の維持回復は非常に重要

な課題と考えておりますが、県としてどのよう

な取り組みを行っているのか、お伺いをいたし

ます。 

 2、農林業・農山村の振興について。 

 （1）イノシシ被害対策について。 

 イノシシやシカ等の野生鳥獣による農林産物

の被害については、これまで一生懸命に育てて

こられた作物が食い荒らされるなどの被害に遭

われた生産者の方々が、そのショックで営農意

欲が減退するなど、農林業生産にとどまらず、

農山村の活力低下の一因となっております。 

 本県においても、特にイノシシについては、

ほぼ県内全域で生息し、水稲や果樹、野菜など

さまざまな農作物に被害を及ぼしているのみな

らず、近年は住宅地まで出没をしており、長崎

市でも、平成30年に2件の人身被害が発生する

など、市街地においても住民の生活の安全・安

心が脅かされている状況にあります。 

 こうした状況に対し、県では、これまで市町

や猟友会等と連携をして、防護・すみ分け・捕

獲の3対策を講じてきたところでありますが、

県内のイノシシによる農業被害は、近年、着実

に減少していると伺っております。 

 そこで、その3対策の具体的な取り組み内容

と、その効果として、県内の被害額がどのよう

に推移しているのか、お伺いをいたします。 

 また、市街地へのイノシシ出没に対して、県

ではどのような取り組みを行っているのか、あ

わせてお尋ねをいたします。 

 （2）イノシシのジビエへの活用について。 

 本県で捕獲されている、年間3万から4万頭の



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１２月４日） 

 ― 105 ―

イノシシの8割は埋設、または焼却処分されて

いると伺っております。中でも土の中への埋設

処分が7割を占めており、多くの捕獲者が、捕

獲した山中において、野生動物の掘り起こしを

避けるため、イノシシを埋設する深い穴を掘り、

埋め戻すという大変重労働の作業を行っており、

また、埋設場所の確保にも苦慮されていると

伺っております。 

 一方、国においては、平成29年4月に「ジビ

エ利用拡大に関する関係省庁連絡会議」を設置

し、被害防止のための捕獲を進めるだけでなく、

捕獲鳥獣をジビエ等の地域資源として利用する

取り組みを拡大するために、ジビエ利用量を平

成28年度から令和元年度に倍増させる目標を掲

げ、ジビエの利用拡大を図っており、平成30年

度には1.5倍まで増加しているようです。 

 捕獲されたイノシシの個体をジビエとして有

効活用することは、埋設等の捕獲者の負担軽減

を図るだけでなく、料理等を通じて地域活性化

にもつながる可能性がある有益な取り組みであ

ると考えます。 

 そこで、本県におけるジビエへの取り組みの

状況、その課題、今後の対応について、お尋ね

をいたします。 

 （3）農山村集落の維持について。 

 イノシシによる農作物の被害対策については、

山に近い農山村地域でしっかり防護・すみ分

け・捕獲の3対策が実施されることが必要と考

えますが、今後、中山間地域等で条件が不利な

農山村集落の人口減少はさらに厳しさを増すと

思われます。農山村集落が維持されていないと、

3対策を実際に行う人がいなくなることから、

現在、減少してきているイノシシによる農作物

被害が再び増加するのみならず、イノシシの生

息区域が市街地に近づくことから、餌を求めて

市街地にも出没するリスクがさらに拡大し、人

的被害の増加も懸念されるところであります。 

 加えて、農山村集落が維持されないことの影

響は、農業、農山村が持つ土砂崩れや地すべり

を防ぐなどの役割が失われることにもつながる

のではないでしょうか。 

 農林部においては、農山村集落の維持のため

に、「新ながさき農林業・農山村活性化計画」

において、地域資源を活用した農山村地域の活

性化のため、地域全体でもうかる仕組みづくり

に取り組んでいると伺っております。自然災害

の防止の観点からも、必要な取り組みと考えま

すが、今後、農山村集落を維持するために、ど

のような取り組みを考えているのか、お尋ねを

いたします。 

 3、インバウンド対策と国際交流について。 

 （1）インバウンド対策について。 

 人口減少に歯止めがかからず、造船業などの

基幹産業が低迷している本県にとって、海外か

らの観光客誘致による交流人口の拡大は、県内

経済の活性化にとって重要なことであります。 

 しかしながら、国の宿泊旅行統計によると、

平成30年の長崎県の外国人延べ宿泊者数は、全

国19位、九州内でも第4位と中位にとどまって

おります。 

 本県が観光県を目指すのであれば、全国はま

だしも、九州内では1位になるべきであり、そ

れだけのポテンシャルはあると思っております。

ただし、長崎の場合、海外での知名度はあるが、

それが訪問に結びついていないのが課題であり、

インバウンドを呼び込むためには、県の取り組

みについて強化する必要があるのではないかと

考えております。 

 他県の事例になるのですが、先般、青森県に

伺った際、青森と台湾を結ぶ国際航空路線が、
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今年の冬から、週2便から週5便へ増便したとい

う話をお聞きいたしました。 

 その要因を伺ったところ、まずは、輸出実績

があるリンゴで青森の知名度を上げた。さらに、

台湾人が好む雪を中心に売り込んだ結果、観光

客が増え、増便につながったとのことでござい

ました。青森の事例は参考になるものであり、

観光資源が豊富な本県なら、それ以上の結果を

出せると思っております。 

 そこで、インバウンドの受け入れ拡大につい

て、どのような取り組みを強化していくのか、

お尋ねをいたします。 

 （2）ラグビーワールドカップのキャンプ受

け入れの成果について。 

 今年9月から11月にかけて、全国各地で熱戦

を繰り広げたラグビーワールドカップは、日本

代表チームが、史上初となる決勝トーナメント

進出を果たすなど、日本中で大変な盛り上がり

となりました。 

 このラグビーワールドカップについては、県

内においても、県と長崎市がスコットランド代

表の、そして、県と島原市がトンガ代表の公認

チームキャンプ地としてキャンプを受け入れら

れ、期間中に公開練習、ラグビー教室などの公

式行事のほか、空港やホテルでのお出迎えやお

見送りなど、県民の方々との交流も盛んに行わ

れたと伺っております。 

 また、両チームからは、長崎、島原それぞれ

のトレーニング環境やサポート体制を評価して

いただき、特に、トンガ代表チームからは、

「世界各地でキャンプをしたが、島原が一番だ」

と、大変高い評価を受けたとの新聞報道も拝見

をいたしました。 

 そこで、今回のラグビーワールドカップ出場

チームの受け入れにおいて、どのような成果が

あったのか。また今後、その成果をどのように

活かしていくのか、県の考えをお尋ねいたしま

す。 

 4、福祉保健行政について。 

 （1）健康長寿日本一の長崎県づくりについ

て。 

 高齢化が進む本県においては、県民の皆様に

健康で長生きしていただくことは、これからの

活力が溢れる長崎県づくりには欠かすことので

きない要素であります。 

 このため、本県では、昨年度から重要施策と

して、健康長寿日本一の長崎県づくりに取り組

んでいるところでありますが、最も重要なこと

は、県民の皆様に健康に対する意識を持ってい

ただき、自身の生活習慣の改善、健康づくりの

実践へつなげていく機運の醸成だと考えており

ます。 

 そのためには、行政の取り組みだけでは十分

ではなく、県全体、官民一体となってさまざま

な取り組みを展開していくことが必要であると

考えますが、県の考えについて、お伺いをいた

します。 

 （2）生涯現役促進支援について。 

 人生100年時代を迎えようとする中、就労や

社会参加の意欲がある元気な高齢者の方々が、

その能力を十分に発揮できるよう活躍の場を拡

大することは、県民の健康寿命の延伸につなが

るとともに、地域の活力を維持するためにも必

要であると考えております。 

 国においても、本年6月に閣議決定した、本

年度の経済財政運営等改革の基本方針、いわゆ

る「骨太の方針2019」において、全世代型社会

保障への改革の一環として、70歳までの就業機

会の確保を掲げております。 

 そうした動きも踏まえ、県におかれても、平
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成29年3月には、高齢者の就業、社会参加のワ

ンストップ窓口として、「ながさき生涯現役応

援センター」を長崎市内に設置し、その後、佐

世保市内と諫早市内に設置したサテライト施設

とともに、生涯現役促進に取り組まれていると

伺っております。 

 そして、現在、センター設置後2年半あまり

経過したわけでありますが、取り組みの現状と、

そこで明らかとなった課題について伺います。

また、それらを踏まえての今後の取り組みの方

向性についても、あわせてお尋ねをいたします。 

 （3）外国人患者医療提供体制の整備につい

て。 

 県庁からも見える長崎港松が枝埠頭をはじめ、

クルーズ船が多数寄港するなど、多くの外国人

観光客が本県を訪れております。 

 本県にとって観光は大事であり、インバウン

ド事業は重要と考えますが、これだけ多くの外

国人観光客が来られたら、中には体調を崩され

る方もいるかと思われます。また、外国人観光

客以外にも、仕事の関係や留学生等、本県で暮

らしている外国人が大勢いらっしゃいます。 

 外国人が病気やけがをした場合、言葉の問題

等があり、外国人患者に対する対応が必要と思

われますが、県ではどのように考えているのか、

お尋ねをいたします。 

 5、女性活躍推進について。 

 （1）女性活躍推進の取り組みについて。 

 我が国においては、少子・高齢化が進み、生

産年齢人口が減少する中、女性の活躍は非常に

期待されているところであります。 

 近年、女性を取り巻く法的な環境は、「男女

雇用機会均等法」、「男女共同参画社会基本法」、

「女性活躍推進法」などにより整ってきたとこ

ろでありますが、女性の活躍は進んでいるので

しょうか。 

 国においては、社会のあらゆる分野において、

2020年までに指導的地位に女性が占める割合が、

少なくとも30％程度になるように期待するとい

う目標を平成15年に設定し、さまざまな取り組

みを進めておりますが、目標年を来年に控えて、

現在、その実現は厳しい状況となっているので

はないでしょうか。 

 そこで、県はどのように女性活躍推進に取り

組んでいこうと考えているのか、お尋ねをいた

します。 

 6、土木行政について。 

 本県における人口減少の対応として、交流人

口の拡大が必要であり、特に、広域的な道路

ネットワークの形成は大変重要であります。 

 また、近年、全国で頻発しております豪雨や、

また大規模な地震などの災害時への対策が求め

られており、災害に対して、安全で信頼性の高

い道路網が必要となっております。 

 長崎南北幹線道路及び西彼杵道路は、県内の

広域的な道路ネットワークを形成する地域高規

格道路であり、長崎市と佐世保市の間を1時間

以内で結び、県南地域と県北地域との連携強化

による産業や観光の発展に寄与するとともに、

災害時のダブルネットワークの確保など、大変

重要な道路であります。 

 そこで、長崎市を取り巻く道路関係事業につ

いて、お伺いをいたします。 

 （1）長崎南北幹線道路の早期事業化につい

て。 

 長崎南北幹線道路の長崎市茂里町から時津町

までの未整備区間については、事業化に向け取

り組みが進められており、特に、この未整備区

間は、並行する国道206号の慢性的な交通渋滞

が大きな問題となっており、その対策としても、
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早期の事業化が必要であります。 

 ただし、この道路計画は、建物が多く立地し

ている市街地を通過することから、地域への影

響に十分配慮したルートとする必要があり、市

街地の西側にある山地部を通るルートとし、ト

ンネルの区間をできるだけ長くすれば、地域へ

の影響を抑えられるのではないかと考えており

ます。 

 前回、9月定例会の冒頭で、知事から、今後、

有識者や関係諸機関によるルート選定委員会を

立ち上げて、早期事業化に向けた調整を進めて

いきたいと説明がありましたが、現在の進捗状

況について、お伺いをいたします。 

 （2）西彼杵道路時津工区の現在の進捗状況

と整備効果について。 

 西彼杵道路については、高速交通ネットワー

クの空白地帯である西彼杵半島に西彼杵道路を

整備することで、長崎市―佐世保市との地域間

交流促進による産業、経済の発展や生活基盤の

強化による人口定着などの役割を担い整備を進

められ、現在、時津工区が整備されていますが、

整備延長約50キロのうち、約3割に満たない約

14キロの供用にとどまっております。 

 このような大型事業の推進には、予算確保は

もとより、地元の協力が必要不可欠と考えてお

り、道路整備による整備効果を内外にアピール

し、事業の必要性を理解してもらう必要がある

と考えております。 

 そこで、時津工区の現在の進捗状況と、今後

見込まれる整備効果について、お伺いをいたし

ます。 

 （3）松が枝2バース化に伴う路面電車の延伸

について。 

 長崎港の松が枝岸壁2バース化に関し、今年

度、国による事業化検証調査費が計上され、新

規事業化に向け、大きく前進したものと期待を

しております。 

 長崎港には、近年、200隻を超えるクルーズ

船が寄港しており、16万トンを超える大型ク

ルーズ船も多く寄港しており、16万トンを超え

る大型クルーズ船には5,000人前後の乗客が乗

船しております。 

 将来、松が枝岸壁の2バース化が実現した場

合、複数のクルーズ船が同時に寄港することが

想定され、多くのクルーズ客の二次交通への対

応が大変重要になってまいります。 

 現在、県と長崎市で検討されている、2バー

ス背後地の再開発構想の中では、国内外の観光

客の快適な移動を支える交通機能の強化が掲げ

られており、多くのクルーズ客を市内や県内各

地へスムーズに周遊させるための交通結節機能

の強化の検討が進められております。 

 現状は、多くのクルーズ客は貸切バスでの移

動がメインとなっておりますが、将来のクルー

ズ客の増大やニーズの多様化などに対応できる

よう、貸切バス以外の公共交通との結節強化が

必要であり、長崎のまちの魅力をアピールする

には、路面電車を活用することが最良で、松が

枝まで軌道を延伸することが必要と考えており

ますが、現在の取り組み状況や実現可能性につ

いて、お伺いをいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。 

 これ以降は、対面演壇席でご答弁を聞かせて

いただき、内容によりましては、再度質問をさ

せていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 久保田議員のご

質問にお答えをいたします。 
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 まず、新規漁業就業者の確保のために、どの

ような対策を講じているのかとのお尋ねであり

ます。 

 漁村地域の維持活性化や人口減少対策、さら

には、漁業生産力の向上等の観点から、新規就

業者の確保は非常に重要な課題であると認識を

いたしております。 

 このため、県では、平成28年度から市町、漁

協等と連携して、「ながさき漁業伝習所」を設

置し、情報発信や高校生の体験研修、就業前の

技術習得支援等を総合的に展開しており、平成

30年度は、目標を上回る183人の新規就業者を

確保しているところであります。 

 今年度からは、さらに、若者をターゲットと

した本県漁業の魅力発信や、県主催で初となる

「水産業就業支援フェア」の開催、親元で就業

する漁家子弟への支援を強化したところであり

ます。 

 さらに、新規就業者の着業に際しましては、

県の経営指導や国の漁船リース事業等の活用に

より、経営の安定化と離職防止に力を注いでい

るところであります。 

 今後とも、切れ目のない新規就業者の確保対

策や所得向上対策等に重点的に取り組むことに

よって、漁業の将来を担う人材の確保・育成に

力を注いでまいりたいと考えております。 

 次に、インバウンドの受け入れ拡大について、

どのような取組を強化していくのかとのお尋ね

であります。 

 国内人口の減少が見込まれる中、インバウン

ドの受け入れ拡大は重要な施策であり、これま

でもさまざまな事業を推進してきたところであ

ります。 

 そうした結果、平成30年の長崎県観光統計の

外国人延べ宿泊者数は約93万人と過去最高を記

録したものの、九州各県と比較すると低い伸び

率にとどまっており、強い危機感を抱いている

ところであります。 

 そのため、今後は、本県の魅力発信を強化す

るとともに、観光まちづくりの推進により、

ハード、ソフト両面での受け入れ環境の質を向

上させ、満足度を高めてリピーターの増加につ

なげられるよう、各種施策を強力に進めてまい

りたいと考えております。 

 具体的には、国、地域別に魅力的な観光資源

を提案するほか、関係機関などともタイアップ

しながら、現地での情報発信をこれまで以上に

充実させるとともに、個人旅行化が急速に進展

している中、ターゲットを絞り込んだ動画広告

を配信し、効果検証を行うなど、デジタルマー

ケティングに基づくプロモーションに新たに取

り組んでいくことといたしております。 

 また、観光まちづくりについては、より市場

ニーズを踏まえたものとなるよう、本県を訪れ

た外国人旅行者の声を市町や関係団体と共有し、

観光資源の磨きあげや受け入れ環境の整備など

につなげるとともに、地域が主体的に取り組む

体制づくりを進めてまいりたいと考えていると

ころであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君） 私の方からは、水産

業の振興について、2点お答えいたします。 

 最初に、長崎県の豊富な水産物をもっとア

ピールすることで、漁業者の所得向上につなが

ると思うが、県の考えはいかがかとのお尋ねで

ございますが、県といたしましても、本県の新

鮮で豊富な水産物を広く県内外にＰＲすること

は重要と考えております。 
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 現在、県外においては、大手量販店での販売

フェアの開催や、各種展示会への出展を支援し、

本県水産物の販路開拓と販売促進に努めており

ます。 

 さらに、県内においては、長崎、佐世保、松

浦の各魚市場での「魚祭り」や「水産加工振興

祭」の開催を支援するなど、水産県長崎として

の認知度向上に努めております。 

 また、長崎県の魚はどこで食べられるのかと

いうお尋ねが多いことから、本県産の魚を積極

的に提供する飲食店を「長崎県の魚愛用店」と

して認定し、この認定店を紹介するパンフレッ

トを空港、観光案内所、ホテル等に配置し、県

内以外の方々への周知を図っているところでご

ざいます。 

 今後は、交流人口の拡大も見据え、常温での

保存が可能となるお土産に適した多様な加工品

の開発や、いろいろな種類の魚が食べられる賑

わいの場づくりなど、水産県長崎としての新た

なＰＲ手法を検討してまいります。 

 次に、磯焼け対策についてのお尋ねでござい

ますが、県におきましては、藻場の機能を付加

した増殖場の整備や漁業者組織を中心とした藻

場の保全活動に対し支援を行うとともに、食害

魚の駆除を促進するため、食用化に向けた商品

開発などの取り組みへの指導、支援を行ってお

ります。 

 このような取り組みの結果、例えば五島市の

崎山漁業集落では、網仕切りによる食害魚の防

除対策に取り組み、ヒジキを復活させたことが

評価され、今年度の「全国豊かな海づくり大会」

において、最高位である大会会長賞を受賞され

ました。 

 また、対馬市の水産加工業者による食害魚の

イスズミの食用化に向けた取り組みが高い評価

を受けまして、先月17日に開催された全国コン

テストにおいて、最高位である「Ｆｉｓｈ－1

グランプリ」を獲得されました。 

 県としては、これらの新たな取り組みを広く

普及、啓発し、早期の藻場回復につながるよう、

今後とも、漁業者、漁協、市町等と連携して取

り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 私から、3点お答え

をいたします。 

 まず、イノシシの被害対策について、具体的

な取り組み内容と被害額の推移、及び市街地へ

の出没対策に県はどのように取り組んでいるの

かとのお尋ねでございます。 

 県では、イノシシによる農作物被害防止対策

として、地域で被害対策を指導します「イノシ

シ対策Ａ級インストラクター」を450名育成す

るとともに、「防護｣、「すみ分け」、「捕獲」の3

対策を総合的に実施しており、これまで延べ1

万4,000キロメートルに及ぶ防護柵設置や128カ

所の緩衝帯整備、毎年3万から4万頭のイノシシ

捕獲を進めてまいりました。 

 その結果、イノシシによる農作物被害額は、

平成30年度には約1億4,000万円となり、ピーク

時である平成16年度の約3分の1に減少しており

ます。 

 一方、イノシシなど野生鳥獣の市街地への出

没相談等につきましては、平成30年度、長崎市

では626件、佐世保市では381件が住民から寄せ

られており、人的被害は、過去3年間で6件報告

されております。 

 このため、平成29年度に県において作成しま

した「市街地出没時の緊急対応マニュアル」に

基づき、市町に対して、出没の原因となる生ご

みの放置等に関する住民への注意喚起や遭遇し
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た場合の対処法の周知、出没した場合の保定用

具などの資機材整備、及び追い払いの模擬演習

を実施しております。 

 今後とも、こうした取り組みを通じて、イノ

シシ被害の防止や住民の安全・安心の確保に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、本県におけるジビエへの取り組みの状

況、その課題、今後の対応についてのお尋ねで

ございます。 

 本県では、有害鳥獣として年間3万から4万頭

のイノシシを捕獲しており、そのうち食肉とし

ての利用は、自家消費を含め約18％であり、県

内に14カ所あります食肉処理施設への搬入され

る割合は約7％となっております。 

 県内産イノシシのジビエ販売量は、平成28年

度の15トンから、平成30年度は25トンに増加し、

1.7倍の伸びとなっておりますが、今後、さら

に販売量を増加させるためには、肉質の向上と

ロットの確保による販売対策が必要と考えてお

ります。 

 このため、県では、捕獲者に対し、個体の異

常確認、捕獲時の血抜きの徹底、品質を損なわ

ない運搬方法等の研修を実施しているところで

あります。 

 また、食肉処理業者に対しては、品質確保の

前提となる衛生管理の徹底や解体技術等の研修

会を開催し、県内食肉処理業者の技術を平準化

させ、県内卸業者とのマッチングを行うことで

ロットを確保することとしております。 

 今後は、さらに、定時・定量・定質の販売対

策を進め、良質なジビエの安定供給に取り組む

とともに、未利用部分の加工品開発などにより、

所得の向上と地域の振興につなげてまいりたい

と考えております。 

 次に、農山村集落を維持するために、どのよ

うな取組を考えているのかとのお尋ねでござい

ます。 

 県では、これまで、農山村地域全体でもうか

る仕組みをつくるため、農産物直売所を販売・

交流拠点として、特産物等の地域資源の情報発

信、少量多品目産地の育成、農泊の推進に取り

組むとともに、地域環境の保全に向けた集落ぐ

るみの里山林整備や農地・水路等の保全活動を

支援してまいりました。 

 しかしながら、議員ご指摘のとおり、人口減

少に伴い、集落機能が低下すると言われる10戸

未満、かつ65歳以上が住民の50％以上の農業集

落は、2015年の55集落から、2040年には約6倍

に増加すると予測しており、これまで守られて

きた水源の涵養や自然環境の保全など、農山村

が持つ多面的機能が低下し、土砂災害や鳥獣被

害などの拡大が危惧されるところであります。 

 そのため、今後は、農山村地域にさらに人を

呼び込む必要があると考えており、農山村集落

が川下地域やボランティアなど、多様な担い手

と共同し、農地・水路等の保全活動に取り組む

新たな仕組みを構築して、地域と都市部の住民

等が継続的に関わる関係人口の拡大を進めてま

いりたいと考えております。 

 また、集落の魅力や農地付き空き家、生活情

報の発信など、集落自らが行う移住・定住促進

に向けた取組を関係部局や市町と連携して支援

し、農山村集落のさらなる維持・活性化につな

げてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） ラグビーワール

ドカップのキャンプ受け入れについて、どのよ

うな成果があったのか。また、その成果をどの

ように活かしていくのかとのお尋ねでございま

す。 
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 今回、初めて世界トップレベルのチームが県

内でキャンプを行い、公開練習、パブリック

ビューイング、市民応援団の派遣など、多くの

交流事業が実施をされました。特に、ラグビー

教室に参加した子どもたちは、世界のトッププ

レイヤーに指導を受け、間近にプレーを体験し

たことで、世界を身近に感じ、国際的な感覚を

養うことにもつながったと考えております。 

 また、キャンプを受け入れた県や市、関係団

体においては、海外トップチームに対応した宿

泊や練習環境の提供、輸送手配などのノウハウ

を、来年のオリンピック・パラリンピックの

キャンプ受け入れ等に活かしてまいりたいと考

えております。 

 さらに、長崎市においては、スコットランド

チームのユニフォームに使用され、現地の登記

所にも登録された「長崎タータン」のデザイン

を今後も活用していくことが期待をされており、

また、島原市においては、トンガ出身の元日本

代表選手によるラグビー教室が、今後も継続し

て実施をされるなど、交流の成果がレガシーと

して残っていくものと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 福祉保健行政に

つきまして、3点お答えいたします。 

 まず、健康長寿日本一の健康づくりについて、

健康長寿日本一に向けて、官民一体となった取

組が必要と考えるが、県としてどのように考え

ているのかとのお尋ねでございます。 

 健康長寿日本一に向けては、行政のみの取組

だけではなく、医療・保健関係団体や経済団体、

民間企業等の協力が不可欠であると考えており

ます。 

 そうしたことから、昨年11月に、81の関係団

体で構成される「健康長寿日本一長崎県民会議」

を設置し、多くの団体の連携により、県民運動

の基盤となる枠組みを設けているところであり

ます。 

 県民会議の構成団体においては、県民の皆様

に健診、運動、食事のポイントをわかりやすく

お示しする「ながさき３ＭＹチャレンジ」や、

具体的に健康づくりに取り組む県民の方を登録

し、運動を広げていくことを目的とした「なが

さき健康長寿メイト」の周知啓発などに取り組

んでいただいており、県民運動を全体として展

開していく活動を推進しているところでありま

す。 

 今後も、県民会議の構成団体の協力をいただ

きながら、県民が楽しく健康づくりに取り組む

ことができるよう、引き続き、官民一体となっ

て取り組んでまいります。 

 次に、生涯現役促進支援について、「ながさ

き生涯現役応援センター」の取組の現状と課題、

及び今後の取組の方向性をどのように考えてい

るのかとのお尋ねでございます。 

 「ながさき生涯現役応援センター」では、高

齢者の就業から社会参加等への幅広い相談対応

や活躍促進のためのセミナーの開催、企業訪問

による高齢者雇用の働きかけなどを実施してお

ります。 

 平成29年3月のセンター開設以来、本年10月

末までに、延べ4,347件の相談対応を行い、

1,196人が名簿登録し、350人が社会参加に向け

進路決定しております。 

 しかしながら、名簿登録者は、センターが所

在する長崎市や、サテライトが所在する佐世保

市、諫早市周辺地域に偏る傾向があることや、

就労・社会参加等に関心のない方が多く、いか

に関心を持たせ、高齢者の活躍を動機づけるこ

とが課題であると考えております。 
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 本事業は、今年度が国の3年間の委託事業の

最終年度となっており、今後、センターのみな

らず市町とともに取り組みを進め、地域包括支

援センター及び自治会等の協力を得ながら、高

齢者に対する身近な相談や啓発活動を行う体制

を県内全域で整備してまいりたいと考えており

ます。 

 最後に、外国人患者医療提供体制の整備につ

いて、外国人が病気やけがをした場合、言葉の

問題等の対応が必要と思われるが、県はどのよ

うに考えているのかとのお尋ねでございます。 

 国の調査によると、昨年度、県内の病院を受

診した外国人は、延べ約1万人と推計され、本

県を訪れる外国人観光客や県内に暮らす外国人

の方が、安心して医療を受けられる環境を整備

していくことは喫緊の課題であると考えており

ます。 

 県といたしましては、県内すべての医療圏で

の医療体制を整備するため、多言語対応が可能

で、外国人患者を受け入れることができる16の

医療機関を選出し、これらの医療機関の受け入

れ体制を強化するため、希望する医療機関には、

翻訳タブレットを導入する際の支援を行うこと

としております。 

 また、今年度中に、県内の主要な医療機関、

県医師会、県観光連盟などで協議会を立ち上げ、

外国人患者への対応等について情報共有を行う

とともに、今後取り組むべき課題や対応方針等

を検討していくこととしております。 

 引き続き、外国人患者が安心して医療を受け

られる体制整備に向けて必要な支援を行ってま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 県民生活部長。 

○県民生活部長(木山勝己君） 女性活躍推進に

ついて、どのように取り組んでいこうと考えて

いるのかとのお尋ねですが、女性が、その個性

と能力を十分に発揮し活躍することは、社会経

済情勢の変化に対応できる、豊かで活力ある社

会の実現につながるものであり、大変重要であ

ると考えております。 

 また、企業において女性の活躍を推進するこ

とは、優秀な人材の確保や女性目線での新しい

商品、サービス等の創造のきっかけとなり、企

業の成長力強化にもつながるものと期待されて

おります。 

 このため、県では、企業における女性の活躍

の機会の積極的な提供や、仕事と家庭生活の両

立に資する雇用環境の整備などが必要であると

考えており、企業経営者の意識改革に向けた働

きかけを迅速かつ丁寧に行ってまいりたいと考

えております。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 私から、3点お答え

いたします。 

 まず、長崎南北幹線道路の早期事業化に向け

た現在の進捗状況についてのお尋ねです。 

 長崎南北幹線道路は、西彼杵道路と一体と

なって、長崎－佐世保間の移動時間の短縮、観

光や産業の振興などに大きく寄与するとともに、

長崎市北部の渋滞対策に重要な役割を果たすも

のと認識しております。 

 現在、長崎市茂里町から時津町までの未整備

区間の事業化に向け、9月に有識者や地元関係

者で構成する「ルート選定委員会」を立ち上げ、

検討を進めているところであります。 

 ルートの選定に当たっては、市街地への影響

をできる限り低減することが必要であり、現在

までに2回の委員会を開催し、市街地の西側を

トンネルで通過する案が最適であるとの意見を

いただいております。 
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 なお、起点側の茂里町から下大橋付近までの

区間については、地形的にトンネル構造の採用

が困難であるため、さらに、ルートの詳細な検

討が必要であります。 

 今後、地域住民の方々との意見交換なども行

いながら、最適なルートの選定に取り組んでま

いります。 

 次に、西彼杵道路時津工区の現在の進捗状況、

また、どのような整備効果があるのかとのお尋

ねです。 

 西彼杵道路の時津工区3.4キロメートルにつ

いては、これまでに用地取得がほぼ完了し、現

在1.7キロメートルのトンネル工事や左底地区

の橋梁工事などを進めており、令和4年度の完

成を目指しているところであります。 

 整備効果としましては、大型商業施設の立地

が進む国道206号の約1万3,000台の交通が、バ

イパスに転換することで渋滞が緩和されるとと

もに、移動時間も短縮されることから、沿線地

域のさらなる活性化に寄与すると考えておりま

す。 

 最後に、松が枝地区への路面電車の延伸につ

いての取り組み状況についてのお尋ねです。 

 県と長崎市で昨年度取りまとめました「松が

枝地区再開発構想素案」に、交通結節機能の強

化を目的とした路面電車の延伸を盛り込んでお

り、現在、運行事業者との意見交換を重ねてお

ります。 

 その中で、路面電車の新たな軌道等の整備に

相当な費用を要することや、松が枝から長崎駅

方面に移動するためには、混雑する新地中華街

電停での乗り換えが必要になるなどの課題が挙

がっており、国の支援による整備の可能性や、

松が枝から長崎駅へ直通運行するための軌道の

新設・改良などについて、関係者とともに検討

しているところです。 

 また、延伸に当たっては、観光客や市民も含

めた恒常的な利用者の確保が必要であることか

ら、松が枝岸壁背後において、新たな観光・交

流機能の整備を図ることについても検討を進め

てまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） 知事をはじめ関係部

長のご答弁、ありがとうございました。 

 それでは、残り時間、再度質問をさせていた

だきます。 

 まず、漁業就業者の確保についてでございま

すが、県主催で初となる「水産業就業支援フェ

ア」を開催したとの答弁がございましたが、当

日のマッチングの状況やその後に進展があって

いるのか、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君） 就業支援フェアの当

日は、台風の影響がある中、41名の来場があり

ました。内訳は、県内高校生が19名、県外者4

名を含む一般の方が22名であり、年齢層は16歳

から66歳など幅広い参加がございました。 

 延べ140件の面談が行われまして、27名に対

して、出展業者から求人交渉があっております。 

 このうち離島の魚類養殖業者において、既に

職場体験の受け入れが決まるなど就業に向けた

準備が進んでおり、今後も定期的なフェアの開

催により、就業者の確保に努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） フェアが、また次回

開催する時は、前回よりももっと多くの方が来

られ、盛大になるような取り組みをぜひしてい

ただきたいと思います。 

 それでは、水産県長崎としてのアピールにつ

いての答弁の中で、賑わいの場づくりなどＰＲ
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手法を検討したいとの答弁がございましたが、

全国の水産物を販売している施設の中には、ご

当地ならではの魚介類を調理して食べさせたり、

料理としてメニュー化していたり、水産加工品

を販売して観光客等を呼び込み賑わっていると

ころが結構あると思います。 

 県は、そういった先行してうまくいっている

他県の実態を把握して、賑わいの場づくりに向

けた参考とされてはどうかと提言いたしますが、

いかがでございますか。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君） 他県の実態の把握に

関しましては、今年度、本県での水産物の販売、

ＰＲを核とした賑わいの場づくりに向けた検討

を行うため、全国の中で利用者のニーズを捉え、

評判がよいとされている水産物販売拠点のコン

セプトや運用状況、成功要因等を調査、分析す

ることとしております。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） 磯焼け対策について、

再度質問をいたします。 

 先ほど藻場機能を付加して増殖場を整備する

と言われましたが、近年は地球温暖化の影響に

より、海水温が上昇するほど環境が変わってき

ております。 

 そのような中で、効果的に藻場を造成してい

くためには、整備の方法も工夫が要ると思われ

ますが、どのようにお考えでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君） 議員ご指摘のように、

温暖化の影響によりまして、以前は見られな

かった南方系の海藻が出現するなど、藻場の形

成時期や構成する海藻の種類にも変化が見られ

ますので、その変化の状況に応じ、環境に適し

た種類を増殖対象種に選定することが重要と考

えております。 

 また、増殖場の整備とあわせて、藻場の回復

を阻害する要因である食害魚の駆除や海藻の種

を供給する母藻の整備などにも積極的に取り組

んでいく必要があるものと考えています。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） 次に、今後のイノシ

シの被害防止対策について、お尋ねをいたしま

す。 

 先ほどの答弁の中で、鳥獣被害防止対策にお

いて、防護・すみ分け・捕獲の3対策の実施に

より、農作物の被害が一定低減されてきたこと

は、評価したいと思います。 

 しかしながら、今後、農山村集落の人口の減

少が進むことにより、3対策を担ってきた地域

の方々の減少も見込まれることから、これまで

どおり、3対策を継続して実施することは難し

くなると考えられますが、イノシシの被害防止

対策について、今後どのように取り組んでいく

のか、県の考えをお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 議員ご指摘のとおり、

人口が減少していく中で、3対策を継続してい

くためには、省力的かつ効率的、効果的な取り

組みが必要と考えております。そのため、現在、

県では、ＩＣＴ技術を活用した鳥獣被害防止対

策のシステム開発を進めているところでござい

ます。 

 具体的には、捕獲者が現場でスマートフォン

を用いて捕獲個体を撮影・入力し、捕獲情報を

即時に地図上に表示することで、イノシシの移

動傾向を踏まえた防護柵やわなの集中設置など、

市町が行う戦略的な捕獲対策に活用できるよう、

令和2年度中のシステム開発を目指すほか、省

力的な緩衝帯整備のための草刈りロボットの活
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用などについても検討してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） 次に、健康長寿日本

一の長崎県づくりについて、再度お尋ねをいた

します。 

 トータルとしての枠組みとして県民会議を設

置し、県全体で取り組んでいこうという方向性

は理解いたしましたが、民間企業等との連携で

何か具体的な取組は出てきているのか、お尋ね

をいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 民間企業等との

連携につきましては、県民の皆様の健康づくり

を応援する企業や団体を「ながさき健康長寿サ

ポートメンバー」として登録する仕組みを創設

し、健康づくりに関する普及啓発などに協力を

いただいているところでございます。 

 具体的には、事業主に向けた健康経営セミ

ナーや県民向けの健康セミナーを開催していた

だいており、本年度は、現時点で合計6回開催

されております。 

 また、従業員の健康づくりに取り組む企業の

増加に向けて、協会けんぽ長崎支部と共同で実

施している健康経営宣言事業につきまして、現

時点で約390社が宣言を行うなど、個々の企業

においても健康づくりの取り組みが進められて

いるところであります。 

 さらに、健康づくりのための積極的な活動や

独自の工夫で成果を上げている企業・団体等を

「ながさきヘルシーアワード」として表彰を行

い、優良な取り組み事例として横展開を図って

いくこととしております。 

 今後も、引き続き、官民一体となって健康長

寿日本一へ向けた県民運動を推進してまいりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） 次に、女性の仕事と

生活の両立実現に向けた取り組みについて、お

尋ねをいたします。 

 女性が仕事と生活を両立できる暮らしを実現

するためには、家庭内における男性の家事や育

児の参画が必要と考えますが、県ではどのよう

な取組を行っているのか、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 県民生活部長。 

○県民生活部長(木山勝己君） 男性の家事・育

児への参画には、男性の意識醸成を図るととも

に、企業における育児休業等を含む雇用環境の

整備のほか、男性の育児休業取得やワーク・ラ

イフ・バランスなど、多様で柔軟な働き方の実

現に向けた職場の理解促進が必要であると考え

ております。 

 このため、県におきましては、「Ｎぴか」の

取得促進やイクボスの普及啓発、経営者等を対

象としたセミナーの実施など、男女がともに働

きやすい環境づくりの推進に取り組んでまいり

たいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） 次に、女性活躍推進

に向けた今後の取り組みについて、お尋ねをい

たしますが、近年、女性の県外転出が拡大傾向

にあり、大変懸念されるところでありますが、

一つの取り組みとして、県内就職の促進なども

有効ではないかと考えております。 

 県内における女性の活躍を推進するに当たり、

今後、県ではどのような取組を考えているのか、

お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 県民生活部長。 

○県民生活部長(木山勝己君） 本県におきます

女性の県外転出は、20歳から24歳に多く見られ
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ていることから、就職などにより転出されてい

る方が多いのではないかと推測をいたしており

ます。 

 このため、県内企業に対し、女性が働きやす

い職場環境の整備につながります「一般事業主

行動計画」の策定を働きかけていきますととも

に、女性に特化した就職説明会や、福岡県を中

心とした看護・介護・保育などの学生のＵＩ

ターン就職等の取り組みにより、女性の県内定

着を図ってまいります。 

 また、加えて、就職活動前の女子大学生によ

る県内企業訪問や女性社員との意見交換等によ

り、企業の魅力を肌で感じることで、就職活動

の際の県内企業の選択につなげてまいりたいと

考えております。 

 今後とも、庁内関係部局並びに関係団体と連

携しながら、県内における女性の活躍を推進し

てまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） 次に、西彼杵道路に

ついて、再度お尋ねをいたします。 

 西彼杵道路の整備により、企業誘致や観光振

興などにおける整備効果が期待されていますが、

人口減少と県民所得の低迷が大きな課題となっ

ている本県にとって、西彼杵道路のストック効

果を最大限に発揮させるため、全体をつなぐこ

とが必要であり、未整備区間の早期着手が必要

不可欠と考えております。 

 このような中、未整備区間の早期着手に向け

た取り組みについて、お伺いをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 未整備区間の西海市

大串から時津町日並間約23キロメートルについ

ては、時津工区の完成後、速やかに着手できる

よう、概略ルートやインターチェンジの位置、

整備の優先順位の検討を進めるため、有識者で

構成する西彼杵道路計画検討委員会の第1回目

を11月に開催したところです。 

 今後、検討を進め、来年度中には取りまとめ

を行うこととしております。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） 知事、そして関係部

長の答弁、ありがとうございました。 

 さまざまな取組をされておられますけれども、

ぜひともそういった取組を推進していただきま

して、成果、そして効果が出るように、ぜひと

も強く要望いたしまして、私からの質問を終わ

ります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 午前中の会議はこれにて

とどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１６分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇副議長(西川克己君） 会議を再開いたします。 

午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 小林議員―44番。 

〇４４番(小林克敏君）（拍手）〔登壇〕 自由民

主党・県民会議、大村市選挙区選出の小林克敏

でございます。 

 一般質問をする前に、本日も傍聴席いっぱい

に皆様方にご出席をいただき、大変ありがたく、

本当に感謝にたえないところであります。 

 皆様方には、1,000円というお金を払ってい

ただきながら、たくさんあるバスの会社の中で

県営バスを選び、交通局長、そういう形で皆さ

ん方にお越しをいただき、しかも、この傍聴席

に入れずに１階のロビーのテレビで、実はご覧

をいただいている方もたくさんいらっしゃるわ
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けであります。ご出席いただきました皆様方に

心からお礼を申し上げ、今後ともよろしくお願

いをしたいと思います。 

 私は、自分でいつも感じておりますが、いろ

んな会合をする時に、いっぱい人が参ります。

その割に選挙で票が出ないのではないかと、

（笑声）こんなようなことを言う方もいらっ

しゃいますが、私の運動不足であのような結果

でございますが、また、これからもお世話にな

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 皆さん方にとって私の右側にいらっしゃるの

が、あの有名な中村法道知事、本物でございま

す。それから、その横が上田副知事、農林部長

とか総務部長をおやりになりました。その次が

平田副知事、国土交通省からお見えでございま

して、将来の大物でございます。また、こちら

は教育委員会教育長、下を向いていますが、あ

の方が教育委員会教育長、交通局長、バスの社

長さん、そういうような方がいっぱいここに並

んで、この皆様方の指導のもとに県庁が動いて

いるわけであります。これからお世話になりま

すが、よろしくお願いしたいと思います。 

 1、ローマ教皇のご来県について。 

 先月の11月24日、実に38年ぶりにローマ教皇

がご来県いただいたのであります。 

 私も爆心地公園で行事に参加しましたが、教

皇が花を手向けられる際に、「焼け場に立つ少

年」の、あの写真の横に立たれ、雨の中にもか

かわらず、かなりの時間をかけてお祈りを捧げ

られ、その後に核兵器廃絶を世界に向けて訴え

られたのであります。 

 ローマ教皇は、世界に13億人を超えるカト

リック信者の頂点に立つ最高指導者であるとと

もに、世界の180の国・地域との外交関係を持

つバチカン国の元首でもあられるわけでありま

す。 

 ローマ教皇の被爆地長崎から世界に向けて核

兵器廃絶のメッセージが発信されたことは、

我々長崎県民にとって、これ以上の感動はない

のであります。 

 ローマ教皇を迎えるに当たり、かねてより

「ローマ法王来県受入連絡会議」を立ち上げ、

さまざまな準備をなさってきた長崎大司教区、

県警察本部をはじめとして、長崎県及び市当局、

そして、たくさんのボランティアの皆様方のご

尽力に心からの感謝と敬意を表するものであり

ます。 

 知事は、ローマ教皇の38年ぶりのご来県をど

のように受け止めておられるのか。また、今後、

核兵器廃絶に向けて、どのように取り組んでい

くのか、まずお尋ねをしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 小林議員のご質

問にお答えいたします。 

 ローマ教皇が世界に向けて発信されたメッ

セージを受けて、今後、核兵器廃絶にどのよう

に取り組んでいくのかとのお尋ねでございます。 

 ローマ教皇フランシスコ台下には、これまで

も被爆地長崎に心を寄せていただいており、ま

た「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

の世界文化遺産登録にもお力添えを賜る中で、

機会あるごとに、ご来県をお願いしてきたとこ

ろであります。 

 今回、ご訪問が実現し、多くの県民の皆様方

が歓迎される中、教皇台下が全ての行程を無事

に終えられましたこと、大変うれしく思ってお

ります。 

 教皇台下は、原爆落下中心地において、核兵

器のない世界が可能であり、必要であるとの確

信を持って核兵器廃絶に向けたメッセージを発
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信され、平和を願う全ての人々に大きな勇気と

励ましを与えていただきました。 

 県では、これまでも、長崎を最後の被爆地に

との願いを込めて、国内外へ原爆の悲惨さと非

人道性を訴えてまいりましたが、教皇台下の

メッセージに触れ、改めて、長崎から被爆の実

相を強く発信していかなければならないとの思

いを持ったところであります。 

 来年は、被爆から75年の節目の年であり、県

としては、核兵器のない平和な世界の実現を目

指し、長崎市や関係団体と連携しながら、今回

のローマ教皇の平和のメッセージや長崎ご訪問

の状況を世界に向けて発信してまいりたいと考

えております。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席からお答

えをさせていただきます。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員―44番。 

〇４４番(小林克敏君） ローマ教皇がお越しを

いただきましたことに対する知事の熱意ある答

弁をいただき、ありがとうございました。 

 この原爆の長崎から世界に向けて発信された

メッセージ、かなり効果があり、またマスコミ

も大きく世界的に報道されたそうであります。 

 今後とも、核兵器の廃絶を目指し、世界の平

和を願いながら、我々長崎県政もぜひとも推進

をしていただきたいと考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いしたいと思います。 

 2、十八銀行と親和銀行の合併について。 

 既に、報道されているとおり、地元十八銀行

と親和銀行が来年10月1日に合併することが決

定し、残り一年を切ったのであります。 

 両銀行は、合併に向けて、さすが銀行と言わ

れるほどの戦略とスピード感を持って着々と準

備を進めているのであります。 

 言うまでもなく、これまで十八銀行と親和銀

行は、率直に言って、ライバルとして激しく競

争を繰り返しながら県内経済を支え、牽引して

きたのでありますが、今日のような人口減少を

はじめ、数多くの課題が山積する中、経営環境

の悪化を見通し、苦渋の合併の経営判断をなさ

れたものと考えているのであります。 

 十八銀行と親和銀行の合併に伴い、県内に上

場企業がなくなったなどと悲観的な論評をする

人も若干見られますが、この合併によって、本

県経済史にしっかりと刻み込まれるような取組

が展開されるものと期待したいと思います。 

 ①県の認識について。 

 改めて知事にお尋ねいたしますが、来年10月

の合併まで一年を切った今、長崎県として、こ

の両行の合併をどのように受け止めておられる

のか、まずお尋ねをしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 両行におかれましては、

低金利の長期化等で、地方銀行を取り巻く環境

が厳しさを増す中、今後も、住民生活や地域経

済をサポートする役割を担い続けるために、経

営効率化と経営基盤の強化を図る観点から、合

併という大きな経営判断を行われたものと理解

をしているところであります。 

 新銀行には、安定的な経営体制のもとで、県

内全域における店舗ネットワークを維持され、

県民生活を支えていただくとともに、グループ

の総合力を活かして、県内各地域の産業活性化

に貢献されることを期待しているところであり、

今回の合併を前向きに捉えているところであり

ます。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員―44番。 

〇４４番(小林克敏君） ありがとうございまし

た。 

 ②新銀行に期待することについて。 
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 産業労働部長に、この件でお尋ねをしたいと

思います。 

 ただいま、知事より、この合併を前向きに捉

えているとのご見解をいただいたところでござ

います。 

 これから、最も大事なことは、県庁として、

新銀行に何を期待するのか、この点であります。 

 ご存じのことと思いますが、現在、十八銀行

が98店舗あります。親和銀行が87店舗あります。

計185店舗あります。県民の利便性を考えて、

県内隅々に両行の店舗が張りめぐらされている

のであります。 

 令和3年となって、5月から、185店舗のうち

先行分も合わせて県内63店舗、県外8店舗の計

71店舗を順次統合し、114店舗となることが明

らかになっております。 

 さらに、両行の社員数は、十八銀行が1,287

人、親和銀行が1,177人の計2,464人ですが、店

舗の統合によって約350名の余剰人員が生じる

ことを両頭取は明らかにしながら、「余剰人員

を成長につながる事業に配置して、県経済の発

展につなげたい」と、力強く語っているのであ

ります。 

 合併によって銀行の経営力が高まる中、県は、

新銀行にどのような期待をしているのか、改め

てお尋ねをしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 新銀行には、さ

まざまな分野の産業の活性化や、県内企業の成

長、発展に向け、将来にわたり、地域に根ざし

た金融機関として貢献されることを期待してお

ります。 

 例えば、グループが海外に有する8つの拠点

を活かした中小企業の海外展開支援をはじめ、

九州各県に有する営業ネットワークを活用した

ビジネスマッチング、創業、事業承継等へのコ

ンサルティングなど、県内企業のさまざまな課

題の解決に向け、伴走型の経営支援をさらに強

化していただきたいと考えているところでござ

います。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員―44番。 

〇４４番(小林克敏君） そういうような期待感

が、知事からもお話があったし、また、担当部

長からもそういうお話をいただいたわけであり

ます。 

 ③合併後のサービス低下への懸念について。 

 知事、これまでは、両銀行の、よい意味での

競争があったと、結果として、県内事業者や県

民に対するサービス向上が図られてきたと思い

ます。やっぱり競争があるから、そういう意味

でサービス競争もやっぱりやっていただいたわ

けであります。 

 そうすると、合併をいたしますと、競争相手

がなくなり、いわゆるお客様サービスが低下す

るのではないか。例えば、一番はやりの言葉で

あえて言わせていただくと、貸し渋りや貸しは

がしなど、県内中小企業などへの融資態度の変

化が、まさかあるとは考えられませんが、そう

いう心配の声も若干聞こえてくることも事実で

あります。 

 現在、長崎県庁は、十八銀行に幾ら預金をし

ているか、調べてみました。424億円を長崎県

庁の名義で十八銀行に預金をしております。親

和銀行に幾らかというと、411億円であります。

十八銀行に424億円、親和銀行に411億円、うま

く分けて、2つの銀行に835億円預けております

が、では、この2つの銀行に幾らぐらいの借り

入れをしているかというと、現在、両銀行から

5,644億円を借り入れしています。 

 こういうような状況を見て、大口の顧客とし
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て、合併後のサービス水準の維持について、県

としてもしっかり関心を持っていくべきと考え

ますが、知事の見解を求めたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 今回の合併に際して、両

行からは、合併によって生じる資本や資源は、

県内に還元するとお聞きしているところであり

ます。 

 ただ、一方で、ご指摘のような合併による独

占への懸念が、公正取引委員会による審査が長

期化した理由でありましたことから、両行にお

かれては、第三者機関の設置等により、不当な

金利の引き上げや貸し渋りといった取引先の不

安や懸念の払拭をモニタリングできる仕組みを

設けているところであります。 

 合併によって、県内最大の金融機関が誕生す

ることになりますけれども、県といたしまして

も、事業者や県民へのサービス低下を招かない

ように、また、本県経済の発展に、より一層貢

献していただけるように、しっかりと注視して

まいりたいと考えているところであります。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員―44番。 

〇４４番(小林克敏君） 知事から、この新合併

についてのいわゆる考え方、大変ありがたく、

しっかり考えていただいていることがよくわか

りました。 

 要するに、こういう新銀行が合併することに

よって競争力が低下し、サービスがなかなか向

上していかないと、貸しはがしとか、貸し渋り

とか、そんなようなことはとんでもないことで

あります。 

 そういうようなことでございまして、これか

ら、やっぱり合併することによって、この両行

の力はどんどん大きく増していくわけでありま

す。 

 そういうことから考えてまいりますと、今、

長崎県が抱えているところの人口減少問題、ま

た、造船に代わるべき成長産業等々にも大変な

力を借りて協力をしていただくような、そうい

うお願いもしていかなければいけないのではな

いかと、こういうふうに考えておりますので、

今後とも、両銀行の合併におけるところの活動

について、関心を持ちながら、これから進めて

いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いをしたいと思います。 

 3、ミライｏｎ図書館について。 

 ①現状と今後の取組について。 

 県都長崎市に100年以上の歴史を持つ長崎県

立図書館が、大村市立図書館と一体型となって、

図書館名も「ミライｏｎ図書館」と命名され、

10月5日に開館いたし、ちょうど2カ月が経過し

たのであります。 

 そこで、まず、教育委員会教育長にお尋ねい

たしますが、先月11月末の約2カ月間で来館者

はどれくらいになっているのか、お尋ねをいた

します。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 10月5日の

開館から11月末までに、約12万人という多くの

県民の皆様にご来館いただいております。 

 開館日は、年間通じて286日となりますが、

開館後、11月末までの48日間で、1日当たりに

すると約2,500人の方々にご来館いただいてい

るということになりますので、順調なすべり出

しとなっているというふうに考えております。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員―44番。 

〇４４番(小林克敏君） 今、教育委員会教育長

の答弁で、改めて確認いたしますが、この約2

カ月間で12万人の来館者があったと、1カ月に

約6万人で12万人、県立・市立一体図書館の
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「ミライｏｎ図書館」は、年間365日の中で286

日が開館であります。その286日の開館という

前提に立って、2カ月間で12万人、1日大体

2,500人が来館していただいているということ。 

 後でも質問いたしますが、この「ミライｏｎ

図書館」については、今、年間60万人の来館者

を実は希望しているところであります。その目

標に近づくためには、ざっとした計算でありま

すけれども、1日大体2,100名来れば、60万人ぐ

らいに一年間でなるのではないかと、こういう

ことです。 

 その2,100名が、今、2,500名ということで、

かなり予想を上回って来館者がたくさん来てい

ただくということは、大変ありがたいことでご

ざいますので、今後ともよろしくお願いをした

いと思うのであります。 

 さて、県立図書館が県都長崎市を離れること

に対し、率直に言って相当な反対もあったので

あります。しかしながら、県土の均衡ある発展

を旗印に、大村市に新築、整備していただいた

のであります。 

 旧県立図書館は、年間の来館者は30万人と言

われました。旧大村市立図書館は20万人であり

ました。「ミライｏｎ図書館」は、年間の来館

者の目標を60万人にしています。県都である長

崎市を離れ、県央の大村市に整備したことで、

どのような効果があり、さらに、どのような効

果が見込まれているのか。 

 また、県と市が一体化することによって、県

と市の職員間で意見の違いがあって運営に支障

が出てくるのではなかろうかと心配する人もい

ましたが、その点はどういうことでございます

か。その点は何の懸念もないのか、お尋ねをい

たします。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 交通アクセ

スにすぐれた大村市の広大な敷地に移転したこ

とで、全国でもトップクラスの収蔵能力と125

万冊の資料を有し、県民の幅広いニーズに応え

られる機能が充実したこととともに、駐車台数

も、旧県立図書館の約9倍の205台を整備し、県

内各地から自家用車でも気軽に来館できる環境

を整えることができたと考えております。 

 また、県立・市立一体型図書館として、双方

の人的・物的資源を有効活用することにより、

効率的な運営が図られることから、来館者サー

ビスや県民への広域的支援のさらなる向上につ

ながるものと見込んでおります。 

 また、図書館の運営につきましては、県職員

18名と、市の職員9名を含む64名で運営に当

たっております。職員が一体となって運営に当

たられるよう、県・市の職員を、区別なく各グ

ループに配置し、開館以前から合同の研修会や、

毎週1回の館内会議等を行うことにより、相互

理解を深めております。 

 さらに、館長は、地方図書館長の経験もある

図書館の専門家を国から招聘し、俯瞰的にマ

ネージメントを行うことにより、県・市一体と

なって一つの図書館として円滑な運営ができて

おり、運営上の支障は現在のところ生じており

ません。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員―44番。 

〇４４番(小林克敏君） 教育委員会教育長の話、

県立図書館の今の運営の中身について、また、

将来の経営展開をしっかり話をしていただきま

して、大変心強く思ったところであります。 

 今、こういう状況の中で、職員数が全体で64

名おると、その中で県から18名、そして市から

9名のトータル27名が正職員として頑張ってい

ただいていると。 
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 そういう県立・市立一体図書館に来館された

方々のご意見を聞きますと、「非常に対応がす

ばらしい」と、確かにすばらしい内容の図書館

ができているわけであります。これからも60万

人を超えるような形の中で、ひとつ大いなる取

組を期待したいと思います。 

 今言うように、これから、来館者を年間60万

人達成するためには、しかしながら、簡単なこ

とではないのであります。どういう取組をやっ

ていくかということが大事であります。 

 それから、もう一つ、離島や遠隔地の方々に

とって、「ミライｏｎ図書館」まで、なかなか

行くことができない方もたくさんいらっしゃる

ことと思います。このような県民の皆様に対し

て、どのようなサービスが提供できるのか、お

尋ねをしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 「ミライｏ

ｎ図書館」では、県民の皆様方のさまざまな

ニーズにお応えすることができるよう、125万

冊の豊富な資料を所蔵しております。また、専

門的な調査研究や、ビジネス支援などのための

データベースを充実するとともに、国立国会図

書館や公益財団法人放送番組センターが公開す

るデジタル資料なども利用できるようになって

おります。 

 さらに、毎月1回行っております開館記念講

演会とともに、関係機関と連携して、県民や地

域の課題解決のためのセミナーや相談会等を開

催し、新たな利用者層の掘り起こしも行ってい

るところであります。 

 これらの取組を通して、より多くの県民に、

「ミライｏｎ図書館」の魅力や必要性、有用性

を認識してもらい、リピーターとして継続して

来館していただけるよう、引き続き、努力して

いきたいと考えております。 

 次に、離島や遠隔地の県民の皆様方に対する

サービスにつきましては、地元の図書館で「ミ

ライｏｎ図書館」にしかない資料を取り寄せ、

地元の図書館で貸し出し、返却できる協力貸し

出しを実施しております。 

 この協力貸し出しについては、利用者の利便

性を高めるため、自宅のインターネットから資

料の申し込みを可能にする「インターネット協

力貸し出し」のシステムを現在構築していると

ころであり、今後、市町立図書館の協力を得な

がら、広域的なサービスの充実に取り組んでま

いりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員―44番。 

〇４４番(小林克敏君） 離島や遠隔地の皆さん

方に対する、インターネット等を使いながら自

分の家から申し込みができると、そういう利便

性を非常に考えていただいて、それをこれから

やっていくんだと、そういうことでございます

から、相当離島、遠隔地の皆さん方はお助かり

になると考えるわけであります。 

 今、いろいろとこういう取組の中身の内容が、

非常に私は充実していると思います。今まで教

育委員会教育長の答弁をたくさん聞いてまいり

ましたが、ほとんど上手に語られますけれども、

今までの中で一番よかった。 

 そういうような形の中で、これを実行してい

ただくということを重ねてお願いし、ぜひ県立

図書館、市立一体型図書館が大村に来てすばら

しかったと言われるように、何といっても県都

を離れているわけでありますから、その点のと

ころをよろしく重ねてお願いしておきたいと思

います。 

 4、ＩｏＴ関連産業の振興について。 

 私は、つい先日の11月17日、予算決算委員会
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の総括質疑に立ち、大手造船が苦戦を強いられ

ている中で、次代が求める新たな基幹産業の創

出に向けた航空機やロボット、ＩｏＴ関連など、

成長分野の取組について、どのような成果が出

てきているかをお尋ねしたところであります。 

 ①最近のＩｏＴ関連産業の立地決定について。 

 このような中、10月末に、諫早市にあるソ

ニーから、なんと1,000億円の規模を投じて、

半導体画像センサーの新工場を建設するという

発表がありました。 

 半導体画像センサーは、次世代通信規格、い

わゆる５Ｇ時代の到来を迎え、ＩｏＴ分野での

需要拡大が見込まれており、そのような点から

考えても、本県にとっては、またとないビッグ

ニュースであり、また、ビッグチャンスでもあ

ります。そして、何よりも大事なことは、若者

の社会減少対策にも期待ができるものでありま

す。 

 造船が下火になってくる中、造船に次ぐ新た

な基幹産業を創出するため、知事が先頭に立っ

て取り組んできた航空機やＩｏＴ分野において、

早くも具体的な成果が出はじめていることに対

し、改めて敬意を表したいと思うのであります。 

 ソニーの1,000億円規模の投資は、本定例会

の冒頭に知事が説明されたとおり、1,000人規

模の新たな雇用が期待される大きな内容であり、

本県の人口減少に少しでも歯止めをかけること

ができればと考えますが、ソニーの新たなこの

新工場の建設のビッグニュースを知事はどのよ

うに受け止めておられるのか、お尋ねをいたし

ます。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君） ソニーにおかれましては、

これまでも地域に多くの雇用の場をご提供いた

だきますとともに、地域経済を支える重要な役

割を担ってきていただいたところであります。 

 今回、新設される工場では、世界のトップ

シェアを誇る半導体画像センサーが生産される

こととなりますが、若い方々にとっても希望が

持てる魅力的な仕事であると思われますことか

ら、当社の人材確保に当たっては、県内の新卒

者はもとより、進学や就職などで県外におられ

る方々、あるいはその保護者の方々に対しても、

全世帯広報誌や県内就活情報誌「ＮＲ」などを

活用して情報発信をするなど、積極的に支援し

てまいりたいと考えているところであります。 

 今後とも、良質な雇用の場を創出することで、

若者の県内定着、あるいはＵＩターンを促進し、

本県の人口減少に歯止めをかけることができる

よう、全力を注いでまいりたいと考えていると

ころであります。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員―44番。 

〇４４番(小林克敏君） 確かにおっしゃるよう

に、今回のソニーの1,000億円規模の投資、そ

して1,000人を雇用と、こういうビッグニュー

スは、最近にない、本当にありがたい話であり

ます。 

 そういう点から、全面的な支援をしていきた

いと、そういう決意を知事がお持ちであるとい

うこと、これはぜひともそういう形の中で、人

口減少対策、若者定着に大いなる希望が持てる

ことでありますので、よろしくお願いしたいと

思います。ただいま答弁がありましたように、

ぜひ積極的に進めていただきたいことを重ねて

お願いを申し上げておきたいと思います。 

 さて、ＩｏＴ分野については、昨今、富士

フィルムをはじめ、京セラ、デンソーなど、有

名な名だたる大手企業のＩｏＴ関連会社が、

次々と本県に進出を決定するなど、好調に企業

誘致が進んでおります。 
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 こうした動きは、ソニーと同様に、県内の若

者に大いに夢と希望を与えるものであり、若者

定着に大きな期待が寄せられています。 

 ＩｏＴ関連企業の本県進出が続いている背景

や立地決定の要因をどのように考えているのか、

お尋ねをいたしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 企業においては、

震災や豪雨災害を経験し、災害対応意識が高く

なっており、また、ＡＩやＩｏＴなどのデジタ

ル技術をあらゆる産業に取り入れ、さまざまな

社会課題を解決するソサエティ5.0の実現に向

け、取組が急速に進んでいるところでございま

す。 

 一方、近年、労働人口の減少等により、人手

不足が深刻化する中、特に、ＩＴ系人材につい

ては、大企業においても都市部での採用が厳し

い状況が続いております。 

 こうした中、県におきましては、平成27年度

に、「長崎金融バックオフィス構想」を打ち出

し、クレインハーバー長崎ビルの整備を行う一

方、県立大学の情報セキュリティ学科の開設や、

来年4月の長崎大学に情報データ科学部の新設

により、専門人材が育成されることを踏まえて、

金融・保険、ＢＰＯサービス、さらに情報通信

関連企業の誘致を強化してまいりました。 

 直近に立地を決定いただいた企業からは、本

県の強みであります「自然災害の少なさ」、「情

報系教育機関の充実」、「優秀な人材の確保が期

待できる」などが決め手になったというお話を

承っているところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員―44番。 

〇４４番(小林克敏君） 今、答弁をいただきま

したように、こういう大手のＩｏＴ関連企業が

次々に長崎に進出をしているのであります。 

 大体ですね、ソニーというのは、世界のソ

ニーでありますけれども、どれぐらいの売り上

げを、年商を上げているかというと、調べてみ

たら、なんと一年間で8兆6,000億円をソニーグ

ループで上げているわけです。それから、デン

ソーが5兆3,000億円、富士フィルムが2兆4,000

億円、京セラが1兆6,000億円と、本当に考えら

れないぐらいの大きい数字を年商として売り上

げを上げているわけであります。 

 皆さん、ご存じですか、1兆円がどのくらい

のお金かということを、1兆円のお金、（発言す

る者あり）山田博司君がわからないと言ってい

るから教えます。 

 1兆円のお金、どのくらいのものかというと、

毎日100万円を使って何年間でなくなるかと、

なんと2,740年ということです。（発言する者あ

り）毎日100万円使って、2,740年かけて、やっ

と1兆円がゼロになると、これぐらいの大きい

ものです。 

 だから、ソニーの年商8兆6,000億円、デン

ソーの5兆3,000億円、富士フィルムの2兆4,000

億円、京セラが1兆6,000億円、こういう大型の

名だたる有名な企業が、この長崎県に来ている

ということ、これは大変なことであります。 

 知事、私は日本経済新聞を見てまして、「Ｉ

Ｔの開発拠点を長崎進出の波」と、この新聞記

事、日本経済新聞が、これだけの大きい記事を

ですね。「ＩＴ開発拠点、長崎進出の波」、すご

いじゃありませんか。「ソニー、５Ｇにらみ攻

勢、画像センター1,000億円で工場」、「ＩＴ人

材、長崎に集める」、小森社長がこんなことを

言ってくれております。「京セラＩＣＴ拠点開

所」、これは京セラに関する記事です。そして、

「知事、1,000人雇用期待、ソニーの長崎新工

場に」と、知事とは中村知事のことです。これ
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も日本経済新聞です。それから、「1,000人程度、

新たな展開。ソニー、諫早工場建設。知事、採

用へ支援へ」と、これは長崎新聞。 

 こういうような形で、大手の新聞、地元の新

聞が、ありがたいことに大きく報道していただ

いているわけであります。 

 私は、日本トップ企業のＩｏＴ関連会社が長

崎の地を選んだ、その取組を、今、部長が説明

をしました。その説明を聞いて、我々議会も

もっと関心を持ち、若者定着の最も大事な、良

質な企業で働きたいとの希望をかなえられるよ

うに努力をしていかなければならないと考えま

す。 

 ソニーには、長崎大学工学部の学生が、富士

フィルムや京セラ、デンソーなどへは県立大学

の情報セキュリティ学科の学生や、来年4月に

新設される長崎大学情報データ科学部の学生た

ちが、生き生きとして、そこで働いている姿を

想像するだけでもすばらしいではありませんか。 

 県外に出た人たちがＵターンするきっかけに

なることも大いに期待しながら、今後とも、産

業労働部企業振興課を中心として、しっかりと

取り組んでいただくことをお願いして、これか

らを期待していきたいと思います。 

 5、人口減少対策について。 

 特に、県下21市町の取組について、お尋ねを

いたしたいと思います。 

 我々の長崎県政にさまざまな問題が山積する

中、最大の重要課題は、何といっても人口減少

対策であります。 

 県として、人口減少対策にどれだけの予算を

投入しているのか、調べてみました。 

 平成31年度、今年度の当初予算を見てみます

と、雇用促進、若者定着に96億6,200万円、移

住対策に7,000万円、結婚・妊娠・出産・子育

て支援に54億7,000万円、そして集落維持に

4,350万円など、計230億円が計上されているの

であります。 

 また、人口減少対策が本格的に始まった平成

28年度から平成31年度の4年間で、人口減少対

策費はどれぐらいになっているかと調べてみる

と、何と888億円が投入されてきたのでありま

す。 

 これだけの県民皆様の税金や国の支援を受け

ながら、社会減、自然減の対策を懸命に行いな

がらも、残念ながら、人口減少に歯止めがかか

る気配すら見えてこないのが現状であります。 

 平成30年度、最近の直近の社会減少及び自然

減少はどのくらいの数字になっているのか、こ

れも調べてみました。 

 昨年、平成30年度の社会減少数は、なんと

6,056人であります。15歳から24歳の最も活力

があり、長崎県の故郷に残って将来を支えても

らいたい若者が、進学や就職のために県外に転

出し、社会減の8割ぐらいが15歳から24歳ぐら

いの若者となっているのであります。 

 一方、自然減は7,531人、つまり死亡数1万

7,713人から出生数1万180人を差し引いた数字

が7,531人であります。社会減が6,056人、自然

減が7,531人、合わせて1万3,587人が昨年の人

口減少数となっているのであります。 

 毎年、1万人を超える長崎県の人口が減り続

けている。この厳しい大変な現実を、全ての県

民皆様と共有することが、とても重要と考えま

す。全ての県民の皆様が、人口減少を自分のこ

とと受けとめてくださるよう、もっと働きかけ

ていく必要があることを強く訴えたいと思いま

す。 

 さらに、この人口減少に歯止めをかけるため

には、企業や教育機関等と一体となって対策を
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進めることが重要であり、特に私が強く訴えた

いことは、県下21市町の取組であります。 

 これは、市町においても、毎年、我がまちの

人口が軒並みに大幅に減少しているわけであり

ますから、県と同じ程度、あるいはそれ以上の

危機感を持って人口減少対策を前面に打ち出し、

取り組んでもらいたいと考えます。 

 そこで、企画振興部長にお尋ねいたします。 

 ①市町の人口減少対策について。 

 私が県下21の市町の人口減少の実態を調べて

みて、長崎市及び県都に近い長与町、時津町の

社会減が、住民基本台帳に基づいて、全国ワー

ストの上位になっているようですが、いかがで

すか。どのようになっているのか、明快にお答

えをいただきたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 総務省公表の

「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世

帯数」によりますと、平成30年の長崎市の社会

減少数は2,663人で、全市区のうち、多い方か

ら1番目、全国の市や区の中で最も多いという

厳しい状況になっております。 

 また、長与町の社会減については440人で、

全国の町村の中で最も多く、時津町の社会減は

261人で、多い方から6番目という厳しい状況に

なっております。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員―44番。 

〇４４番(小林克敏君） ただいまの答弁で、長

崎市が実は上位になっていると、ただいまの答

弁のとおり、私の調査でも、住民基本台帳に基

づく人口動態で、社会減少数が最も多い自治体

は、全国793の市と区の中で、なんと長崎県の

県都長崎市がワースト1位となっているのであ

ります。 

 また、町村では、全国に926の町村がありま

す。この926の町村の中において、本県の長与

町がワースト1位、そして時津町がワースト6位

となっているのに驚きます。特に、長崎市の社

会減少数は2,663名、ワースト2位の大阪府寝屋

川市が1,421人ですから、長崎市の2,663人は、

かなり突出した数字であります。 

 他県においては、県庁所在地の県都のまちが

人口のダム機能を一定果たしているんですが、

残念ながら、長崎市ではダム機能を果たしてい

ないのが現実であります。 

 また、町村の社会減少数の全国ワースト1位

が本県の長与町、ついこの間までは人口が増え

ていた町でありますが、今や、本県の長与町は

全国のワースト1位になってしまった。そして、

ワースト6位が時津町となっているのであり、

人口減少対策について、各市町の取組や実績に

ついては、率直に言ってばらつきがあり、危機

感に温度差がかなりあると思えてならないので

あります。 

 やはり県下の市町も、自らのこととして、県

と一体となって人口減少対策にもっともっと取

り組んでいただきたいと強く要望したいのです

が、これに対して知事の見解を求めたいと思い

ます。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君） この人口減少問題につき

ましては、もとより県の施策だけで解決できる

ものではなくて、県と市町と危機意識を共有し

ながら一体となって取り組まなければ、具体的

な成果に結びつかないものと考えているところ

であります。 

 しかしながら、地域によって人口減少に対す

る取組や実績などに差があることは、今、議員

がご指摘のとおりであります。例えば、離島地

域においては、有人国境離島法に基づく交付金
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の積極的な活用などもありまして、社会減に改

善傾向が見られているわけでありますけれども、

今、お触れいただきましたように、長崎市等に

おいては、転出超過数が拡大傾向にあるなど、

全体として人口減少にいまだ歯止めがかからな

いという状況であります。 

 こうしたことから、これまでもスクラムミー

ティングなどの機会を捉えて、県としての考え

方を説明し、市町に対して人口減少対策への取

組を働きかけてきたところであります。 

 今後とも、こうした取組に加えて、県、市町

が共に策定を進めております次期総合戦略の実

施に向けて、県、市町の役割分担を明確に示し

ながら、移住施策、少子化対策、ふるさと教育

の充実、地元企業への就職促進など、重点的に

取り組んでいただきたい施策等の推進を、さら

に市町に積極的に取り組んでいただくとともに、

人口減少対策支援チーム等によって、これまで

以上に積極的な支援に努めてまいりたいと考え

ているところであります。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員─44番。 

〇４４番(小林克敏君） 確かに、人口減少対策

に対して、県はこの4年間で888億円、これだけ

の財政をもって対策を講じてきたわけでありま

す。また、今年度も、なんと230億円ぐらいの

予算を人口減少対策に充てているわけでありま

す。 

 そういうようなところから、知事も市町の代

表の皆様方とスクラムミーティングをやりなが

ら、やっぱりきちんとお願いをされているわけ

であります。 

 県は、一生懸命やっている、同じレベルで市

町もやっていただきたい。こういう状況の中で

ありますけれども、私が触れましたように、率

直に言ってばらつきがあるのではないか、危機

感に対して温度差があるのではないか。人口減

少対策は県がやるものだと、市町でそういうよ

うな考え方の人がもしおるとすれば、それは大

変な間違いだと思います。 

 やっぱり市にしても、町にしても、目の前に

住民の大事な暮らしがあるわけであります。そ

こがやっぱりこうやって減少しているというこ

とについては、関心を持たないのがおかしいわ

けであります。 

 私は、県もこれからしっかり取り組むと同時

に、市町の人口減少対策の支援チームを濱田統

括監が立ち上げて、約30名の方たちが市町を訪

れて人口減少対策について強くお願いをしてい

るではありませんか。 

 せっかくこれだけのことをいろいろやりなが

らでも、なんでそうやって効果が出ないのかと、

この辺のところについてはしっかり、例えば、

県も自然減、社会減は公表されておりますが、

各市町でも社会減と自然減がどういう動きに

なっていると、こういうのは毎回明らかにすべ

きではないかと思うんです。 

 我々も、県議会の立場の委員会において、例

えば、どこの市が、どこの町が、どれくらいの

人口の状況になっているか、この動態の推移を

明らかにすることは、決して内政干渉とか、そ

ういう意味じゃなくして、県も、市も、町も、

みんなで取り上げていくんだという、そういう

気持ちの中でこれからもやっていきたいと、こ

ういうふうに思っているわけです。 

 長崎の方々には申し訳ないが、今、長崎市の

社会減少数は2,663名、これはいわゆる転出を

した人、転入をした人、転出と転入を引いて

2,663名でありますから、入ってくる人も結構

おるけれども、出て行く人の数は、もっとすご

いと、こういうことがいわゆる全国で第1位と
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いう形になっているわけですから、もう少しダ

ム機能を発揮していただくような、そういう取

組をぜひともお願い申し上げると同時に、市町

については、同じレベルで今後とも取り組むこ

とをぜひともお願いをしたいと、こういうよう

に思っているわけでありますから、よろしくお

願いしたいと思います。 

 次に、人口減少の社会減少対策として、県が

最も力を入れて取り組んでいるのが若者定着の

対策です。 

 今年、平成31年3月の高校の卒業生は、全体

で1万2,289人です。平成31年3月に卒業された

高校生が1万2,289人です。そのうち県内の大学

や専門学校に進学する人、また、県内で就職す

る人の数を合わせた人数は5,927人、全体の

49％となっています。県内に残る方、県内の大

学や専門学校に進学する人、また、県内で就職

する人を合わせて約6,000名ということであり

ます。 

 一方、県外に就職を求め、進学する人の数は

6,141人の51％、県外に就職を求め、進学する

人の数を合わせて6,141人の51％となっていま

す。県内高校から進学先、大学や短大の上位3

位はどこの県か、進学人数はどのくらいになっ

ているのか。また、同様に就職先の上位3位は

どこか。こういうようなことをお尋ねをしたい

と思います。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 平成31年3

月に県内高校を卒業し、県外に進学した生徒の

転出先は、福岡県が最も多く1,266人、次いで

東京都が385人、熊本県が283人となっておりま

す。 

 また、就職先としては、福岡県が411人、次

いで愛知県が218人、東京都が213人となってお

ります。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員─44番。 

〇４４番(小林克敏君） 今、答弁を聞いて誰も

が気づいたと思いますが、長崎県の生徒の方々

は、卒業して、進学するにせよ、就職するにせ

よ、どこに行っているかというと、実は、福岡

県が一番多いということが今も明らかになった

ところであります。福岡県への進学先は1,266

名、東京都が385名です。熊本が283名、ここに

進学組が行っているわけであります。 

 では、県外の就職先はどこに行くかというと、

福岡県が411名、愛知県が218名、東京都が213

名、この実績から見て、福岡県への転出がいか

に多いかということは、福岡と長崎の距離はあ

んまり遠くもないし、近いわけでありますから、

これからいろいろと福岡県の学生の方も、ある

いは就職している方も、県の関係のそういう方

からしっかりお願いをし、卒業したら長崎県で

就職してもらいたい、あるいはＵＩターンの先

鋒を切っていただきたい。 

 こういうようなことの中で、やっぱりその対

策をもって、出て行った人を長崎県に戻すよう

な、そういう対策をやるべきと思いますが、こ

の点はいかがですか。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 県外進学者

に対するＵターン就職促進につきましては、本

年度から新たにＳＮＳを活用し、県内トピック

スや、ふるさとで働く魅力等を発信するととも

に、首都圏や福岡地区担当のキャリアコーディ

ネーターを配置し、県外大学との協力関係を構

築しながら就職相談会等を実施しているところ

であります。 

 特に、本県からの進学者が最も多い福岡地区

については、去る10月に福岡市内に県職員1名
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が常駐する「ながさきＵＩターン就職支援セン

ター」を設置し、県内企業と学生との交流会や

県内企業見学バスツアーなど、学生に対する働

きかけの充実、強化を図っております。 

 今後は、これまでの取組に加え、福岡におけ

る本県出身学生による県人サークルの立ち上げ

や、看護、介護等の専門学校への働きかけ、一

旦、福岡で就職したものの、早期に離職された

方の対応、移住相談など、一人でも多くの若者

に戻ってきていただけるよう対策を強化してま

いります。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員─44番。 

〇４４番(小林克敏君） 率直に言って、今の答

弁を聞いて、過去になかった取組が行われ、福

岡に事務所を設けている。その関係の職員と

コーディネーターを専門として一人入れて、そ

うやってわかりやすく長崎県に戻っていただく

こと、長崎県で就職していただくこと、こうい

う働きかけをやりながら、これから実績を上げ

ていきたいと、こういう取組が始まっておりま

す。 

 大変ありがたい取組だと思います。ぜひこれ

を、実績をもって我々に勇気を与えていただく

ような、そんな状況を考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いしたいと思います。 

 6、特定複合観光施設（ＩＲ）について。 

 ①ＩＲを誘致する真の目的について。 

 まず、お尋ねしたいことは、ＩＲ導入の意義

であります。 

 率直に言って、ＩＲと聞けばカジノ、カジノ

イコールギャンブルという印象を持たれている

人が多いと思います。 

 我が国におけるＩＲ導入の意義は、「国際競

争力の高い魅力ある滞在型観光の実現」となっ

ていますが、長崎県が九州地方知事会の全面的

な支援を受けながら、佐世保市とともにＩＲ誘

致に取り組む真の目的は一体何なのか、広く県

民の皆様方に十分伝わっていないのではないか

と思いますので、改めてＩＲに取り組む真の目

的は何なのか、お尋ねをいたしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 人口減少に歯止

めがかからない中、本県において、地域振興や

地方創生を実現するためには、交流人口の拡大

を図り、地域経済を活性化することも重要と考

えております。 

 ＩＲは、世界中から観光客を集め、交流人口

を大きく拡大するとともに、地域経済に大きな

波及効果をもたらすものであり、本県としては、

新たな雇用や質の高い雇用を生み出すことで、

若者の地元定着の機会を拡大するとともに、進

学や就職で県外へ転出した若者が地元長崎へ

戻ってくる受け皿をつくることが必要でありま

すことから、このＩＲ誘致に力を注いでいると

ころでございます。 

〇副議長(西川克己君） 小林議員─44番。 

〇４４番(小林克敏君） そういうＩＲの真の目

的が健全で、いわゆる長崎県の歴史が物語るよ

うな、そういう滞在型のリゾート、そういう観

光に力を入れているんだと、こういうことを正

しく流してもらいたいと思っております。 

 ＩＲといえば、今言ったようにカジノ、カジ

ノイコールギャンブル、そんなものをなぜ長崎

県に誘致するのかと、そういう正しい、本当の

長崎県の浮揚につながる。こういうＩＲの真の

目的がしっかり伝わってないということは、こ

れからでありましょうけれども、もっともっと

アピールしていかなければいけないと、こうい

うことで、率直に言ってＩＲとは何ぞやと。た

だ、カジノイコールギャンブル、これだけしか
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通らないということは、やはりいかがなものか

と。この長崎県が絶対に避けて通ることのでき

ないＩＲ、この誘致実現のために、もう本当に

県民挙げて取り組むような、そういう一つの方

向性をしっかりお願いしたいと思うのでありま

す。 

 ②交通インフラの整備について。 

 私は、長崎県への誘致を実現するためには、

陸・海・空の交通アクセス、これが何といって

も大事だと思います。陸についても、海につい

ても、空についても、それぞれの交通アクセス

の改善がＩＲの誘致の生命線であるということ

を県の関係者は強く受け止めてもらいたいと思

います。 

 もう時間がなくなりましたが、私が最後に申

し上げたいことは、空港は今のままでいいのか

ということです。ＩＲを迎えるだけじゃなくし

て、この大村の長崎空港が一ローカル空港みた

いな形の中で、今、ねまってしまっていること

はいかがなものかと。確かに、国内線は乗降客

が320万人ぐらいになってまいりましたが、し

かし、国際線は、まだまだ九州では最下位では

ありませんか。なんでこれだけの長崎空港が、

3,000メートルの、これだけの一番大きな滑走

路を持ちながら、今の状況の中に慣れ親しんで

しまっているということは、いかがなものか。 

 平田副知事に答弁をしてもらいたいと思った

んですが、そういうことで今後ともよろしくお

願い申し上げ、終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(西川克己君） これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３０分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 

〇副議長(西川克己君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君）（拍手）〔登壇〕 皆様、こ

んにちは。 

 佐世保市・北松浦郡選挙区選出、改革21、宮

島大典でございます。 

 本日最後の質問となりますが、よろしくお願

い申し上げます。 

 このたび、質問の機会を与えていただき、心

から感謝を申し上げます。 

 また、本日は、時間を割いていただきまして、

わざわざ傍聴にお越しくださいました皆様方に

心から感謝を申し上げます。 

 私が、前回、県議会で一般質問を行いました

のが、平成6年の3月定例会のことであります。

したがって、25年と9カ月ぶりに（発言する者

あり）登壇をさせていただくこととなりました。

周りを見渡しますと、議場は新しく立派に生ま

れ変わりました。 

 また、理事者の皆様方におかれましても、ご

紹介は割愛をさせていただきますけれども、

すっかりお顔ぶれも変わられまして、まさに隔

世の感極まれりという感じがいたします。 

 しかしながら、この春の選挙で、有権者の皆

様方からいただきましたご負託にしっかりと応

えられるように、また、これまでの紆余曲折あ

りました長い政治生活というものを糧といたし

まして、県勢の発展のために微力を尽くしてま

いりたいと思っております。 

 議員の皆様方、また、理事者各位におかれま

しても、何とぞご指導を賜りますよう、改めま

してお願いを申し上げます。 

 さて、これから質問に移らせていただきます。 
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 1、新幹線建設等鉄道整備について。 

 （1）フル規格建設について。 

 九州新幹線長崎ルートにつきましては、平成

30年にフリーゲージトレインが導入を断念され

てから、新たな局面を迎えております。 

 これまで、国の与党のＰＴにおきましても、

フル規格の建設というものの方向性が示されま

したし、また、それに先立ち、県においてもフ

ル規格建設というものを目指してこられており

ます。 

 また、最近では、来年度の予算に関わる動き

や、あるいは佐賀県知事と国土交通大臣、また、

鉄道局長との会談の話もあり、また、そのこと

について、昨日も質疑があったところでありま

す。 

 ここで、まずお尋ねをいたします。 

 現状のこの新幹線問題に対しての認識と、そ

して、全線フル規格建設実現に向けての知事の

決意を改めてお伺いいたしたいと思います。 

 以降の質問につきましては、このまま傍聴席

を向きながら質問をしたいわけでありますけれ

ども、通告に従いまして、対面演壇席より質問

をさせていただきたいと思います。 

 なお、本日は、質問に直接関わりのある地域

の皆様方も多く傍聴に見えておりますので、理

事者の皆様方には明快なご答弁をよろしくお願

い申し上げます。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 宮島議員のご質

問にお答えいたします。 

 フル規格建設に向けた決意についてのお尋ね

でございます。 

 国土の西端に位置し、人口減少が進む西九州

地域において、高速交通体系を整備し、都市間

移動の利便性を向上させ、交流人口を拡大する

ことは、地域の活性化を図るうえで極めて重要

であると考えております。 

 この西九州ルートの全線がフル規格で整備さ

れますと、全国の高速交通ネットワークに接続

され、関西・中国圏までの直通運行が可能とな

ることで、大都市圏の活力を呼び込み、九州の

一体的な浮揚、地方創生の実現も可能になって

くるものと考えております。 

 さらに、フル規格は、災害に強く、専用の高

架を走行するため、輸送障害も少なく、安定し

た運行が可能な交通手段でもあります。 

 そのため、100年後の西九州地域、ひいては

九州の将来を見据える時、武雄温泉～長崎間の

インフラを最大限活用でき、整備効果が高く、

県民の悲願でもあります全線フル規格による整

備が必要不可欠であると考えておりますので、

今後とも、その実現に向けて全力で取り組んで

まいりたいと考えているところであります。 

 この後のお尋ねにつきましては、自席からお

答えをさせていただきます。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） ただいまは、中村知事の

方から、並々ならぬ、この全線フル規格建設に

向けての決意をお聞かせいただいたと思います。 

 実は、私が最初に県政一般質問をいたしまし

たのが、平成3年の9月定例会でありました。そ

の時ちょうど新幹線問題を私は取り上げました。

と申しますのも、当時、井本佐賀県知事の方か

ら、短絡ルート案というものが突如発表されま

して、新幹線問題が実は大きく揺れた時期で

あったわけであります。 

 以来28年が経ったわけでありますが、多くの

関係者の皆様方のご努力によりまして、今、目

に見える形で新幹線の建設が進んでおり、高架

橋ができ、また、トンネルがほがされ、また、
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長崎駅の様相もうかがうことができるように

なったわけであります。 

 これまでの関係者各位の皆様方のご努力に対

しまして、改めて敬意を表したいと思います。 

 しかしながら、一方で、28年経った今でも、

この新幹線が開通に至っていないと、このこと

を見る時に、やっぱり政治の難しさというもの

を感じると同時に、政治のスピード感の欠如、

これを痛感せざるを得ないところであります。 

 この新幹線問題につきましては、私も浪人生

活が長かったものですから、随分忘れていると

ころが多いので、ここで少し過去を振り返りな

がら、この問題を検証させてもらいたいと思い

ます。 

 九州新幹線長崎ルートのはじまりは、昭和46

年、「長崎県鉄道整備促進期成会」の設立に端

を発しております。そして、昭和48年に整備計

画路線として計画がなされております。 

 しかしながら、その計画路線が、大きな進展

が図られたのは、ご高承のとおりに、あの原子

力船「むつ」の佐世保入港にあるわけでありま

す。 

 昭和49年に放射能漏れ事故を起こして、母港

に帰港することを拒否され、また、洋上に漂流

を余儀なくされた、あの原子力船「むつ」の受

け入れを表明したのが佐世保市、そして、当時

の辻 一三市長であります。 

 また、当時の久保勘一知事は、封印された原

子炉の鍵を預かるという県の条件提示というも

のを佐世保になされて、そして、正式に昭和53

年に「むつ」が佐世保に受け入れがなされたと

ころであります。 

 そして、その時の第一条件というのが、新幹

線の早期着工であったということでありまして、

この長崎新幹線というのは、まさに政治路線で

あるわけであります。 

 その後、その経由を尊重しまして、佐世保早

岐経由のアセスルートというものが公表されま

して、その後、民営化されたＪＲより、収支改

善効果がこのルートではとれないという意見が

あって、先の井本佐賀県知事のあの発言表明に

つながったということでありました。 

 当時のことを私もよく覚えておりますけれど

も、県北・佐世保地域の反発というものはすさ

まじく、市議会、市民の皆様方が県庁の前に大

挙して押しかけて座り込みをし、抗議をなされ

たところでありました。 

 私も最初の県政一般質問の中で、当時の高田

知事に対しまして、「これまでの新幹線の経緯

を考えるのであれば、終点は佐世保にすべきで

ある」と、このようなことを実は高田知事に注

文をいたしました。 

 当時、県南の先輩議員たちからは、罵声のよ

うなやじを随分浴びたという記憶があるわけで

あります。しかし、それぐらい県北・佐世保の

思いというものは強かったということでありま

す。 

 その後、スーパー特急からフリーゲージトレ

インの導入へと推移をいたしまして、いろいろ

と紆余曲折がありましたが、今日の建設が進ん

でいる、このような状態にあるわけであります。 

 さて、これまで、歴代知事はじめ、多くの皆

様方がこの問題に携われてこられたわけであり

ますが、中村知事におかれましては、終始、庁

内におられて、この問題というものの経緯を見

てこられて、また、これまで、重要な役割でい

ろいろな問題に当たってこられたと拝察をいた

します。 

 これまでの歴史を考えると、大変なご苦労が

あったというふうに思いますけれども、この問
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題につきまして、この歴史についての感想なり

があれば、お聞かせいただきたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君） この九州新幹線西九州

ルートにつきましては、今、議員もお触れにな

られましたけれども、昭和48年に整備計画路線

として決定され、歴代の知事はじめ、関係者の

皆様方の大変なご尽力により、およそ半世紀の

年月を経て、ようやく令和4年度の開業を迎え

ようとしているところでありますが、これまで

さまざまな課題に直面してきたところでありま

す。 

 昭和62年には、国鉄の分割民営化により発足

いたしましたＪＲ九州が、「佐世保寄りルート

は収支改善効果があらわれない」と表明したた

め、先行きが不透明な状況となりました。 

 こうした事態を受け、生き残りをかけて、佐

賀、福岡、長崎の3県で協議、調整を重ね、短

絡ルートを地元案として決定することができま

したのも、県北地域の方々のご理解と苦渋の決

断によるものであったと考えております。 

 さらにまた、長年続いた並行在来線の問題に

ついては、佐賀県やＪＲ九州との調整の結果、

平成19年に、上下分離方式で運行することで基

本合意に至り、平成20年に念願の認可、着工に

至った次第であります。 

 また、平成24年には、フリーゲージトレイン

の山陽新幹線への直通運行を前提として改めて

認可をいただき、県民の期待も高まっていたわ

けでありますが、それにもかかわらず、平成30

年には、国の技術開発の遅れなどから、この導

入が断念されるに至り、紆余曲折の経過をた

どって今日に至っているところであります。 

 この間、県議会をはじめ、関係者の方々と協

議を重ねながら、さまざまな課題の解決を図り、

暫定的な姿ではありますが、令和4年度の開業

を迎えることができることを喜ばしく思ってい

るところであります。 

 しかしながら、新鳥栖～武雄温泉間の整備に

ついては、いまだに多くの課題が残されている

ところであります。 

 私も、常にこの西九州ルートの整備を、県政

の最重要課題の一つとして力を注いでまいりま

したけれども、今後とも、開業効果の最大化、

さらには、全線フル規格化の実現に向けて、

しっかりと取り組んでいかなければならないと

考えているところであります。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） ただいまは、知事の長年

のご苦労に対しましても一部お触れをいただき

ましたけれども、重ねて敬意を表したいという

ふうに思います。 

 また、先ほど知事もお触れになられましたけ

れども、平成30年に、「フリーゲージトレイン

では収支改善効果が得られない」、「山陽新幹線

への乗り入れが困難」と、こういう理由で、実

は西九州ルートでの受け入れというものが断念

されたということも実は大きな転換点となって

おります。 

 このフリーゲージトレインにつきましても、

佐世保では、商工会議所にその実現に向けての

垂れ幕というものが掲げられたり、また、駅前

にも大きな立て看板が立てられるということで、

大変期待も大きかったわけでありまして、そう

いう意味では、重ねて残念な思いがしていると

ころでもあります。 

 しかしながら、一方で、このためのさまざま

なレビューを行うということが必要になって、

現在、逐次見直しが行われているところであり

ます。 
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 （2）Ｈ4“九州新幹線（長崎ルート）等の整

備に関する基本的な考え方”に基づく、ＪＲ佐

世保線の輸送改善にかかる合意について。 

 その一つであります佐世保線の輸送改善につ

きましては、平成4年の11月につくられた「九

州新幹線長崎ルート等の整備に関する基本的考

え方」、これに沿って、ＪＲ、佐世保市と協議

がされてきたものと、このように承知をいたし

ております。 

 そして、この3月には、佐世保線の輸送改善

についての合意がなされたわけでありますけれ

ども、改めてその合意内容と現状について、お

伺いをしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 九州新幹線西九

州ルートにつきましては、平成4年11月に短絡

ルートへの変更が行われた際に、県として基本

的な考え方をお示ししたところでありまして、

この考え方における佐世保線の輸送改善につい

て、佐世保市やＪＲ九州と協議を重ね、また、

高速化のための調査結果等を踏まえて、本年3

月に、ＪＲ佐世保線の高速化対策の具体的な内

容について合意に至っております。 

 この合意におきましては、「県は、佐世保～

有田間の高速化に必要な線路などの整備を進め

ること、ＪＲ九州は、佐世保～博多間に振り子

型車両を導入すること、これらの実施時期は、

西九州ルート長崎～武雄温泉間の開業時期を原

則とすること」との内容でありまして、この合

意と、新幹線事業による高橋～肥前山口間の整

備と併せて、佐世保～博多間の所要時間を約8

分短縮することとしております。 

 また、この高速化工事に要する経費について

は、平成4年の基本的考え方を実現するとの立

場から、県が全額を負担することとしており、

8月にはＪＲ九州との間で、工事に係る基本協

定や実施協定を締結し、既に着手をしていると

ころであります。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） ただいま、部長の方から

ご説明をいただきました。総額につきましては、

約14億円の対策費でありますけれども、この対

策につきましては率直に評価を申し上げたいと

思います。 

 また、この合意によりまして、基本的考え方

の中にあります佐世保線において、列車の最高

速度を時速130キロにするための整備改良を行

うということにつきましては、一定のクリアが

できたと、このように考えるところであります。 

 しかしながら、「将来、長崎市～福岡市間に

フル規格の新幹線が運行されるようになった時

には、佐世保市にもフル規格新幹線鉄道網への

直通運行が可能となるよう、その実現に努める」

という条項につきましては、今後の課題となっ

ております。 

 先ほど来のお話のとおりに、県北の苦渋の決

断、あるいはフリーゲージトレインの断念等の

いきさつを考えれば、この部分につきましては、

必ずや、検討、努力、いや、私は実現をしても

らわなければならないと、このように考えます

が、県の所感をお聞きしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 平成4年に県が

示しました基本的考え方の中で、佐世保線等の

輸送改善に係る3つの項目を掲げておりまして、

この3つの項目のうち、本年3月に関係三者にお

いて合意した中で、「スーパー特急やフリー

ゲージトレインの佐世保市への直通」の項目に

ついては、フリーゲージトレインの導入断念に

より解消すること、「設備改良による高速化」
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の項目については、今回の合意により完結する

ことを確認をいたしております。 

 議員ご指摘の「将来、長崎市から福岡市間に

フル規格の新幹線が運行されるようになった時

は、佐世保市にもフル規格新幹線鉄道網への直

通運行が可能となるよう、その実現に努める」

との項目につきましては、従前と変更ないとい

うことについても、併せて確認を行っていると

ころでございます。 

 県としては、将来を見据え、西九州ルートの

全線をフル規格で整備をすることが必要不可欠

であると考えており、現時点においては、その

実現に向けて全力で取り組みますとともに、Ｊ

Ｒ佐世保線の高速化対策についても、着実に進

めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） よろしくお願いいたしま

す。 

 先ほど、知事もおっしゃいましたとおりに、

これからの新幹線問題の課題を解決していくた

めには、知事を先頭に、県民一丸となって、こ

の問題に取り組んでいかなければならないと。 

 そういう意味では、佐賀県への対応という難

しい問題というものがありますが、県民一丸と

なるためには、この県北対策というものをやは

りしっかりととっていただかなければならない。 

 佐世保は、ご承知のとおりに、佐賀との人脈

的な関係も非常に深い地域でありますので、こ

の対応をよろしくお願い申し上げておきたいと

思います。 

 （3）肥前山口～武雄温泉間の部分複線化に

ついて。 

 ここで一点、先ほど部長もお話になられまし

た、新幹線事業における肥前山口～武雄温泉間

の複線化、これは大町～高橋間に限定されると

いうことになったわけでありますけれども、こ

のことの経緯と、佐世保に対する影響はないの

か、このことについて、お尋ねをしたいと思い

ます。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 西九州ルートの

工事実施計画に基づきます在来線の改良につき

ましては、高橋～肥前山口間の11.7キロメート

ルで高速化工事が実施され、このうち、高橋～

大町間の6.9キロメートルでは、複線化工事も

併せて行われているところであります。 

 平成24年に認可された、当初の工事実施計画

では、フリーゲージトレインが新大阪まで直通

運行することが前提とされており、在来線区間

での遅れが新幹線ネットワークに支障を及ぼさ

ないよう、ダイヤの回復や安定性を図るため、

武雄温泉～高橋間のアプローチ線を含めて、武

雄温泉～肥前山口間の全線の複線化が計画され

ていたものであります。 

 しかしながら、フリーゲージトレインの西九

州ルートへの導入が断念されましたことを受け、

本年4月に工事実施計画が変更され、武雄温泉

～博多間を運行する特急列車のダイヤの安定性

を一定確保することが可能な高橋～大町間の複

線化とされたものであります。 

 整備内容ごとの具体的な運行ダイヤなどが公

表されておりませんことから、複線化部分が限

定されたことの影響は不明ではありますが、現

在と比較しますと、高速化工事などにより所要

時間が短縮し、利便性が向上するものというこ

とで考えております。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） 基本的考え方の中には、

並行在来線問題についても記載があるわけであ
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ります。 

 （4）在来線問題について。 

 県が求めている全線フル規格が実現をする場

合には、新鳥栖～武雄温泉間が並行在来線とな

り、ＪＲから経営分離されるおそれがあると、

このように県北地域では心配をしております。 

 その場合、佐世保線の利便性が低下するとい

う懸念が出てくるかと思うわけでありますが、

このことについて、県はどのように考えている

のか、お聞かせください。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 新鳥栖～武雄温

泉間がフル規格により整備されることになりま

すと、並行在来線としての取り扱いが検討され

る可能性がありますが、この区間は、佐世保線

と直結している重要な路線であると認識をいた

しております。 

 一日当たりの平均通過人員につきましては、

鳥栖～佐賀間が約3万1,000人、佐賀～肥前山口

間が約2万1,000人と多くの方が利用されており、

住民生活を支える路線として、また、佐世保か

ら博多間など都市間ネットワークを形成する路

線として、重要な役割を担っております。 

 県としましては、これまでＪＲ九州による経

営を維持していただくよう、与党ＰＴ西九州

ルート検討委員会でのヒアリングや、政府施策

要望などにおいて重ねて要請をいたしますとと

もに、ＪＲ九州に対しても、機会を捉えて、直

接、本県の思いを伝えているところであります。 

 また、ＪＲ九州は、去る11月24日の佐賀県議

会議員への説明において、フル規格で整備する

場合の並行在来線の取り扱いについて、四者協

議の中で真摯に協議するとし、経営分離を前提

とせずに、協議に応じる姿勢を示されたとのこ

とでございます。 

 こうしたことから、県としましては、引き続

き、フル規格化の実現と併せ、ＪＲ九州による

在来線の維持につきましても関係機関へ働きか

けを行ってまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） 最近の一部報道では、こ

の区間につきまして、ＪＲは、「経営分離を前

提としない」というような報道もありました。

こういう報道が現実であれば、一歩前進という

ことになろうかと思いますし、県北にとっても、

また、この区間を有する佐賀にとっても、非常

にいいことだというふうに思います。 

 したがって、先ほど部長もおっしゃいました

とおりに、今後も、ぜひ県として、しっかりと

した働きかけをお願いしたいというふうに思い

ます。 

 なお、この後、長崎本線のいわゆる維持管理

費用の問題について質問をする予定でありまし

たけれども、昨日質問がありましたので、省略

をさせていただきたいと思います。 

 2、安全保障政策について。 

 （1）基地との共存共生について。 

 今年、佐世保市は、鎮守府開庁130年の節目

の年を迎えております。約130年前、長崎や伊

万里などもその候補地として挙がったようであ

りますが、天然の良港であるということやら、

あるいは地域の実情を加味して佐世保に決定を

されたということであります。 

 それから、西の端のあの一つの寒村というも

のが、明治22年の鎮守府開庁によりまして、そ

のわずか13年後には、村から一気に市というふ

うに昇格をし、発展を遂げてきたところであり

ます。 

 その後、先の大戦などもあり、長い歴史を経

ましたが、今なお、我が国の防衛の重要な拠点
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として位置づけられております。 

 また、長崎県全体を見ましても、佐世保以外

にも、大村市、五島市、対馬市と、陸・海自衛

隊の部隊が置かれ、県民として約１万1,000人

から2,000人ほどの自衛官が住まわれ、また、

そのご家族も合わせて居住をされているところ

であります。 

 さらには、先の「防衛大綱」にも、南西地域

の防衛態勢の強化というものがうたわれており

ますが、これまでの北朝鮮のミサイル発射、あ

るいは中国の海洋圏域への進出を鑑みましても、

いわゆる西方重視の考え方というものは、より

一層強まっているということでありまして、極

東アジアの現状の不安定さを考えれば、今後も、

やはり本県の防衛の拠点としての役割は、高ま

りこそすれ、低くなるということは決してない

と、このように予想をするところであります。 

 これまで、自衛隊の部隊がある各自治体では、

自衛隊、あるいは米軍基地と共存共生というも

のを長きにわたって訴え続けておるわけであり

ますけれども、県は、この基地との共存共生に

ついて、どのような考えをお持ちか、お聞かせ

てください。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 佐世保市におかれ

ては、基地施設と市民との互恵関係に基づく

「基地との共存共生」を市政運営の基本姿勢と

して、市の発展に向けて努力されているところ

であります。 

 これは、国家的要請である防衛施策について、

可能な限り協力する一方、市民の方々の生活に

支障が出ないよう負担軽減等を図るとともに、

佐世保港における米海軍及び自衛隊機能と商

工・産業機能のすみ分けや、防衛関係事業にか

かる地元受注機会の拡大など、双方にとって互

恵的な関係を構築していることと認識をしてお

ります。 

 県としましても、こうした考えを念頭に置き

つつ、政府施策要望を通し、佐世保港のすみ分

けの早期実現等の要請を行うほか、自衛隊に対

する地元企業への受注促進の働きかけなどを積

極的に行っているところであり、引き続き、佐

世保市と連携を図りながら、しっかりと取り組

んでまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） （2）基地経済へのアプ

ローチについて。 

 自衛隊の部隊、あるいは米軍が発注する工事

や契約物品につきましては、かねてより、地元

での発注の要望を各市や町や経済団体などで

行ってきたところでありますが、県議会におき

ましても、平成20年に意見書が採択をされ、ま

た、県もこれまで働きかけを行われたと、この

ように承知をいたしております。地元経済への

受け入れ促進等につきまして、これまで県はど

のような取組をされてきたのか、そのことにつ

いてお聞かせください。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 県におきまして

は、県内需要の創出による景気の維持、拡大を

図り、経済の活性化を促進するため、県内製品、

県産品の優先使用等基本方針を定め、県内製品、

県産品の優先使用と県内企業への優先発注につ

いて、推進を行っているところでございます。 

 そのような中、県といたしましては、県自ら

が県内企業への優先発注に取り組むとともに、

民間団体や国の各機関等に対して、毎年要請を

行っているところであり、とりわけ、防衛省関

連の発注につきましては、政府施策要望等にお

いて、防衛省や九州防衛局へ要望を行うととも
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に、県内に所在する自衛隊の各部隊等に対して

も要請を行っております。 

 加えて、佐世保商工会議所が実施しておりま

す海上自衛隊、陸上自衛隊発注案件に係る地元

企業受注促進の取組に対しましても支援を行っ

ているところであります。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） これまでのそれぞれの働

きかけの成果や、あるいは自衛隊自体もオープ

ンカウンター方式などを導入されるなどして、

各年の増減の経緯というものはありますけれど

も、近年、受注率というものが着実に向上して

いるというのは、大変いい傾向だと思っており

ます。 

 ここに佐世保市が取りまとめた九州防衛局、

あるいは海上自衛隊、陸上自衛隊、そしてまた、

米軍の発注、いわゆる受注率、この推移につい

てまとめられた資料というものがありますが、

数字というものは一つひとつ挙げませんが、着

実にこの数字というものが上がっているという

ことを見てとれるところであります。 

 この基地経済の経済波及効果というものは、

最大1,200億円にも上ると言われておるわけで

ありますが、なかなか将来の見通しが不透明な

本県経済というものを見れば、この効果という

ものを活かさない手はないというふうに思いま

す。 

 したがって、県としても、この数字というも

のを、しっかりと把握しつつ、さらに対策を打

つべきであると、このように考えますが、いか

がでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 自衛隊からの県

内企業への発注実績につきましては、その正確

な数字を把握するためには、それぞれの自衛隊

にお尋ねする必要があります。 

 そのような中、自衛隊の部隊が所在する市の

中には、自衛隊から発注実績の提供をを受け、

把握を行っているところもございます。そうい

うこともあり、今後、地元市町と相談をしなが

ら検討してまいりたいと考えております。 

 地元への発注を増やしていただくことは、さ

らなる地域経済の活性化に有効であると考えて

おりますので、引き続き、国や自衛隊等々への

要望、要請を行うとともに、地元商工団体の受

注促進の取組に対しましての支援についても、

引き続き行ってまいりたいと考えているところ

でございます。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） （3）人材の活用につい

て。 

 一般の職種と異なりまして、その職務の性質

上から、自衛隊では、若年定年制というものが

実はひかれております。来年から定年年齢が順

次引き上げられるということになるわけであり

ますけれども、現在の労働人口の著しい低下と

いうものを考えれば、この有能な、また、若い

人材というものを活かさせない手はないという

ふうに考えます。殊に、長崎県の場合は、働く

自衛官の皆さん方、例えば佐世保が調査をいた

しましたら、約7割の皆さん方が、そのまま佐

世保で働きたいというような意向を示されてお

るようでありますけれども、そのような意思を、

やはりしっかりと大切にしていかなければなら

ないと思います。 

 そこで、佐世保市では、「退職自衛官再就職

促進等連絡会議」というものを結成されまして、

市と商工会議所、そして、佐世保防衛経済クラ

ブ、また、そこに海上自衛隊地方総監部、また、

自衛隊の長崎地方協力本部、最近では、陸上自
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衛隊も入って、定期的な会議を持ちながら、官

民一体となって、この施策というもを推進して

いるということであります。 

 全国でも、このようなやり方というものは、

私はなかなか類を見ない取組であろうかと思い

ますし、県としても、こうした取組に対して、

サポートをしたり、全県的な範囲で取り組むべ

きことだというふうに考えますけれども、いか

がでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 平成30年度にお

いて、県内で退職された自衛官は456名で、そ

の内訳は、定年退職者が358人、20代半ばまで

に退職する任期制の退職者は98人となっており

ます。 

 このうち、県内に就職された方は、定年退職

者では5割を超えているところでございますけ

れども、任期制の退職者につきましては、約7

割が県外出身者ということもあり、10％台半ば

にとどまっているところでございます。 

 現在、県におきましては、退職自衛官の県内

就職を促進するため、職員自らが県内主要部隊

を訪問して、関係者と情報交換を行うとともに、

退職予定者に対し、直接、県内就職の魅力につ

いて説明を行っているところでございます。 

 加えて、県の総合就業支援センターによる出

前セミナーや、自衛隊主催の合同企業説明会に

おける県の単独ブースを設けての職業個別相談、

「Ｎなび」の登録促進などを実施しているとこ

ろでございます。 

 議員からお話がございました県内の産業人材

の確保という観点もございますので、今後とも、

自衛隊長崎地方協力本部との密接な連携のもと、

退職予定者に対し、県内就職を積極的に働きか

てけてまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） よろしくお願いいたしま

す。 

 人材活用について、もう一点。 

 昨今、自然災害が頻発し、各市や町では防災

対策が強化される中で、防災担当職員として退

職自衛官を登用するケースというものが多く見

られております。 

 各地域での災害発生はもとより、大規模災害

の場合などは、県と市、町、そしてまた、自衛

隊、この連携が取りやすくなるということを考

えれば、各市や町に防災担当としての退職自衛

官を置くことを県としても推奨すべきだと、こ

のように考えますけれども、現状と、この考え

方についていかがか、お聞かせください。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 自衛隊長崎地方協

力本部によりますと、本県及び市町に防災担当

職員として在籍する退職自衛官は、県に6名、9

市に12名の計18名となっております。 

 議員ご指摘のとおり、発災時の危機対応や、

自衛隊の迅速な災害派遣要請など、退職自衛官

の知識や経験は大変有益であると考えておりま

す。 

 国においては、地方公共団体が防災の専門知

識を有する退職自衛官等を雇用した際、特別地

方交付税措置を講じる「地域防災マネージャー

制度」を平成27年度に創設しておりますので、

市町に対し、この制度の活用を促してまいりま

す。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） （4）平和と防衛の共存

について。 

 少し理念的なお話をさせていただきたいと思

います。 
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 県都長崎市は、言わずと知れた被爆地であり、

平和のまちであります。一方、県下第2番目の

都市佐世保市は、基地のまちであります。しか

し、私は、ここに市民感覚の大きな隔たりとい

うものを、過去の選挙等を通じて感じることが

ままありました。 

 平和というのは、人類究極の理想であり、防

衛は、不安定な世界情勢を実力で守るという、

ある意味現実であります。 

 私は、原爆の恐ろしさというものを世界に発

信するということは、歴史上の本県の大きな役

割であるということを考えますし、また一方で、

基地があっても平和主義であるということは変

わりがないというふうに思います。 

 また、現実から、いかに理想に少しでも近い

形に近づけるか、これが私は、この仕事が政治

の役割だというふうにも考えるところでありま

す。 

 長崎県は、まさに数少ない平和と基地、いわ

ゆる理想と現実が共存をする地域だというふう

に思いますけれども、この平和と基地について、

どう知事はお考えになるのか、お聞かせくださ

い。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 我が国における平和と安

全は、国民が安心して生活し、あるいは国家が

発展と繁栄を続けていくうえでは、必要不可欠

であると考えているところであります。 

 一方、また国の独立は、政治や経済、社会の

あり方を自ら決定し、その文化や伝統、価値観

を保つためには、何としても守っていかなけれ

ばならないものであると考えているところであ

ります。 

 こうしたことから、国においては、防衛とと

もに、外交努力や国際社会との協力等の安全保

障に係る施策を総合的に講じられているところ

であり、その中で佐世保市におかれても、この

国の防衛施策に対し、積極的に協力する立場か

ら、重要な役割を担ってこられたものと理解を

いたしているところであります。 

 確かに、現実と理想、あるいは理念との隔た

りというのはあるのかもしれませんけれども、

こうした平和を追い求めていくためにも、しっ

かりとした国家としての存立基盤、これは必要

不可欠なものであると考えているところであり、

長崎市におかれても、そうしたうえに被爆都市

としての核兵器廃絶、世界恒久平和の実現に向

けた活動を進めておられるものと理解をしてい

るところであり、そういう意味で、平和と安全

を願う思い、これは同じものではなかろうかと

考えているところであります。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） ありがとうございます。 

 （5）外国資本の法人等による土地取得につ

いて。 

 少し毛色は変わるかも知れませんけれども、

外国人の土地取得について、お尋ねしたいと思

います。しかし、この問題も、ある意味、安全

保障上重要な問題だというふうに私は考えます。 

 今年の地価公示価格の発表があったわけであ

りますが、地方圏の地価が一部上昇したという

報道がありました。このことにつきましては、

銀行の貸し出し促進や、あるいはインバウンド

需要の増加というというマクロ的な要因も挙げ

られていたわけでありますけれども、私はここ

に、外国からの投資もその一因としてあったの

ではないかなというふうに考えております。 

 投機的な行動であれば何の問題もありません

けれども、仮に、国家戦略の一環として土地の

買収というものが行われているということであ
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れば、これは看過できない問題であります。 

 特に、安全保障上、自衛隊、米軍関連施設の

隣接地については、しっかりと監視をしておく

必要があり、また、市民生活においては、水源

地などライフラインに影響する可能性がある地

域についても、やはりウォッチしておかなけれ

ばならないと思います。 

 これは、私は、一義的には国が対策をとるべ

き問題だというふうに思いますが、国境離島を

有する本県にとりましては、国にも先んじて、

この対策をとる必要があると、このように考え

ますが、県の見解をお聞かせください。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 国においては、国

境離島や防衛施設周辺等における外国資本等に

よる土地の取得に関し、国家安全保障に関わる

重要な問題であると認識がされております。 

 例えば、防衛省では、平成25年度から平成29

年度の5年間で、防衛施設の隣接施設所有者に

ついて、登記簿確認調査を行い、運用に支障が

ないことが確認されており、現在、2巡目の調

査が行われております。 

 このほか、国境離島地域や水源の保全等の観

点からも国の調査が行われており、加えて、土

地利用等のあり方についても検討することとさ

れております。 

 県としましては、国の調査等の状況を注視す

るとともに、国及び関係市町と情報共有を図る

など、適切に対応してまいりたいと考えており

ます。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） なかなか一つの県で対策

するというのはいろいろ難しいこともあるかと

思いますけれども、国も対策を検討していると

いう話もありますので、国の状況というものも、

動向も注視をいただきながら、高い意識を持っ

て、この問題というものを捉えておいていただ

きたいと思います。 

 （6）組織体制の見直しについて。 

 現在、安全保障関連の案件につきましては、

危機管理監、今、答弁をいただきましたけれど

も、危機管理監がその任に当たっておられます

けれども、非核を含んだ基地対策というものは、

危機管理監の中の一つの班で対応をしていただ

いております。 

 さまざまな想定外の災害が起こる中で、危機

管理を前面に押し出した編成というものには一

定の理解を示すところでありますけれども、質

問のとおりに、基地経済や人材の登用等、平時

の部分の対応というものもあります。安全保障

には有事と平時というものがあるように、双方

を司るという意味では、危機管理の枠を超えて

の対応が必要であると、したがって、基地対策

というものを、例えば室なり、あるいは課にし

て対応をすべきではないかということを考える

ところでありますけれども、このことについて、

いかがお考えでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 米軍基地や自衛隊

への対応につきましては、米海軍佐世保基地や

陸・海・空の全ての自衛隊が所在する、本県な

らではの極めて重要な課題であると認識をいた

しております。 

 特に、佐世保港のすみ分けの早期実現等につ

きましては、県政の重要な課題と位置づけ、政

府施策要望の重点項目として、また、渉外知事

会等の機会を捉え、国に対し要望活動を行って

いるところであります。 

 一方、基地対策等に係る担当課・室につきま

しては、たびたび組織化についてのご提言をい
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ただいてきた経過もございますが、常時の業務

量等から現状に至っているところであり、ご理

解をいただきたいと思っております。 

 今後とも、基地対策につきましては、佐世保

市と思いを共有し、また、自衛隊が所在する自

治体と連携しながら、しっかり対応していきた

いと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） 行革の問題もありますの

で、なかなか簡単にいかないところもあります

けれども、しかし、いわゆる看板も大事ではな

いかなというふうに思います。 

 要は、県として、いかにこの基地問題に取り

組むかという姿勢を示すためにも、この構えと

いうものが必要ではないかというふうに思いま

すので、要望をいたしておきたいと思います。 

 3、観光物産振興について。 

 （1）観光振興策について。 

 観光振興策につきましては、現在、国におい

て、2012年の日本経済の再生を最優先課題とし

て取り組み、地方の所得を引き上げ、日本全体

の活力を上げるということを目的とした地方創

生という政策が今進行しているところでありま

す。 

 そして、その地方創生の中で、この観光政策

というものが、その戦略の重要な柱となってお

ります。 

 以降、その政策に基づきまして、昨年、訪日

客数は3,119万人を突破し、消費額も2012年の1

兆846億円から、一気に4兆5,000億円を超える

という状況にあります。 

 いよいよ来年はオリンピックイヤーになるわ

けでありますけれども、高い目標が掲げられ、

目標4,000万人、旅行消費額も8兆円を目指すと

いう、この目標をもとに、今、さまざまな政策

が展開されておるところであります。 

 この国策の大きな流れの中で、本来の地方創

生の主役であります地方の頑張りというものが

望まれています。 

 本県においても、観光政策を重点政策と位置

づけて取組を行ってきておりますけれども、殊

予算だけを見ると、ななか観光予算だけを括る

というのは難しいようでありますけれども、伸

びているということも言いがたいような状況に

あるのではないかと思います。 

 そこで、県として、今後に向けて、予算を含

めたところの観光振興策というものをどのよう

に展開をしていくのか、そのことをお聞かせい

ただきたいと思います 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 本県の観光

産業をさらに発展させ、良質な雇用の拡大を図

るためには、観光関連企業の成長に不可欠な生

産性の向上や、人材育成の支援に取り組むとと

もに、各地域の多様な関係者が一体となった魅

力的な観光まちづくりを推進し、観光消費の拡

大に結びつけていく必要があると考えておりま

す。 

 新年度の予算に向けましては、観光客が旅先

で期待する観光コンテンツである「食」の取組

を強化することとしており、長崎ならではのメ

ニューを味わうことができる店舗や固有の食文

化の情報発信、地域特有の食材のブランド化、

生産者と宿泊事業者のマッチングなど、「食と

観光」の連携による観光まちづくりを進めると

ともに、さまざまなプロジェクトが進みつつあ

る長崎地域で、観光客に「食の魅力」を体感し

ていただける場の提供等についても、長崎市な

どと連携をしながら、検討を進めてまいりたい

と考えているところでございます。 
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〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） ただいま、各事業につい

てのご説明もありました。人材育成についても

お話がありましたけれども、この夏には、観光

の「ミライ☆ニナイ」塾などという、いわゆる

長い目で見た人材育成というものも掲げられて

おりますし、また、現在の観光業の人材不足に

ついても、ぜひしっかりと取り組んでいただき

たいというふうに思います。 

 次に、観光振興につきまして、プロモーショ

ンの役割というものが非常に重要というふうに

私は考えます。 

 昨日も、このプロモーションの手段につきま

して、いろいろとお話がありましたけれども、

改めて、これからの観光プロモーションの手段

と予算の確保について、お聞かせをいただきた

いと思います。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 旅行サイト  

「じゃらんｎｅｔ」によりますと、本県は、潜

伏キリシタン関連遺産の世界遺産登録で注目を

浴びたことなどにより、昨年の年末年始の期間

中の取扱高の前年比伸びは全国1位となってお

ります。 

 このようにさまざまな媒体での露出機会を増

やすことが有効なプロモーションになるものと

考えており、全国ネットの旅番組や旅行雑誌へ

の特集記事の掲載、ＷＥＢやＳＮＳを活用した

発信に取り組んでいるところでございます。 

 また、限られた予算を活用して最大限の効果

を上げられるよう、ＷＥＢ等での発信に際して

は、本県への旅行意欲が高いと考えられている

層に向けて発信した後、その結果を分析し、次

の展開に活かすなどの手法も取り入れていると

ころでございます。 

 引き続き、ターゲットを絞った訴求力の高い

観光プロモーションを検討し、予算の有効活用

を図ってまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番（宮島大典君） 観光プロモーションに

ついては、なかなかその効果というものがあら

われにくいということもあって、予算もなかな

かとりにくいところもあるのかもしれませんが、

しかし、言うように、この観光プロモーション

というのは非常に重要な役割を担っているし、

また、今や、いろいろなツールというものが存

在をするというふうに思います。そのことを

しっかりと考えながら、予算の確保を含めて、

しっかりと取り組んでいただきたいと要望を申

し上げたいと思います。 

 （2）インバウンド対策としての県北振興策

について。 

 大型観光クルーズ船の本県入港というものが、

これまで大変注目をされてきたところでありま

すが、今後、佐世保では、浦頭への誘致なども

図られ、さらに、この促進というものが加速を

するという状況にあります。 

 ただ、一方で、その経済効果については、ま

だまだ不十分であるというような声が高く、平

たく言えば、どうやってお金を地元に落として

もらうかというのが、今後の政策の鍵ではない

かというふうに考えます。 

 そこで、今後も観光クルーズ船の経済効果を

高める政策につきまして、それと併せまして、

やっぱりその中で県産品というものをしっかり

と売り込めるような、そのような状況というも

のをつくっていただきたい。 

 なかなかお聞きすると、その販売についても

苦慮をされているということをお聞きいたしま

す。 
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 中国の販売ビジネス網などに参画、入り込ん

でいくというものは、なかなか困難であるとい

うふうに思いますけれども、昨今では国内の大

手企業などは、電子商取引、いわゆるＥＣサイ

ト、これを越境ＥＣサイトや、あるいは中国の

国内のＥＣサイトなどを活用して、消費者の囲

い込みというものを図っていく、このような手

段というものに取り組んでいるようであります。 

 こういう手段を引用しながら、例えば、この

日本では、ふるさと納税、県産品の売り込みな

どというものもあるわけでありますけれども、

いろいろな形でこの県産品の販売促進というも

のを図るべきと考えますけれども、県はどのよ

うにお考えでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 真樹君） クルー

ズ船の入港を経済的な効果につなげていきます

ためには、まずは寄港地における周遊性を高め

ていくこと、これが必要だと考えております。 

 このため、クルーズの港がある市町における

周遊対策はもとより、県では寄港地ツアーを企

画する旅行会社を観光地に招く、いわゆるファ

ムツアーを実施するなど、例えば、長崎港から

島原半島へ、あるいは佐世保港から県北地域へ

といった広域周遊となるような商品開発を働き

かけているところでございます。 

 また、県産品の販売促進のためには、現在、

地元食材の船への供給拡大、あるいは船会社や

船舶納入業者への県産品の紹介なども行ってお

りますが、そのほか、クルーズ乗船客向けに、

ネット上で商品を販売する仕組みを地元企業と

ともに構築を進めているというところでござい

ます。 

 さらに、県内で宿泊を伴うクルーズ商品の造

成に関しまして、船会社、チャーター旅行者へ

の働きかけも行っているところでございます。 

 それから、もう一つ、県産品の販売促進につ

きまして、現在、中国の発着クルーズで申し上

げますと、多数のツアーが日本の旅行会社、そ

れから免税店との送客契約によるところがござ

いまして、特定の免税店への訪問が常態化して

いるということで、なかなか多様な寄港地ツ

アーの造成、あるいは県産品をはじめとする県

内消費が難しいという状況になっております。 

 そのため、先ほど申し上げました県産品を中

国人のクルーズ客向けにネット上で販売する目

的で設立された地元企業に対し、県産品の紹介

などを取り組んでいるところでございます。 

 具体的には、商品販売の仕組みといたしまし

て、中国人旅行客が乗船する前にネット上で注

文し、ツアー後の長崎港、あるいは佐世保港で、

県産品等の商品を受け取り、キャッシュレスで

決済をするというような仕組みでございまして、

年度内の事業開始を見込んでいるところでござ

います。 

 今後とも、クルーズ船の経済効果を高める、

そして県産品の販売拡大につながるような取組

に力を注いでまいりたいというふうに考えてお

ります。 

〇副議長(西川克己君） 宮島議員―6番。 

〇６番(宮島大典君） ただいま、政策監の方か

らは、観光クルーズ客の周遊性を高めていくと

いうお話がありましたが、そのためには、新た

な観光スポットの開発が必要であると思います。

県北・佐世保では、ハウステンボスのほかに、

やっぱりその目玉が要る。私は、それはやはり

西海の景観や海を活かした開発、これが重要で

あるというふうに認識をいたします。 

 現在、ご承知のとおりに、つくも苑跡地を活

用した観光公園の開発が進んでおります。 
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 少し歴史を振り返れば、昭和45年当時に、久

保知事が福祉村構想を立ち上げられまして、そ

の後、昭和49年、県立コロニーを開設し、その

時には特養老人ホームや母子住宅、看護学校、

そうしたものの建設が予定されておった。私は、

久保知事は非常に先見の明があったなというふ

うに思うのは、こうした県を代表するような風

光明媚な場所で、社会的弱い立場の方々が集え

る施設をつくろうと、長崎空港、あるいは先ほ

どの「むつ」の入港の話もありましたけれども、

そういう先見の明があったというふうに私は思

います。（発言する者あり） 

 地元の皆さん方は、このすばらしい構想とい

うものを評価して、実はこの構想に全面的な協

力をし、地権者の皆様方も安く土地を提供して

いる方も多くいらっしゃるわけであります。 

 そういうことでありますけれども、これから

県のサポートというものが必要であろうかと思

いますので、そのサポートというものはどのよ

うにしているのか。 

 今回、県の所有地が30ヘクタール以上ありま

すけれども、13ヘクタールが活用されます。ま

だまだ活用できる場所がありますので、今後も

サポートをしていただきたい。 

 そして、併せて質問させていただきますが、

その最大のサポートというものが、いわゆる交

通アクセス、県道俵ヶ浦日野線の整備にあろう

かと思います。この県道俵ヶ浦日野線、現在で

も観光バスの大挙の来訪で渋滞というものが頻

発いたしておりまして、地元住民にとって、ま

た、観光客にとっても非常によくない状況と

なっております。 

 したがって、県の抜本的な改良というものが

望まれるわけでありますけれども、この考えに

ついてお聞かせいただきたい。 

 そして、もう一点、併せて、この道路という

ものは、観光の道路というだけではなくて、実

は防衛の役割を占めております。実は、なかな

かこの道路を通っていてもわかりにくいんです

けれども、この道路の周辺には、米軍の赤崎貯

油所、庵崎貯油所、また、船越の医療用倉庫、

また、原子力潜水艦がたびたび泊まる赤崎岸壁

というものがあります。いわゆる防衛道路であ

るわけであります。 

 したがって、この道路の建設につきましては、

いわゆる基地対策経費、また、防衛予算を活用

すべきだというふうに考えますけれども、答弁

をお願いいたします。（発言する者あり） 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 一般県道俵ヶ浦日野

線につきましては、地元からも要望が出されて

いるところでございまして、県としても、この

整備の必要性について十分認識しておりまして、

今後、予算を確保して、効果的な整備手法の検

討を進めていきたいと考えております。 

 基本的には、社会資本整備総合交付金を基本

として考えておりますが、防衛施設等の補助金

の可能性も含めて、関係機関と協議してまいり

たいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

 明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４５分 散会 ― 
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― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。 

 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君）（拍手）〔登壇〕 皆さん、

おはようございます。 

 自由民主党・県民会議の中島浩介でございま

す。 

 昨日は、あれだけにぎわっていた傍聴席も、

今朝は非常に寂しい状況でございます。 

 私も、昨夜はしっかりとエネルギーを充電し

まして、体調万全にて、この質問に取り組みま

すので、どうかよろしくお願いします。（発言

する者あり）ありがとうございます。 

 1､人口減少対策について。 

 （1）統轄監設置のプロジェクトチームにつ

いて。 

 重点テーマの今後についてでございます。 

 先日、自由民主党長崎県支部連合会におきま

して、中村知事へ令和2年度当初予算に関する

要望を行った際に、中村知事から、人口減少対

策の状況として、「企業誘致においては、一定

成果が出ているものの、企業誘致が人口減少対

策としての実績になっているのか判断がつきに

くい。造船業が苦戦している状況であり、海洋

再生可能エネルギーやロボット、ＩｏＴ、航空

機関連産業等も含め、新しい雇用の場を設ける

ことと、若者の県内定着を図るために、企業、

学校、保護者などで課題意識の共有を進めなけ

ればならない」との話がございました。 

 人口減少対策における部局横断的な取組につ

きましては、これまでも一般質問や予算質問、

先日は、徳永議員が質問されてこられたように、

統轄監が昨年立ち上げられたプロジェクトチー

ムへの期待が非常に高いところでございます。 

 さまざまな事業予算には、本県の厳しい財政

状況のもと、毎年シーリングが設けられており

ますが、人口減少対策の5つの重点テーマにお

いては、予算要求に係る特別枠が設けられ、集

中的に取り組んでおられるようでございます。 

 重点テーマは、雇用の場の確保として、県立

大学と企業の連携強化によるＩＴ人材の育成及

び高度な技術力を持つ魅力的な県内企業の増大、

雇用拡大につながる事業拡充、創業や事業継承
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の支援などの取組や学生等と県内企業との交流

機会の充実、専任スタッフによる県内企業と学

生などのマッチングの強化、Ｕターン就業活動

経費の支援等、多岐にわたり取り組んでおられ

るようでございます。 

 私は、企業誘致も当然必要と考えますが、地

元の産業、企業に事業拡大をしていただき、後

継者育成、あるいは雇用の拡大に力を注いでい

くことも必要であると考えております。 

 今後、雇用を受ける側の農業、漁業を含む地

場産業の育成・支援にも重点的に取り組んでい

ただきたいと思うのですが、統轄監のお答えを

お伺いいたします。 

 あとの質問は、対面演壇席で行わせていただ

きます。 

〇議長(瀬川光之君） 統轄監。 

〇統轄監(濱田厚史君） お尋ねの地場産業の育

成支援につきましては、ご承知のとおり、農林

業、漁業、商工業など、それぞれの分野ごとに、

担当部局において主体的に取り組んでいるとこ

ろでございますけれども、加えまして、部局横

断的な人口減少対策に取り組むプロジェクト

チームにおきましても、地場産業の振興につな

がる事業構築を既に図っているところでござい

ます。 

 例えば、移住促進対策プロジェクトの中では、

漁業ＵＩターン者の研修制度の充実など、農水

産業分野の新規就業支援の強化を図っておりま

す。 

 また、地域での創業や事業拡充を支援するた

め、今年度創設いたしました地域産業雇用創出

チャレンジ支援事業では、地元農水産物を活用

した食品製造業や飲食業の創業、陶磁器の生産

設備等を整備する事業拡充などの採択事例も出

ているところでございます。 

 そのほか、廃業予定者から創業希望者等への

事業承継支援などにも取り組んでいるところで

ございます。 

 議員ご指摘のとおり、地場産業の育成・支援

は雇用の場の確保につながり、人口減少対策の

実効性を高めるうえで重要な視点の一つと考え

ておりますので、今後も、担当部局による主体

的な取組との連携を図りながら、必要に応じま

してプロジェクトに取り組んでまいりたいと、

このように考えているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 必要に応じて、しっか

りとプロジェクトにも含んでいただけるような

お話でございました。 

 国の事業を活用されて、特に、農業、漁業と

いうのは、さまざまな事業をなされているわけ

なんですけれども、例えば、6次産業なんかも

国の事業を活用して、これまでやってこられま

したけれども、なかなか思ったような成果が出

ていないような感じも受けます。 

 そういうことで、一定今の5つのテーマに

沿って人口減少対策に取り組まれるということ

ですから、今後、1次産業に対しましても、

しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 2、島原半島の道路整備について。 

 （1）島原半島幹線道路網の建設・整備につ

いて。 

 地域高規格道路について。 

 島原・天草・長島連絡道路は、国におきまし

て地域高規格道路の候補路線に指定されており、

「長崎県広域道路網マスタープラン」において

も、広域道路の交流促進型として位置づけられ

ている状況でございます。 

 現状を考えますと、交流促進も含め、物流拠

点からの輸送時間の短縮や第3次医療施設へ1時
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間以上かかる課題、これはもう本土では、恐ら

く、南島原市の方が該当するだけになっている

ようでございます。また、災害に強い道路網の

整備等からの必要性も含まれているようでござ

います。 

 南島原市におきましては、県有地である堂崎

港の埋立地22ヘクタールを活用しまして、物流

拠点として整備を予定されているように伺って

おります。 

 これらのことを考慮すると、一定めどが立っ

たならば、計画路線へ格上げが望まれますが、

今後どのように取り組んでいかれるのか、お伺

いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 地域高規格道路の島

原・天草・長島連絡道路は、九州西岸軸の一体

的な発展が図られることから、これまで、熊本、

鹿児島両県と合同で国への要望活動のほか、推

進地方大会などの地域間交流を通して、本構想

の機運醸成を図っているところであります。 

 こうした中、国においては、「重要物流道路」

の制度の創設に伴い、「新たな広域道路交通計

画」を策定することとされていることから、当

該区間の本計画への位置づけについて、熊本や

鹿児島両県、また国とも十分協議してまいりた

いと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 先日、島原半島幹線道

路網建設促進期成会が知事への要望をされてお

りますけれども、この時も、先ほどのお話のと

おり、国土交通省においては、平常時や災害時

を問わず安定的な輸送を確保するための重要物

流道路制度が昨年創設されており、これを契機

として、新たな広域道路交通計画を策定するこ

ととなっているという答弁をいただいていると

ころでございますけれども、島原道路が完成す

れば、深江から諫早インターまでは、この重要

物流道路となるのでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 現在指定されており

ます重要物流道路は、既にできている既存の道

路ということで、これからつくられる道路につ

いては、まだ議論、検討中だというふうに理解

しております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） そうであるならば、深

江から口之津までというのも重要物流道路とし

て計画されて、諫早まで一括で事業として今後

考えていくべきじゃないかと思うわけですが、

いかがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 重要物流道路につき

ましては、国土交通大臣が指定することとなっ

ておりますので、その指定の基準等に照らし合

わせて判断されるものと考えておりますが、い

ずれにしましても、重要物流道路制度の創設に

伴い、新たな広域道路交通計画を策定すること

となっておりますので、まずは広域道路交通計

画の中で、きちっと位置づけていくということ

が大切だと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） そういうことであれば、

地域高規格道路、深江町から口之津間をぜひそ

の計画の中に盛り込んでいただいて、島原道路

が完成後には、即、こちらの延伸についても計

画していただきますよう要望しておきます。 

 次に、雲仙市愛野小浜バイパスについてでご

ざいます。 

 一般質問初日に徳永議員から質問がございま

したけれども、土木部長の答弁のとおり、一日
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も早く島原道路の完成を迎えないことには、次

の手を打てないことは理解しております。 

 災害対策の観点からすると、小浜町北野から

千々石町の県道雲仙千々石線までの急傾斜区間

と愛野町の愛野展望所から千々石方面へ向かう

急傾斜区間、この2区間におきましては、トン

ネル等を設けて代替道路とし、千々石町の平地

区間、国道以外に市道がありますので、市道を

拡幅して代替道路とすることが可能ではないか

と考えておりますけれども、雲仙市ではルート

の検討をなされているということでお伺いして

おります。 

 県として、雲仙市とのやりとりを今後どのよ

うに進められていくのか、お伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 愛野から小浜間の整

備につきましては、現在、国において、富津地

区の線形改良は進められておりますが、代替性

の課題については、雲仙市独自で検討している

ルート案や、今、議員がご提案されました代替

道路案も参考にさせていただきながら、さまざ

まなルート案をもとに、実施可能な整備のあり

方及び手法について、国や関係市と議論を行っ

てまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 前回、私が一般質問し

た際に、土木部長答弁で、今後は雲仙市とも

しっかりと協議をしながら取り組んでいきたい

という答弁をいただいておりました。 

 前回の私の質問以降、市の方とは、部長は何

らかの協議はなされたのでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 現在のところ、市の

方とは土木部の方でやりとりをさせていただい

ておりますが、具体的なルート案についての考

え方について、まだ市の方から提示がなされて

いない状況でございまして、今後、早期に具体

的な意見交換ができるように働きかけていきた

いと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） ルートの検討について

は市が取り組んでいらっしゃるということなん

ですけれども、管理をしている県に関しまして

は、やはりここはぜひ一緒になって取り組んで

いただきまして、お互い知恵を出しあって、ど

のルートが適正で、ましてや、当初はコストが

かかるというお話でしたので、その辺も含めま

して、市と共同で作業を続けていただきたいと

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 県としましても、こ

この代替性の課題があるということは十分認識

しておりますので、市の考え方、それから57号

は国が管理しておりますので、国とも意見交換

を行いながら、一緒になって今後のあり方につ

いて議論していきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） ぜひ、部長自らが率先

してやっていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 3､農業振興について。 

 （1）畜産振興について。 

 肉用牛の振興について。 

 「第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会」に

向けた出品対策の取組状況について、お伺いい

たします。 

 平成24年に本県で開催されました「第10回全

国和牛能力共進会」におきまして、長崎県が

「肉牛の部」で最高位である内閣総理大臣賞を

受賞され、栄えある日本一を獲得し、また平成
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29年度の第11回宮城大会におきましても、和牛

で最も重要視されている脂肪のさしのきめ細か

さなどが高く評価され、特別賞である「交雑脂

肪の形状賞」を受賞した結果、これまで以上に

「長崎和牛」の知名度が高まり、県内の子牛価

格や枝肉価格の向上に一定の成果があったよう

でございます。 

 資料をいただきましたけれども、やはり長崎

大会におきまして、枝肉の価格がすごい右肩上

がりで上がっている状況でございますので、ぜ

ひ今後も頑張っていただきたいと思います。 

 そして、令和4年に開催されます「第12回全

国和牛能力共進会鹿児島大会」において、再び

日本一を獲得するよう期待しているところでご

ざいます。 

 12月末から授精がはじまると伺っております

が、鹿児島大会に向けた出品対策の取組状況に

ついて、お伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 前回の宮城大会にお

きましては、生産者や関係団体のご努力により

まして、「長崎和牛」の脂肪の質が高く評価さ

れ、特別賞を獲得したところであります。 

 大会後、県内畜産関係団体や県で構成します

全国和牛能力共進会「長崎和牛」推進協議会に

おいて、その結果検証を行ったところですけれ

ども、特に、「肉牛の部」では、全体的にロー

ス芯の面積や枝肉の歩どまりについて、上位牛

に及ばなかったことが大きな課題との結論に

至っております。 

 このため、次回大会に向けて、「肉牛の部」

においては、雌牛群と肉牛の総合力を競う第6

区には、体型にすぐれ、ロース芯の面積が大き

い本県の種雄牛であります「弁慶３」、オレイ

ン酸等脂肪の質を競う第7区には、霜ふり度合

いが本県歴代１位の「勝乃幸」、肉量、肉質を

競う第8区におきましては、歩どまりにすぐれ

る「百合幸」を交配種雄牛とする方針を決定い

たしまして、現在、育種価が高く相性のよい雌

牛と交配した受精卵の確保を進めているところ

でございます。 

 今後、人工授精や受精卵移植等を行い、より

優秀な出品牛を選抜するため、前回を49頭上回

る310頭の候補牛の確保に努めてまいります。 

 その後、候補牛の絞り込みや重視されている

オレイン酸含量を高める飼養管理の徹底などの

出品対策に、生産者、関係団体、市町と一体と

なって取り組むことで、日本一の奪還を目指し

てまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） もう時が迫って、授精

がはじまるということなんですけれども、県下

全般で考えると、なかなかまだまだ機運の醸成

が図られていないという関係者からのお話もご

ざいますけれども、しっかりとその辺は取り組

んでいただきたいと思います。周知徹底も含め

て、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、出品対策の取組の中で、受精卵移植技

術の活用状況についての説明がありましたけれ

ども、優良な肉用牛を効率的につくることがで

きる本技術は、全共対策だけではなく、肉用牛

の改良面においても大変有効であると考えます

が、受精卵移植には熟練した技術者が必要であ

ると伺っております。 

 そこで、受精卵移植師の技術向上に向けた取

組について、お伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 受精卵移植は、優秀

な雌牛の増殖や種雄牛の造成など、肉用牛の改

良促進に大変有効な技術でございます。 
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 ただ、現在の状況としましては、県内で受精

卵移植を実施しているのは、免許所有者121名

のうち43名であり、このうち恒常的に実施して

いる移植師は、県南、県北、壱岐地域の14名に

とどまっていること、これら移植師の平均受胎

率は48％と、人工授精の70％に比較して低いこ

と、県内で受精卵の採取を実施しているのは県

南と壱岐の2地域のみであり、県全体の受精卵

の供給体制が整っていないことなどが課題と

なっております。 

 このため、受胎率向上のための移植器具の改

良や移植技術向上のための定期的な研修会を開

催するとともに、各地域における受精卵の採取、

移植に一体的に取り組む体制整備に向けて、移

動式採卵専用車を運用する民間研究所と移植師

や獣医師、農業団体との連携などについて、検

討してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 先ほどの回答のとおり、

免許所有者数が121名のうち、実施者数が43名、

そしてまた、その中で24名の方が南高ＥＴと壱

岐のＥＴのメンバーであるということなんです

けれども、移植率が低いうえに、なかなか手が

出しにくいという状況ですので、先ほどのお話

のとおり、技術力の向上もさることながら、や

はり人材育成が必ず必要になってくると思うん

です。 

 その辺もしっかりと取り組んでいただきたい

わけなんですけれども、やはり熟練になるには、

ある程度の回数、経験値がものを言うというこ

となんですけれども、この辺の取組については、

いかがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 移植師の方々の実績

を見ますと、高い受胎率を誇る方もおられれば、

20％台の方もおられます。そういった意味で、

実務経験を積んでいくということも当然大事だ

と思いますし、その効果をよく知って、農家、

生産者からの依頼も多くなければいけないとい

うふうに思っております。 

 そういった意味で、県下全域での取組の啓発

と、実務経験を重ねていくといったことで採卵、

それから受精卵の採取、こういった体制を整え

ることが大事だというふうに考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） できる限り熟練技術者

の数を増やしていただいて、質の向上を図って

いただくように、よろしくお願い申し上げます。 

 （2）農地基盤整備事業について。 

 農地基盤整備事業の今後の取組について、お

伺いいたします。 

 担当課より令和元年5月に作成されました

「農地の基盤整備における今後の計画的な推進

について」の資料によりますと、県の耕地面積

は、水田が2万2,700ヘクタール、普通畑1万

9,800ヘクタールの計4万2,500ヘクタールであ

り、未整備面積は水田で1万440ヘクタール、普

通畑で1万5,015ヘクタールの計2万5,455ヘク

タールがまだ未整備の状況でございます。 

 県におきましては、整備が望ましいとされる

地区受益面積が142地区、水田1,182ヘクタール、

畑3,975ヘクタールの計5,157ヘクタールに取り

組んでいこうと考えておられるようでございま

す。今後、令和8年までに着手見込みのある地

区を35地区選定され、取り組んでおられるよう

でございます。 

 生産者の高齢化が進み、後継者育成、新規就

農者育成が懸念される中、事業の促進が望まれ

るところでございますが、平成27年度までに整

備された面積が水田1万2,260ヘクタールで、整
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備率が54％、畑では4,785ヘクタール、整備率

24％という状況を踏まえますと、未着手地区の

早急な事業化を進める必要があると考えます。 

 これまでは、基盤整備を進めてきたことで、

平場の比較的地理条件がよい地域の整備は一定

進む中、中山間地等の整備にも取り組んでいか

なければならないと考えておりますが、基盤整

備に着手するまで、地元の取りまとめ役であら

れます推進委員となられた方々が大変なご苦労

をなされていますが、これまで整備に取り組ん

でこられた地域では、地域の核となるリーダー

がおられ、その方を中心として地域がまとまっ

て、事業化へ進んでおり、その存在が大きかっ

たのではないかと考えるところでございます。 

 今後とも、農地の基盤整備をさらに加速して

いくためには、この地域におけるリーダーを発

掘し、育成したうえで、その方を中心として新

規地区を推進していかなければならないと思い

ますが、新規地区の取組について、お伺いいた

します。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 議員ご指摘のとおり、

農地の基盤整備を進めていくうえで、地域の将

来に危機感を持って、農業生産基盤の整備や次

世代の担い手育成に情熱を持ったリーダーの存

在が不可欠であると考えております。 

 そのような人材を、まずは身近な存在で、地

域の人材を熟知している地元市町が掘り起こし、

県は、関係機関で構成する市町推進チーム会に

参画して、リーダーとの意見交換を重ね、関係

者の合意形成に向けたリーダーの活動の支援に

努めるとともに、事業制度に関する勉強会の開

催や意向調査、それに基づく基盤整備後の営農

確立に向けた集落の話し合いの後押しなどを通

して地域リーダーの育成を図りながら、新規地

区の取組を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 改良区をつくるうえで

は、やはりリーダー的な存在の方がいらっ

しゃって、そこに同調される皆さんがいて、は

じめて改良区の立ち上げに至るということでご

ざいます。あとは換地の問題とか、地元を調整

するうえでは、やっぱりそういう方がいらっ

しゃらないと、なかなか事業が計画されないと

いうことでございますので、ぜひ、中山間地に

おいても、そういう方を市、関係団体等も協力

していただきながら、発掘していただきたいと

思います。 

 （3）外国人就労者の確保について。 

 県の取組状況についてでございます。 

 農業分野における特定技能外国人の受け入れ

につきましては、県においては、株式会社「エ

ヌ」と協力され、カンボジア国及びベトナム国

の関係機関と調整を進められたものの、先方の

事情もあり、当初の見込みからすると大幅に遅

れが生じてきましたが、ようやく近日中に外国

人材の受け入れが開始されるようでございます。 

 また、外国人材の受け入れに当たって、各地

域におきましても、地元ＪＡ、市町、県機関等

による受け入れ体制を整備し、コミュニケー

ションを取りながら、働きやすい環境づくりを

進めていく必要があると考えておりますが、そ

こで現在の外国人材の受け入れに向けた県及び

地域の取組状況について、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 特定技能外国人につ

きましては、県内各ＪＡや農家から約60名の派

遣要望があるのに対しまして、カンボジア人2

名が在留資格の認定を受け、12月下旬頃には

「エヌ」からＪＡ島原雲仙に派遣され、ブロッ
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コリー等の収穫や選果作業に従事する予定と

なっております。 

 さらに、現在、カンボジア人13名の在留資格

を出入国在留管理局に申請中でございます。 

 また、ベトナム国につきましては、去る11月

28日に農業農村開発省のナム副大臣が来県され

た際に、ガイドライン策定等の整備を早急に進

めていただき、ベトナム国の技能実習生ＯＢを

一日も早く送り出していただくよう要望したと

ころでございます。 

 一方、地元の受け入れ体制としましては、最

初の受け入れ先となる島原地域において、10月

1日に、「地域受入市町連絡協議会」が設置され、

関係機関による外国人材受け入れに係る情報の

共有、地元での相談体制、地域住民との交流の

場の設定協議、農作業マニュアルの翻訳等の取

組を進めておりまして、これをモデルとしまし

て、各地域に受け入れ体制を順次整備して、外

国人材が安全に安心して暮らし、就労できる環

境づくりに取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） ベトナムにおきまして

は、農業大学と連携して、私どもの期待では、

既に30人近くの人が来ている状況じゃなかった

のかなと期待をしていたわけなんですけれども、

残念ながら、先方の国の事情で、なかなか今の

ところはこちらに来ることができないという状

況とお聞きしておりますが、その手続が済めば、

大体一定のそういった方々が来られると思うん

ですけれども、どのくらいの期待があるので

しょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） ベトナム国の状況に

つきましては、先ほど申し上げたとおり、送り

出しのガイドラインがまだできていないという

状況で、なかなか進んでいないという状況にご

ざいますが、そういう体制が整いさえすれば、

先ほど議員からお話がありましたベトナム国立

農業大学では、既に実習生ＯＢの方々のリスト

ももう作成済みということでございますので、

送り出しの体制さえ整えば、相手方からは、

100名とか200名とか、そういうオーダーにも対

応できるというお話をいただいておりますので、

一旦はじまれば、まとまった形で受け入れがで

きるものと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 宿舎というんですか、

その辺ももうしっかりと準備され、言葉の課題

なんかも、しっかり受け入れ体制は整っている

ようですので、いち早く受け入れができるよう

に、今後とも、しっかりと取り組んでいただけ

ればと思います。 

 4、公共工事について。 

 （1）建設業について。 

 建設業の担い手確保について。 

 建設業は、ここ数年、全国で頻発しているよ

うな自然災害を未然に防ぐ対策や企業立地を促

し、産業の振興を図る道路などの生活基盤とな

る施設の整備を担うとともに、災害が発生した

際には、いち早く現場に駆けつけ、通行止めに

なった道路の復旧などの緊急対策を行うなど、

地域に欠かせない産業でございます。 

 しかしながら、建設業におきましては、高齢

化が進んでおりまして、若者が入らない状況が

続くという状況でございます。 

 将来的には、建設業の担い手が不足し、建設

産業の縮小につながるんじゃないかということ

で心配している状況なんですけれども、将来に

わたって長崎県内の建設企業が安定的に存続し
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ていくためには、県としても、担い手を確保す

る対策を積極的に行う必要があると考えます。 

 現在、県として、どのような取組をされてい

るのか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 社会資本の整備や維

持・更新、災害発生時の復旧を担う建設業は、

地域の守り手として欠かせない産業であります。 

 しかし、直近の国勢調査によれば、本県では

建設業において、55歳以上の就労者の割合が

41％と、全産業の平均より6ポイントほど高く、

また29歳以下の割合が10％と、4ポイントほど

低くなっております。 

 したがいまして、将来的な担い手不足が懸念

される状況にあり、若者の就労促進が重要な課

題と考えております。 

 これまで、県では、業界と連携し、中学校、

高校訪問を行い、建設業のやりがいや重要性を

伝えることでイメージ向上を図るとともに、週

休2日の試行工事による休日を増やす対策や社

会保険の未加入対策、また女性が働きやすい職

場環境づくりなど、就労環境の改善にも取り組

んでまいりました。 

 これらの取組により、平成30年3月の新規高

卒者の建設業への就職数は、取組開始前の平成

26年3月の卒業生と比較して10％増加しており

ます。 

 今後は、週休2日工事の定着に向けたキャン

ペーンや働きやすい現場を目指したＩＣＴ工事

の拡大など、若者が魅力を感じる建設業となる

よう努力してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 試験的にというか、公

募型になるんですか、週休2日制度の工事とい

うのが、やっと国の制度によって計画されてい

るようでございますけれども、例えば、「土木

の日」を使って建設業をアピールしていただき

たいとか、事業者さんが直接赴いて、そういっ

たアピールをしていただいている状況なんです

けれども、会社として、週休2日制がこの業界

は非常に遅れていると。 

 お話を聞くところによると、事務所は大体土

日祝日は休みなんだけれども、現場の技術者と

なると、天候に左右されて土日も出勤しなけれ

ばならない、あるいは工期が限られているわけ

ですから、工事が完成した後の書類づくりに1

週間ぐらいかかる場合もあって、土日も出勤し

なければならないと、そういった状況もござい

ますので、国の制度にのっとり、なるべく早く

週休2日制度というのを確立していただいて、

なおかつ工事においては、その辺も考慮した工

期の日程というのも必要かと思います。 

 そしてまた、今回の週休2日制度の経費が5％

増しということになっているようでございます。

これも国が定めたパーセンテージですので、県

としては、なかなか言えるところはないと思う

んですけれども、工事を実際やってみて、この

5％で、しっかりと利益が出る従来の工事と一

緒の状況であるのかというのは、しっかり研究

していただいて、5％でもちょっと厳しいん

じゃないかという状況であれば、国に対して、

この嵩上げをお願いしていくべきじゃないかと

思いますが、いかがお考えでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 週休2日の実施に応

じた経費等の割り増しに関しましては、議員ご

発言のとおり、5％ということでございますが、

これにつきましては、週休2日を実施したとこ

ろにつきましてアンケート調査等も行っており

ます。 
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 実際に元請それから下請も含めまして課題が

生じていないかどうかについては、県としまし

ても関心を持っておりまして、そのあたりをき

ちっと問題がないか声を聞きながら、検討して

いきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） アンケートをとりなが

ら対策も講じていらっしゃるということですの

で、実際その状況を見て、どうしても厳しい状

況であれば、一定嵩上げかどうかわかりません

けれども、その辺をぜひ国に対して要望してい

ただきたいと思います。 

 次に、農地基盤整備事業についてでございま

す。 

 農地基盤整備事業におきましては、作付を休

むため、工期が年度内、従来であれば3月いっ

ぱいの契約なんですけれども、実際には、改良

区からの要望で、大体12月末までになる場合が

多いと聞いております。 

 土砂を扱う工事のため、雨天日から数日は現

場に入れない場合や、畦畔の石積みにおいては、

熟練技術者が不足して、石積み工においては、

工事箇所を幾つもかけ持ちされ、早朝や深夜に

工事をされる場合もあると聞いております。 

 将来的には、技術者の週休2日制が確立すれ

ば、なおさら工期内に工事を竣工するのが困難

になると考えているわけなんですけれども、そ

こで県といたしましても、工期の確保を図るた

め、どのような取組をなされておられるのか、

お伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 県としましても、農

地基盤整備工事において、設計に基づく品質や

出来形、施工の安全性等を確保していくために

は、適正な工期の確保が必要と考えております。 

 しかしながら、議員ご指摘のとおり、農家が

農業所得確保のため休作期間の短縮を要望する

のに対し、施工業者からは、工期を確保したい

という相反する意向があり、県といたしまして

も、これらの調整が必要という認識を持ってお

ります。 

 このため、工期確保に当たっては、今後とも、

早期発注に努めるとともに、土地改良区と協議

して、農家のご理解を得ながら、工事の進捗に

合わせた作付面積の調整や品目、作型の見直し

などにより、農家所得と工期の確保の両立に

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） おかげさまで各地域で

基盤整備事業が進んでいるわけなんですけれど

も、一定期間、工事が県下にかなり重複する場

合がございまして、そこで例えば、土工する重

機の運転手さんとか、石積み工あたりが不足が

ちで、なかなか思うようにその工期内で工事が

できない場合もあるというふうにお伺いしてお

ります。 

 そういうことですので、発注に関しても、こ

れは額が決まって、今年度はこの箇所をやりま

しょうということなんですけれども、その前提

で幾らかの、土工をちょっとずらすとか、作付

の関係でなかなか厳しいのかもしれませんが、

その辺の調整も可能であればやっていただきた

いという思いがあるんですけれども、いかがで

しょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 議員ご指摘のとおり、

いろいろ重複をいたしまして、不調不落が発生

する場合もございます。そういったところにつ

いて、建設業者の方々と意見交換をしっかりさ
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せていただきながら、できるだけの調整を図る

ようにしてまいりたいと思いますし、農家の生

産者の皆様におかれましても、そういった工事

の状況等もご理解をいただきながら、先ほど申

し上げた作付の調整等についても取り組んでま

いりたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） ぜひ、農業者の方から

のご理解をいただきながら、しっかりとこの事

業ができるように、よろしくお願いしたいと思

います。 

 5､災害対策について。 

 （1）被災後の対策について。 

 災害廃棄物の処理についてでございます。 

 近年、大型化する台風や集中的な豪雨により、

全国各地において、かつてない風雨災害が発生

しております。 

 8月末の大雨では、佐賀県を中心に九州北部

で大規模な災害が発生し、本県県北地区におい

ては、河川の氾濫や家屋の浸水、道路の地すべ

り等の災害が発生しました。 

 さらに、10月の台風19号では、宮城県、福島

県、長野県などを中心に河川の氾濫による浸水

と、全国各地で災害が発生しております。 

 このような大規模な災害によって、大量の災

害廃棄物が発生した場合、その処理の遅れが復

旧・復興の足かせになるため、災害廃棄物をい

かに迅速に処理するか、重要になると考えます。 

 8月の大雨では、佐賀県から長崎県、福岡県

へ、また台風19号では、長野県から富山県、三

重県、愛知県へと災害廃棄物が搬出されるなど、

広域的な協力体制がなされているようでござい

ます。 

 そこで、本県において大規模な災害が発生し、

被災した市町において、災害廃棄物を単独で処

理できない場合、県及び市町では、どのような

対応をなされていくのか、お伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 環境部長。 

〇環境部長(宮﨑浩善君） 災害で発生した廃棄

物は、市町の災害廃棄物処理計画に基づきまし

て処理することとなっております。 

 被災した市町は、単独で処理できない場合、

県に対しまして、他自治体等による支援を要請

することになります。 

 県といたしましては、「長崎県災害廃棄物処

理計画」に基づき、まずは県内市町と災害廃棄

物の受け入れについて協議、調整を行うことと

なりますが、県内処理が困難な場合は、九州・

山口9県における災害廃棄物処理等に係る相互

支援協定に基づきまして、各県の協力のもと、

広域処理を行うこととしております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 台風19号におきまして

は、広域処理体制が整っているものの、発生し

た災害廃棄物の処理が進まない状況にあり、そ

の要因としまして、仮置き場が不足していたこ

とや、災害ごみの分別が不徹底であったため処

分場への搬出に時間を要していることや、災害

と無関係な便乗ごみが大量に持ち込まれたりと

か、仮置き場の容量が限界に達した等の問題が

生じているようでございます。 

 仮置き場につきましては、市町が設置するこ

ととなっているようでございますけれども、本

県市町における仮置き場の設置、運営について、

どのような計画になっているのか、お伺いいた

します。 

〇議長(瀬川光之君） 環境部長。 

〇環境部長(宮﨑浩善君） 災害廃棄物の仮置き

場の設置につきましては、その遅れが復旧・復

興の足かせとならないよう、市町において、
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「県災害廃棄物処理計画」で示しました災害廃

棄物の推計量に応じた仮置き場の候補地を確保

しているところでございます。 

 また、仮置き場の運営につきましては、腐敗

性廃棄物や有害廃棄物を特に優先的に撤去し、

生活環境の迅速な保全に向けた対応が必要とな

ることから、市町の「災害廃棄物処理計画」に

基づきまして、被災状況に応じ、候補地の中か

ら仮置き場を選定し、設置期間、分別方法、搬

入・搬出ルートの確保などの運営方針を定め、

住民に対しまして速やかに周知を行うこととし

ております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 災害が発生して、例え

ば、浸水した場合、水がはけた後から、やっと

落ち着いて廃棄物を持ち込みになるということ

なので、仮の場所は恐らく設定はされるんです

けれども、例えば、そこに行く間に道路が寸断

されたような場合は別の場所を設けないといけ

ないということで、いろいろ先を読み込んだ計

画を立てなければいけないと思うんですけれど

も、市町等の策定状況はどういった状況なので

しょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 環境部長。 

〇環境部長(宮﨑浩善君） 災害廃棄物の処理計

画につきましては、国は、令和7年度までに全

国市区町村の計画策定率60％を目標としており

ますけれども、本県におきましては、各市町に

おきまして課題となっておりました仮置き場の

候補地の確保にめどがついたことなどから、今

年度中に全市町の策定が完了する見込みとなっ

ております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 策定の中での周知の方

法ですよね。こういうものもどういった形で、

例えば、防災無線であれば、停電していたら使

えないとか、いろいろ周知のやり方でも今後検

討が必要になってくるかと思いますので、その

辺も含めた形で、ぜひしっかりと取り組んでい

ただければと思っております。 

 次に、上空からの対策、ヘリサインについて

でございます。 

 先日、県議会総務委員会の現地視察時に、海

上自衛隊第２２航空群を調査しました際に、ヘ

リサインの要望がございました。 

 ヘリサインとは、大規模な災害時に救助活動

や物資運搬を行う際に、素早く、確実に目的地

にたどり着くために、ヘリコプターが上空から

場所が確認できるような建物名を屋上に記すサ

インのことでございます。 

 東日本大震災をきっかけに、ヘリサインの重

要性が再認識されているようでございます。 

 例をとって、千葉県の館山市では、ヘリサイ

ンを市役所、学校など4カ所の屋上にもう整備

されておられまして、今年度までには市内全て

の小中学校に表示するということでございます。

また、他県においても実例があるようでござい

ます。 

 言われるのが、小学校、中学校は、大体地域

の中心部に位置しておりまして、不慣れな運転

の方や県外から来られるヘリコプターの運転士

の方が、夜間であったり、浸水した状況だと、

なかなか場所の特定がしにくいと、そういうこ

とで、屋上に「何とか小」というサインをして

いただいておけば、そこがこの現在地だなと認

識できるということで、ぜひお願いしたいとい

うお話なんですけれども、本県においても、こ

ういったことができればと思うんですけれども、

導入すべき方向でどうかと思うんですが、いか

がでしょうか。 
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〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） ヘリサインにつき

ましては、自衛隊の活動のみならず、災害が発

生した際、地理に不慣れな他機関からの応援ヘ

リコプターや要救助者の位置把握など、上空か

らの災害活動を円滑に行うためにも有効なもの

であると考えております。 

 県としましては、全国的な導入事例の状況に

ついて調査を行い、設置可能な学校などの施設

を所管する管理者や市町の防災部局に対し事例

を紹介しながら、設置について働きかけてまい

りたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） ある小学校では、ペン

キを塗るのを業者さんと小学生と一緒になって

そのサインを書かれて、その後に、県の防災航

空隊の隊長さんがヘリサインの重要性について

講義をされたようでございます。こういうこと

で、そこの校長先生も、こういった災害対策に

ついて、また改めて子どもたちも認識したん

じゃないかというお話もございました。 

 そういった教育面も含めまして、これは市町

が取り組むことだと思いますが、何らかの機会

で、やられる市町がいらっしゃれば、ぜひやっ

てくださいということでお願いしたいと思いま

す。 

 6、長崎県立高等学校について。 

 （1）魅力ある学校づくりについて。 

 校長の学校経営についてでございます。 

 教育委員会では、令和3年度から10年間を計

画期間とする「第三期長崎県立高等学校改革基

本方針」の策定作業を進められ、教育制度の改

革並びに適正配置などに関する基本的な考えを

素案として示されておられるようでございます。 

 少子化に伴い、特に、離島をはじめ、県立高

校の定員割れが進んでいく状況を見ますと、各

学校において、特色のある学校づくりが今後も

必要と思われます。 

 特に、普通科におきましては、その地域の生

徒、親から見て魅力のある学校づくりは必要不

可欠であると考えます。 

 そこで、学校経営者である校長の采配が大き

く寄与するものと考えます。 

 各高校の校長は、学校経営の中で、方針、各

自の目標計画を掲げられ、取り組んでおられる

ようですが、学校組織の活性化、ＰＴＡや同窓

会や生徒の就職先になり得る地元企業などとの

交流、あるいは周辺中学校との連携なども活発

に取り組んでいただきたいと思いますし、その

高校のイメージづくりとして、進学、就職の実

績やスポーツ、文化での活躍も魅力ある学校づ

くりになってくるものと考えます。 

 校長の学校経営能力を向上させるため、県教

育委員会では、どのような取組をなされている

のか、お伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 県教育委員

会におきましては、校長研修会の講話の中で、

学校の実態に応じて、地域から信頼される魅力

ある学校づくりに取り組むよう指導をしており

ます。 

 また、校長に対して、学校経営方針の中で年

度ごとに、例えば、外部への情報発信等の数値

目標を設定させ、年3回の校長ヒアリングの中

で、目標の達成状況や成果を確認し、各校の取

組について指導、助言を行っております。 

 ご指摘のありました普通科高校の校長は、志

願者を増やすことや進路実績の向上等の目標を

設定し、それを達成するため、オープンスクー

ルや中学校訪問、教育活動の魅力化や進路指導
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の充実等の取組を行っております。 

 さらに、地元中学校の運動会や成人式等の地

域の行事にも積極的に参加し、地域の高校の顔

として、地域との結びつきを深めるよう努力を

しております。 

 なお、校長会も、自ら率先して「普通科魅力

化推進委員会」を設置し、情報交換を行ったり、

研修会の中で、魅力ある学校づくりを目指した

取組事例の発表を行うなど、地域と連携した取

組の情報共有を進めているところであります。 

 今後とも、地域に開かれた魅力ある学校づく

りを一層進めるため、校長の学校経営能力の向

上に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 企業でいえば社長さん

に当たるわけで、その高校の先生たちの機運の

醸成とか、あるいは子どもたちへの対応のやり

方、そしてまたその学校のイメージをよくして

いくためには、やはり地域の方との交流もかな

り必要になってくるものではないかと思ってお

ります。 

 そこで、目標を立てられて、しっかりと取り

組んでいらっしゃるということなんですけれど

も、どうしても高校のイメージというのが向上

していかなければ、近隣の中学校の親御さんた

ちも、地元の高校に入ろうじゃないかというこ

とにならないんじゃないのかなと思うところが

あるんですけれども、もうちょっと地域との連

携、あるいは中学校の校長先生との連携とかを

深めていただいて、地域でのその高校のイメー

ジアップ、そこに行けば大丈夫だよという形を

ぜひつくっていただきたいと思うんですけれど

も、その辺も含めまして、いかがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 議員ご指摘

のとおり、高校の魅力化という点もそうなんで

すが、やはり教育の面におきましても、中高連

携というのが非常に重要になってきているとい

うふうに思います。 

 特に、郡部に行けば、そこの地元の中学校か

ら地元の高校に行くという子が大半ですから、

中高、いわゆる6年間を通して、その地元の子

どもたちをどう育てていくかということが非常

に重要になってくるというふうに考えておりま

す。 

 そういった意味では、生徒募集のこともそう

なんですけれども、やはり地元の中学校、高校

がお互いに率直に意見交換ができるような関係

をつくることによって、その中学校の保護者か

らも、その高校に対する信頼、それと地域が、

保護者がその高校に求めているものを一緒につ

くり上げていくというようなことにつながると

思いますので、議員ご指摘のような点も含めて、

県教育委員会、それから現場の校長先生方と一

体となって、魅力ある高校づくりに努めていき

たいというふうに考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 「第三期県立高等学校

改革基本方針」、先日、教育委員会教育長が答

弁されましたけれども、これだけ子どもたちの

数が減ってくると、統合する場合も出てくる可

能性もあるということでしたので、一定ここで

しっかりと地域の学校が魅力ある学校になって、

統合にならないような形で進んでいければと

思っておりますので、今後ともよろしくお願い

したいと思います。 

 時間が若干余りましたけれども、これにて私

の質問を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１２月５日） 

 ― 163 ―

いたします。 

 会議は、11時10分から再開いたします。 

─ 午前１０時５４分 休憩 ─ 

― 午前１１時１０分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 浦川議員―10番。 

〇１０番(浦川基継君）（拍手）〔登壇〕 おはよ

うございます。 

 自由民主党、長崎市選挙区選出の、3倍頑張

る浦川基継です。（発言する者あり） 

 今回は、2回目の一般質問の機会をいただき、

皆様方に感謝申し上げます。 

 行政と議会は車の両輪と言われますが、本日

はワンチームの精神で質問させていただきます。

知事並び教育委員会教育長、関係理事者におか

れましては、建設的なご答弁をお願いします。 

 1、国土強靱化計画について。 

 災害が都市にもたらす影響は甚大で、生活、

製造、交通、観光、教育など、相互に複雑に関

係する多様な活動が大規模に集積している都市

が、自然災害によって被害を受けると、その影

響はあらゆる方向に及ぶとされております。 

 近年、地震や豪雨、台風などによる被害が多

発し、本県においても、9月の台風17号の被害

だけでも公共土木施設災害は、河川、道路、港

湾など50カ所、25億6,000万円以上で、農林業

への被害は583カ所、18億4,000万円以上に及ぶ

など、著しい被害をもたらしております。 

 平成25年12月に、「強くしなやかな国民生活

の実現を図るための防災・減災等に資する国土

強靱化基本法」が公布、施行され、平成26年6

月に、「国土強靱化基本法」に基づき、「国土強

靱化基本計画」が策定されました。 

 また、近年、このような状況を踏まえ、国に

おいて平成30年12月に、国土強靱化基本計画の

見直し及び「防災・減災国土強靱化のための3

カ年緊急対策」が決定され、国土強靱化の取組

が本格化しております。 

 「長崎県国土強靱化地域計画」は、平成27年

に策定され、平成29年12月に改訂しております。

しかし、新聞報道にもあったように、地域計画

を策定している市町はゼロで、未着手は5市町

と聞いております。国の方では、2020年度は

「重点配分」、「優先採択」に変更され、2021年

度には「要件化」するとの声もあります。 

 そこで、質問します。 

 （1）市、町における地域計画の策定状況に

ついて。 

 現在、市町の進捗状況はどのようになってい

るのか、ご答弁を求めます。 

 2、ソサエティ5.0について。 

 人口減少や少子・高齢化は、労働力不足や経

済規模の縮小を招き、社会保障制度や地域コ

ミュニティの維持を困難にし、国や地方の存在

そのものを危うくする問題であり、本県にとっ

ては大きな課題となっており、さまざまな対策

を行っているところではありますが、改善には

至っておりません。 

 このような状況の中、全国では、革新的な先

進技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、

格差なく多様なニーズに対応したサービスが提

供されるソサエティ5.0の実現で、解決できる

社会を目指すとして注目されております。 

 離島を多く抱える長崎県にとっては、医療や

観光、農林水産、教育、航路、交通などの分野

において、ＡＩやＩｏＴなどの革新技術の活用

がこれからの社会をリードするものとして感じ、

質問いたします。 
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 （1）生産年齢人口減少に対応する取り組み。 

 本県は、全国より15年早く人口減少が進み、

特に、若い世代で進学や就職のために県外への

転出が多く見られ、本県人口の社会減に大きな

影響を及ぼしております。 

 国の方では、東京への一極集中是正と地方活

性化を柱に、地方への新しい人の流れを創出、

地域を支える人づくりと地域経済の活性化を図

るため、さまざまな施策を講じております。 

 中でも、ソサエティ5.0時代の地域社会の実

現に向けた取組においては、未来を創造して取

り組まなければならないため、通信環境、ＩＣ

Ｔを支えるインフラ整備が重要であります。

「離島・半島地域振興特別委員会」において明

らかになりました、超高速ブロードバンドの整

備状況においては、利用可能世帯数が全国45位

となっております。このような整備状況では、

技術革新の前に企業の誘致、進出の判断材料に

もなりかねない課題であると感じております。

また、有利な地方財政措置もあることを勘案す

れば、前倒しで整備できるよう、市町並びに民

間事業者と連携して取り組む必要があります。 

 そのような状況ではありますが、時代の流れ

は早く、次の技術革新に進んでおります。 

 本県においても、ソサエティ5.0時代に向け

て、持続可能な地域社会を構築し、次代を担う

子どもたちと若者へ、どのような先端技術を取

り入れた社会を、長崎県を構築していこうとし

ているのか、お尋ねします。 

 3、県立高等学校について。 

 （1）適正配置について。 

 本年10月に「長崎県2040年研究会」から出さ

れた報告書によれば、少子化による急速な人口

減少と高齢化が進む中、本県では、全国より15

年早く2025年には、老年人口44万2,000人と

ピークを迎え、2040年頃には、さまざまな分野

で深刻な問題に直面することが想定されており

ます。 

 また、小中学校及び義務教育学校の数は、平

成21年には589校でしたが、平成31年には95校

が減少し494校となり、今後も小中学校の統廃

合は増加することが予測されております。 

 そこで、次の2点について、お伺いします。 

 「第二期高校改革基本方針」のもとでは、生

徒数の減少に対し、小規模校をできるだけ維持

してこられました。しかし、このままでは学校

が小規模化し、生徒の進路希望等に対応できな

くなったり、学校行事や部活動においても支障

を来すなど、さまざまな問題が出てくると思い

ます。 

 一方で、離島・半島を多く抱える本県におい

ては、地方創生の観点から、小規模校をできる

だけ維持することも大事であると考えます。 

 また、県内の小中学校の統廃合が進む中、県

立高校の適正配置について、ご見解を伺います。 

 次に、本県の農業、商業や工業などの職業系

専門学科の高校においては、各種コンテストや

資格取得などにも積極的に取り組まれ、優秀な

成績を収めております。 

 また、県内就職率も高く、専門学科高校の学

級数を減らすとなると、本県の未来を支える若

者の県内定着や優秀な人材を求めての企業誘致

につながらないと考えますが、専門学科高校の

再編整備についてのご見解をお伺いします。 

 （2）跡地活用について。 

 県立式見高等学校は、平成20年3月31日に閉

校、県立野母崎高等学校は、平成23年3月31日

に閉校しております。 

 現在、式見高校の一部は、県立図書館の資料

倉庫として活用されております。また、野母崎
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高校においては、原爆病院建替に伴う倉庫とし

て活用されております。 

 日本赤十字社長崎原爆病院は、約2年間の工

事を終え、本年5月に新病院に移転し、現在は2

期工事に入り、2年半後の完成に向けて進捗し

ていると聞いております。 

 現在、式見高校及び野母崎高校においては、

所管が教育委員会にあると聞いておりますが、

閉校から既に8年から10年を経過しております

が、今後の活用として、教育機関関連の施設活

用を考えていられるのか、または地域の活性化

につながるような活用を考えているのか、ご見

解を伺います。 

 （3）公費による空調設備の設置について。 

 近年、温暖化やＰＭ2.5などの環境の変化に

より、小中学校においては、空調設備を公費よ

り順次整備しております。 

 また、高校の空調設備については、47都道府

県で29県において保護者が負担しておりますが、

近年の環境変化を踏まえ、公費への検討をはじ

めているとも聞いております。 

 このような状況を勘案すれば、本県において

も、方針転換が必要な時期にきているのではな

いでしょうか。 

 また、令和元年度学校基本調査によると、長

崎県高等学校進学率は99.1％と、九州圏内では

第2位であることを勘案すれば、高等学校にお

いても義務教育の範囲と考えてもおかしくない

時代になっていると感じますが、愛情あふれる

ご見解を伺います。 

 4、インバウンド観光対策について。 

 観光庁が10月に発表しました、2019年7月期

から9月期の訪日外国人消費動向調査での旅行

消費額は1兆2,000億円と、前年同月比9％増と

なっております。また、1人当たりの旅行支出

は16万5,000円、前年度同月比5.2％増で、2019

年1月期から9月期では3兆6,189億円と過去最高

を記録しております。なお、2019年4月期から6

月期での旅行消費額は1兆2,810億円、旅行支出

は15万7,000円となっております。 

 このようなことから、年々増加する訪日外国

人に対して本県へ誘致することはもとより、宿

泊を含めた旅行消費単価を上げることは重要な

課題と感じ、以下、2点について伺います。 

 （1）クルーズ船対策。 

 国土交通省より令和元年6月に発表されまし

た、2018年の我が国のクルーズ船の動向では、

2018年の訪日クルーズ船旅客数は、対前年比

3.1％の減、245万1,000人で、クルーズ船の寄

港回数は、対前年比6％増の2,930回、外国船社

の寄港回数は1,913回となり、寄港回数は過去

最高を記録しております。 

 本県の2018年の寄港数は、長崎港220回、佐

世保港108回、その他9回で、乗客、乗員合わせ

て125万2,000人と年々増加しております。しか

し、近年では、大型クルーズ船に対応した岸壁

が全国各地で整備、または整備予定とも聞いて

おります。 

 実際のところ、外国船社による寄港回数の統

計を見ても、その他の港湾は2015年の201回で

あったものが、2018年には571回と倍増してお

り、本県の市場占有率も13％から13.26％で推

移していたものが、現在11.23％へ減少してお

ります。 

 長崎港においては、今後2バース化も検討し

ておりますので、日本のクルーズ船の2018年全

国寄港回数が1,017回に対して、長崎への寄港

は5回であることを考えると、誘致対策も必要

と思います。 

 また、中国からのクルーズ船が多く寄港して



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１２月５日） 

 ― 166 ―

おりますが、台湾からのクルーズ船やメガヨッ

トなどの需要も増加していることを勘案すれば、

本県においても、寄港できる港湾施設整備を含

め、周知などＰＲが必要と思いますので、ご見

解をお伺いします。 

 （2）観光産業の充実について。 

 人口減少、少子・高齢化による地域活力の低

下が見込まれる中、観光客の誘致、地方創生に

よる観光振興、地域資源の活用については、地

域間競争が激化しております。 

 そのような中、本県の観光消費額は2018年

3,778億円と、2014年3,251億円から見ても鈍化

しており、2020年目標値は4,312億円となって

いることを勘案すれば、さらなる観光客の誘致、

ＰＲが必要と感じております。 

 また、長崎県においては、離島をはじめ、多

くの地域資源と魅力ある地域の特産物が多くあ

り、私も県内視察に同行させていただき、はじ

めて見るものも多く感動いたしました。 

 このような感動は、現地を訪れて触れて体験

できるものでありますが、知らないのでは旅行

の行程に入ることもありません。ましてや、ク

ルーズ船や長崎に来た観光客は、滞在時間も6

時間程度であるため、寄港地周辺の周遊も限定

的とも聞かれます。 

 そこで、観光トイレを整備し、駐車場とあわ

せて物産館等を官民共同で設置し、観光ルート

にトイレ休憩とあわせて10分程度の立ち寄り所

として整備してはどうかと思いますが、ご見解

を伺います。 

 5、農業振興について。 

 （1）東長崎地域における農地の基盤整備の

推進状況。 

 農業振興を図るためには、まず、農家が生産

性向上を図られるよう、農地の大区画化や道路、

排水路、かんがい施設の整備等、生産環境の整

備が不可欠であります。 

 そのうえで意欲ある担い手が生産努力するこ

とによって、農業所得が向上するとともに、農

業の魅力を広く情報発信していくことで魅力を

感じた若者が定着し、さらにＵＩターン者も増

え、集落の活性化にもつながっていくものと考

えております。 

 私も、農地の基盤整備の推進に当たっては、

地域のリーダーにその必要性を十分に認識して

いただくことと、県職員の熱意ある姿勢を見せ

ていただき、支援体制が整っていることを周知

する必要があると考え、去る9月3日に、東長崎

地域の農業者や農業委員へ呼びかけ、ＪＡや長

崎市とともに、飯盛地区や島原半島地域で実施

された農地の基盤整備地区を視察し、各土地改

良区の皆様と事業推進に当たって苦労された点

や事業効果などについて意見交換をしたところ

であり、改めて農地の基盤整備の必要性を感じ

るところであります。 

 そこで、東長崎地域での基盤整備の実現に向

けて進めなければならないと強く感じていると

ころですが、現在、東長崎地域で進められてい

る農地の基盤整備の進捗状況について、お伺い

します。 

 以上、檀上からの質問とし、あとは対面演壇

席から質問させていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 浦川議員のご質

問にお答えいたします。 

 ソサエティ5.0の実現に向けた先端技術の取

り込みをどのように進めていくのかとのお尋ね

でございます。 

 人口減少や少子・高齢化など多くの課題を抱
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える本県にとって、急速に進展するＩｏＴやＡ

Ｉなどの先端技術を取り込み、産業振興や地域

課題の解決に活用していくことが極めて重要で

あると認識しております。 

 このため、平成28年度から令和2年度までを

推進期間とする「ながさきＩＣＴ戦略」を策定

し、産業、生活、福祉など、さまざまな分野で

幅広く導入を進めているところであり、その基

盤となる超高速ブロードバンドについても、市

町と連携しながら整備促進を図っているところ

であります。 

 今後は、このような先端技術がさらに導入さ

れることによって、介護事業所でのロボット活

用やセンサー技術による見守り、橋梁の点検・

診断や農産物の病害虫防除、生育予測にＡＩや

ドローンを活用するなど、あらゆる分野での利

活用がますます進んでいくものと考えておりま

す。 

 県といたしましては、こうした点を踏まえ、

これまでの「ながさきＩＣＴ戦略」に代わる新

たな戦略を令和2年度中に策定し、将来を担う

世代が安心して働くことができる社会に向けて、

各分野における先端技術導入の促進に力を注い

でまいりたいと考えております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 市町の国土強靱化

地域計画策定の進捗状況についてのお尋ねです

が、本年12月1日現在、策定済みの市町はあり

ませんけれども、策定中が13市町、策定予定が

8市町であり、全ての市町において地域計画の

策定が着手されている状況となっております。 

 県としましては、市町に対し、文書依頼や担

当者説明会の開催に加え、策定未定の市町につ

いては、県議会の瀬川議長にも出席をいただき、

危機管理課長と訪問をし、首長や議長等に対し

策定の依頼を行ったところであります。 

 さらに、既に策定している県計画のデータを

盛り込んだ策定ツールを市町へ提供するととも

に、担当者が市町に出向き、具体的な内容説明

や助言等を行っており、今後も市町の計画が早

急に策定できるよう、支援をしてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 私の方から、

4点お答えをいたします。 

 まず、県立高校の適正配置をどのように考え

ているのかとのお尋ねですが、県立高校の適正

配置の基本的な考え方については、中学校卒業

者数の推移や高校への入学状況、地域の実情等

を十分に考慮し、全県的な視点に立った統廃合

を含む再編整備を行うことで、学校の機能と教

育水準の維持向上を図ることとしております。 

 また、「第三期基本方針素案」では、入学者

が定員を大きく下回った小規模校については、

県や地元関係者等で組織する協議会を設置し、

地元と一体となって学校の活性化策に取り組む

こととしております。 

 なお、活性化策に取り組んだ後、十分な成果

が見られない場合は、統廃合についてもあわせ

て検討することとしております。 

 次に、専門学科高校の再編整備についてのお

尋ねですが、若者の県内就職や企業誘致におい

て、専門学科高校が重要な役割を果たしている

ことは認識をしているところであります。 

 一方、県立高校におきましては、普通科を含

む多くの学科やコースを設置して、生徒の多様

な進路希望に応えるとともに、幅広い分野で社

会に貢献できる人材の育成に努めております。 

 なお、「第三期基本方針素案」では、各学科
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やコースの教育内容の特色化や新たな学びの導

入等を図り、社会の変化に対応できる人材の育

成を進めることとしております。 

 議員お尋ねの専門学科高校の学級減を含む再

編整備については、中学生の志願や卒業後の進

路等の状況及び各学科に関する社会環境の変化

を踏まえ、必要があれば検討することもあり得

ると考えております。 

 次に、高校の跡地活用についてのお尋ねです

が、式見高校と野母崎高校の跡地活用について

は、これまでも地元自治会や長崎市等と協議を

重ねてきたほか、県庁内におきましては、「県

有財産管理運用本部会議」で横断的に情報共有

を図り、各課でも活用策の検討を行っておりま

すが、現時点において有効な活用策は見出せて

いない状況であります。 

 なお、両校の跡地については、現在、一時的

な貸し付け等を行っております。 

 今後の活用につきましては、改めて地元自治

会や長崎市等から意見をお聞きしたうえで、活

用の意向がないということであれば、売却等に

向けた検討も行う必要があると考えております。 

 最後に、県立高校の空調設備を公費で設置す

べきではないかとのお尋ねですが、小中学校の

空調設備につきましては、昨年度、国の補正予

算で全ての普通教室等に整備するための臨時特

例交付金が創設をされまして、あわせて地方負

担分における地方交付税措置が拡充されるなど、

市町における財政負担の軽減、これは、実質的

な地方負担が51.7％から26.7％に改善をされた

措置でありますけれども、このような措置が図

られたことから、今年度末までに全ての普通教

室への設置が完了する予定となっております。 

 本県の県立高校での公費設置についても検討

いたしましたけれども、県立高校の空調設備に

ついては、国の補助制度や交付税措置もなく、

仮に全ての県立高校の普通教室に公費で設置し

ようとすれば、部屋数も多いことから、設置費

や維持費に年間約1億8,000万円の新たな財政負

担が生じ、その全額を一般財源で負担すること

となります。 

 本県の財政状況が厳しい中、現在、県教育委

員会におきましては、子どもたちの学力向上を

目指して、県立学校の全ての普通教室に電子黒

板を設置しているなど、学校におけるＩＣＴ化

を進めるほか、老朽化した校舎の改築や改修な

ど優先的に取り組むべき課題もあることから、

現時点では公費による負担は困難というふうに

考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 真樹君） 私の方

から、インバウンド観光対策につきまして、2

点お答えをいたします。 

 まず、日本及び台湾からのクルーズ船の誘致

を強化すべきではないかとのお尋ねでございま

すが、近年、長崎港の松が枝岸壁におきまして

は、中国発着クルーズを中心に、年間200回前

後という非常に多くの入港予約が入っておりま

すため、使用できる日が少ない現状にございま

す。 

 このため、県といたしましては、日本の船会

社に対しまして、空き岸壁に余裕のある出島岸

壁のほか、離島の港などへの誘致に取り組んで

きているところでありまして、今後も、県内各

港へのさらなる入港拡大に努めてまいりたいと

考えております。 

 また、日本寄港の台湾発着クルーズでござい

ますが、昨年全体で234回の入港がありました

が、そのほとんどが、台湾と距離的に近い沖縄

県の港に集中している状況にございます。 
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 一方、長崎港にも昨年5回の入港があってお

りますことから、県といたしましては、今後の

入港拡大に向けて、まずは台湾発着クルーズを

運航しております船会社との間で、クルーズの

今後の需要見込み、あるいは九州本土地域への

寄港に対する考え方、こういった点について意

見交換を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、観光ルートに観光トイレを整備し、駐

車場とあわせて物産館等を官民共同で設置して

はどうかとのお尋ねでございますが、本県には、

年間約90万人のクルーズ乗船客をはじめ、多く

のインバウンド観光客が訪れており、長崎の魅

力ある県産品を購入していただき、県内消費を

増やしていくことは非常に重要であると認識を

しております。 

 このため、現在、長崎駅前周辺には、長崎県

物産館や土産品店、郊外にも大型バスの駐車や

トイレ休憩も可能な道の駅、あるいは民間の物

産センター等がございますことから、これらの

施設への周遊を、寄港地ツアーを企画する旅行

会社に対して働きかけているところでありまし

て、実際に周遊につながった事例もあっており

ますので、今後、さらなる周遊性の向上を目指

してまいりたいと考えております。 

 なお、議員ご提案の新たな施設の整備につき

ましては、長崎県物産館をはじめ、既存の施設

がございますことから、県といたしましては、

まずはこれらの施設への外国人観光客の利用促

進を図ることとし、そのために必要となる情報

発信、あるいは免税対応、Ｗｉ－Ｆｉ整備など、

観光客のニーズに応じた環境整備について、さ

らに関係者と協議を進めてまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） メガヨットなどが寄

港できる港湾施設の整備も含め、対策、周知な

どＰＲが必要とのお尋ねですが、メガヨットは、

一般的に外国人富裕層などが個人所有する全長

30メートル以上の大型クルーザーのことで、寄

港する地域への経済効果が大きいと言われてお

ります。 

 近年、日本へのメガヨットの来訪は、年間10

隻程度で、そのうち1隻から2隻が長崎港に寄港

しており、出島岸壁や尾上岸壁などに通算5隻

を受け入れております。 

 今後も、経済効果が見込まれるメガヨットの

寄港の促進を図るため、受け入れ代理店や関係

機関とも連携しながら、長崎港の情報を広く世

界に発信してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 東長崎地域での農地

基盤整備の進捗状況についてのお尋ねでござい

ます。 

 長崎市東長崎地域における農地基盤整備につ

きましては、本年6月にＪＡが主体となって地

元農業委員、市、振興局等の関係機関が参集し

て、農地基盤整備に関する事業制度の勉強会を

開催して以降、地区別に農地整備の可否、リー

ダーや担い手候補者の有無等について、検討、

協議を実施しているところでございますけれど

も、いずれについても検討中であり、現時点で

は候補地の選定ができていない状況でございま

す。 

 今後は、大規模な基盤整備だけではなく、地

域面積や地形条件等に応じて、狭地直しや進入

路等の簡易な整備が可能な地域を選定し、地域

ごとに農業者との話し合いの場を設け、担い手

の意向に応じた基盤整備の取組はもとより、今

後の地域農業振興のあり方を含めて、推進主体

である地元長崎市と協議を行いながら、地域の
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話し合いを進めてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 浦川議員―10番。 

〇１０番(浦川基継君） 一通りの答弁、ありが

とうございました。 

 それでは、理解を深めるため再質問させてい

ただきたいと思います。 

 まず、国土強靱化計画については、議長も動

いていただいたということでありましたけれど

も、実際のところ、2021年の予算編成の方に対

しては、各市町の方も含めて今、策定中という

ことですが、本当に間に合うのかということと、

例えば、来年度も含めて影響はないのか、そこ

について、お尋ねしたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 議員ご指摘のとお

り、令和3年度の国の補助金等活用に係る予算

要求につきましては、その裏づけの根拠としま

して、本計画が必要となってまいります。 

 したがいまして、令和3年度の国の予算概算

要求がはじまる令和2年度の6月頃までにはでき

るよう、各市町の策定の進捗状況を把握しなが

ら、影響がないように市町へ働きかけてまいり

たいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 浦川議員―10番。 

〇１０番(浦川基継君） 令和2年度6月までには

間に合うようにという形でお聞きしました。 

 この国土強靱化地域計画がやっぱり策定され

ないと、国の方も支援されないという中でのこ

とでありますけれども、特に、最近では、災害、

台風でもゲリラ豪雨も発生するような状況に

なって、災害に対する県民の関心度は高いもの

でありますので、市町の方もまだまだ理解度が

不足している部分もあるかと思いますので、い

ろいろなものをやっぱりこの国土強靱化地域計

画の方に載せていただけるように、これまで以

上に連携をしっかり取っていただきたいと思い

ます。 

 次に、ソサエティ5.0についてですけれども、

こちらの方は、これからの未来を創造するよう

な取組、社会変革をもたらすような取組になっ

ておりますので、私も、このソサエティ5.0が

どういうものか、また、通信だけでは５Ｇの世

界になるということで、今の通信速度が100倍

以上にスピードが上がって、それなりのタイム

ラグが発生しない時代になるとは聞いておりま

す。しかし、全体を通して見れば、この技術革

新をどのように使っていくか、どのような分野

に取り入れてくるかというのがとても重要なも

のだと思っております。 

 先ほど、知事答弁の中で、医療介護について

ロボットとかという話もございました。一つは、

そういった部分が技術革新の中であることは確

かにそうなんですけれども、今、介護をしてい

る方、看護をしている方々は、今現状は、例え

ば、子どもを預けられないという中で、いろい

ろな形で時間をつくってやっているといった面

もあります。 

 だから、現在の課題と新たな技術革新という、

この二つをしながらやっていかなければいけな

いという部分が、今回のソサエティ5.0という、

新たな社会構築をしていくうえでは重要な課題

だと思っております。 

 まだまだ今からの課題でありますので、正直

私も、長崎県がどういう未来を具体的に描いて

いるのかというのは、まだ「ロボット」とか、

「ＩｏＴ」という単語だけではわからないと思

います。 

 しかし、国の方では、そのソサエティ5.0と

いう社会も含め、どのような利活用、また活用

している先端技術があるかというのをやはり紹
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介して、こういう事例にこういう活用、こうい

う事例とこういう事例を連携したとか、地域課

題に合わせた対応を含め、いろいろな取組を紹

介しております。 

 私の見た中では、やはり在宅医療の問題とか、

そういったものを考えると、やはり長崎にいて

も、離島にいても、同じような医療水準が受け

られるというか。例えば、体にそういったソサ

エティ5.0の技術を積んだ端末を設置して、タ

イムリーに常に体の状況が中央の方の病院とか

に送られて、それが突然変化した時にすぐ近く

の離島の病院に連絡できるとか、救急車に連絡

できるとか、そういうシステムが参考という形

で載っておりました。 

 だから、私も何ができるのかという部分では、

はっきり具体的にはできませんでしたけれども、

先ほどご紹介した分に関しては、長崎県の離

島・半島の課題を解決する一つになると思いま

すし、これまでいろいろな形で苦労されてきた

介護や看護をされている方々の負担を少しでも

軽減できるものでなければと思います。 

 で、要望となりますけれども、長崎県の抱え

る人口減少、少子化、高齢化に伴う生産年齢人

口等の諸課題解決に積極的に取り入れた新たな

利活用から生み出されるシステムや価値は、社

会問題の解決につながる基礎となり得るもので

ありますので、その革新的な技術、アイデアは

基礎科学の発展に資する重要なものとなり、国

際競争力として長崎県の産業を支えていくもの

と思います。どのような未来を子どもたちに示

すことができるのか、来年度策定予定のＩＣＴ

戦略に期待して、次の質問に移らせていただき

ます。 

 次に、高等学校について、お尋ねします。 

 県立高等学校の跡地ですけれども、現在、一

時的な活用をしているということなんですが、

先ほど、自治会や市町とも協議していった結果、

何も利活用がなかったという中で、今は一時的

な活用をしているということでした。 

 しかし、まず、基本になるのは、県有財産管

理運用本部会議での分類基準にあるとは思うん

ですけれども、この物件に関しては優良物件と

か、地域要望の土地とか、要望なしとかなんか

そういう分類があるようですが、どのような分

類になっていたんでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） まず、式見

高校は、保有地という整理をしておりまして、

野母崎高校跡地は、現在、処分等予定地という

整理をしております。 

〇議長(瀬川光之君） 浦川議員―10番。 

〇１０番(浦川基継君） 保有地と処分地という

ことなんですけれども、保有地だったら教育委

員会所管になるかと思うんですが、処分の場合

であれば、所管は本来は総務部とかになるん

じゃないかなと思うんですが、手続上でしょう

が、教育委員会でずっと所有していたというの

を考えると、教育委員会で利用されるのかなと

私は思っていたんですが、そこの部分に関して

はどうですか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 現在の県の

ルールにおきましては、先ほど申し上げたとお

り、統括的には運用本部会議等で処理をするん

ですけれども、例えば、ご答弁で申し上げた所

管している、いわゆる土地についての利活用で

地元の市町に聞くとか、自治会と協議をすると

いうのは、とりあえずその土地を所管している

部局において行うというシステムになっており

ます。 
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〇議長(瀬川光之君） 浦川議員―10番。 

〇１０番(浦川基継君） ちょっとはっきり言っ

て、これは納得できないですけれども、今後の

利活用については、改めてもう一回協議してい

ただくという形のご発言もございましたので、

できたら地域の活性化に寄与できるような施設

活用だったり、企業誘致も含めて、廃校跡とい

うのは、これからも高校だけじゃなく小中学校

もある中で、よく協議しないと、教育施設ばっ

かり空き家というか、そういった利活用がされ

ない施設が多くなる可能性もありますので、県

としても、やっぱりほかの地域、離島・半島の

場合はやっぱりその施設が重要であるため、次

の活用策というのはされてきていた。過去、平

成22年、平成23年にもあったようにですね。そ

ういったのを見たら、ほかの地域、離島・半島

の地域では、利活用するいろいろな意見が出さ

れたようなんですが、この長崎市に関しては

ずっと放置というか、そういった部分がござい

ますので、今後の利活用と何に使うかという部

分をしっかり協議していただいて、地域の活性

化に寄与できるものになることを期待しておき

たいと思います。 

 次に、公費による空調設備の設置についてと

いうことで、こちらの分に関しては愛情あふれ

る回答をいただきたいなと思ってはいたんです

けれども、結果的にというか、今の時点での答

弁では、国の特例交付金の措置が、小中と違っ

て、ないという部分と、今ＩＣＴを利用した新

たな各課の分だったり、改修費による費用負担

といったものを考えると、今整備できないとい

う話なんですが、まず、1億8,000万円の運営費

とか、維持経費がかかるという部分で調査して

いただいたとご答弁いただきましたが、これは

やっぱり一旦はやってみようかと思って調査さ

れたのか、とりあえず調査してみろというふう

な感じの流れだったのか。それはちょっと気持

ちの部分でしょうけれども、ちょっとお答えい

ただければ。（発言する者あり） 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 気持ちの問

題としては、できればやりたいじゃないか、い

わゆる、すぐ明日ということじゃなくてですね。 

 先ほど言ったように、県教育委員会が抱えて

いる大型プロジェクトが、一定終わりが見えて

きた。学校の改修は毎年続くんですが、例えば、

ＩＣＴ化に対する対応とかいう大型プロジェク

トが一定先が見えてきた時に、先に取り組むべ

き課題としては、これがあるなという認識のも

とに、じゃ、実際問題として経費がどれくらい

かかるかということを、現状のリース料等をも

とに試算をしたということですから、気持ちと

しては、できれば設置はしたいとは思っており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 浦川議員―10番。 

〇１０番(浦川基継君） 教育委員会教育長の愛

情あふれるハートの方はお聞きしたんですけれ

ども、やっぱりそこは公費という部分でやはり

厳しいというか、全体を見通して判断しないと

いけないのかなとは感じております。 

 しかし、県の総合計画においては、子どもを

生み育てやすい環境の整備、また、それを一層

推進していくという部分の文言がございます。

そういったものを考えると、1億8,000万円とい

う部分では、金額的には確かに大きいなと感じ

ます。しかし、全体の県の予算で見れば、今、

給与費も含む教育費で見ておりますけれども、

19.526％。それで、これに1億8,000万円を足す

と19.546％になるんですね。全体の予算の中の

0.02％の教育費の増加になります。 



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１２月５日） 

 ― 173 ―

 だから、1億8,000万円だけを聞くと、確かに

金額的には大きいんですけれども、他県を見て

も変動はございますが、やっぱり17％から20％

ぐらい、県の予算の中で教育費として使ってお

ります。だから、この0.02％が、仮に今後何十

年も高校生がおられる、ずっと。増減はしてい

くかもしれませんけれども、1億8,000万円が

ずっと続いたとしても、長崎県の6,900億円か

ら7,000億円の全体の一般会計予算からいくと、

0.02％は、プラス子どものために使っても私は

いいんじゃないかなと思うんですが、長崎県で

も20％を超える教育費を上げた時もあります。

これは、耐震化だったり、いろいろな部分が重

なったんじゃないかなと思いはしますけれども、

でも、それは全体の予算の中で20％になっても

運用はできてきたというふうに、今まで過去の

実績を見て、思うんです。 

 だから、0.02％が上がっても、長崎県は大丈

夫と思うんですけれども、この0.02％がだめで

あるならば、もうこれより以下の、全体として

19.526％以下の予算の範囲内でするように、財

政から言われているんですか。（発言する者あ

り）ちょっとお尋ねしたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） これは、も

う議員ご案内のことかもしれませんけれども、

教育費全体の比率というのは、本県平成31年度

予算で21％ございます。このうち、教育委員会

の所管の分が約20％、19.5％です。ただ、その

内訳が、給与費が19.5％のうち17.2％というこ

とですから、その他としては2.3％。教育委員

会では、政策的経費と、それから学校の運営費

等に使えるのは、その2.3％の中でどう動くか

ということであります。 

 それで、例えば、電気代、この先、1億8,000

万円のうち、計算した時に9,100万円ぐらいか

かります。で、現在、そのエアコンをＰＴＡに

お願いしていて、その分は外出しなんですけれ

ども、県立高校全体で電気代だけで約2億1,000

万円支払っております。そこのほかの電気代は

節約できないわけですから、約9,100万円がそ

こにオンすることになりまして、3億円の電気

代を毎年払うことになると、先ほど言ったよう

に、2.3％の中で9,000万円増えるということの

大きさであります。 

 ですから、私として、先ほどの答弁で申し上

げたとおり、優先順位をつけてやる必要がある

ということで、今現在は通常ベースの学校の、

いわゆる危険を防止するための改修のほかに、

先ほど議員からもご質問があった、今後のソサ

エティ5.0の社会の中で生き抜く力を高校生に

つけるための施策が先ではないか。現実的には、

ＰＴＡの方々のご協力で各学校にはエアコンが

設置されているということを踏まえたうえで、

優先順位としてそう考えているということで、

今、方針としてはそう思っているということで

ございますので、ご理解をお願いしたいと思い

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 浦川議員―10番。 

〇１０番(浦川基継君） 切り詰めていったら、

2.3％ということで、なかなか厳しい財政とい

うか、厳しい枠の中でやっているのかなと理解

します。 

 そうなると、財政の方が、この分の方を乗せ

てやってもいいんじゃないかと思います。教育

委員会教育長は、やっぱりやりたいという気持

ちがあるけれども、やっぱり財政から止められ

ているんじゃないかなと、今の話を聞いていた

ら、気持ちは、もう設置してやりたい。しかし、

財政の中で、やっぱり2.3％の枠の中でやって
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いるから乗せられないということなんですけれ

ども、もし、よろしければ、財政の方からの答

弁をいただければ助かります。（発言する者あ

り） 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） さまざまご議論をいただ

いておりますが、私も、気持ち的には（発言す

る者あり）何とかしてあげたいなという思いで

いっぱいであります。 

 今、本県の財政状況は、極めて厳しい状況で

ありまして、この議会でもたびたびご議論をい

ただいておりますように、いわゆる基金の取り

崩しに頼らないような財政構造を早く実現する

必要があると、それはいつだというご議論をい

ただいてきたところであり、令和3年ぐらいに

はそういった体制を実現していこうと、こうお

答えをしてきているところであります。 

 そのためには、さまざまな見直しを進めてい

るところでありまして、本当に県民の皆様方に

とっては痛いところの補助金を削減させていた

だいたり、もっと手厚く施策の拡充を図るべき

ところをなかなか手が届かない分野、そういう

全体の見直しの中で財源を捻出していかなけれ

ばならない。 

 で、教育委員会教育長が、先ほどから非常に

苦しい答弁をしておりましたけれども、教育分

野の振興を図るためにも、また、これからしっ

かり取り組まなければいけない分野もあるわけ

でございまして、そういう中で他県の動きも見

られるということでありますので、いつまでも

放置するわけにはいかないと思いますが、やは

り施策の集中重点化、優先順位に沿った対応を

図っていく必要があると考えているところであ

ります。 

〇議長(瀬川光之君） 浦川議員―10番。 

〇１０番(浦川基継君） ありがとうございます。

知事の方からも気持ちはいただきましたので、

それに期待して私も協力していきたいと思いま

す。（発言する者あり） 

 ただ、一つだけ他都市の状況の方をご紹介さ

せていただきたいと思います。 

 特に、新しいのが2019年1月に、福岡県の教

育委員会の方で、県立高校全95校のエアコン設

置や維持管理費について、保護者負担から公費

に切り替える方針を示しております。それに

伴って、県議会の方も国に新たに、先ほど小中

学校にあったような特例交付金財政措置の支援

を求める意見書も同じように提出しております。 

 だから、私たちも決めていただければ、それ

に対するそういうふうな動きもあるのかなとは

思いましたけれども、令和3年、いろいろな取

組が必要かと思いますが、令和3年を目指して、

空調設備が公費負担になるように、議員の皆様

方もご協力いただいて、高校生の皆さん、生徒

の保護者もそうですけれども、負担軽減に努め

ていただきたいと思います。 

 では、一つだけ、ちょっとこの分については

要望を言わせていただきますけれども、人口減

少や超高齢化社会の克服には、子どもの数の増

加が必須な課題であります。人口が減り続ける

社会は、いずれ消失することになり、どのよう

な未来を描くこともできません。子どもの幸福

を最大化し、子どもを生み育てやすい社会、生

み育てたくなる長崎県をつくり進めることを未

来への投資として、積極的に位置づけることが

重要だと思いますので、他都市の様子を見て、

他県に遅れることのないよう求め、次の質問に

移らさせていただきます。 

 次は、インバウンド観光についてですけれど

も、まず、今、中国を主流にして主体的にやっ
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ているから、空きがないので、その空きの対応

でほかのクルーズ船ということなんですが、中

国と台湾のクルーズ船の一人当たりの単価とい

いますか、経済効果といった部分に関してはど

のように把握しているんでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 真樹君） クルー

ズ船におきますお客様の消費単価でございます

けれども、中国のお客様でございますが、平成

30年にこれまで調査をした単価から算出した額

で2万7,497円でございます。それから、台湾に

つきましては1万9,314円となっております。 

〇議長(瀬川光之君） 浦川議員―10番。 

〇１０番(浦川基継君） 中国の方が、まだまだ

8,000円高いということなんですけれども、他

都市の状況を見ますと、やはり中国の比率がど

んどん変わってきております。特に、長崎県の

場合、近い部分はあるかと思いますけれども、

他都市の状況を見ると、今はもう台湾の方にど

んどんシフトしております。 

 これは、私は、逆に台湾の方が単価が高い状

況になってきているんじゃないかなと思ってお

りますので、できれば、今後、台湾とか、他都

市の状況とかを調査していただいて、できるだ

け新たな需要という部分で、中国だけじゃなく

て、台湾だったり、先ほどメガヨットだったり、

クルーザーだったりという部分での要望も言い

ましたけれども、そういった新たなところを

やっぱり探していただきたいと思います。 

 もう一つは、物産館についてですけれども、

一応大黒町の方に県の物産館がありますが、ど

れぐらいの売上なのかということと、インバウ

ンド、外国人に対してとか、クルーズ船に対し

ての、そういったお客様に対する売上はどれく

らいになるのか、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 真樹君） 物産館

での売上でございますけれども、平成30年度で

約1億円程度の売上ということでお聞きしてお

ります。 

 その中で、外国人客の売上でございますけれ

ども、正確な数字が把握はできておりませんが、

実際に対応されています物産館の方にお聞きし

ますと、月に100名程度の外国人来客があって

いると、そのうち約２～3割の方に購入をいた

だいているということで、購入単価が一人当た

り約1,500円程度とお伺いをしているところで

ございます。 

〇議長(瀬川光之君） 浦川議員―10番。 

〇１０番(浦川基継君） 経済効果として2万

7,947円ということですけれども、航路、交通

とかいろいろなことも含めてでしょうが、ク

ルーズ船でインバウンド対策として観光消費額

を上げていくという部分では、やはり県内に幾

ら落としてくれるかというのが課題だと思いま

す。 

 確かに、対馬市の方で、韓国、今ちょっと厳

しい状況になっておりますけれども、来た時に

は40万人が来て、やっぱり潤いが、もうバブル

のような動きもあったと聞いております。だか

ら、それはそこに域内で落ちているからだと思

いますので、そういった効果が見えないと、長

崎県の県民の方々は、もうクルーズ船は渋滞

だったり、トイレの問題だったり、いろいろな

部分で困っていると聞いておりますので、そう

いった対応も今後注意していただきたいと思い

ます。 

 それと東長崎の農業基盤整備については、今

本当に一生懸命みんなでやろうという機運が高
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まっておりますので、ぜひ今後ともしっかり

フォローして、基盤整備がうまくいくような形

で、あらゆる可能性を調査していただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 午前中の会議はこれにて

とどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１２分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇副議長(西川克己君） 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君）（拍手）〔登壇〕 皆様、こ

んにちは。 

 西彼杵郡選出、国民民主党、改革21、饗庭敦

子でございます。（発言する者あり）ありがと

うございます。 

 4月の統一地方選挙におきまして、県民の皆

様の負託をいただき、初当選させていただきま

した。県民の皆様には、心から感謝申し上げま

す。 

 県民の皆様の声を県政に届け、誰もが笑顔で

暮らせる長崎県になりますよう、誠心誠意、頑

張ってまいります。（発言する者あり） 

 本日は、お忙しい中、傍聴へお越しいただき

まして、まことにありがとうございます。 

 県議会ではじめての登壇でありまして、緊張

しておりますが、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 それでは、知事をはじめ、県警本部長、教育

委員会教育長、部局長におかれましては、県民

にやさしい答弁、午前中にありました愛情のあ

る答弁をお願い申し上げ、質問通告に従い、分

割質問方式にて質問させていただきます。（発

言する者あり） 

 1、社会的孤立について。 

 先日、ローマ教皇が来日され、その時のテー

マは、「すべての命を守るため」でした。 

 多くのメッセージを発せられた中で、「日本

は、経済的に高度発展した社会ですが、社会的

孤立している人が決して少なくなく、命の意味

がわからず、自分の存在の意味を見出せず、社

会からはみ出していると感じている人がいる」

ということで、社会孤立についても発信をされ

ておられました。 

 また、ＯＥＣＤの調査によれば、家族以外と

のつきあいがほとんどない、社会的孤立の状態

にある人の割合は、先進国の中で日本が最も高

くなっております。 

 日本は、孤立王国と言われております。どう

すれば、誰もが孤立せず、安心して暮らすこと

ができるのかという課題は、長崎県としても取

り組むべき課題というふうに思っております。 

 （1）ひきこもり8050の問題。 

 ①ひきこもりによる孤立を防ぐための対策。 

 近年、50代のひきこもりと80代の親が社会的

に孤立し、困窮する「8050問題」が深刻化して

おります。とても大きな課題であるというふう

に考えております。 

 長崎市におきましては、昨年8月、母子2人暮

らしのアパートで母親の遺体が見つかるという

とても悲しい事件がございました。関係者によ

りますと、息子さんは、無職で、長年ひきこも

り状態だったというふうに言われております。

このような出来事になる前に支援につなげるこ

とができなかったのか、お伺いします。 

 また、長崎県では、ひきこもりの人数が、若

年層では約5,000人、中高年層では約6,000人と
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推測されております。 

 社会的孤立を防ぐために、県でどのような取

組を行っているのか、お伺いします。 

 ②ＮＰО法人との連携について。 

 ひきこもりの支援は、行政による支援だけで

はとても難しいというふうに感じております。

地域住民に身近なＮＰО法人との連携が必要と

考えておりますが、具体的にはどのような連携

を取っておられるのか、お伺いします。 

 （2）高齢者の孤立問題。 

 ①高齢者の社会的孤立について。 

 高齢者の孤立問題で、生活支援体制整備事業

の一環として、「支えあい地域活動」が、長崎

県も市町に指示し、取組が各市町ではじまって

いるというふうに思います。 

 これまで、犯罪とは無縁であった人たちが、

老老介護や独居などといった環境下におきまし

て、困ったことがあっても、なかなか誰にも助

けを求めることができず、高齢者にして、はじ

めて犯罪をしてしまったというケースも増えて

きていると言われております。 

 長崎県の高齢者犯罪の現状は、事前に担当課

のところにお聞きしましたところ、平成26年は

480件、平成30年は531件と、やはり増加傾向に

あり、長崎県の犯罪が全体的に減少している中

での高齢者の構成率は、平成26年と比較すると

10％も高くなって、30％を超えている現状でご

ざいます。 

 高齢者の犯罪を減らすためにも、社会的孤立

という問題を解決する必要があると考えており

ます。 

 高齢者の社会的孤立について、県の認識と取

組をお伺いします。 

 （3）子どもを取り巻く課題。 

 ①不登校に対する県の取組について。 

 不登校の児童生徒が5年連続で増加し、小学

生、中学生は、16万4,528人と、前年から2万人

以上増え、過去最高を更新しました。 

 いじめや家庭状況などの背景を多面的に探る

ことで今後の対策につなげると、文部科学省は、

来年度、欠席が続く小中学生から、学校などを

介さずに聞き取り調査を行うという方針を固め

ておられます。 

 学校で孤独に感じ、孤立していくと、不登校

になることがあり、不登校が続いていくと、ひ

きこもりになる可能性もあります。学校で孤立

しないための県教育委員会としての対策は何か、

お伺いします。 

 ②小中学校のいじめの実態について。 

 文部科学省の調査によりますと、いじめは、

前年度から約13万件増えて、過去最多の54万

3,933件に達しております。本県でも3,213件と

なっております。 

 長崎県で、過去に、某中学校でいじめられ、

孤立してしまい、自死に追い込まれたという悲

しい事件があったのは、皆様のご記憶にもある

かというふうに思います。県下の小・中学校の

いじめの実態を、県としてはどう捉えておられ

るのか、お伺いします。 

 ③貧困世帯への取組について。 

 2013年に「子ども貧困対策法」が成立し、子

どもの貧困が広く知られるようになり、子ども

食堂も、それと歩調を合わせるように広がって

きています。 

 国内の子どもは、7人に一人が地域や社会で

普通とされる生活を送れない、相対的貧困にあ

ると言われております。 

 先日、個別の視察で沖縄県を訪問した時に、

沖縄は、県事業で子どもの居場所づくりに取り

組んでおられました。また、沖縄は、元教員や
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社会福祉士資格を持つ人を支援員として採用し、

学校と家庭の橋渡し役となり、困窮状態にある

家庭を見つけたり、福祉や行政サービスにつな

いでおります。 

 長崎県でも、民間団体が子ども食堂に取り組

んでおられるのは承知しておりますが、まだ、

開催をされていない市や町もあるように思いま

す。県として、どう関わっていくのか、お伺い

します。 

 そして、衣食住の生活改善、学習支援などの

居場所づくりも、今よりももっと増やしていく

必要があるのではないかと思いますが、県とし

ては、市や町の支援をどのように行っていくの

か、お伺いします。 

 （4）虐待をゼロにするための対策。 

 ①児童虐待について。 

 11月は、「児童虐待防止月間」でございまし

た。全国各地で子どもに対する虐待が相次ぎ、

不幸な事件が後を絶ちません。悲惨な事件を起

こさないための県の対策をお伺いします。 

 また、虐待根絶の一番のポイントは、人であ

ります。親の体罰禁止を明記した「改正児童虐

待防止法」は、来年4月から施行されます。そ

れを受け、体罰に関する指針素案が12月3日に

示されました。体罰に頼らない子育てを目指す

うえで、大きな第一歩と評価されております。 

 その中で、専門家によりますと、それは親を

孤立させないことが重要だというふうに指摘さ

れております。県として、児童虐待を減らすた

めにも、親の孤立への支援をどのようにしてい

るのか、お伺いします。 

 ②介護施設従事者の実態について。 

 他のある県では、家族や親族による高齢者へ

の虐待と認定された件数は減少しており、介護

施設従事者らによる虐待の認定件数が増えてい

るというふうな実態がございます。 

 長崎県におきましては、家族や親族の虐待、

介護施設従事者での虐待などの実態がどのよう

になっているのか、お伺いします。 

 以上、質問をいたします。 

 これ以降の質問は、対面演壇席からとさせて

いただきます。 

 よろしくお願いいたします。（拍手） 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 饗庭議員のご質

問にお答えをいたします。 

 ひきこもりによる孤立を防ぐために、どのよ

うな取組を行っているのかとのお尋ねでありま

す。 

 ひきこもりの方やご家族の地域における孤立

を防ぐためには、できるだけ早期に支援を開始

し、その長期化を防ぐことが最も重要ではない

かと考えております。 

 このため、平成25年4月に、「長崎こども・女

性・障害者支援センター」及び県立保健所に

「ひきこもり地域支援センター」を設置し、相

談窓口を明確化するとともに、本人及び家族へ

の継続的支援や、支援者の養成、普及啓発など

総合的な施策を推進しているところであります。 

 特に、中高年のひきこもりについては、国の

実態調査結果から、県内の人数は約6,000人と

推定されており、親世代の高齢化により、本人

の健康問題だけではなく、家族の介護、生活困

窮など、問題が複合化していることから、「ひ

きこもり地域支援センター」が中心となって、

民生委員、児童委員、民間支援団体、医療機関

等とも連携しながら、世帯全体を医療や介護、

福祉等の適切な支援に早期につなげるよう取り

組んでいるところであります。 

 今後は、親世代と接する機会が多い地域包括
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支援センターなどの高齢者支援機関との連携を

強化することで、問題を抱えている世帯の情報

を早期に把握し、必要な支援につなげてまいり

たいと考えております。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席からお答

えをさせていただきます。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） ひきこもり8050

問題につきまして、ＮＰО法人と現在どのよう

な連携を取っているのかとのお尋ねでございま

す。 

 ひきこもりの支援に当たりましては、行政だ

けではなく、本人や家族に近い立場からの支援

を行うＮＰО法人を含めた民間支援団体との連

携が非常に重要であると認識しております。 

 このため、ひきこもりに対する相談支援体制

の整備や支援ネットワークの構築を目的として

設置している「長崎県ひきこもり支援連絡協議

会」に、身近な相談現場の声を反映させるため、

民間支援団体からも委員として参画していただ

き、ひきこもり支援における連携体制等につい

て協議を行っております。 

 また、各県立保健所におきましては、ＮＰО

法人等の民間支援団体との連携体制を構築して

おり、日ごろから情報交換や事例検討を行い、

本人や家族に寄り添った支援に努めているとこ

ろであります。 

 今後も、さらに、ＮＰО法人等の民間支援団

体との連携を強化し、「8050問題」への対策の

構築に力を注いでまいります。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 高齢者の社会的孤立につ

いて、県の認識と取組の方向性についてのお尋

ねでありますが、高齢者の社会的孤立について

は、生きがいの低下や認知症の進行など、健康

状態の悪化にもつながっていくとの報告もあり

ますことから、高齢者の安全や健康を守るため

にも孤立化を防いでいく必要があるものと考え

ております。 

 このため、行政だけではなく、民間企業など

を含めた地域全体で、高齢者の多重的な見守り

活動を行っていく必要がありますことから、民

間事業者との協定締結を推進し、多重的な見守

り体制の整備を進めております。 

 現在、県全体で電気やガス、宅配業など、

100社を超える民間事業者と協定を締結して、

19の市町において体制が構築されているところ

であります。 

 また、この問題につきましては、九州全体の

課題でもあることから、長崎県が幹事県となっ

て、九州地方知事会の各県、さらには九州の経

済界で構成される「九州地域戦略会議」におい

て、「多重的見守りネットワーク九州・山口モ

デル構築プロジェクト」を推進し、各県とも連

携して、高齢者の見守り体制の充実に向けたさ

まざまな活動を推進しております。 

 今後とも、各市町の協力をいただきながら、

全県下での多重的見守りネットワーク体制の構

築を目指してまいりたいと考えているところで

あります。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） まず、私か

ら2点お答えをいたしますが、県内の不登校の

状況と、不登校にならないための取組について

のお尋ねですが、不登校の未然防止のためには、

子ども一人ひとりが、生き生きと輝く環境など、

安心して教育を受けられる魅力ある学校づくり

の推進が重要であると考えております。 

 平成30年度の調査結果によりますと、本県の

不登校児童生徒数は1,913人で、年々増加して
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おり、喫緊の課題となっております。 

 要因は、環境の変化や人間関係におけるさま

ざまな悩みや不安などであり、その解消に向け

ては、学校、家庭、関係機関等が連携し、児童

生徒の心の安定を図る取組が必要であります。 

 県教育委員会としましては、カウンセリング

リーダー養成研修の実施など、教員の資質向上

を図るとともに、スクールカウンセラーやス

クールソーシャルワーカーの配置・派遣により、

教育相談体制の充実を図っております。 

 また、継続的な支援が必要である児童生徒に

つきましては、県独自に作成しました「引き継

ぎガイドライン」をもとに、小・中・高12年間

を見通した切れ目のない支援に努めております。 

 今後も、子どもの心に向きあう教育体制を整

備し、児童生徒の将来の社会的自立に向けた支

援を充実させていきたいと考えております。 

 次に、本県の小・中学校のいじめの実態と県

の対策についてのお尋ねですが、平成30年度の

本県のいじめ認知件数は、公立小・中・高、特

別支援学校全体で3,213件であり、そのうち

小・中学校で3,095件となっております。 

 いじめの態様としましては、「冷やかしやか

らかい」が最も多く、次いで、「軽くぶつから

れたり、たたかれたり」等の実態があります。 

 認知したいじめについては、各学校が設置し

ております「いじめ対策委員会」等で指導の手

当を検討し、全教職員が一体となって対応する

こととなっております。 

 県教育委員会としましては、毎年実施してお

ります「長崎っ子の心を見つめる教育週間」に

おいて、命を大切にする心や、思いやりの心の

育成に、県下全学校で取り組んでおります。 

 また、スクールカウンセラーの配置・派遣や、

電話、メール、ＳＮＳによる教育相談体制の充

実、さらに、警察等への連絡・相談など、関係

機関との連携も図り、丁寧に対応しているとこ

ろです。 

 今後も、いじめの早期発見と適切な対応に向

けて、家庭、地域、関係機関と連携、協力しな

がら、各市町の教育委員会や各学校の取組を支

援してまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 私の方から、

2点お答えさせていただきます。 

 まず、民間の子ども食堂や市町の学習支援な

ど、子どもの居場所づくりを進めるため、県は

どう支援していくのかとのお尋ねですが、子ど

もの貧困対策としての居場所づくりについては、

市町が実施する放課後児童クラブや学習支援事

業のほか、民間が実施する子ども食堂などがあ

ります。 

 市町が学習支援事業などを実施するに当たっ

ての課題として、対象者を生活困窮者等に限定

するため、参加者が集まりにくいこと、事業を

サポートするボランティアの確保や事業構築の

ノウハウを持たないことなどが挙げられており

ます。 

 県としては、これらの課題に対応していくた

め、市町に対し、対象者が異なる国庫補助事業

を組み合わせて、参加者を増やした他県の先進

事例の紹介や、地域の実情に応じたボランティ

アの確保、事業構築のノウハウの提供などを実

施してまいりたいと考えております。 

 また、本県の民間の子ども食堂が抱える課題

としては、県内のフードバンクの機能が不十分

であることや、食堂開催の頻度が少ないことな

どが挙げられております。 

 これらの課題に対しては、民間団体が子ども

食堂と食材を提供する企業とのマッチングをイ
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ンターネット上で行うフードバンク事業を、今

年から長崎市内でモデル的に開始し、来年度以

降、県下全域に展開していく予定であり、県と

しては、市町と連携しながら、事業の周知等を

行うなど、協働してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、子ども食堂など、民間団体等の取組を

拡大していくため、社会福祉法人など、取り組

む可能性が高い団体や企業を掘り起こし、市町

と連携しながら支援してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、虐待の予防と保護者の体罰が禁止され

ることに伴う取組についてのお尋ねですが、本

県では、家庭の孤立化を防ぎ、虐待を予防する

取組として、産科医療機関、市町、児童相談所

等が連携し、妊娠・出産期に支援の必要な家庭

を早期に発見し、速やかに支援を開始する「児

童虐待ゼロプロジェクト」を実施しております。 

 また、各市町においては、生後4カ月以内の

乳児のいる全ての家庭を訪問し、助言等を行う

乳児家庭全戸訪問事業や、乳幼児健診の実施に

より、支援の必要な家庭を早期に発見し、孤立

することがないよう訪問するなど、継続的な支

援を実施しております。 

 さらに、子どもや家庭に対する妊娠期から子

育て期まで、切れ目ない支援を総合的・継続的

に行う「子育て世代包括支援センター」や、虐

待リスクの高い要支援児童に対応できる「子ど

も・家庭総合支援拠点」の全市町設置に取り組

むなど、相談支援体制の充実に努めているとこ

ろであります。 

 また、今回の法改正に伴う体罰禁止に当たっ

ては、国において、体罰の範囲や体罰禁止に関

する考え方等について、わかりやすく説明する

ためのガイドラインを作成する予定であり、県

としては、そのガイドラインに沿って、市町や

関係団体とも連携しながら、さまざまな広報媒

体を活用して普及啓発したいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 虐待をゼロにす

るための対策につきまして、本県における介護

施設従事者等による虐待認定件数と傾向につい

てのお尋ねでございます。 

 本県における介護施設従事者等による虐待件

数につきましては、全国と同じく、近年は増加

傾向にあり、平成30年度が15件となっておりま

す。 

 その内訳として、身体的虐待、心理的虐待が

それぞれ4件、介護などの世話の放棄や放任、

経済的虐待がそれぞれ3件、そのほか1件となっ

ております。 

 また、お尋ねがございました家族内での介護

を必要とする高齢者への虐待件数につきまして

は、正確に実態を把握するのが困難でございま

す。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 答弁、ありがとうござい

ました。 

 それでは、再質問をさせていただきたいと思

います。 

 ひきこもりの孤立について、「ひきこもり地

域支援センター」による支援をいろんな形でさ

れているということでございましたけれども、

この支援センターの利用件数がどれくらいある

のかと、もう一点、そのひきこもりの方は、長

年ひきこもっておられると、なかなか相談に訪

ねて行けない状況があるかと思うんですけれど

も、そうした場合の対策というのはどのように

されておられますでしょうか、お伺いします。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 
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〇福祉保健部長(中田勝己君） 平成30年度のひ

きこもり地域支援センターの相談対応件数につ

きましては、617件となっております。そのう

ち、中高年以上と区分される40歳以上は118件、

さらに、そのうち50歳以上は35件となっており

ます。 

 ひきこもり地域支援センターでは、本人が来

所できない場合には、電話、メールによる相談

対応も行っております。 

 また、家族のみの相談にも対応しており、本

人の状況に応じて訪問するなど、きめ細やかな

支援に努めております。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 今、きめ細かな相談とい

うことでございましたけれども、この電話とか、

メールの相談というのは増えている状況にあり

ますでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） さまざまな形態

にて相談を行っているところでございますが、

電話相談の件数は増加傾向でございますが、

メールについては横ばい傾向というふうに認識

しております。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） この「8050問題」につい

ては、長期化すると、先ほどご説明もありまし

たが、親も高齢化してくるということになりま

すので、なるべく早い段階で、ぜひ、ひきこも

りの方が、日ごろの生活を少しずつなるように

していただければというふうに思います。 

 次に、高齢者の孤立の問題についてですけれ

ども、見守り体制を充実していくというところ

でございました。100を超える企業さんとネッ

トワークをつくっておられるということですけ

れども、大阪の豊中市では、「見守りローラー

作戦」と言われるボランティアで活動されてい

ることがございまして、ここが、地域的にはあ

る地域なんですけれども、全世帯を回るという

ところで、くまなく支援をしていくということ

をされておられるんですけれども、長崎県下で

もそういう状況があるのか、把握されているか、

お伺いします。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 多重的見守り

ネットワーク体制につきまして、協定を結んだ

民間事業者のほか、民生委員や近隣住民にも協

力をいただきながら、それぞれの地域の実情に

応じて高齢者の見守り体制を構築しております。 

 県内の取組といたしましては、例えば、独居

高齢者の居場所づくりのために立ち上げたサロ

ンをきっかけに、孤立防止のための訪問による

安否確認など、地域住民にも協力していただい

た取組が行われております。 

 ご指摘の豊中市で実施されております「見守

りローラー作戦」におきましては、定期的に地

域を指定しまして、その地域の高齢者には全て

戸別訪問を実施し、孤立化しているのか、把握

するものと承知しております。 

 見守りネットワークは、地域の実情に応じて

構築していく必要があると考えておりまして、

都市部と地方では状況も異なることから、高齢

化が進む本県の状況に応じた、地域住民と連携

した見守り体制を構築していきたいと考えてお

ります。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） その見守り体制をくまな

くできるようにしていただければというふうに

思います。 

 次に、不登校について、ちょっとお尋ねしま

すけれども、教員の資質を上げながら、スクー



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１２月５日） 

 ― 183 ―

ルカウンセラーと連携を取りながらということ

でございましたが、あと、不登校の方が、ＮＰ

О法人がされておられるフリースクールに通っ

ておられたり、いろいろされるかと思うんです

けれども、そこと学校に戻るというような連携

はどのようにしておられるか、お伺いします。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） まず、不登

校になった児童については、そこの学校からも

定期的に、その様子を保護者の方からお聞きす

るために訪問をしておりますし、学校への復帰

も働きかけておりますけれども、子どもの居場

所としてフリースクールを選ばれたというか、

一時的にそこに通われる方については、保護者

を通じて様子を学校側も把握をして、適切に働

きかけをしていくというようなシステムになっ

ております。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 連絡を取っていただきな

がら、ぜひ不登校から登校できるようにして、

不登校者を減らしていただければというふうに

思います。 

 次に、いじめについてですけれども、やはり

ずっと増えているというのは現状でございます。

冒頭で申し上げました、某中学校で自死になっ

た生徒さんは、来年が二十歳ということで、非

常に親御さんが、もうこのいじめないというこ

とを、その学校でぜひしてほしいというふうに

訴えられていたんですけれども、この某中学校

はご存じかと思いますけれども、ここでのいじ

めは減ったのかどうか、お伺いします。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） すみません、

今、中学校別の件数は把握しておりませんけれ

ども、この中学校においては、そういう事案を

受けまして、特別ないじめ防止対策といいます

か、活動を行っておりますので、その効果はあ

らわれているものというふうには考えておりま

す。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） ぜひ、もうそうなる前に

予防をしていただきたいし、いじめは減らして

いただきたいというふうに思います。 

 今、いじめや不登校の対策として、文部科学

省が出した、スクールロイヤーというのを全国

に300人配置するという方針が9月に出ておりま

すが、この方針に対して、県としての見解をお

伺いします。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） スクールロ

イヤー制度につきましては、本県におきまして

は、平成26年に佐世保事案が起きまして、先駆

的に県の弁護士会に依頼をいたしまして、これ

は県立高校対応なんですけれども、弁護士さん

に相談できる体制を構築しております。 

 文部科学省の対応については、今後、市町の

教育委員会がどのように対応するかということ

でありますけれども、我々の県立の部分では、

いわゆる法律的な問題、いじめ等も含めまして、

気軽に相談できるということで効果があらわれ

ていると思っておりますので、市町の教育委員

会から相談があれば、県の弁護士会とのつなぎ

は、県教委の方でもやっていきたいというふう

に考えております。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 県としては、じゃ、ス

クールロイヤー制度を導入していくということ

で理解してよろしいんでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 弁護士さん
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が、その現地におられるかどうかということも

あると思うんですが、先ほど言ったように、県

としては、非常に有効なシステムといいますか、

制度だと思っておりますので、市町の判断です

が、相談があれば、先ほど申し上げたとおり、

県弁護士会等へのつなぎは県教委の方でも支援

をしていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 市や町の判断ということ

になるかというふうには思うんですけれども、

このスクールロイヤー制度は、すごく有効とい

うところもあるんですけれども、その一方で、

若干、教育委員会側の立場に立つので、いじめ

の隠ぺいが増えるんではないかというような不

安な声も伺っておるんですけれども、そのあた

りも市や町に委ねるじゃないですけれども、市

や町で考えていただくという県教育委員会の考

えでよろしいでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） その隠ぺい

につながるというのが、どのようなことを指し

ているのか、よくわからないんですが、先ほど

申し上げたとおり、いろんな子どもに関わる事

象も、例えば、保護者の方と学校との関係とか、

法律的な問題が絡むこともありますし、他県で

の児童虐待の関係で、学校に対して個人情報を

出せと、訴訟を起こすぞというようなことが

あって、誤った方法をとったというような事例

もありますので、そういった意味では、我々が

想定しているスクールロイヤー制度というのは、

法律にのっとって学校側がきちんとその制度を、

例えば、相手方に説明するとか、その法律に

のっとった対応を毅然と対応できるようなこと

もできるような制度だというふうに考えており

ます。 

 したがって、弁護士さんに相談して、いじめ

を隠ぺいするというようなことについては、そ

れはあってはならないことでありますし、県下

の市町教育委員会の中でそのような対応をする

ということは、全然想定をしておりません。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） そういう懸念もあるとい

うことをお伝えして、制度を導入していただけ

ればというふうに思います。 

 次に、児童虐待についてですけれども、児童

虐待の児童相談所についてですが、一昨日も

ちょっと話は出ていたかと思うんですけれども、

児童相談所は、今後、専門性を求められるとい

うところもありますし、一昨日の話の中では、

時間外労働時間が、最大ですけれども、72.4時

間あるというふうに言われている中では、児童

相談所の職員への負荷がかなり大きいかという

ふうに思うんですね。そして、その方が一人で

事案を抱え込むというようなことがないような、

組織での対応というのはどうなっておられるの

かと、また一方で、相談者の方との人間関係構

築が必要になってくると思うんですね、話のい

ろんな中では、重要な話になると、そういうこ

とが必要なんですが、そういう人間関係構築を

しながら対処する体制はとれているのか、お伺

いしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 児童相談所にお

きましては、昨今の業務量の増加による職員の

負担を考慮し、管理職による面談や声かけなど

により、心理的なケアについても十分配慮する

よう努めているところでございます。 

 また、人事配置のローテーションにつきまし

ては、原則として本人の意向を踏まえつつ、適
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材適所で配置しておりますが、特に、心理判定

などを専門とする職につきましては、その専門

性を発揮できるよう、継続性にも配慮しつつ、

適切な人事管理に努めてまいります。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） ぜひ、子どもたちの命を

預かる児童相談所でございますので、担当者の

方が一人で困ること、抱え込むことがないよう

にしていただきながら、組織対応をしていただ

きたいというふうに思います。 

 2、災害時における避難者対策について。 

 台風19号などで災害が接近した時の状況で、

「命を守る行動をしてください」と、いろんな

ところで報道をされていたかというふうに思い

ます。でも、そういうふうに言われても、どう

したらいいかわからない。避難した方がいいの

か、避難しない方がいいのかわからない。避難

のタイミングや避難のルートがどうなのかとい

うようなことが言われております。 

 避難所というのは、市や町で開設されておら

れるというふうに思います。ほかの自治体で、

今回の災害の時に、全町避難ということになっ

た場合に、避難所に入れなかったと、たらいま

わしになったということがございましたが、長

崎県では、市や町が対応できない場合の対応策

はどうなっているのか、教えてください。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 市町の避難所だけ

では住民を受け入れられない事態が生じた場合

の県としての対応についてのお尋ねですが、指

定避難所の開設に関しては、県及び市町の地域

防災計画で定められており、避難情報が発令さ

れた場合、市町は、災害種別や住民避難の状況

に応じて、適切に指定避難所を開設し、避難住

民の確実な受け入れに努めることとされており

ます。 

 また、被災市町は、区域外への広域的な避難

が必要であると判断した場合には、県内の他の

市町に対して、住民の受け入れを要請すること

としております。 

 県は、必要に応じて、他の市町と被災市町の

住民の受け入れについて協議を行うほか、九

州・山口各県と締結した災害時応援協定に基づ

き、避難施設や住宅の提供などを含めた協力を

行うこととしており、市町と連携を図りながら、

住民が円滑に避難できるよう支援してまいりま

す。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 住民が円滑に避難できる

ようにというところで、その状態になった時に

連携をするということかというふうに思います。 

 その中で、7月と8月の大雨の際に、長崎県内

でも避難指示、避難勧告が発令されたかという

ふうに思うんですけれども、避難行動をとられ

た方は非常に少なく、1％以下というふうに言

われておりました。 

 命を守るための避難行動をするように県民の

皆さんへ、どう周知していかれるのか、防災ア

プリというような提案も出ていたかと思うんで

すけれども、周知の方法での県の取組をお伺い

します。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 県としましては、

日ごろから住民の避難行動の意識を高めるため、

市町や関係機関と連携し、それぞれのホーム

ページ、広報媒体など、さまざまなチャンネル

を活用して広報を行うとともに、災害時には迅

速な避難行動へ結びつけるよう、Ｌアラートを

通じ、正確な防災情報や避難情報の提供に努め

てまいります。 
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〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 今、言われた中で、それ

をやっているけれども、避難しなかったという

のが現状じゃないかと思うんですけれども、そ

れ以上の対策は何か考えておられませんか。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 命を守るための対

策なんですけれども、まずは住民一人ひとりが

防災意識を高めるということが非常に重要であ

るというふうに感じております。 

 そのため、ハザードマップ等での地域の災害

リスクの確認とか、気象情報や市町からの避難

情報をもとに、自身が家族で早めの避難行動を

とっていただくということと、地域で声かけや

要配慮者の支援を行いながら、自助・共助の避

難をしていくことを広報啓発していきたいとい

うふうに考えております。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 広報啓発には、もう少し

実態も入れてしていただいた方がいいかなとい

うふうに思いますけれども、ぜひ皆さんが、そ

の災害が起こった時に避難行動できるようにし

ていただければというふうに思います。 

 3、パワハラ等のハラスメント対策について。 

 ①知事部局及び県警本部の取組について。 

 ハラスメントは、パワハラ、セクハラ、モラ

ハラ、マタハラ、カスハラなど、36種類以上あ

るというふうに、今、言われております。 

 その中で、長崎県の職員のパワハラ問題、

2013年に、はじめて懲戒処分を行うという事例

がございました。その後も何件か発生しておら

れ、現在、訴訟中の事案もあり、より一層のパ

ワハラ防止策が必要と思います。 

 職場でのパワハラを防止する、具体的に定め

る国の指針が大筋で出ております。それにより

ますと、大企業は来年6月から、中小企業は

2022年4月から義務化ということになっており

ます。 

 このハラスメントというものは、なかなか、

それぞれの捉え方の違いというのもありますけ

れども、県としては、何件か起きているハラス

メントを踏まえて、ハラスメントの防止に関す

る要綱に従って取り組んでおられるというふう

には思いますが、それぞれの捉え方に温度差が

あるのではないかと、職員の皆さんの意識改革

も必要ではないかと思いますけれども、県の取

組をお伺いします。 

 もう一つ、11月20日の某新聞報道で、県警本

部に勤務する40代男性警部のパワハラ行為が掲

載されておりました。その中では、1年間にわ

たり、日常的に、この職員に対し、本名のあだ

名で「○○はバカ」と叱責していたというよう

な文章が載っていました。こういう形で行われ

ていたパワハラという実態を踏まえて、県警の

パワハラ防止策をお伺いします。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 県におきましては、

「ハラスメントの防止等に関する要綱」を策定

いたしますとともに、新任の係長、課長補佐、

課長といった役職段階ごとの職員の研修や、管

理職が自らの姿勢や行動を振り返る、「活気あ

ふれる職場づくりのためのチェックシート」に

よる確認などを通じて、職員のパワーハラスメ

ントに対する意識啓発に努めているところであ

ります。 

 職員研修等におきましては、パワーハラスメ

ントを起こさないために注意すべき言動例など

を具体的に示しながら、その防止に向けた意識

づけを行いますとともに、職場内でのミーティ

ングを励行するなどによりまして、風通しのよ
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い職場環境づくりに取り組んでいるところであ

ります。 

 また、このほか、ハラスメント対策として、

内部の専用相談窓口だけでなく、弁護士による

外部相談窓口を設置するなど、相談体制の整備

や、相談があった場合の適切な対応にも努めて

おります。 

 今後とも、ハラスメントの防止に向けて、職

員の意識啓発に積極的に取り組んでまいります。 

〇副議長(西川克己君） 警察本部長。 

〇警察本部長(迫田裕治君） パワーハラスメン

トをはじめとするハラスメント対策といたしま

して、県警におきましては、これまで「長崎県

警察ハラスメント防止対策要綱」を制定し、職

員に対する指導や教養に努めてきたところでご

ざいます。 

 具体的な防止策といたしまして、「メンタル

ヘルスの専門家によるハラスメント防止セミ

ナーにおける警視級幹部の受講」、それから、

「警察署長会議等、あらゆる機会を活用したハ

ラスメント防止に関する指示」、また、「他県で

発生したハラスメント事案を他山の石とした、

各警察署及び本部各課における集合教養」など

を実施して、ハラスメントを起こさないための

意識づけを図ってきたところでございます。 

 ただ、こうした中、議員ご指摘の男性警部に

よるパワーハラスメント事案が発生したことは、

まことに残念でございます。 

 これを受けまして、早速、各警察署及び本部

各課におけるハラスメント防止に関する集合教

養を実施したほか、県警全職員に対して、ｅ

ラーニングというパソコン端末を活用したハラ

スメント防止にかかる教養などを実施したとこ

ろであります。 

 今後も、引き続き、指導や教養を徹底し、ハ

ラスメントに対する職員の意識改革に努めてま

いる所存でございます。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 県の中で、相談窓口、相

談の整備を行っているということでございまし

たけれども、相談窓口に県職員から相談が寄せ

られる件数がわかれば教えてください。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 庁内の窓口に寄せら

れている相談実績ですけれども、平成29年に3

件、平成30年が1件、今年度が1件となっており

ます。 

 それから、外部の弁護士の相談の窓口もござ

います。これは平成29年、平成30年はございま

せんでしたが、今年度、令和元年度に2件、相

談があっております。（発言する者あり） 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 今、件数、ございました

けれども、この中でパワハラと認められた件数

がわかれば教えてください。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） それぞれの対応につ

きましては、それぞれの状況に応じて確認をし、

調査をし、対応しておりますけれども、議員ご

指摘のように、パワハラと認めたとか、認めて

ないということではございませんで、それぞれ

の状況を改善していくための対応をさせていた

だいているというところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 県警察本部の方の中で

ちょっとお尋ねしたいんですが、約一年間にわ

たりというふうな報道がされていたんですけれ

ども、この一年間という中では、早期発見し、

早期対応をすると、その両方、被害者、加害者

にもそれぞれ、これからの人生の中でマイナス
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というものがあんまりつかなかったのかなとい

うふうに思うんですけれども、その早期発見で

きなかった、なんでできなかったのか、お伺い

します。 

〇副議長(西川克己君） 警察本部長。 

〇警察本部長(迫田裕治君） ご指摘の事案は、

今年6月に被害者からの相談により発覚したも

のでありますけれども、議員ご指摘のとおり、

それまでの間にハラスメントの相談がなされて

いなかったと、そういった事案でございます。 

 まさに、被害者からの相談を受ける前の段階

で組織として把握できなかったことは残念であ

ると認識しておりまして、このことが、まさに

本事案における課題であるというふうに真摯に

受け止めているところでございます。 

 今後、全職員に対しまして、パワーハラスメ

ントに関する指導、教養を切れ目なく、繰り返

し行うことによって、ハラスメントに対する職

員の意識を一層高めて、ハラスメント相談が早

期になされて、しっかり対応できる、そういっ

た環境づくりに努めてまいりたいと、そのよう

に考えております。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） このパワハラの問題、や

はり誰もが被害者になり、誰もが加害者になる

可能性が結構あるかというふうに思うんですね。

言葉とか、その言動に気をつけながらというこ

とかと思います。 

 先ほど、何か後ろから聞こえましたが、議員

もあるんじゃないかというようなこともありま

すので、私らも振り返りながら、今、12月は

「職場ハラスメント撲滅月間」でございますの

で、それぞれの皆さんがご自分を振り返り、ハ

ラスメントにならないようにしていただければ

というふうに思います。（発言する者あり） 

 4、ＳＮＳを活用した相談事業について。 

 ①長崎県の取り組み状況について。 

 昨今、情報発信などの手段としてツイッター

やフェイスブック、ＬＩＮＥなど、さまざまな

ＳＮＳの利用者も爆発的な勢いで広がりを見せ

ております。 

 多くの人々にとりましては、日常生活の中で

欠かせないものというふうになっております。

中でも、ＬＩＮＥは、直近の公表資料によりま

すと、国内ユーザーが8,000万人となっており

まして、気軽なコミュニケーションツールとし

て使われております。 

 県では、今年の8月に、ＬＩＮＥで中高生の

悩みを受けつける相談窓口「スクールネット＠

伝えんば長崎」を開設しておられ、いじめに苦

しむ子どもたちの声を聞き逃さないようにと実

施されていらっしゃいます。 

 このＳＮＳを活用した相談事業の現在の状況

をお伺いいたします。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） まず、県内

の中高生における無料通信アプリＬＩＮＥの利

用率でございますが、中学生で82.5％、高校生

で98.4％となっておりまして、若者の間におい

ても身近なコミュニケーションツールとなって

いると考えております。 

 こういう状況を踏まえまして、県教育委員会

では、今まで、電話相談「２４時間こどもＳОＳ

ダイヤル（親子ホットライン）」や「メール相

談窓口」を設置しておりましたけれども、今年

の8月に、ＬＩＮＥを活用した相談窓口を設定

いたしました。 

 本相談窓口では、これまでに、いじめや友人

関係など、さまざまな悩みについて、100件を

超える相談が寄せられており、「ほんの些細な
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悩みのうちから、気軽に、いつでも相談できる」

ＳＮＳ相談の効果のあらわれであるというふう

に考えております。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） ＳＮＳ相談、100件を超

えておられるということで、普通、対面の相談

となると、なかなか来られない、子どもさんも

声を挙げられないところに、すごく有用なこと

かというふうに思います。 

 今後も、これをずっと発展させていってはど

うかと思うんですけれども、子どもの相談に限

らず、先ほど言ったパワハラ相談とか、セクハ

ラ相談、そのほか心の問題とかというふうなと

ころにもＬＩＮＥを活用していく、一つのツー

ルとして活用していってはどうかと思いますが、

県の考えをお伺いします。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 現在、県におき

ましては、産業労働部内に「労働相談情報セン

ター」を設置し、電話と面談により、パワハラ

やセクハラなど、さまざまな労働相談に対応し

ているところでございます。 

 悩みを抱える方が、気軽に相談できる環境を

つくるということは大切と考えておりますので、

今後、相談を受け付ける際のメールやＳＮＳの

活用について検討してまいりたいと考えており

ます。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） ぜひ検討していただいて、

活用していただければというふうに思います。 

 今、されているＳＮＳを活用した相談事業で

は、一回やりとりをして、そこから本人確認を

して学校とかにつなげていくというふうにお聞

きしておりますが、このＳＮＳ相談で相談しや

すいように、何度かやりとりをして、これがあ

る一定の時間で子どもの気持ちを理解し、そこ

から、子どもさんが理解すると、そのままいい

んですけれども、困ったことはつなげていくと

いうふうにした方が、より相談件数が増えるの

ではないかというふうに思うんですけれども、

そのあたりはいかがでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 議員ご指摘

のとおり、現在、片方向の相談窓口になってお

ります。おっしゃるように双方向というのも考

えられるんですが、まず、我々が考えましたの

は、先ほど申し上げたとおり、子どもたちに

とって有効なツールであることという認識のも

とに、まず、ＳＮＳを使った相談窓口を設定し

ようということで、片方向ですけれども、はじ

めたということであります。 

 双方向については、短い文章の中でやりとり

をするということになりますので、受け手側も

一定スキルが必要だというふうに思いますし、

その中で、どう、例えば、学校につなぐかとい

うようないろんな問題も出てくると思いますの

で、とりあえずは、この片方向をやっていく中

で、いろんな課題も出てくると思いますし、片

一方で、相談を受ける人材育成ということも並

行して進めていかなければならないというふう

に思っていますので、とりあえずは、今年の8

月にはじめたばかりですので、これがどのよう

な、例えば、相談件数が伸びていくのか、100

件で横どまりになるのかというようなことも踏

まえて、一定様子を見てから、また拡充等につ

いても検討していきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 教育委員会教育長が言わ

れたように、今、はじめられたばかりですので、
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でも、すごくこのＳＮＳを活用した相談事業と

いうのは、とても有効だというふうに思うんで

すね。今、ＳＮＳを介した事件とかもあってお

りますけれども、それを見ますと、子どもさん

は、結局、誰かに話をしたかったわけではない

かというふうに考えるところもありますので、

ぜひ、子どもさんが発信しやすいように、今後、

進めていきながらしていただければというふう

に思います。 

 5、西彼杵道路、長崎南北幹線道路、国道207

号について。 

 西彼杵道路と長崎南北幹線道路は、西彼杵半

島を経由し、長崎県の2大都市である長崎市と

佐世保市を1時間で結び、西彼杵半島の自立的

発展と、特性を活かした地域づくりを支え、さ

らに、長崎の発展をするうえでは欠くことので

きない重要な道路です。 

 西彼杵道路は、未着手区間、日並から西海市

大串について、早急な整備に着手すること、長

崎南北幹線道路につきましても、未整備区間の

国道206号で慢性的な渋滞が発生しており、早

期の事業化が要望されております。 

 昨日までの一般質問の中で、「西彼杵道路は、

11月に検討委員会を行い、その中で優先順位を

決めて進めていく」、「長崎南北幹線道路は、

ルートの詳細を検討中」とのことでございまし

たが、地元の要望でございますので、説明を含

めた進捗状況をお伺いします。 

 そして、国道207号の長与町塩床から諫早市

境界及び先線の約6キロメートルの未改良区間

につきましては、幅員が狭小で屈曲部があり、

地域住民の生活や産業、観光振興に支障を来し

ていると言われております。こちらも地元から

要望が出されておりますので、今後の見通しを

お伺いいたします。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 2点お答えいたしま

す。 

 まず、西彼杵道路と長崎南北幹線道路につい

て、どのように取り組んでいるのかとのお尋ね

です。 

 西彼杵道路と長崎南北幹線道路の整備につい

ては、沿線自治体や建設促進期成会等から、毎

年要望をいただいており、県としましても、地

域振興や渋滞対策に寄与する重要な課題として

取り組んでいるところであります。 

 西彼杵道路については、現在、整備を進めて

いる時津工区の令和4年度完成を着実に図ると

ともに、その後、未整備区間にも速やかに着手

できるよう、整備手法についての検討委員会を

11月に開催したところであり、来年度中には取

りまとめを行うこととしております。 

 長崎南北幹線道路については、長崎市茂里町

から時津町までのルート選定委員会を立ち上げ

て検討を進めており、今後、地域住民の方々の

ご意見等も踏まえ、計画ルートを決定し、必要

な手続を経て、早期事業化に向け取り組んでま

いりたいと考えております。 

 次に、国道207号の未改良区間に対する取組

についてのお尋ねでございます。 

 国道207号の諫早市多良見町佐瀬から長与町

岡郷間については、事業中の佐瀬工区の整備促

進と未着手区間の早期事業化について、沿線自

治体や地域で新たに設立されました協議会等か

ら要望をいただいているところであります。 

 県としましては、佐瀬工区を早期に完成させ

るとともに、未着手区間については、国の補助

事業を活用できるのかどうかの課題があり、道

路の利用状況、整備コスト等を考慮しながら、

整備手法について検討を進めたいと考えており
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ます。 

〇副議長(西川克己君） 饗庭議員―4番。 

〇４番(饗庭敦子君） 道路の要望は、各地域か

らいろんな形で出ておられるかというふうに思

いますけれども、ぜひ県民の要望であり、県民

の皆さんの、住民の声を県政へ反映していただ

くということでも、要望には毎年挙がっている

中で、少しずつでも進んでいる状況も説明して

いただきながら応えていただきたいというふう

に思います。 

 そして、今回、質問させていただき、社会的

孤立というのを、やはりなくしていただきたい

というふうに思っているんですね。孤立しそう

な方は、地域全体、社会全体で支援していき、

誰一人取り残さない社会の実現を目指して、子

どもの未来のため、誰もが生きやすい社会にな

るよう、また弱者にやさしく、自殺に追い込ま

れる人が一人もいないような長崎県になること

を期待して質問を終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(西川克己君） これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３１分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君）（拍手）〔登壇〕 日本

共産党の堀江ひとみです。 

 遠くから議場までおいでいただいた皆さん、

県議会インターネットをご覧の皆さん、お忙し

い中、ありがとうございます。 

 県民から寄せられたご意見をもとに、以下、

質問いたします。 

 1、知事の政治姿勢。 

 地方自治体の役割は、住民の福祉の増進を図

ることです。 

 中村知事、住民の命と暮らしを守るべき知事

が、県民、住民を犠牲にして事業を進めている

ではありませんか。 

 2つの事業について、知事の政治姿勢を問い

たいと思います。 

 （1）石木ダム事業における行政代執行への

見解。 

 中村知事は、石木ダム建設予定地の全ての土

地、家屋を強制収用し、先月18日は、地権者の

自宅の明渡し期限でした。 

 13世帯、約60人は、これまでと変わらぬ日常

の暮らしを続けています。立ち退く考えはあり

ません。 

 今、知事の判断で行政代執行で立ち退かせる

のか、問われています。 

 行政代執行が可能になった現在、行政代執行

に対する知事の見解を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 堀江議員のご質

問にお答えいたします。 

 行政代執行が可能になった現在についての考

え方はどうだというお尋ねでございます。 

 石木ダム事業における行政代執行につきまし

ては、これまでも申し上げてまいりましたとお

り、それ以外に解決の方策がないという段階で、

改めて、総合的かつ慎重に判断をしなければな

らないと考えております。 

 土地の明渡しをいただいていない地元住民の

方々に対しては、引き続き、事業に協力してい

ただけるよう働きかけてまいりたいと考えてお

ります。 
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 以後のお尋ねにつきましては、自席からお答

えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 総合的かつ慎重に、

地権者の皆様には協力を働きかけていきたい。

知事がこれまで言っていた、行政代執行は選択

肢の一つという答弁だったと理解をいたします。 

 地権者の皆さんは、立ち退く考えはありませ

ん。行政代執行が可能になった今でも、13世帯

の誰一人、出ていかない。つまり、知事が求め

る、協力を働きかけたい、理解を得たいという、

この理解は得られないということが明らかに

なっています。 

 行政代執行は、私は、選択肢の一つではない

と思います。行政代執行をやってダムを進める

のか、それとも、行政代執行はやらない、イ

コール、ダムはあきらめるのか、二つに一つの

選択ではありませんか。再度、見解を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） これまでもたびたび申し

上げてまいりましたように、この石木ダムは、

川棚川の治水対策、あるいは佐世保市の慢性的

な水源不足に対応するために必要不可欠なダム

として整備が進められてきたところでありまし

て、何としても、これは事業を早期に完成させ

ていく必要があるものと、そのことが、議員が

冒頭にお触れになられました命と暮らしを守る

ためにも大切な事業であると考えているところ

であります。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 何としても早期に完

成を、つまり、現に住んでいる住民を追い出し

て、ダム建設をするということですよね。 

 現に住んでいる住民を追い出してダム建設を

進める事例は、これまでありません。 

 今年10月、日本共産党長崎県委員会の政府交

渉の席で、国土交通省の担当者は、「記憶にな

い」と私に回答いたしました。中村知事が行政

代執行を行えば、前代未聞のことになります。 

 事例がないということは、住民の土地と家を

知事が取り上げることが、公益性を錦の御旗に

してもできなかったということではないですか。 

 誰もできなかったことを、住民の理解が得ら

れなければ、中村知事、あなたは実施するので

すか。本当に実施するのですか。再度、答弁を

求めたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 行政代執行の件につきま

しては、これまでもたびたび当議会でもお答え

をしてまいりましたように、いかなる方策を

もっても解決の手法がないという段階で、選択

肢の一つとして検討をしていかなければならな

いものと考えているところであり、これはやは

り、このダムの早期完成、これが地域の住民の

方々の安全・安心確保のためには必要不可欠な

事業であると考えていることによるものであり

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 1962年、長崎県は、

川棚町と地元に無断で、ダム建設を目的に現地

調査、測量を行いますが、地元川棚町の抗議で

中止となりました。 

 石木ダムの計画が持ち上がったのは、今から

57年前のことです。半世紀以上前のダム計画は、

ダムは造らない、その見直しがあってもいいで

はありませんか。 

 住民の家と土地を取り上げて、力づくで住民

を追い出して、そこまでして石木ダムをなぜ造

るのですか。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 
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〇知事(中村法道君） 石木ダムを計画しており

ます川棚川流域では、たびたび洪水に見舞われ、

大きな浸水被害を受けてきた歴史があります。

計画規模の降雨に対する抜本的な治水対策とし

て、河川改修とダムの建設、この2つの組み合

わせによって計画を進めているものであります。 

 また、佐世保市は、大変古くから水源不足に

悩まされており、新たな水源確保のために、ダ

ム以外の方法を含めて、さまざまな検討を行っ

てきたところでありますけれども、石木川にダ

ムを建設することが最適であると、こう判断さ

れ、50年の経過を経てきたところであります。 

 これまでも、県民の安全・安心の確保を図る

ため、各歴代の知事をはじめ、多くの関係者の

方々が、反対される住民の皆様方の理解を得る

ために、さまざまな努力を重ねてこられたとこ

ろであります。 

 今日、故郷への特別の思いがおありになる中

で、既に8割以上の地権者の方々には大切な土

地をお譲りいただいているわけでありますので、

まだ協力が得られていない住民の皆様方にも、

ぜひ、この事業の必要性について、ご理解をい

ただき、ご協力を願ってまいりたいと考えてい

るところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 川棚川の洪水対策と

佐世保の水不足、そのために石木ダムは必要不

可欠な事業だというふうに答弁をされたと理解

をいたします。 

 洪水は、河川改修で防ぐことができます。知

事自ら、川棚川の整備が完成すれば、過去の洪

水は石木ダムなしで流すことができると、ダム

予定地の川原公民館で地権者に説明しました。 

 100年に一度の雨が降ったとしても、石木ダ

ムで対応できる地域は流域の10％にも満たない。

緊急に必要なのは、最も下流の堤防整備と専門

家は訴えています。ダムに頼らない、川棚川流

域の住民の命と財産を本当に守ることができる

治水対策を求めます。 

 佐世保の水は足りています。人口は、長崎市

より少ない佐世保市が、長崎市で使用する水の

量に近い数字で計画がつくられている、ここに

問題があります。 

 議員の席には、こういうグラフをお届けいた

しております。（パネル掲示）青い実線が実績

値、佐世保市、水道事業決算資料から出してい

ます。赤い点線が予測値、佐世保市水道局、平

成24年度水需要予測から出しています。単位は

立方メートル、1トンは1立方メートルですので、

トンで言わせていただきます。 

 細かい数量は差し控えますが、例えば、工場

用水量、工場で使う水はどれぐらいか。実績値

は1,465トンに対して、予測値は7,452トン、何

と5倍です。結果として2018年度、昨年度は、

実績値1日最大給水量は7万7,968トンに対して、

予測値は10万4,310トン、要は、実測値は7万ト

ンしかないのに、予測値は10万トン、予測値が

いかに過大に見積もられているか、おわかりい

ただけると思います。 

 それでもダムが必要だというダムありきの考

えだから、「災害が追い風」、河川課課長発言が

出てくるのではないでしょうか。災害に遭われ

た方だけでなく、災害被害に心を痛めている多

くの皆さんの気持ちを逆なでする発言です。人

の不幸を追い風にしなければ進まない事業は、

決して公共事業とは言えない、こんな指摘も届

いています。 

 河川課課長発言で、知事は、謝罪する考えは

ありませんか。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 
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〇知事(中村法道君） さきの「災害が追い風」

とした河川課長の発言の趣旨は、県内外で大規

模な自然災害が頻発、激甚化し、防災のあり方

などさまざまな議論が重ねられており、県民の

皆様の関心も、どのように安全・安心を確保し

ていくのかといったことに寄せられている面も

あるため、防災の必要性について理解が得られ

やすい環境になりつつあるのではないかという

ことを伝えたかったものだということでありま

す。 

 こうした趣旨を伝えるには言葉足らずのとこ

ろがあり、誤解を招きかねない表現を使ったこ

とについては、既に本人が発言を撤回し、お詫

びをしたところであり、私からも、誤解を招く

ことがないよう注意したところであります。 

 指導・監督する立場として残念であり、今後

は再発防止に努めてまいりたいと考えていると

ころであります。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 先ほど議員が示され

たパネルのグラフには、一部誤りがあると見受

けられます。 

 佐世保市の説明によれば、平成27年度、2015

年度は、水道管の破裂という非常事態が起こり、

10万7,000トンもの1日最大給水量が実績として

確認されております。 

 こうしたことも想定し、水道施設の計画では、

事故や渇水なども含む非常時においても安定的

な給水を確保できるように計画されているもの

と理解しております。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 2015年度の実績値は

10万トンを超えていると言いたいと思うんです

けれども、その数値は、言われたように2016年

1月の大寒波で給水管が凍結、破裂して、大量

の水が発生した時の数値でしょう。1日4万トン

の水があふれ出した。 

 そういう特異なことをあげないで、平均的な

水需要予測の1日最大量として、そういう不当

な異常値ではなく、私たちは、本当にたくさん

の水を使用した実績として、2番目に多かった8

月の実績の7万6,871トンを出している。 

 しかも、私は知事に、政治姿勢を問うている

わけですから、何ですか、その答弁は、納得で

きません。 

 2010年2月、中村知事は、最初に知事候補に

なった時、「強制収用はしない」と市民アン

ケートに答えました。 

 中村法道様 公開質問状。 

 事業認定申請が許可されて、地権者の同意が

得られなければ強制収用が可能となりますが、

「強制収用を行う」、「強制収用はしない」、「わ

からない」、3つの中から知事は、「強制収用は

しない。地元地権者の合意が得られるよう、誠

心誠意努力します」と回答しています。約10年

前のことです。 

 現在、知事は、地権者の土地と家を強制収用

し、立ち退き期限が過ぎて、日常の暮らしをし

ている地権者を、行政代執行で追い出せる状況

をつくっています。 

 「強制収用はしない」と市民アンケートに答

えた思いは、ひとかけらもないのか、答弁を求

めます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） ご指摘のアンケート調査

につきましては、当時、地元地権者の合意が得

られるよう、まずは誠心誠意、努力しなければ

いけないという思いがあり、「収用はしない」

という回答をさせていただいたところでありま

す。 
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 私が知事に就任した直後には、そういった思

いもあり、一旦、工事を中断し、数回にわたっ

て地権者の方々と面談を行い、その面談の中で

ご提案された内容等について検討を再び行った

うえで、課題整理のうえ、県の考え方を説明し

ようということで機会をいただこうと考えたと

ころでありましたけれども、その際には説明の

機会をいただくことができなかったわけであり

ます。 

 また、その後、理解を得るためにさまざまな

努力を重ねてきたところでありますが、事業の

白紙撤回を前提として、面談の機会をいただけ

ない状況が続いているところであります。 

 私としては、もちろん反対住民の方々のご協

力を得て課題の解決を図ることが、最善の選択

肢であると考えているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 9月19日、地権者の

土地明渡しの期限の日、知事は、地権者の皆さ

んと面会をされましたね。 

 小学生から90代の方まで、皆が、故郷川原の

大切さを涙ながらに訴えました。住民の訴えを

聞いて、知事はどう思ったのですか、答弁を求

めます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 9月19日の面会では、地

元住民の方々がご家族でお見えになられ、故郷

を思う熱い気持ちをお聞かせいただいたところ

であります。長年にわたって住み続ける故郷の

すばらしさ、そういった故郷を思うお気持ちは

大切にしなければならないと、改めて感じたと

ころであります。 

 しかしながら、また、その一方で、過去の洪

水や渇水で大変な思いをされた方々、また、ダ

ム建設のために大切な土地をお譲りいただいた

多くの方々のお気持ちやご意見も、また、大切

にしなければならないと考えているところであ

ります。 

 それぞれの方々の思いを大切にしながら、事

業全体を進めていかなければならないと、改め

て感じたところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 小学生から90代の方

まで、皆が故郷川原の大切さを涙ながらに訴え

た、その住民の訴えは聞こえていなかったとい

うことかと私は思います。 

 面会が終わった後、知事が、「事業全体を進

めていく必要があるということを改めて感じた」

ということを記者に答えましたね。 

 住民は怒りの声を挙げました。「改めって何

ですか。私たちの話を何も聞いとらんとね。県

は、事あるごとに8割の方が協力したと言いま

すが、うその説明で出て行った人たちも、県に

だまされた被害者だと思いますよ。ここを出て

行くことは考えきらん。おいたちは絶対に出て

行かん。勝手に土地を奪って、出ていけと言う

のは許せない。おいは、このまま暮らしていく

だけたいね。土地を明け渡す気持ちはなく、こ

のまま住み続けるだけですから。今からどこへ

行くね。ここ以外、よかところなんかないで

しょう。この先もずっと、ここで暮らしていき

ます」。 

 知事、住民の皆さんは、故郷を守ろう、ここ

に住みたいだけ、穏やかな暮らしを求めている

だけではありませんか。 

 知事、知事がすべきことは、憲法にのっとり、

住民の視点に立って、県民の憲法第13条の幸福

追求権、第25条の生存権、第29条の財産権、守

るためにあらゆる手段を講じることではないで

すか。 
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 住民の命と暮らしを守るべき知事が、これら

を行政代執行で踏みにじるのか、そのことが今、

問われているのではありませんか。知事の見解

を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） このダムの必要性につい

ては、あるいは見解が相違することがあるのか

もしれませんけれども、これまでの長い歴史の

中で、治水対策の必要性、そしてまた水源不足

の解消対策として最良の選択肢として、この事

業が計画をされ、推進されてきたところであり

ます。 

 特に、近年、自然災害が頻発、大規模化する

中にあって、やはり地域の住民の皆様方の命を

守らなければいけないというのは、行政が最も

大切にしなければならない課題であると考えて

いるところであります。 

 そうした中、地権者の皆様方は、ダムは必要

ないんだと、あるいは、河川を改修すれば、こ

れまでの雨量は対応できるんだということで、

もちろんそういう面があるということについて

は、ご説明をいたしましたけれども、これを河

川改修でさらに安全・安心を確保するというこ

とになると、多くの地権者の皆様方に、また、

お住いを明け渡していただいて、移転していた

だかなければ、その事業を実現することはでき

ないわけでありますので、そういったさまざま

な選択肢の中から、今、河川改修とダムの建設

というこの2つを組み合わせて、最良の手法と

して事業を進めていこうと考えているわけであ

ります。 

 最後の最後まで、地権者の皆様方のご理解が

得られるよう努力していかなければならないと

考えておりますが、さきの福岡高裁の控訴審判

決でも、このダムの公益的な必要性については

合理性があるとの考え方のもと、一定判断が示

されているところでありますので、ぜひ、地権

者の皆様方におかれましては、そういった事情

についてもご理解がいただけるように努力して

まいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 石木ダムは要りませ

ん。行政代執行は絶対にしてはならない、この

ことを強く求め、次の質問に移ります。 

 （2）カジノ誘致による県民生活への影響に

ついて。 

 ＩＲを質問項目に挙げたのは、私で5人目で

す。これまで、ＩＲは、リゾート施設、カジノ

はほんの一部、ＩＲを導入して雇用創出、地域

経済活性化を図ると回答がありました。 

 鳥畑与一静岡大学教授は、「ラスベガスでは、

ギャンブルに初めての客は1％だが、滞在中に

ギャンブルを行った客は74％、さまざまな訪問

者をカジノに誘導し、金を落とさせ、リピー

ターにしていく仕掛けがラスベガスというまち

だ。施設全体で集客し、カジノで集中的に利益

を上げる仕組みがＩＲである」と指摘します。 

 日本共産党横浜市議会議員団は、今年10月、

韓国のカジノを視察しています。韓国最大級の

カジノ「パラダイスシティ」、韓国で初めての

統合型リゾートＩＲで、2017年4月にオープン

しました。 

 視察した市議は、「カジノ、ホテル、商業施

設、国際会議場などがあります。贅沢な料理や

高級スパ、テーマパーク、クラブ、芸術空間は、

カジノという賭博にお金を誘導するための装置

に過ぎないことがはっきり確認できた」と感想

を述べています。 

 知事、長崎県佐世保市ハウステンボスに公然

と、チップという名の事実上の現金を直接、賭
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博でやりとりする施設をつくろうというのです

か。禁止されている賭博を、長崎県だけは認め

てくださいと国にお願いするのが区域認定申請

です。知事は、長崎県に賭博をつくるために動

いていると理解していいですか。見解を求めま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） ＩＲ施設の整備につきま

しては、平成25年に、県と佐世保市が共同で

「ＩＲ調査検討協議会」を設置し、県内外の経

済界や教育、防犯団体など、38の団体の皆様か

らご意見をお伺いし、ＩＲの導入のメリットや

デメリットなどについて慎重に検討を進めてま

いりました。 

 ギャンブル依存症や青少年に対する影響など

への懸念といったご意見もありました。同時に

また、本県の発展に資するよう、デメリットを

最小化し、経済効果等のメリットを最大化する

ことで、ＩＲ導入を目指すべきであるという意

見も多く寄せられたところであります。 

 人口減少や県民所得の低迷、地域活力の低下

といった非常に厳しい社会経済情勢の中、こう

した課題を克服するため、ＩＲ導入に伴う懸念

事項に万全の対策を講じるとともに、県民の皆

様方の理解を得るために十分な説明を行うこと

を前提に、このＩＲ誘致の判断に至ったもので

あります。 

 カジノは、賭博であるとのご指摘であります

けれども、ＩＲ整備法の規定により、ＩＲ区域

内で実施されるカジノ行為は、他の公営競技同

様、法令行為として違法性が阻却されるもので

ありまして、刑法で禁じられている賭博には該

当しないものと整理されているところでありま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 日本共産党横浜市議

会議員団は、韓国の江原ランド、カジノも視察

しています。江原ランドが2000年に開業した時

から、賭博は人をだめにすると訴え、ギャンブ

ル依存症の方の支援を続けてきたパン・ウング

ン牧師からヒアリングをしています。 

 カジノができて、地域はどうなりましたか。 

 カジノができてから、約2,400人もの自殺者

が出た。カジノは、人々の精神を病むものだと

確信している。こんなところで子どもたちが健

全に育つわけがない。子育て世代の多くは引っ

越して行ったか、子どもたちは別の地域に移し

た。 

 カジノがＩＲ型カジノになって、訪れる人は

変わりましたか。 

 スキー場やゴルフ場など、カジノ以外の施設

ができたが、そこに来た人も、結局はカジノに

引き寄せられ、そのまま、はまってしまう人々

を見てきた。 

 カジノができて、住民は豊かになりましたか。 

 子どもたちは別の地域に移っている。勉強が

できる環境じゃない。人口も減っている。地域

として税収は増えたが、それは地域振興として

還元されていないと、お話があっています。 

 同じく依存症対策を行っている団体のヨウ・

ポンギョ事務局長は、「カジノができて、まち

はどうなったか。一番特徴的なのは、詐欺や窃

盗、ひったくりなど犯罪が増加した。特に、高

校生以下の犯罪は、全国平均の3倍以上にはね

あがった。7万人の人口は1万人に減り、まだま

だ流出が続いている」と話されていました。 

 そこで、知事に質問します。 

 知事は、県庁職員に「カジノに行きなさい、

リゾート施設だ、子どもと一緒に行きなさい」

と言えますか。答弁を求めます。 
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〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） ＩＲは、もうご承知のこ

とかと思いますけれども、カジノ施設のほかに、

さまざまなエンターテイメント施設、ショッピ

ングモールやレストラン、美術館や博物館など、

子どもから高齢者まで楽しむことができる総合

的な観光施設であります。 

 ラスベガスへの来訪目的調査におきましても、

こうしたエンターテイメントを目的に来た来訪

の割合が52％と最も多く、次に会議やビジネス

目的が15％、ギャンブル目的が4％という調査

結果が示されているわけであります。 

 カジノそのものに行くか否かについては、職

員個々の判断によるものであり、私が指示する

ようなものではありませんけれども、子どもか

ら高齢者の皆様まで幅広い世代の方々が楽しん

でいただけるようなＩＲの施設を整備していく

ことで多くの方々が訪問していただけるものと、

こう考えているところであります。 

 なお、当然のことでありますけれども、ＩＲ

整備法によると、20歳未満の方は、このカジノ

施設には入場できないこととされているところ

であります。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） ギャンブル依存症の

怖いところは、「やれば勝てる、勝ったら、

やっぱり勝てる、負けても勝てる、次こそ勝て

る、負けたら取り返す、負け続けたら、やめら

れない、とにかく、かけずにはいられない」、

こういう意識にあるといいます。 

 一旦、こういう思いにとらわれれば、もはや

自分の意思でギャンブルを止めることは不可能

となります。その結果、日々の金銭感覚は麻痺

してしまい、金銭的に追い込まれ、あらゆる金

策に走ってしまうのです。 

 こういう人を前にして、カジノ業者が資金を

貸付ける制度を設けたらどうなるでしょうか。 

 ギャンブル依存症患者の家族が、必死になっ

て金策に走り、ようやく依存症であることを突

き止めて、お金を渡さないのが最大の援助だと

決意して、依存症になった家族への資金の流れ

を遮断した、その矢先にカジノ業者が、張本人

に対して何のためらいもなくお金を貸し付ける

のです。 

 こんなことを許せば、長崎県として、カジノ

をする県民は、賭博で全財産を失っても構わな

いと公認するようなものではありませんか。 

 カジノ実施法第88条1項、カジノ業者が客に

お金を貸せる制度、特定金融業務について述べ

ています。 

 カジノは、一晩で全財産を失う恐ろしいギャ

ンブルです。 

 知事、知事がすべきことは、憲法にのっとり、

住民の視点に立って、県民の憲法第13条の幸福

追求権、第25条の生存権、第29条の財産権を守

るために、カジノをつくることではなくて、カ

ジノの誘致を中止することではありませんか。

知事の見解を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） カジノ施設を設置するこ

とで、ギャンブル依存症の増加など懸念事項が

指摘されているのは事実であります。 

 このためＩＲ整備法では、ギャンブル依存症

等の課題に対応するために、厳しい厳格な本人

確認、入場回数の制限、あるいは本人並びに家

族からの申告による利用制限、ＩＲ事業者によ

る相談窓口の設置、あるいはさまざまな融資、

金融機関等の配置制限など、重層的、多段階的

な対策が講じられているところであります。 

 また、海外の取組事例では、官民がこうした
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連携した対応策を講じることで、ギャンブル依

存症の有病率等は減らすことができるという実

績も示されているわけであります。 

 本県では、民間の支援団体や医療機関、教育

機関、警察、司法など関係機関による「依存症

対策ネットワーク協議会」を設置し、アルコー

ル依存症、薬物、ギャンブル等の依存症に対す

る支援体制を構築しているところであります。 

 引き続き、こうした専門的な知見も活かしな

がら、リスクの最小化を図るように万全を期し

ていかなければならないと考えているところで

あります。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 昨年も、この問題を

私は、知事とやりとりをいたしました。 

 知事は、ＩＲを誘致するとギャンブル依存症

は否定はできない、だから、リスクを最小限に

抑えるというふうに言われましたが、私は、カ

ジノがくることによって、ギャンブル依存症の

対策は何の歯止めもならないということを、今

回は、特に、知事に訴えたいと思っているんで

す。 

 入場回数の制限にしても、週3回、月10回と

いっても、1回のカウントは24時間です。つま

り最大で72時間、連続してカジノができるとい

うこと。 

 入場料が6,000円といっても、もともと金額

自体、シンガポールの約8,000円と比較しても

低く抑えられている。 

 しかも、賭けでひと儲けしたいと考える立場

からは、これほどの出費は痛くもかゆくもない

というふうに、カジノに来て数万円から数千万

円の遊びをしようという大人に、入場料を

6,000円取ったからといって抑止力になるのか、

はなはだ疑問だと、こういう指摘もあっていま

す。 

 本当に、私がここで言いたいのは、カジノは

一晩で全財産を失う恐ろしいギャンブルだから、

県民の命と暮らしを守る知事の立場から、カジ

ノを誘致するということは、ぜひ中止をしてい

ただきたい、このことを強く求めて次の質問に

移ります。 

 2、公営住宅における連帯保証人制度の見直

しについて。 

 現在、長崎県は、連帯保証人がいないと県営

住宅に入れません。 

 生活保護で生活している母と子が、母が頑

張って働いて自立した生活をしたいと思っても、

民間アパートでは、生活保護の家賃補助が廃止

されれば家賃が高くなり、県営住宅に入るには

連帯保証人が確保できず、結局は頑張って働く

ことをあきらめざるを得ない状況になります。

母と子が自立した生活を望んでも、厳しい現実

があるのです。 

 国土交通省は、昨年3月、保証人の義務づけ

を削除する改正を行いました。なぜか。 

 住宅に困窮する低額所得者への住宅提供とい

う公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保

できないために入居できないといった事態が生

じないようにしていくことが必要であり、保証

人の確保を公営住宅への入居の前提とすること

から転換すべきと考えられる。このため、保証

人に関する規定を削除した。 

 国土交通省が説明しています。公営住宅に入

るのに連帯保証人は要らない。国土交通省の対

応を長崎県が行えば、生活保護の母と子は、自

立への道を開くことができます。 

 そこで質問します。 

 長崎県は、連帯保証人について見直しを行う

のか、検討状況を示してください。（発言する
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者あり） 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 議員ご指摘の国土交

通省の通知の趣旨につきましては十分理解して

いるところでありますが、県営住宅の滞納家賃

の回収において、入居者に代わって家賃を納入

し、あるいはまた、入居者に対して家賃の納入

の指導をすることで、滞納の解消に一定の効果

を上げていることから、今後も連帯保証人制度

を維持する方向で検討しております。 

 なお、国の通知の趣旨について確認しました

ところ、連帯保証人を求めるかどうかについて

は、各自治体の裁量にゆだねられているものと

お聞きしております。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 要は、各自治体の判

断にゆだねられているから、長崎県が連帯保証

人をそのまま継続することでも何ら問題はない

ということを言いたいわけですかね。 

 住宅に困っている人に住宅を提供するのが公

営住宅の目的である。（発言する者あり）目的

に照らせば、連帯保証人が確保できないから入

居できない、こんなことがあってはならないと、

これは国土交通省の見解でしょう。 

 でも、長崎県は、連帯保証人はこれまでどお

り確保しなさいとするんですよね。私は、公営

住宅の目的に合っているかと思いますよ。 

 そこで質問します。 

 長崎県営住宅条例には、「連帯保証人は二人

とする。ただし、知事が認める場合はこの限り

でない」。この特例が活用されたケースはあり

ますか。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 議員が指摘されまし

た特任条項を適用した例はございません。 

 これまでは、特任条項を適用すべき事案がほ

とんどありませんでしたが、ただし、今後は、

身寄りのない単身、高齢の入居希望者も増えて

くるものと思われますので、国の通知の趣旨や

他の自治体の免除状況なども踏まえたうえで、

どのような場合に適用していくべきかについて

は検討してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 私は、特例条項がこ

れまで活用された事例はあったのかと質問しま

した。なかったんですよね。「ありませんでし

た」と、それだけ言えばいいのに、今後はこう

します、今後のことなんか聞いていませんよ。 

 要は、これまでなかったんですよね。事例が

ない、そんなことはないでしょう。私が先ほど

挙げた、ああいう事例があるじゃないですか。

でも、連帯保証人を出さなきゃいけないから、

県営住宅に申し込めていないんじゃないですか。 

 続けて質問します。 

 他の県には同じような条例があり、連帯保証

人免除申請書の様式があります。長崎県は、こ

の様式はありますか。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 特任条項についての

申請様式はございません。請書に、連帯保証人

の連著が書かれていない方につきましては、個

別に事情をお聞きしたうえで、特任条項の規定

を適用すべきかどうか、判断させていただきた

いと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 連帯保証人免除申請

書、これは大分県ですけれど、要は長崎県は、

この連帯保証人免除申請書のこの様式すらない

んですよ。様式すらない。 

 窓口で、県営住宅の入居に当たっている職員
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の皆さんは、毎日毎日、大変な入居の問題でご

苦労されております。しかし、もともと特例を

適用するという考え、さらには、「住宅に困っ

ているから、保証人はいいんですよ、そのため

にこの申請書を出しなさい」と、申請書がなけ

れば、そういうことすら言えないでしょう。

（発言する者あり）それでどうして、公営住宅

の目的にのっとった行政をやっていると言える

んですか。 

 少なくとも滞納家賃の滞納を指導してもらう

ために連帯保証人が必要だから、連帯保証人の

義務づけを外さない、これは理由になりません

よ。国土交通省が言うところの、住居が本当に

必要な人が、連帯保証人がないために入れない

ことがないようにしなさいと、ここに照らせば、

連帯保証人は見直すべきでしょう。再度、答弁

を求めます。（発言する者あり） 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 国の通知につきまし

ては、国の方にもその趣旨を確認していますが、

先ほど申し上げましたように、連帯保証人を求

めるかどうかについては、各自治体の裁量にゆ

だねられているものでございます。 

 そのうえで、平成30年度末で1カ月以上の滞

納者は720名おりまして、金額も8,500万円に上

ります。そういったこともありまして、この連

帯保証人という制度を残すような形の中で、ど

のように運用していくかということについては、

今後、いろいろな自治体の状況とかも調べなが

ら検討していきたいと考えております。（発言

する者あり） 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 滞納対策のために連

帯保証人が必要だと、その考えは、私は、住宅

に困窮する人たちが住宅が必要だと、そのため

に公営住宅があるんだという公営住宅の目的か

らしたら、その長崎県の対応は見直すよう強く

求めます。 

 そうでないと、滞納する人って、では、10あ

るとしたら10ですか。違うでしょう。（発言す

る者あり）どうして、そういうことを例に挙げ

るのかと、非常に思います。 

 ここで問われているのは、住宅に困っている

人に提供するのが公営住宅、この目的に沿った

対応をしているのかどうか、このことなんです

よ。 

 今現在だって、知事が認めたら連帯保証人は

免除できる。こういう特例を活用していないん

でしょう。それを活用するための事務上の書類

もないんでしょう。やっていないじゃないじゃ

ないですか。（発言する者あり）そういうこと

もやっていないで、連帯保証人だけはそのまま

残す、これは、私は納得できません。（発言す

る者あり） 

 知事に見解を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 連帯保証人制度を残すか、

残さないかというのは、都道府県にゆだねられ

ている選択肢であると考えております。 

 その一方で、連帯保証人が確保できないがた

めに公営住宅に入居できないようなことがない

ようにと、これもしっかりと守っていかなけれ

ばいけない課題であると認識をいたしておりま

す。 

 したがって、その中の選択肢は、だから、連

帯保証人制度を全部なくしてしまえという選択

肢だけではないものと、こう思っておりますの

で、そこは両方を満たすように、これから検討

を深めていく必要があると思っております。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 
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〇３３番(堀江ひとみ君） 少なくとも、知事、

これまで特例を適用する事例があった。だった

ら話もわかりますよ。申請するための免除申請

書がある。だったら話がわかりますよ。 

 そういうことも一切やっていないで、じゃ、

連帯保証人がいない人が公営住宅に入れるよう

にしてほしいと、どうやってやっていく保障が

あるんですか。 

 これまでやってきた行政を見ると、とてもそ

ういうことは思えないから、連帯保証人はなく

すべきではないのかと私は言っている。 

 せめて、免除申請書をつくるとか、知事が該

当すると認めた人は連帯保証人は要らないと、

こういう特例を認めるとか、せめてそこはしな

いと、どうやって住宅がない人たちの住宅の保

障があるんですか。（発言する者あり）再度、

答弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 先ほど申し上げたように、

今の運用の中で、連帯保証人がない前提での入

居手続は、外見的にあまり明らかになっていな

いようでありますけれども、しっかりとそう

いった部分を含めて様式を定め、手続がとれる

ようにしていく必要はあるものと考えておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） せめて公営住宅の目

的に沿って、連帯保証人をなくしていただきた

いし、せめて知事が認める場合はこの限りでは

ないという、この特例をぜひ活用していただき

たいし、連帯保証人免除申請書の様式をつくっ

ていただきたいということを要望して、次の質

問に移ります。 

 3、長崎県社会福祉協議会が扱う教育支援資

金について。 

 私は、今年2月の文教厚生委員会で、長崎県

社会福祉協議会、県社協が扱う教育支援資金に

ついて取り上げました。 

 国の要綱では、償還期間は20年と定めている

のに、県社協の事務要項は10年と定めている。

国は20年の償還期間でいいよと言うのに、なぜ

長崎県は10年なのか。 

 医科・歯科系、薬学部、獣医師など学費のか

さむ進路は、毎月の返済が高額となり、経済的

に厳しい家庭の子どもたちは、学びたいと思っ

ても進学ができないと指摘をいたしました。 

 実際に、獣医師になりたいと教育支援資金を

申請して断られた事例を取り上げました。 

 当時の福祉保健部長は、検討するとの答弁で

した。その後、事例のケースも含め、検討状況

を示してください。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 教育支援資金制

度につきましては、生活困窮者世帯の修学を促

すために資金を貸し出す制度であり、長崎県社

会福祉協議会で実施しております。 

 本県では、償還期限を一律10年を上限として

おりましたが、本年6月に全国調査を行ったと

ころ、20年を上限とする自治体が7割以上あっ

たため、本県の取扱いについて、長崎県社会福

祉協議会と協議を進めてまいりました。 

 その結果、本年9月より、償還期限の運用を

貸付総額に応じて見直すことといたし、180万

円までは10年とする一方で、180万円を超え270

万円以内のものは15年以内、270万円を超える

貸付けについては20年以内と見直し、本年9月

に各市町へ通知、運用しているところでござい

ます。 

 また、ご指摘のケースにつきましては、個別

案件になりますので、詳細の回答は控えさせて
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いただきたいと思いますが、この事例のケース

につきましては、償還計画、借入金額の見直し

が行われ、本年3月に貸付決定されたと聞いて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） これまで県社協が扱

う教育支援資金は、一律10年だった。それが、

総額に応じて最長20年までになる。その境目が

総額180万円ですね。この180万円という根拠は

何ですか。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 償還期限が短け

れば、貸出原資が増える一方、借入者の一月当

たりの返済額が多額となり負担が大きくなるた

め、そのバランスをとるよう設定したものと承

知しております。 

 具体的には、厚生労働省の賃金構造基本統計

調査による大学初任給の金額と総務省の家計調

査による消費支出の差を勘案し、一月当たりの

返済額が1万5,000円程度となるよう、貸出金額

が180万円までは償還期限を10年以内とし、そ

のほかの区分においても、概ね同じ返済額とな

るよう償還期限を設定したものと承知しており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 県内のある社会福祉

協議会は、9月に通達を受けて10月から償還が

始まるんですよね、10月から償還が始まる教育

支援資金、348件あります。この348件について

再点検を行いました。その結果、借入総額が

180万円以上となり、償還期間の延長が可能と

判断されたケースは133件、全体の38％、4割に

も満たないんですよ。 

 これまで、どんな借入額でも10年なんだと

言った県社協が、いやいや、180万円を境にし

て、最長20年までにしますよと言っているんだ

けれど、6割の人は恩恵がないんですよ。 

 そういう意味では、全ての返済償還期間を20

年とすべきではないですか。その点はどのよう

に検討されましたか。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 貸付資金につき

ましては、限られた財源の中で、できるだけ必

要とされる方に対して貸出しできるよう、償還

期限の設定を行う必要があると考えております。 

 実施主体でございます長崎県社会福祉協議会

におきましては、今回の見直しによって、貸出

金額が多い場合には、償還期限を延長するよう

運用を行っておりますので、県としては、その

運用状況を見守ってまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 県社協が扱う教育支

援資金の償還期間が、一律10年から、借受け総

額により最長20年まで延長可能になっても4割

に満たないんだけれども、しかし、この4割の

人たちが活用されなくては意味がありませんよ

ね。 

 つまり、現在10年だから、償還期間の変更申

請を行わないといけませんけれども、どのよう

に周知をしていくんですか。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 社会福祉協議会

におきましては、貸出者といたしまして、半年

に一度は借受人に対しまして相談対応を実施し

ているところでございます。そういったところ

で、個別の事情に応じまして、その返済につい

て決定していくこととしておりますので、そう

いったところできめ細やかに対応していく予定

と承知しております。 
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〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 半年に一度ですか。

今回、9月に、一律10年で返しなさいというの

を、180万円を超えたら、額に応じて最長20年

で返せますよというのを、どうやって伝えるの

か。半年に一度説明しているから、それでいい

と言っているんですか。それでは対応できない

でしょう。 

 先ほど私が取り上げた県内の社会福祉協議会

は、借入総額が180万円以上で償還期間延長が

可能と判断された事例は133件あります。10月

末現在で、償還変更申請があっているのは、わ

ずか3件しかないんですよ。10月から、この人

たちは15年に、あるいは20年にできるんでしょ

う。それをどうやって早急に周知をするのか、

もう少し説明してください。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 今回の教育支援

資金の償還期限の見直しに伴う周知につきまし

ては、窓口となる市町社会福祉協議会を通じた

周知やホームページでの周知に加えまして、個

別に対象者へ、償還開始の3カ月前に、郵送に

よる案内を行う予定と承知しております。 

 また、先ほど申し上げました半年に一度の相

談対応の機会も併せて、周知徹底に努めてまい

りたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） この私とのやりとり

は、それぞれの県内の社協の担当者の方も聞い

ています。 

 県社協の教育支援資金の償還期限は10年とい

うのを、180万円という金額で切るんですけれ

ども、最長20年にする。 

 その人たちへの周知は、県社協が個別に連絡

するというふうに聞いているんですけれど、そ

うじゃなくて、それぞれの市や町の社協も対応

するんですか、県社協が個別に連絡するんです

か。そこのところをはっきり教えてください。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 具体的なこの周

知の方法につきましては、県社会福祉協議会と

市町社会福祉協議会で役割分担をして行うもの

と理解しております。 

 今回、個別への償還開始の連絡につきまして

は、県社協のもとで、各市町社会福祉協議会も

連携して対応されるものと理解しております。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 私が、社会福祉協議

会、県社協じゃないですよ、社会福祉協議会か

ら聞いた話では、県社協が個別に連絡すると聞

いていると。 

 だから、10月から償還が始まっても申請がま

だこないと、それが心配だと。せっかく、10年

で毎月高い額を払っているんだけれども、15年、

20年になる。少しでも早く、毎月の返済を軽く

してというふうに思っているんだけれども、県

社協から個別に連絡すると聞いている。 

 そうではなくて、県社協とそれぞれの市や町

の社協が役割分担をするんですか。それぞれの

市や町の社協の役割もあるんですか。ここのと

ころをはっきり教えてください。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） この貸付けの受

付窓口につきましては、市町の社会福祉協議会

で窓口として受け付けをされ、県社会福祉協議

会で審査されるものと理解しております。 

 また、周知、返還金額の対応につきましては、

一義的に県社会福祉協議会が対応をお示ししな

がら、市町の社会福祉協議会とも連携しながら

対応されるというふうに承知しております。 



令和元年長崎県議会・１１月定例会（１２月５日） 

 ― 205 ―

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 市の社協や町の社協

が、これは県社協の教育支援資金が必要だ、借

りられると思って県の社協にやってきても、県

の社協が「うん」と言わなければ、それで終わ

りでしょうが。 

 要は、県社協がやっているわけですから、県

社協がきちんと責任をとりなさいよ。そういう

ふうに、市の社協や町の社協に責任を押しつけ

るのではなく、これまでどんなことをしても、

10年しか、返済期間は延ばせないと。国が20年

あるのに、なんで10年ですかと、これまで随分

言われてきたじゃないですか。やっと、180万

円であっても、15年、あるいは最長20年までと

なったんでしょう。 

 そうであるなら、利用できる人が本当に確実

に利用できるように対応をとるのが長崎県で

しょうが。（発言する者あり）それを指導する

のが部長じゃないんですか、再度、答弁を求め

ます。（発言する者あり） 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） ただいまの周知

の徹底につきましては、私どもの方から県社会

福祉協議会にしっかりと確認をとっていきたい

というふうに思っております。 

〇議長(瀬川光之君） 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君） 学びたいと思う子ど

もたちが、お金の心配なく学べる環境とするの

が政治の仕事です。（発言する者あり）大学の

無償化、給付型奨学金制度が求められることは

言うまでもありません。 

 そんな中で長崎県社会福祉協議会が扱う教育

支援資金は、経済的に厳しい家庭の子どもたち

が、学びたいとの夢を実現できる貴重な制度で

す。（発言する者あり）全ての貸付けの償還期

間を国の定めた20年に見直さなかったことは納

得できませんが、それでも、180万円以上は最

長20年と見直したのであれば、全ての対象者が

活用できるよう、きめ細かい周知、対応を責任

を持ってとっていただくように強く求めて、私

の質問を終わります。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 以上で、県政一般に対す

る質問を終了いたします。 

 次に、先に上程いたしました第119号議案乃

至第138号議案につきましては、お手元の議案

付託表のとおり、それぞれの委員会に付託いた

します。 

 次に、第3号請願「ゆきとどいた教育を求め

る請願」が提出されておりますので、これを上

程いたします。 

 ただいま上程いたしました請願につきまして

は、お手元の請願付託表のとおり、文教厚生委

員会に付託いたします。 

 次に、各委員会は、お手元の日程表のとおり、

それぞれ開催されますようお願いいたします。 

 以上で、本日の会議を終了いたします。 

 明日より12月19日までは、委員会開催等のた

め本会議は休会、12月20日は、定刻より本会議

を開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４３分 散会 ― 
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― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 まず、発議第193号「長崎県議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例案」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

発議第193号は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 発議第193号は、原案のとおり、可決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、発議第193号は、原案のとおり可決

されました。 

これより、さきに各委員会に付託して審査を

お願いいたしておりました案件について、審議

することにいたします。 

まず、総務委員長の報告を求めます。 

 中島浩介委員長―30番。 

〇総務委員長(中島浩介君）（拍手）〔登壇〕 皆

さん、おはようございます。 

総務委員会の審査の結果並びに経過の概要に

ついて、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました議案は、第126号

議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例」のうち関係部分ほか4件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決

すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、警察本部の所管事項について、「なが

ら運転」の罰則強化に関し、道路交通法の改正

により、本年12月1日より、ながら運転の罰則

が強化されたところであるが、県民への周知は

どのように行ってきたのかとの質問に対し、県

警において、継続的な交通指導取り締まり時や

免許更新時における講習及び交通安全教育のほ

か、マスメディアを活用した広報や、警察・市

町の機関紙による広報、街頭キャンペーンによ
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るチラシの配布など、あらゆる機会を通じ周知

してきたところであるとの答弁がありました。 

 次に、文化観光国際部の所管事項について、

ユニバーサルツーリズムに関し、来年度、ユニ

バーサルツーリズムに関するワンストップ窓口

と長崎空港での案内所を設置する予算を要求し

ているが、来年度はオリンピック・パラリン

ピックが控えており、タイミングが重要である。 

この時期に長崎に行きたいが、車椅子やベビー

カーが借りられない等の状況では来県者に満足

いただけない。今後、県としてはどのように取

り組んでいくのかとの質問に対し、人口減少の

影響により国内の旅行市場の減少が見込まれる

中、ユニバーサルツーリズムは、高齢者や障害

者、妊婦の方々で全人口の3分の1が対象となり、

大きな市場であると考えている。 

 今後、本県の観光産業の持続を図っていくた

め、これらの方々を誘客の対象として捉え、ス

ムーズに受け入れる基盤整備を行いたいとの答

弁がありました。 

 これに対し、他県には先行事例があり、長崎

においても全ての方々を受け入れられるような

観光地づくりを目指してもらいたい。 

 特に、長崎空港のユニバーサルツーリズム案

内所はぜひ実現してもらいたいとの意見があり

ました。 

 次に、国連機関の誘致に関し、国連から提案

があっている国連機関の誘致について、今後ど

のように進めていくのかとの質問に対し、平和

やＳＤＧsの推進を目指して、国連の関係機関

が長崎に設置されることは、一定の意義はある

と思うが、費用負担が大きいことや具体的な事

業内容が不明であるなど、地元関係者との協議

を進めるには、さまざまな難しい課題があると

認識している。今後とも、国連関係者へ具体的

な情報の提供を求めながら、県としても、さら

なる情報収集に努めていきたいとの答弁があり

ました。 

 次に、企画振興部の所管事項について、ＩＲ

開業を見据えた長崎空港の民営化に関し、ＩＲ

の誘致に向けては交通アクセスの改善が必要で

あり、ＩＲ誘致が実現されると長崎空港の利用

者数は飛躍的に伸びると思われるが、今後、滑

走路の拡張などの機能強化等を含めた空港の民

営化について、どのように考えているのかとの

質問に対し、長崎空港のあり方については、Ｉ

Ｒを誘致した場合の来場者数なども想定しなが

ら、さまざまな国際規格に対応した機能の確保

等が必要となる。 

 交通アクセスの改善は、ＩＲ評価基準の重要

な要素であり、これに応えられるような整備計

画を策定しなければならないと考えており、そ

の際は、空港の運営手法については、民営化も

選択肢の一つとして検討を進めたいとの答弁が

ありました。 

 次に、総務部の所管事項について、地方機関

再編に関し、振興局の見直しの方向性について、

令和7年度中に県南地域の3つの振興局を1つに

再編する方針とのことであるが、財政面での削

減効果はどの程度を見込んでいるのかとの質問

に対し、人件費については、集約することによ

り約30名程度の削減で、おおむね平年ベースで

年間約2億4,000万円の削減、建設費については、

再編する場合は、概算で約60億円、再編せずに

3つの庁舎を建設する場合は約70億円となり、

約10億円程度のコスト削減を見込んでいるとの

答弁がありました。 

 これに対し、コスト削減というのは、現在の

財政状況を考えると一定理解はできるが、振興

局が集約されると広域化となり、県民の方々の
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利便性が欠けてしまうおそれがある。今後は、

県議会や市町、各種団体をはじめ地域の声を聞

いて、行政サービスの質が低下しないよう配慮

しながら進めてもらいたいとの意見がありまし

た。 

 また、別途、本委員会から、「国土強靭化対

策の継続・拡充について」の意見書提出方の動

議を提出しておりますので、あわせてよろしく

お願いいたします。 

 以上のほか、一、クルーズ客向けの県産品の

販売促進について、一、長崎本線の上下分離に

ついて、一、災害時のドローンの活用について

一、国土強靭化計画の策定状況についてなど、

総務行政全般にわたり活発な論議が交わされま

したが、その詳細については、この際、省略さ

せていただきます。 

 以上で、総務委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） この際、念のため申し上

げます。 

 本委員会と文教厚生委員会に分割して付託い

たしておりました第126号議案「職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例」につきま

しては、文教厚生委員長の報告終了後に一括し

て審議することにいたします。 

お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

 次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 

 ごう委員長―24番。 

〇文教厚生委員長(ごうまなみ君）（拍手）〔登

壇〕 おはようございます。 

文教厚生委員会の審査の結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました案件は、第126号

議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例」のうち関係部分ほか3件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案について

は、いずれも異議なく、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。 

 また、第3号請願「ゆきとどいた教育を求め

る請願」につきましては、起立採決の結果、不

採択とすべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 まず、第128号議案「長崎県幼保連携型認定

こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例」に関

し、建築基準法の改正により、耐火基準の制限

が緩和されたが、認定こども園については、改

正前の基準を維持するために国が制定した命令

に合わせて、本県の条例も改正するものである

ということだが、今後、県は、認定こども園へ

の移行を推進していく立場にある中で、建て替

えなどにより、仮の施設を借用しなければなら

ない場合においても、子どもたちの命を守るた

めに、耐火基準が必要な施設を確保するように

しっかりと指導していくべきだと思うがどうか

との質問に対し、建て替えなどにより、仮園舎

となる場合においても、当然ながら、条例で規
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定する耐火基準を満たす建物を借りていただく

よう指導していきたいとの答弁がありました。 

 次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。 

 まず、総務部関係について、長崎県立大学の

「情報セキュリティ産学共同研究センター（仮

称）」の整備に関し、今や本県には、ＩＴ産業

分野において、県外から企業が参入し、投資も

増え、今後の経済的な発展の可能性が高まって

おり、これからますます学生の活躍の場も増え

ていくものと思われる。 

 他県に先駆けた県立大学の取り組みにより、

長崎県には魅力ある人材がいるとの評価を受け

ており、そのことが人材育成や企業誘致にもつ

ながっていると思われるが、今回の産学共同研

究センターを整備するに当たって、産業労働部

との連携はもちろん、今後の理念や目的をどの

ように考えているのかとの質問に対し、検討当

初から、産業労働部と連携し、ＩＴ産業の育成

と当センターの整備を一つのプロジェクトとし

て考えている。 

 本県へ人材を求めて企業の進出が進んでおり、

当センターを整備することで、さらに、企業の

拠点進出や地場産業の技術力強化にも貢献でき

るため、産業労働部と連携して、さまざまな

ニーズに対応しながら、人材育成と産業集積、

新産業創出につなげていきたい。それが、結果

として、大学生の県内就職につながっていくも

のと考えているとの答弁がありました。 

 次に、教育委員会関係について、世知原少年

自然の家の廃止に関し、なぜ、今、利用者数が

多い世知原少年自然の家を廃止する必要がある

のか。 

 地元に対し、廃止後の施設の活用についても

同時に示さないことには、その理解を十分に得

ることはできないのではないか。 

廃止の年限を決めずに、廃止後の跡地活用に

ついてしっかり検討したうえで、この廃止の議

論を進めるべきではないのかとの質問に対し、

世知原少年自然の家の利用状況だけで判断した

のではなく、県全体の青少年教育施設の運営を

考えたうえで、世知原少年自然の家を廃止し、

他の施設にこのリソースを回すことによって、

今以上に社会教育活動を充実させていくために

判断したものである。 

これから地元の方々の意見を十分に伺いなが

ら、廃止後の跡地活用についても、地元の意見

に寄り添うことができるようにしたいとの答弁

がありました。 

これに関連し、廃止という選択は非常に残念

であるが、地元がより一層活性化できるような

施設として残っていかなければならないと思っ

ている。関係者の意見をしっかり聞いていただ

きながら、協議を進めていただきたいとの意見

がありました。 

 次に、福祉保健部関係について、子宮頸がん

ワクチンに関し、がんで、唯一ワクチンで予防

できるのが子宮頸がんであるが、副反応が原因

で、国がワクチン接種の積極的な勧奨を中止し

た影響もあり、毎年、子宮頸がんの罹患者数が

増加し、命を落とす方もいらっしゃる。 

 一方で、その副反応の発生状況は、ワクチン

接種の有効性との比較考量の中で、その実施を

中止するほどリスクが高いとは言えないとする

国の専門家による評価がなされていることも事

実である。 

 したがって、早急に、ワクチン接種の積極的

な勧奨を再開すべきだと思うが、県はどのよう

な対応を考えているのかとの質問に対し、県と

しては、国に積極的な勧奨の再開について、早
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急に結論を出していただきたいと考えているが、

国が方針を示すまでの間においても、ワクチン

接種に関する副反応の可能性を含め、適切な情

報提供を行っていきたいとの答弁がありました。 

 これに対し、自治体独自の判断で、ワクチン

接種の呼びかけを行っているところもある。 

 ぜひ、国へ安全性の情報提供を求めていくと

同時に、県としての独自パンフレットを作成す

るなどの取組を行っていただきたいとの意見が

ありました。 

 次に、医療的ケア児の数の把握について、医

療的ケアが必要な子どもについては、出生時か

ら数の把握が必要であると思うが、県はどのよ

うに考えているのかとの質問に対し、就学後で

あれば教育委員会で把握しているが、就学前の

把握はできていない。 

 県としては、小児科医が医療的ケア児に関

わっている状況を捉えて、県の医師会に委託し

て、就学前の医療的ケア児の数を調査している

ところであり、年度内には把握してまいりたい

との答弁がありました。 

 また、別途、本委員会から、「国民が将来に

わたり必要な医療・介護を安心して受けられる

ための適切な財源の確保について」及び「ＨＰ

Ｖ（ヒトパピローマウイルス）ワクチンについ

て」の意見書提出方の動議を提出しております

ので、あわせてよろしくお願いいたします。 

以上のほか、一、県立大学看護学科の県内就

職対策について、一、第三期長崎県立高等学校

改革基本方針（素案）について、一、県立高校

の志願者数について、一、夜間中学に関する協

議会について、一、学校での薬物乱用防止教室

について、一、医師確保計画及び外来医療計画

について、一、里親・ファミリーホーム委託に

ついてなど、教育及び福祉保健行政全般にわた

り熱心な論議が交わされましたが、その詳細に

ついては、この際、省略させていただきます。 

 以上で、文教厚生委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 本委員会と総務委員会に分割して付託いたし

ておりました第126号議案を含め、各案件は、

質疑・討論を省略し、直ちに採決することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

まず、第126号議案「職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例」について、採決い

たします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第126号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、第3号請願「ゆきとどいた教育を求め

る請願」について、採決いたします。 

本請願は、委員長報告のとおり不採択とする

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第3号請願は、不採択とすることに

決定されました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり、決すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

次に、環境生活委員長の報告を求めます。 

坂本 浩委員長―18番。 

〇環境生活委員長(坂本 浩君）（拍手）〔登

壇〕 おはようございます。 

環境生活委員会の審査の結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました案件は、第129号

議案「長崎県建築関係手数料条例の一部を改正

する条例」ほか2件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案について

は、いずれも異議なく、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 まず、土木部関係について、建設業における

人材の確保・育成に向けた取組に関し、総合計

画における指標の一つである建設技能労働者の

就職件数について、平成30年度は、目標881件

に対し、実績725件と、82％の達成率となって

いるが、目標達成のため、どのように取り組ん

できたのかとの質問に対し、この目標値は、新

たに建設業に就職する技能者数を指標としたも

のであり、直接的な対策として、鉄筋・型枠工

等の教育訓練システムで技術者を育成するとと

もに、中長期的な対策として、「土木の日」イ

ベントの開催や、中学校・高等学校等を訪問し

て土木技術の魅力を伝える活動などを行ってき

た。 

 今後も、県、建設業界、工業高校で連携して

取り組んでいきたいとの答弁がありました。 

 また、大規模災害の先を見据えた河川改修及

び洪水対策に関し、大規模災害に対応するため、

河川などの洪水対策についてはどのように取り

組んでいるのか。また、今後の対応をどのよう

に検討しているのかとの質問に対し、現在、河

川整備計画に基づくハード整備に加え、県民の

避難につながるソフト対策として、想定される

最大規模の降雨に対する浸水想定図やハザード

マップの作成及び水位計設置などに取り組んで

いる。 

 また、国が気象変動を踏まえて、中小河川を

含めた堤防強化やダムの洪水調節のあり方、浸

水想定図の小規模河川への拡大について検討を

進めているため、県としても国の方針に基づき、

今後、検討を進めていくとの答弁がありました。 

 次に、環境部関係について、海岸漂着物等対

策の推進に関し、本年度の国の予算額と、その

配分はどのようになっているのか。また、国の

補助金はどのように活用されているのかとの質

問に対し、本年度の国の予算額は35億円で、そ

のうち5億1,572万円が長崎県に配分され、その

配分割合は14.8％となっている。 

 県からは、対馬市に2億4,800万円、五島市に

1億600万円、壱岐市に5,600万円、新上五島町

に5,000万円など、県内15市町へ配分しており、

補助金のうち約9割を、その回収処理に充て、

約1割を発生抑制事業に充てている。 

 離島には、外国由来のごみが多く漂着してお

り、発生抑制のための取組として、県と3市1町

で、韓国の高校生と離島の高校生が実際に海岸

のごみを拾い、海ごみ対策に関する意見交換な

どを行う「海ごみ交流事業」等を実施している

との答弁がありました。 

 次に、県民生活部関係について、高齢運転者

の交通事故防止に関し、高齢運転者の定義及び

交通事故の発生件数はどのようになっているの

か。また、交通事故を防止するため、どのよう
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な対策に取り組んでいるのかとの質問に対し、

高齢運転者とは、年齢が65歳以上と定義されて

いる。平成30年度中における、県内での高齢者

にかかる交通事故発生件数は1,618件、負傷者

は1,056人、死者は17人であり、発生件数は、

交通事故全体の34.9％を占めている。 

 交通事故を防止するため、自動ブレーキなど

の先進機能を有する安全運転サポート車の体験

による普及啓発を実施するほか、今年度からモ

ニター50人に対して、ドライブレコーダー付き

の装置をつけ、2カ月間のモニタリングを行う

取組を実施している。 

 今後も、警察をはじめ市町・関係機関・団体

や庁内の関係各課とも連携しながら、高齢者の

交通事故防止対策に取り組んでいきたいとの答

弁がありました。 

 次に、交通局関係について、ナガサキニモカ

の導入に関し、システム導入一式に要する経費

として、株式会社ニモカと約5億3,000万円で契

約をしているが、その内容は機械器具購入等の

初期投資に要する費用だけなのか。それとも、

今後数年間の維持管理費等を含んでいるのかと

の質問に対し、今回契約しているのは、システ

ムと車両機器等の機械器具購入にかかる設置費

用のみで、維持管理費等は含まれていないとの

答弁がありました。 

 これに対し、導入に当たっては、利便性と収

益性を考慮し、対応すべきであるとの意見があ

りました。 

 以上のほか、一、道路予算の確保について、

一、石木ダム建設事業について、一、子育て応

援住宅支援事業の改善について、一、松浦・平

戸における局激災害指定に向けた対応について、

一、産業廃棄物税について、一、地域猫活動の

普及について、一、高齢者や過疎地にやさしい

バス運行についてなど、環境生活行政全般にわ

たり熱心な論議が交わされましたが、その詳細

については、この際、省略させていただきます。 

 以上で、環境生活委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第129号議案「長崎県建築関係手数料

条例の一部を改正する条例」について、採決い

たします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第129号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、第130号議案「長崎県営バス運賃等条

例の一部を改正する条例」について、採決いた

します。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第130号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、第136号議案について、採決いたしま

す。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、第136号議案は、原案のとおり可決

されました。 

次に、農水経済委員長の報告を求めます。 

 大場委員長―14番。 

〇農水経済委員長(大場博文君）（拍手）〔登

壇〕 農水経済委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

本委員会に付託されました案件は、第131号

議案「長崎県の事務処理の特例に関する条例の

一部を改正する条例」のほか1件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり、可

決すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 まず、第131号議案「長崎県の事務処理の特

例に関する条例の一部を改正する条例」に関し、

中小企業の事業活動の継続に資するための中小

企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施

行に伴い、条例の一部を改正するとのことだが、

この法改正の趣旨はどのようなものかとの質問

に対し、商工会等が実施している経営改善事業

について、より中小企業の経営に即した支援を

行っていくため、「経営発達支援計画」につい

て、市町等の関与が求められることとなるほか、

自然災害等に対し、事業を存続していくための

計画の策定に関する規定が追加されたことが今

回の法改正の主な内容であるとの答弁がありま

した。 

 次に、第137号議案「公の施設の指定管理者

の指定について」に関し、今回、指定管理者を

指定する「長崎県ビジネス支援プラザ」につい

て、これまでの実績はどのようになっているの

かとの質問に対し、平成17年の開設から、これ

まで112社が利用後に退去しているが、そのう

ち73社が県内で事業継続しているところである。

成功事例として、雇用を拡大し、従業員約30名、

年間売り上げ約6,500万円まで成長した企業も

あるとの答弁がありました。 

 また、今後、さらなる実績を上げていく観点

から、審査はどのように行われたのか。また、

専門性の高い人材の確保が必要と考えるがどう

かとの質問に対し、提案のあった新たな取組等

が実施可能であるかという観点で、外部の専門

家を含め審査を実施したところである。また、

専門的な業務については、指定管理者だけでは

なく、関係機関との連携を図り、実施すること

となるとの答弁がありました。 

 これに対し、より多くの企業が自立できるよ

う、今後も積極的に取り組んでいただきたいと

の意見がありました。 

 次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。 

 まず、産業労働部関係について、基幹産業の

振興に関し、労働行政を所管する産業労働部に

おいて、長崎市の人口流出の要因をどのように

考えるかとの質問に対し、本県の基幹産業であ

る造船業について、一部の事業が縮小されてい

ることも要因の一つであると考えている。 

 このような中、先般、新たに航空機関連企業

が本県に進出することが発表されたところであ

るが、この航空機関連産業に、海洋エネルギー

関連産業、ロボット関連産業を加えた3つの産

業分野を新たな成長分野として位置づけ、ロー

ドマップを作成し、振興を図っているところで

あるとの答弁がありました。 

 さらに、先日、ソニーから本県における事業

拡大が発表されたところであり、本県の学生が

採用されるよう取組を進めていく必要があると
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考えるが、見解はとの質問に対し、本県に新設

される工場では、世界トップシェアを誇る半導

体画像センサーが生産されるとのことであり、

若者にとって魅力ある就職先であると考えてい

る。全世帯広報誌や県内の就活情報誌等を通じ

て、魅力ある企業情報を発信するなど、本県の

多くの学生が採用されるよう取組を進めていき

たいとの答弁がありました。 

次に、水産部関係について、「長崎県水産業

就業支援フェア」に関し、本年10月にはじめて

県庁内にて開催したとのことだが、その所見と

今後の取組をどのように考えているのかとの質

問に対し、これまで県内の移住相談会等に参加

する等、漁業就業者の確保について取り組んで

きたが、県内の深刻な人手不足は解消できてお

らず、今回、はじめて県主催で「就業者支援

フェア」を開催したところである。水産加工業

者、沿岸漁業者等の幅広い35業者に出展いただ

いたが、出展業者からは、定期的な開催を要望

する声等が寄せられている。 

今後は、一般の方をはじめ、学生ができるだ

け参加しやすい形で開催できるよう、来年度に

向け検討を進めているところであるとの答弁が

ありました。 

これに対し、県内の学生へ積極的に周知し、

多くの方に水産業に就業していただけるよう取

り組んでいただきたいとの意見がありました。 

次に、卸売市場法の改正に関し、主な改正点

として、市場の開設が許可制から認定制になる

とのことだが、この法改正の趣旨はどのような

ものかとの質問に対し、今回の法改正の趣旨は、

卸売市場を含めた食品流通の合理化と、生鮮食

料品の公正な取引環境の確保を促進することに

より、生産者の所得向上と消費者ニーズへの的

確な対応を図ることであるとの答弁がありまし

た。 

これに対し、卸売市場は、水産業の中核とな

る施設であり、漁業者の所得向上につながるよ

う今後も取り組んでいただきたいとの意見があ

りました。 

次に、農林部関係について、水稲の「なつほ

のか」の普及促進に関し、「なつほのか」につ

いて、生産者から種子を自家増殖できないため、

経済的な負担が大きいとの話を聞くが、どのよ

うな状況なのかとの質問に対し、「なつほのか」

は、鹿児島県で育成された品種であり、許諾契

約において、増殖した種子を第三者に転売する

ことが禁止されているが、契約上、自家増殖が

制約されているわけではない。 

しかしながら、品質の均一化を図り、早期に

ブランド力を高めるため、本県の生産部会にお

いて、自家増殖しないよう申し合わせが行われ

ているところであるとの答弁がありました。 

さらに、生産者へのさらなる普及を図るため、

今後どのように周知を行っていくのかとの質問

に対し、「なつほのか」は、収量性が高く、ま

た、今年の異常気象の中でも、一等米比率が3

割を超える等、大変優れた品種であることが明

らかになっている。 

今後も、普及指導員や営農指導員による講習

会等を通じて、しっかり周知していきたいとの

答弁がありました。 

次に、農協改革に関し、国において農協改革

が進められているが、ＴＰＰや準組合員の問題

も含め、農業を取り巻く環境が大変厳しい中、

農協が果たす役割は大きく、今後もしっかりと

した支援が必要と考えるが、見解はとの質問に

対し、本県の農業産出額は8年連続で増加して

いるが、これは農協の役割が非常に大きかった

と考えている。生産者の高齢化に伴う産地の縮
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小等が危惧される中、離島や中山間地域を多く

抱える本県にとって、社会インフラとしても非

常に重要である。 

今後も、関係者とともに、国に対し、本県の

実情等を踏まえ、準組合員制度の維持等につい

て要望してまいりたいとの答弁がありました。 

また、別途、本委員会から、「スマート農業

の実現による競争力強化の加速について」の意

見書提出方の動議を提出しておりますので、あ

わせてよろしくお願いいたします。 

 以上のほか、一、企業誘致について、一、伝

統工芸品の振興について、一、日韓水産関係交

流について、一、食肉センターについて、一、

狩猟者の確保についてなど、農水経済行政全般

にわたり熱心な論議が交わされましたが、その

詳細については、この際、省略させていただき

ます。 

 以上で、農水経済委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

次に、予算決算委員長の報告を求めます。 

 浅田委員長―31番。 

〇予算決算委員長(浅田ますみ君）（拍手）〔登

壇〕 おはようございます。 

予算決算委員会の審査の結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託された案件は、第119号議案

「令和元年度長崎県一般会計補正予算（第4号）」

ほか6件でございます。 

 慎重に審査いたしました結果、第123号議案

につきましては、起立採決の結果、原案のとお

り、可決すべきものと決定されました。 

また、その他の議案につきましては、いずれ

も異議なく、原案のとおり、可決すべきものと

決定されました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、文教厚生分科会では、看護キャリア支

援センター運営費に関し、センターの研修事業

において、特に、離島の看護師のキャリアアッ

プに向けては、先進事例にあるように、ＩＣＴ

を駆使し、本土と離島を結んだリアルタイムな

研修を行うなど、離島の看護師がキャリアアッ

プをできるような環境をいかに築いていくかと

いう取組が必要だと思われるが、どのように考

えているかとの質問に対し、研修事業において

は、新人看護師やその指導者を対象とした研修、

さらにはキャリアアップや、再就職のための研

修などを実施している。 

 今後、離島地区の研修事業では、インター

ネット環境を活用し、本土への移動負担の軽減

や、本土地区と相互で質問ができるなど、研修

環境の整備に努めていきたいとの答弁がありま

した。 

 次に、環境生活分科会では、住宅整備費に関

し、繰り越しの理由が、「資機材・人材ひっ迫、

入札の不落・不調等」とのことだが、具体的に

はどのような内容なのか。また、今後の予定は
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どのようになっているのかとの質問に対し、工

事内容は、県営住宅の住戸改善としてエレベー

ターを設置するものであるが、全国的にエレ

ベーターの技術者確保が困難であり、メーカー

に事前確認したところ、「本年度末まで技術者

の確保ができない」との回答だったため、入札

には至らず、繰り越しとしたものである。 

 本定例会で繰越承認後、適正な工期を設定の

うえ、入札及び契約を行う予定であるとの答弁

がありました。 

 次に、農水経済分科会では、漁港災害復旧費

に関し、台風17号の被害による災害復旧とのこ

とだが、県内における漁港の被害状況は局地的

という認識でよいか。また、全ての被害箇所へ

の対応の見通しはできているかとの質問に対し、

台風17号は、五島列島の西沿岸及び壱岐、対馬

の間を通過したが、吹き戻しによる風が非常に

強く、通常とは異なり、通過ルートの西側に当

たる対馬を中心に被害が発生している。 

 また、今回の補正により、台風17号による被

害箇所は全て対応できることとなるとの答弁が

ありました。 

 以上のほか、予算全般に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。 

 以上で、予算決算委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第123号議案「令和元年度長崎県一般

会計補正予算（第5号）」について、採決いたし

ます。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第123号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

次に、お手元に配付いたしております「動議

件名一覧表」のとおり、各委員会から、政府・

国会あて、意見書提出の動議が提出されており

ますので、これを一括して議題といたします。 

 お諮りいたします。 

各動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、文教厚生委員会提出のＨＰＶ（ヒトパ

ピローマウイルス）ワクチンについて、採決い

たします。 

本動議は、可決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、本動議は、可決されました。 

 次に、その他の動議について、一括して採決
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いたします。 

各動議は、可決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、動議は、それぞれ可決されました。 

 次に、議員派遣の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております議員派遣第80

号のとおり、議員を派遣することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり決定されました。 

 次に、長崎県選挙管理委員及び補充員につき

ましては、現委員の任期が本年12月23日をもっ

て満了いたしますので、ただいまから、この選

挙を行うことにいたします。 

 お諮りいたします。 

 本選挙につきましては、地方自治法第118条

第2項の規定により、指名推選の方法を用いる

こととし、議長において指名することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、長崎県選挙管理委員に堀江憲二君、

久原巻二君、葺本昭晴君、髙比良末男君を指名

いたします。 

 ただいま指名いたしました被指名人をもって、

長崎県選挙管理委員の当選人とすることにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、堀江憲二君、久原巻二君、葺本昭晴

君、髙比良末男君、以上4名をもって、長崎県

選挙管理委員の当選人とすることに決定されま

した。 

 次に、長崎県選挙管理委員の補充員に、蒲池

芳明君、渡辺敏勝君、伊東譲二君、大谷英也君

を指名いたします。 

 ただいま指名いたしました被指名人をもって、

長崎県選挙管理委員の補充員の当選人とするこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、蒲池芳明君、渡辺敏勝君、伊東譲二

君、大谷英也君、以上4名をもって、長崎県選

挙管理委員の補充員の当選人とすることに決定

されました。 

 なお、補充員の補欠順位につきましては、た

だいま指名いたしました順序とすることにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり決定されました。 

なお、このたび退任されます永淵勝幸委員、

橋本希俊委員には、長きにわたり本県選挙管理

委員として、その重責を果たされました。 

この間のご苦労に対し、ここに衷心より謝意

を表する次第でございます。 

 次に、各委員会から議会閉会中の付託事件と

して、お手元の一覧表のとおり申し出があって

おりますので、これを許可することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり決定されました。 

 以上をもちまして、本定例会の審議は終了い

たしました。 

 この際、知事より、ご挨拶があります―知事。 
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〇知事(中村法道君）〔登壇〕 11月定例県議会

の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 このたびの議会は、去る11月27日から本日ま

での24日間にわたり開かれましたが、議員の皆

様方には、本会議及び委員会を通して、終始熱

心にご審議いただきますとともに、それぞれ適

正なご決定を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 この際、議会中の主な動きについて、ご報告

申し上げます。 

（特定複合観光施設ＩＲ区域整備の推進） 

 ＩＲ区域の整備については、本県におけるＩ

Ｒ区域整備の意義、目標、事業実施のうえで必

要となる要件及び民間事業者の選定方法等を定

める実施方針の策定に取り組んでいるところで

あります。 

 その素案に関しては、県民の皆様をはじめ、

多くの方々からご意見をいただくため、10月に

公表した「九州・長崎ＩＲ基本構想案」と併せ、

本日から、パブリックコメントを実施すること

としております。 

 今後とも、県議会や県民の皆様のご意見を伺

いながら、佐世保市はもとより、九州・山口各

県及び経済界との連携を深め、九州・長崎ＩＲ

の実現を目指してまいります。 

 （九州新幹線西九州ルートの整備推進） 

 九州新幹線西九州ルートの整備については、

去る12月11日、国土交通大臣と佐賀県知事との

会談が行われ、協議のあり方について事務的な

レベルで確認していくことで意見が一致したと

のことであり、協議に向けた道筋が開けたこと

は、一歩前進したものと受け止めているところ

であります。 

 県としては、国土交通省と佐賀県との協議の

動向を見極めながら、状況に応じて必要な対策

を講じるなど、引き続き、フル規格による早期

整備の実現に向け、全力で取り組んでまいりま

す。 

 （国際定期航空路線、長崎上海線の増便） 

 本県と中国の友好交流の空の架け橋として、

中国東方航空が運航する長崎〜上海線について

は、来年2月12日から新たに水曜日の運航を加

え、週3便へ増便されることが決定いたしまし

た。 

 当路線の増便については、長年にわたり働き

かけてきたところであり、週3便の運航となる

ことで、利便性が各段に向上することとなりま

す。 

 県としては、今回の増便を契機として、県内

の企業や県民の皆様に対し、より一層の利用を

呼びかけるとともに、本県の特性を活かした魅

力的な旅行商品の造成や教育旅行の誘致、旅行

会社とタイアップした情報発信などの誘客促進

に努めてまいります。 

 （日韓海峡沿岸県市道交流知事会議の開催） 

 九州北部3県及び山口県と韓国南部地域の1市

3道の知事、市町等が参加する「第28回日韓海

峡沿岸県市道交流知事会議」については、明日

から22日までの日程で、本県において開催され、

雇用の場の創出と若者の雇用対策をテーマとし

て、意見交換が行われます。 

 現在の日韓両国政府の関係は、難しい問題に

直面しておりますが、このような時期において

も、地域間交流を続けることは大変重要である

と考えており、今後とも、こうした会議等を通

して相互理解が深まり、日韓の交流がさらに進

展するよう、県としても力を注いでまいります。 

 （造船業の振興） 

 去る12月18日、三菱重工及び大島造船所から、

三菱重工長崎造船所香焼工場について、その有

効活用策の検討を両者で開始することに合意し
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たとの発表がありました。 

 競争が激化する造船業において、韓国、中国

の企業再編等が活発化し、国内においても連携

の動きが加速している中で、本県地域経済への

影響なども考慮いただいたものと受け止めてお

ります。 

 世界をリードする高い技術を有し、本県にお

ける基幹産業を担っておられる三菱重工と、ば

ら積み貨物船において世界トップクラスの建造

量を誇る大島造船所が連携されることは、本県

における造船業の振興に寄与するものと期待し

ております。 

 県としては、造船・プラント分野などにおけ

る県内企業間の連携や事業拡大を引き続き支援

してまいります。 

 （東京2020オリンピック聖火リレー本県走行

ルート、聖火ランナーの公表） 

 去る12月17日、「東京2020オリンピック聖火

リレー長崎県実行委員会」等において、本県走

行ルート及び聖火ランナーが公表されたところ

であります。 

 聖火リレーは、平和公園や島原城、世界文化

遺産である上五島町の頭ヶ島集落など離島を含

む県内17市町で実施されることとなり、本県の

多様な歴史・文化や魅力を広く国内外へ発信す

る絶好の機会となるものと考えております。 

 県としては、この効果を最大限に発揮できる

よう、本県での聖火リレーの成功へ向けて、引

き続き、関係市町との連携を密にして取り組ん

でまいります。 

 （綱紀の保持） 

 先般、職員が、病気休職中に飲酒運転を行い、

ガードレール等への接触事故を起こした件、ま

た、偽造した決裁文書をもとに公印の押印等を

行った件については、関係職員に対し懲戒免職

等の厳正な処分を行ったところであります。 

 職員の服務規律の確保については、再三にわ

たり周知徹底を図っているところであり、また、

飲酒運転については、県を挙げて根絶に取り組

んでいる中で、このような不祥事件を起こしま

したことに、県議会をはじめ、県民の皆様に対

し深くお詫び申し上げます。 

 今後、県民の皆様の信頼を回復するため、職

員一人ひとりが全体の奉仕者として高い倫理観

を持って行動するよう、綱紀保持の徹底に全力

を注いでまいります。 

 このほか、会期中、皆様からお寄せいただき

ました数々の貴重なご意見、ご提言などについ

ては、今後の県政に積極的に反映させてまいり

たいと存じます。 

 本年も残すところあとわずかとなりました。 

日々、寒さが厳しくなる中、皆様方には何かと

ご多忙のことと存じますが、どうかくれぐれも

ご自愛のうえ、ご健勝にて輝かしい新年をお迎

えになり、ますますご活躍いただきますよう心

からお祈り申し上げます。 

 終わりに、報道関係の方々には、会期中終始、

県議会の広報について、ご協力を賜りましたこ

とにお礼を申し上げますとともに、県民の皆様

には、希望に満ちた新年を迎えられますよう心

からお祈り申し上げまして、閉会のご挨拶とい

たします。 

〇議長(瀬川光之君） 令和元年11月定例会の閉

会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ご挨拶に入ります前に、天皇陛下におかれま

しては、去る10月22日、「即位礼正殿の儀」を

挙行され、ご即位を国の内外に宣明されました。 

 謹んで、お祝いを申し上げますとともに、天

皇・皇后両陛下のご健勝とご多幸、皇室のます

ますの弥栄を衷心よりお祈り申し上げます。 
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 さて、去る11月27日に開会いたしました本定

例会も、全ての案件の審議を終了し、本日、閉

会の運びとなりました。 

 この定例会中は、人口減少対策をはじめ、特

定複合観光施設（ＩＲ）の推進、九州新幹線西

九州ルートの整備促進、石木ダムの推進、災害

対策、県立高等学校改革、農林水産業振興対策、

教育行政、土木行政、観光振興対策、離島・半

島振興対策等、当面する県政の重要課題につい

て、終始熱心にご論議をいただきました。 

この間の議員各位のご努力と、知事をはじめ、

理事者の皆様並びに報道関係の皆様のご協力に

対しまして、心からお礼を申し上げます。 

 さて、県政全般にわたり、この一年を振り返

りますと、思い起こされますのが、ローマ教皇

フランシスコ台下の本県ご訪問であります。 

 教皇のご訪問は、故ヨハネ・パウロ二世以来、

38年ぶりであり、このたびのご訪問では、原爆

落下中心地において、「核兵器のない世界が可

能であり、必要である」との確信を持って、核

兵器廃絶に向けたメッセージを発信され、世界

の平和を願う全ての人々に大きな勇気と励みを

与えていただきました。 

県議会といたしましても、核兵器のない平和

な世界の実現を目指し、理事者や関係団体と連

携しながら、今回のローマ教皇の平和のメッ

セージや長崎ご訪問の状況を発信してまいりた

いと存じます。 

一方で、日韓関係の悪化に伴い、本県におい

ても韓国との交流事業の中止や韓国からの観光

客の大幅な減少など、大きな影響が生じている

ことは、まことに残念なことであります。 

県議会といたしましても、対馬の魅力の情報

発信や国内観光客の誘致などの取組を後押しす

るとともに、引き続き、事態の推移を見極めな

がら、理事者や関係団体と連携し、必要な対策

に取り組んでまいりたいと存じます。 

また、近年、地方議会では、投票率の低下に

見られますように、議会に対する住民の関心の

低下や、議員のなり手不足が問題となっている

ことから、本県議会では、今月17日、未来を担

う若者の主権者としての政治参加意識の醸成・

向上を図るため、「長崎県ふるさとの未来を担

う若者議会」を開催いたしました。 

当日は、県内の高校生に出席をいただき、学

生が議員役となって、県政の課題に関する提言

や各委員会での県議会議員との活発な意見交換、

さらには、「若者の政治参加に関する意見表明」

が行われました。 

これからも、若者に限らず、県民の政治参加

意識の向上に努めてまいりたいと存じます。 

さて、本年もいよいよ残すところ2週間足ら

ずとなりました。 

年の瀬を迎え、何かとご多忙のことと存じま

すが、皆様には、引き続き、ご協力、ご支援を

お願いいたしますとともに、くれぐれもご自愛

のうえ、ご健勝にて輝かしい新年をお迎えにな

りますよう心からお祈り申し上げ、閉会の挨拶

といたします。 

これをもちまして、令和元年11月定例会を閉

会いたします。 

― 午前１１時 １分 閉会 ― 
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０
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意
見
 

 

（
１

）
 
本

委
員

会
は

、
去

る
１

０
月

１
７

日
か

ら
１

０
月

２
８

日
ま

で
の

期
間

中
、

６
日

間
に

わ
た

り
開

催
し

、
予

算
が

議
決

の
趣

旨
及

び
目

的
に

沿
っ

て
適

正
か

つ
効

率
的

に
執

行
さ

れ
た

か
、

ま
た

、
事

業
の

実
施

効
果

が
十

分
で

あ
っ

た
か

を
検

証
す

る
と

と
も

に
、

今
後

の
財

政
運

営
及

び
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
改

善
す

べ
き

事
項

に
着

目
し

、
監

査
委

員
の

監
査

結
果

及
び

決
算

関
係

資
料

を
基

に
、

理
事

者
か

ら
の

説
明

を
受

け
慎

重
に

審
査

を
実

施
し

た
。
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２
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そ

の
結

果
、
平

成
３

０
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

及
び

各
特

別
会

計
、
並

び
に

港
湾

整
備

事
業

会
計
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交
通

事
業

会
計
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決

算
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定

す
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と

と
決

定
し

た
。

 

 （
３
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の
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的
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目
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て
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２
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年
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行
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政

改
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進
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に

基
づ

い
て
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徹

底
し

た
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費
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節
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事
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行
に
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め

る
な

ど
、

財
政

健
全

化
に

向
け

て
取

組
を

進
め

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。
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０
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(２
) 
予
算
繰
越
の
縮
減
に
つ
い
て

 

 

平
成

３
０

年
度

の
繰

越
額

は
約

５
４

０
億

９
千

万
円

と
、

前
年

度
と

比
較

し

て
約
２
９
億
４
千
万
円
増
加
し
て
い
る
。
 

繰
越
発
生
の
主
な
理
由
は
、「

国
の
計
画
決
定
が
遅
れ
た
も
の
」
、「

地
元
と
の

調
整

等
に

不
測

の
日

時
を

要
し

た
も

の
」

で
あ

り
、

本
庁

及
び

地
方

機
関

に
繰

越
縮

減
の

た
め

の
推

進
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配
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す

る
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の
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こ

ろ
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債
費

の
減

少
に

よ
り

基
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れ
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な
ど
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陥
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財

政
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効
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 そ
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で
、
今
後
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算
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図
る
よ
う
強
く
求
め
る
も

の

で
あ
る
。
 

 

２
 
指

摘
事

項
 

 

( １
) 
収
入
未
済
の
縮
減
に
つ
い
て

 

 

一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
を
合
わ
せ
た
収
入
未
済
の
総
額
は
、
約
３
１
億
３
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０

０
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が

、
い
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だ
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額
の
債
権
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収
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い
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。
 

こ
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債
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の
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い
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個
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動
車
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収
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調

定
額

に
占

め
る

割
合

が
や

や
改

善
す

る

な
ど

、
徴

収
対

策
に

よ
る

一
定

の
効

果
は

見
ら

れ
る

が
、
な

お
収

入
未

済
の

残
高

は
約

１
４
億
１
千
万
円
に
上
り
、
収
入

未
済
額
全
体
の
約
４
５
％
を
占
め

て
お

り
、

長
崎

県
地

方
税

回
収

機
構

並
び

に
フ

ァ
イ

ナ
ン

シ
ャ

ル
プ

ラ
ン

ナ
ー

の
更
に
積
極
的
な
活
用
等
に
よ
り
、
一
層
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。
 
 
 

次
に

、
税

外
の

未
収

金
に

つ
い

て
は

、
債
務

者
の

実
態

把
握

な
ど

適
正

な
債

権
管

理
を

行
う

と
と

も
に

、
貸

付
時

の
厳

正
な

審
査

を
行

う
な

ど
新

規
未

収
金

を
発

生
さ

せ
な

い
よ

う
努

め
る

こ
と

。
ま

た
、

部
局

横
断

的
組

織
で

あ
る

「
未

収
金

対
策

検
討

会
議

」
に

お
い

て
、

現
状

分
析

や
課

題
整

理
、

情
報

共
有

等
を

行
い
、
引
き
続
き
、
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。
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 ２
 

出
席
し
た
委
員
の
氏
名
 

 

委
 員

 長
 

 
 

 
浅
田
ま
す
み
 

副
委
員
長
 

 
 

 
宅
島

 
寿

一
 

委
 

 
員
 

 
 

 
八

江
 

利
春

 
 

 
田

中
 

愛
国

 
 

 
小

林
 

克
敏

 
 

 
 

 
中
山

 
 

功
 

 
 

溝
口

芙
美

雄
 

 
 

坂
本

 
智

徳
 

 
 

 
中
島

 
・

義
 

 
 

徳
永

 
達

也
 

 
 

山
田

 
博

司
 

 
 

 
外

間
 

雅
広

 
 

 
堀

江
ひ

と
み

 
 

 
中

村
 

和
弥

 
 

 
 

 
山
田

 
朋

子
 

 
 

西
川

 
克

己
 

 
 

山
口

 
初

實
 

川
崎
 

祥
司
 

 
 
前
田
 

哲
也
 

 
 
深
堀
ひ
ろ
し
 

中
島
 

浩
介
 

 
 
山
本
 

啓
介
 

 
 
大
久
保
潔
重
 

ご
う

 
ま

な
み
 

 
 

松
本

 
洋

介
 

 
 

吉
村

 
 

洋
 

山
本
 

由
夫
 

 
 
麻
生
 

 
隆

 
 

 
山
口
 

経
正
 

近
藤
 

智
昭
 

 
 
坂
本
 

 
浩

 
 

 
宮
島
 

大
典
 

大
場
 

博
文
 

 
 
宮
本
 

法
広
 

 
 
中
村
 

一
三
 

石
本

 
政
弘

 
 
 
堤

 
 
典
子

 
 
 
饗

庭
 

敦
子

 

久
保
田
将
誠
 

 
 
浦
川
 

基
継
 

 
 
北
村
 

貴
寿
 

山
下
 

博
史
 

 
 
下
条
 

博
文
 

 
 
中
村
 

泰
輔
 

赤
木
 

幸
仁
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１
 
審
査
日
程
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（
参

考
） 

 

年
 
月
 
日
 

曜
日
 

内
 
容
 

場
 
所
 

１
．
１
０
．
１
７
 

木
 

委
 
 
員
 
 
会
 

（
総

括
質

疑
）

本
会

議
場

１
．
１
０
．
１
８
 

金
 

総
務

分
科

会
 

文
教

厚
生

分
科

会
 

環
境

生
活

分
科

会
 

農
水

経
済

分
科

会
 

委
員

会
室

１

委
員

会
室

２

委
員

会
室

３

委
員

会
室

４

１
．
１
０
．
２
１
 

月
 

総
務

分
科

会
 

文
教

厚
生

分
科

会
 

環
境

生
活

分
科

会
 

農
水

経
済

分
科

会
 

委
員

会
室

１

委
員

会
室

２

委
員

会
室

３

委
員

会
室

４

１
．
１
０
．
２
３
 

水
 

総
務

分
科

会
 

文
教

厚
生

分
科

会
 

農
水

経
済

分
科

会
 

委
員

会
室

１

委
員

会
室

２

委
員

会
室

４

１
．
１
０
．
２
４
 

木
 

農
水

経
済

分
科

会
 

 

委
員

会
室

４

 

１
．
１
０
．
２
８
 

月
 

委
 
 
員
 
 
会
 

（
分
科
会
長
報
告
、
採
決
）

本
会

議
場
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発
議

第
１

９
３

号
 

  

長
崎

県
議

会
議

員
の

議
員

報
酬

及
び

費
用

弁
償

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正

す
る

条
例

案
を

別
紙

の
と

お
り

提
出

す
る

。
  

 

    
令

和
元

年
１

１
月

２
７

日
 

     
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
議

会
運

営
委

員
会

委
員

長
 

中
村

 
和

弥
 

    

長
崎

県
議

会
議

長
 

 
瀬

川
 

光
之

 
様

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

議
 案

 番
 号

件
名

第
11

9
号

議
案

令
和

元
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

4号
）

第
12

0
号

議
案

令
和

元
年

度
長

崎
県

港
湾

施
設

整
備

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

3号
）

第
12

1
号

議
案

令
和

元
年

度
長

崎
県

流
域

下
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
1号

）

第
12

2
号

議
案

令
和

元
年

度
長

崎
県

港
湾

整
備

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

1号
）

第
12

3
号

議
案

令
和

元
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

5号
）

第
12

4
号

議
案

令
和

元
年

度
長

崎
県

流
域

下
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
2号

）

第
12

5
号

議
案

令
和

元
年

度
長

崎
県

港
湾

整
備

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

2号
）

第
12

6
号

議
案

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
12

7
号

議
案

長
崎

県
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
12

8
号

議
案

長
崎

県
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
学

級
の

編
制

、
職

員
、

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
12

9
号

議
案

長
崎

県
建

築
関

係
手

数
料

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
13

0
号

議
案

長
崎

県
営

バ
ス

運
賃

等
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
13

1
号

議
案

長
崎

県
の

事
務

処
理

の
特

例
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
13

2
号

議
案

当
せ

ん
金

付
証

票
の

発
売

に
つ

い
て

第
13

3
号

議
案

和
解

及
び

損
害

賠
償

の
額

の
決

定
に

つ
い

て

第
13

4
号

議
案

公
の

施
設

の
指

定
管

理
者

の
指

定
に

つ
い

て

第
13

5
号

議
案

公
の

施
設

の
指

定
管

理
者

の
指

定
に

つ
い

て

第
13

6
号

議
案

財
産

の
処

分
に

つ
い

て

第
13

7
号

議
案

公
の

施
設

の
指

定
管

理
者

の
指

定
に

つ
い

て

第
13

8号
議

案
長

崎
県

総
合

計
画

チ
ャ

レ
ン

ジ
２

０
２

０
の

変
更

に
つ

い
て

第
13

9号
議

案
長

崎
県

教
育

委
員

会
の

委
員

の
任

命
に

つ
い

て
議

会
の

同
意

を
求

め
る

こ
と

に
つ

い
て

認
定

第
1号

平
成

30
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

決
算

及
び

特
別

会
計

決
算

の
認

定
に

つ
い

て

認
定

第
2号

平
成

30
年

度
長

崎
県

港
湾

整
備

事
業

会
計

決
算

の
認

定
に

つ
い

て

認
定

第
3号

平
成

30
年

度
長

崎
県

交
通

事
業

会
計

決
算

の
認

定
に

つ
い

て

発
議

第
19

3号
長

崎
県

議
会

議
員

の
議

員
報

酬
及

び
費

用
弁

償
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

議
員

派
遣

第
80

号
議

員
派

遣
の

件
（

九
州

各
県

議
会

議
員

交
流

セ
ミ

ナ
ー

）

令
和

元
年

１
１

月
定

例
会

上
　
程
　
議
　
案
　
件
　
名
　
表
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長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第１条 長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和31年長崎県条例第60号）の一部を次のように改正する。  
 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第７条 略 第７条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段の規定の適用を

受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において議員が受けるべき議員報酬月額及

びその議員報酬月額に 100 分の 45 を乗じて得た額の合計額に、６月に支

給する場合においては 100 分の 167.5、12 月に支給する場合においては

100 分の 172.5 を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段の規定の適用を

受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において議員が受けるべき議員報酬月額及

びその議員報酬月額に 100 分の 45 を乗じて得た額の合計額に、６月に支

給する場合においては 100 分の 167.5、12 月に支給する場合においては

100 分の 167.5 を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 
第２条 長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。  
 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第７条 略 第７条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段の規定の適用を

受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段の規定の適用を

受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において議員が受けるべき議員報酬月額及

びその議員報酬月額に 100 分の 45 を乗じて得た額の合計額に、６月に支

給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100

分の 170 を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

散による任期終了の日現在）において議員が受けるべき議員報酬月額及

びその議員報酬月額に 100 分の 45 を乗じて得た額の合計額に、６月に支

給する場合においては 100 分の 167.5、12 月に支給する場合においては

100 分の 172.5 を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 
附 則 

 （施行期日等） 
１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和元年 12 月１日か

ら適用する。 
（期末手当の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて

支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
 

（提案理由） 
国家公務員の給与の取扱いの状況等を踏まえ、議員の期末手当について所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理

由である。 



 ― 6 ―

令
和

元
年

１
１

月
定

例
会

月
日

曜
日

開
会

時
刻

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

1
2
月

1
8
日

水
１

１
：

０
０

予
算

決
算

委
員

会
（

分
科

会
長

報
告

、
採

決
）

議
場

月
１

０
：

０
０

1
2
月

1
0
日

火
１

０
：

０
０

1
2
月

1
1
日

水

1
2
月

1
6
日

(
予

備
日

)

委
員

会
名

場
所

委
員

会
開

催
日

程
表

1
2
月

1
3
日

１
０

：
０

０

1
2
月

1
2
日

木
１

０
：

０
０

金
１

０
：

０
０

令
和
元
年
１
１
月
定
例
会

委
員
会
名

請
願
番
号

件
　
　
　
　
　
名

提
　
　
出
　
　
者

紹
介
議
員

文
教

厚
生

委
員

会
第
３
号

ゆ
き
と
ど
い
た
教
育
を
求
め
る
請
願

長
崎
の
ゆ
た
か
な
高
校
教
育
を
め
ざ
す
会

会
長
　
大
橋
　
由
紀
子

堀
江
　
ひ
と
み

（
計
　
１
件
）

請
　
　
願
　
　
付
　
　
託
　
　
表
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文
教

厚
生

委
員

会
委

員
長

　
　

ご
う

　
ま

な
み

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
関

係
分

）
原

案
可

決

長
崎

県
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
学

級
の

編
制

、
職

員
、

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

公
の

施
設

の
指

定
管

理
者

の
指

定
に

つ
い

て
原

案
可

決

計
　

４
件

（
原

案
可

決
　

４
件

）

２
　

請
　

　
願

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

第
3

号
ゆ

き
と

ど
い

た
教

育
を

求
め

る
請

願
不

採
択

計
　

　
１

件
（

不
採

択
　

　
１

件
）

番
　

　
号

 

番
　

　
　

号
 

記

文
教

厚
生

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

元
年

１
２

月
１

２
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

第
1
2
6
号

議
案

第
1
3
5
号

議
案

第
1
2
7
号

議
案

第
1
2
8
号

議
案

令
和
元
年
１
１
月
定
例
会

審
　

　
  

査
　

　
  

報
　

　
  

告
　

　
  

書

総
務
委
員
会
委
員
長
　
　
中
島
　
浩
介

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
関
係

分
）

原
案
可
決

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て

原
案
可
決

和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
つ
い
て

原
案
可
決

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

原
案
可
決

長
崎
県
総
合
計
画
チ
ャ
レ
ン
ジ
２
０
２
０
の
変
更
に
つ
い
て

原
案
可
決

計
　
　
５
件
（
原
案
可
決
　
５
件
）

番
　
　
　
号
 

記

総
 務

 委
 員

 会
 審

 査
 結

 果
 報

 告
 書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
元
年
１
２
月
１
３
日

　
　
　
　
議
長
　
　
瀬
川
　
光
之
　
　
様

第
1
2
6
号

議
案

第
1
3
2
号

議
案

第
1
3
3
号

議
案

第
1
3
4
号

議
案

第
1
3
8
号

議
案
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農
水

経
済

委
員

会
委

員
長

　
　

大
場

　
博

文

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

長
崎

県
の

事
務

処
理

の
特

例
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

公
の

施
設

の
指

定
管

理
者

の
指

定
に

つ
い

て
原

案
可

決

計
　

　
２

件
（

原
案

可
決

　
２

件
）

番
　

　
号

 

記

農
水

経
済

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

元
年

１
２

月
１

２
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

第
1
3
1

号
議

案

第
1
3
7

号
議

案

環
境

生
活

委
員

会
委

員
長

　
　

坂
本

　
　

浩

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

長
崎

県
建

築
関

係
手

数
料

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

原
案

可
決

長
崎

県
営

バ
ス

運
賃

等
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

財
産

の
処

分
に

つ
い

て
原

案
可

決

計
　

　
３

件
（

原
案

可
決

　
３

件
）

番
　

　
号

 

記

環
境

生
活

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

元
年

１
２

月
１

２
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

第
1
2
9
号

議
案

第
1
3
0
号

議
案

第
1
3
6
号

議
案
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予
算

決
算

委
員

会
委

員
長

　
　

浅
田

　
ま

す
み

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

令
和

元
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

４
号

）
原

案
可

決

令
和

元
年

度
長

崎
県

港
湾

施
設

整
備

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

３
号

）
原

案
可

決

令
和

元
年

度
長

崎
県

流
域

下
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

原
案

可
決

令
和

元
年

度
長

崎
県

港
湾

整
備

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
原

案
可

決

令
和

元
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

５
号

）
原

案
可

決

令
和

元
年

度
長

崎
県

流
域

下
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
２

号
）

原
案

可
決

令
和

元
年

度
長

崎
県

港
湾

整
備

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
原

案
可

決

計
　

　
７

件
（

原
案

可
決

　
７

件
）

番
　

　
号

記

予
算

決
算

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

元
年

１
２

月
１

８
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

第
1
2
4
号

議
案

第
1
2
5
号

議
案

第
1
1
9
号

議
案

第
1
2
0
号

議
案

第
1
2
1
号

議
案

第
1
2
2
号

議
案

第
1
2
3
号

議
案

令
和
元
年
１
１
月
定
例
会

１
　
委
員
会
等
提
出

区
　
分

提
出
先

件
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

可
　

否
掲

載
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会
国

土
強

靭
化

対
策

の
継

続
・

拡
充

に
つ

い
て

総
務

委
員

会
可

決
付

録

　
　

 
1
0
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会

国
民

が
将

来
に

わ
た

り
必

要
な

医
療

・
介

護
を

受
け

ら
れ

る
た

め
の

適
切

な
財

源
の

確
保

に
つ

い
て

文
教

厚
生

委
員

会
可

決
付

録

　
　

 
1
1
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会

Ｈ
Ｐ

Ｖ
（

ヒ
ト

パ
ピ

ロ
ー

マ
ウ

イ
ル

ス
）

ワ
ク

チ
ン

に
つ

い
て

文
教

厚
生

委
員

会
可

決
付

録

　
　

 
1
1
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会

ス
マ

ー
ト

農
業

の
実

現
に

よ
る

競
争

力
強

化
の

加
速

に
つ

い
て

農
水

経
済

委
員

会
可

決
付

録

　
　

 
1
2
ペ

ー
ジ

２
　
会
派
等
提
出

区
　
分

提
出
先

件
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

可
　

否
掲

載
ペ

ー
ジ

発
議

第
1
9
3
号

－
長

崎
県

議
会

議
員

の
議

員
報

酬
及

び
費

用
弁

償
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

議
会

運
営

委
員

会
可

決
付

録

　
　

 
 
4
ペ

ー
ジ

２
　
そ
の
他

可
　

否
掲

載
ペ

ー
ジ

可
決

付
録

　
　

 
1
2
ペ

ー
ジ

議
員
派
遣
第
8
0
号

議
員
派
遣
の
件

区
　
分

件
　
　
　
　
　
名

動
　

議
　

件
　

名
　

一
　

覧
　

表
（

参
考

）
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動
 
 
 
 
 
 
 
議

 

 
 
 
 
 
 
提
 
 
 
出
 
 
 
者
 
 
 
 
 
総

務
委

員
会
 

 
 
 
 
 
 
提
 
出
 
年
 
月
 
日
 
 
 
 
 
令
和
 
元
年
１
２
月
１
３
日
 

種
 
 
類
 

 
意

見
書

 

件
 
 
名
 

国
土
強
靭
化
対
策
の
継
続
・
拡
充
に
つ
い
て
 

要
 
 
旨
 

 近
年
、
我
が
国
で
は
、
平
成
２
３
年
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
や
、
平
成
２
８
年
の
熊

本
地
震
、
平
成
２
９
年
の
九
州
北
部
豪
雨
、
平
成
３
０
年
の
７
月
豪
雨
、
北
海
道
胆
振
東
部

地
震
、
本
年
も
台
風
１
９
号
を
始
め
大
規
模
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
お
り
、
豪
雨
、
高

潮
、
暴
風
・
波
浪
、
地
震
、
豪
雪
な
ど
、
気
候
変
動
の
影
響
等
に
よ
る
気
象
の
急
激
な
変
化

や
自
然
災
害
の
頻
発
化
・
激
甚
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
自
然
災
害
に
対
し
て
は
、
事
前
か
ら
備
え
、
国
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
防

災
・
減
災
、
国
土
強
靭
化
は
、
一
層
、
重
要
性
が
増
し
て
お
り
、
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
 

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
国
に
お
い
て
は
、
従
来
の
取
組
に
加
え
て
、
災
害
時
に
人
命
・

経
済
・
暮
ら
し
を
守
り
支
え
る
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
と
し
て
、

昨
年
１
２
月
に
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靭
化
の
た
め
の
３
か
年
緊
急
対
策
」
を
策
定
し
、

予
算
を
大
幅
に
増
額
し
、
令
和
２
年
度
ま
で
集
中
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

本
県
に
お
い
て
も
、「

長
崎
県
国
土
強
靭
化
地
域
計
画
」
に
基
づ
き
、
想
定
さ
れ
る
大
規
模

自
然
災
害
の
被
害
の
最
小
化
を
図
る
取
組
み
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
、

３
度
の
「
大
雨
特
別
警
報
」
が
発
表
さ
れ
る
な
ど
、
災
害
の
頻
発
化
・
激
甚
化
が
顕
著
で
あ

り
、
防
災
・
減
災
に
資
す
る
社
会
資
本
の
整
備
を
早
急
か
つ
継
続
的
に
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
 

よ
っ
て
、
国
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
災
害
の
未
然
防
止
と
発
生
後
の
迅
速
な
対
応
に
向
け
、

国
土
強
靭
化
対
策
の
一
層
の
推
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
下
記
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
る
こ
と
を
、

強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 

記
  

１
 
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靭
化
の
た
め
の
３
か
年
緊
急
対
策
」
を
推
進
す
る
た
め
の
、

国
や
地
方
自
治
体
が
行
な
う
対
策
に
必
要
な
予
算
の
総
額
確
保
を
図
る
こ
と
。
 

 ２
 
３
か
年
緊
急
対
策
後
も
、
継
続
し
て
国
土
強
靭
化
対
策
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
。

ま
た
、
災
害
復
旧
・
災
害
関
連
予
算
の
確
保
や
補
助
対
象
の
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、

国
土

強
靭

化
の

た
め

の
安

定
的

な
財

源
確

保
の

た
め

の
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

さ
ら
に
、
そ
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
資
本
整
備
の
遅
れ
て
い
る
地
方
に
十
分
配
慮

す
る
こ
と
。
 

 

３
．
地
方
が
国
土
強
靭
化
に
資
す
る
対
策
を
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
緊
急
自
然
災
害
防

止
対
策
事
業
債
や
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
の
継
続
な
ど
地
方
財
政
措
置
制
度
の
拡
充
を

図
る
こ
と
。
 

 
  な
お
、
文
案
の
作
成
及
び
提
出
の
諸
手
続
に
つ
い
て
は
、
議
長
に
一
任
す
る
。
 

   

提
 出

 先
 

 
政
 
府
 
・
 
国
 
会
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動
 
 
 
 
 
 
 
議

 

 
 

 
 

 
 

提
 

 
 

出
 

 
 

者
 

 
 

 
 

文
教

厚
生

委
員

会
 

 
 

 
 

 
 

提
 

出
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

令
和

元
年

１
２

月
１

２
日

 

種
 

 
類

 
 

意
見

書
 

件
 

 
名

 
国

民
が

将
来

に
わ

た
り

必
要

な
医

療
・

介
護

を
安

心
し

て
受

け
ら

れ
る

た
め

の
適

切
な

財
源

の
確

保
に

つ
い

て
 

要
 

 
旨

 

 

人
生

１
０

０
年

時
代

を
迎

え
る

な
か

、
国

民
一

人
ひ

と
り

が
生

涯
を

通
じ

て
健

や
か

に

過
ご

し
て

い
く

た
め

に
は

、
住

み
慣

れ
た

地
域

で
、

安
心

し
て

医
療

や
介

護
を

受
け

る
こ

と
が

出
来

る
よ

う
、

持
続

可
能

な
社

会
保

障
制

度
の

確
立

が
必

要
と

な
る

。
 

し
か

し
、

超
高

齢
化

社
会

の
影

響
等

に
よ

り
社

会
保

障
費

の
伸

び
が

続
き

、
政

府
が

設

置
し

た
全

世
代

型
社

会
保

障
検

討
会

議
で

は
、

財
務

省
が

提
案

し
た

後
期

高
齢

者
の

窓
口

負
担

の
引

き
上

げ
や

、
外

来
の

受
診

時
定

額
負

担
の

導
入

な
ど

医
療

費
削

減
に

向
け

た
議

論
が

な
さ

れ
て

い
る

。
 

一
律

に
患

者
負

担
増

を
行

え
ば

、
軽

症
時

に
受

診
を

控
え

た
た

め
に

結
果

と
し

て
重

症

化
に

繋
が

り
、

国
民

の
健

康
に

悪
影

響
を

与
え

る
と

と
も

に
、

却
っ

て
医

療
費

の
増

大
を

招
く

こ
と

に
も

な
り

か
ね

な
い

。
 

ま
た

、
国

民
が

安
心

し
て

地
域

で
生

活
し

て
い

く
た

め
に

は
、

地
域

の
医

療
機

関
、

介

護
事

業
所

の
安

定
的

な
運

営
が

必
要

だ
が

、
そ

の
原

資
は

実
質

的
に

は
診

療
報

酬
、

介
護

報
酬

し
か

な
い

た
め

、
個

々
に

十
分

な
手

当
を

し
な

け
れ

ば
、

医
療

機
関

等
の

存
続

や
従

事
者

の
安

定
的

確
保

が
出

来
な

く
な

る
な

ど
国

民
に

必
要

な
医

療
・

介
護

を
提

供
す

る
体

制
の

構
築

・
維

持
は

出
来

な
い

。
 

更
に

、
加

え
れ

ば
、

医
療

機
関

の
従

事
者

数
は

平
成

２
９

年
の

デ
ー

タ
で

は
３

１
２

万

人
と

多
く

の
方

が
従

事
さ

れ
て

お
り

、
医

療
・

介
護

に
財

源
を

投
入

す
る

こ
と

は
、

国
民

の
健

康
だ

け
で

な
く

、
地

域
経

済
の

活
性

化
や

医
療

等
従

事
者

の
働

き
方

改
革

に
繋

が
る

こ
と

に
も

な
る

。
 

よ
っ

て
、

国
に

対
し

て
、

国
民

が
将

来
に

わ
た

り
必

要
な

医
療

・
介

護
を

安
心

し
て

受

け
ら

れ
る

た
め

、
国

民
皆

保
険

制
度

を
堅

持
す

る
と

と
も

に
、

持
続

可
能

な
社

会
保

障
制

度
の

確
立

に
向

け
て

、
適

切
な

財
源

の
確

保
を

強
く

要
望

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

 

な
お

、
文

案
の

作
成

及
び

提
出

の
諸

手
続

に
つ

い
て

は
、

議
長

に
一

任
す

る
。

 

 

提
 
出

 
先

 
政

 
府

 
・

 
国

 
会

 

 

動
 
 
 
 
 
 
 
議

 

 
 

 
 

 
 

提
 

 
 

出
 

 
 

者
 

 
 

 
 

文
教

厚
生

委
員

会
 

 
 

 
 

 
 

提
 

出
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

令
和

元
年

１
２

月
１

２
日

 

種
 

 
類

 
 

意
見

書
 

件
 

 
名

 
Ｈ

Ｐ
Ｖ

（
ヒ

ト
パ

ピ
ロ

ー
マ

ウ
イ

ル
ス

）
ワ

ク
チ

ン
に

つ
い

て
 

要
 

 
旨

 

 

子
宮

頸
が

ん
は

性
交

渉
で

感
染

す
る

Ｈ
Ｐ

Ｖ
（

ヒ
ト

パ
ピ

ロ
ー

マ
ウ

イ
ル

ス
）

が
原

因

で
、

子
宮

の
入

口
に

が
ん

が
で

き
る

症
状

で
あ

り
、

我
が

国
で

は
年

間
約

１
万

人
が

発
症

し
、

約
３

千
人

が
お

亡
く

な
り

に
な

っ
て

い
る

。
 

 
こ

の
子

宮
頸

が
ん

の
一

次
予

防
と

し
て

、
Ｈ

Ｐ
Ｖ

ワ
ク

チ
ン

の
予

防
接

種
は

、
平

成
２

５
年

４
月

に
予

防
接

種
法

で
定

期
接

種
に

定
め

ら
れ

た
。

 

 
し

か
し

な
が

ら
、
当

時
、
Ｈ

Ｐ
Ｖ

ワ
ク

チ
ン

と
の

因
果

関
係

が
明

確
で

は
な

い
も

の
の

、

重
い

副
反

応
が

疑
わ

れ
る

症
状

の
報

告
が

相
次

ぎ
、

同
年

６
月

に
、

厚
生

労
働

省
か

ら
積

極
的

な
接

種
勧

奨
の

中
止

が
勧

告
さ

れ
、

以
後

６
年

以
上

に
わ

た
り

、
そ

の
状

態
が

継
続

し
て

い
る

。
 

 
同

勧
告

に
お

い
て

は
、「

速
や

か
に

専
門

家
に

よ
る

評
価

を
行

い
、
積

極
的

な
勧

奨
の

再

開
の

是
非

を
改

め
て

判
断

す
る

」
と

さ
れ

て
い

た
も

の
が

、
未

だ
に

そ
の

後
の

方
針

が
示

さ
れ

て
い

な
い

状
態

で
あ

る
。

 

 
Ｈ

Ｐ
Ｖ

ワ
ク

チ
ン

の
接

種
率

は
、

定
期

接
種

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

今
や

１
％

未
満

に
低

迷
す

る
と

と
も

に
、

ワ
ク

チ
ン

の
存

在
す

ら
知

ら
な

い
人

も
増

え
て

い
る

状
況

に
あ

り
、

本
県

に
お

い
て

も
、

子
宮

頸
が

ん
に

か
か

る
若

い
女

性
が

増
加

し
て

い
る

。
 

 
Ｈ

Ｐ
Ｖ

ワ
ク

チ
ン

の
接

種
は

、
そ

の
有

効
性

を
Ｗ

Ｈ
Ｏ

（
世

界
保

健
機

関
）

が
認

め
、

強
く

推
奨

し
、

多
く

の
国

々
で

導
入

さ
れ

て
い

る
が

、
我

が
国

で
は

積
極

的
な

接
種

勧
奨

の
中

止
勧

告
の

影
響

に
よ

り
、
定

期
接

種
と

し
て

は
著

し
く

低
い

接
種

率
と

な
っ

て
い

る
。

 
よ

っ
て

、
国

に
対

し
て

、
Ｈ

Ｐ
Ｖ

ワ
ク

チ
ン

に
つ

い
て

、
積

極
的

な
勧

奨
の

再
開

の
是

非
を

早
急

に
判

断
さ

れ
る

よ
う

、
併

せ
て

、
希

望
者

が
十

分
な

情
報

に
基

づ
い

て
接

種
の

判
断

が
行

え
る

よ
う

、
Ｈ

Ｐ
Ｖ

ワ
ク

チ
ン

の
有

効
性

と
安

全
性

等
に

つ
い

て
の

正
し

い
知

識
の

普
及

を
、

こ
れ

ま
で

以
上

に
積

極
的

に
取

り
組

ま
れ

る
よ

う
強

く
要

望
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

 

な
お

、
文

案
の

作
成

及
び

提
出

の
諸

手
続

に
つ

い
て

は
、

議
長

に
一

任
す

る
。

 

 

提
 
出

 
先

 
政

 
府

 
・

 
国

 
会
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動
 
 
 
 
 
 
 
議

 

 
 

 
 

 
 

提
 

 
 

出
 

 
 

者
 

 
 

 
 

農
水

経
済

委
員

会
 

 
 

 
 

 
 

提
 

出
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

令
和

元
年

１
２

月
１

２
日

 

種
 

 
類

 
 

意
見

書
 

件
 

 
名

 
ス

マ
ー

ト
農

業
の

実
現

に
よ

る
競

争
力

強
化

の
加

速
に

つ
い

て
 

要
 

 
旨

 

 農
業

の
現

場
で

は
、

担
い

手
の

減
少

・
高

齢
化

の
進

行
等

に
よ

り
労

働
力

不
足

が
深

刻

と
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

依
然

と
し

て
人

手
に

頼
る

作
業

や
熟

練
者

で
な

け
れ

ば
で

き
な

い
作

業
、

重
労

働
を

伴
う

作
業

が
多

く
、

省
力

化
、

人
手

の
確

保
、

負
担

の
軽

減
が

重
要

な
課

題
と

な
っ

て
い

る
。

加
え

て
、

農
業

者
が

減
少

す
る

中
で

、
平

均
経

営
耕

地
面

積
が

拡
大

し
て

お
り

、
一

人
当

た
り

の
作

業
面

積
の

限
界

を
打

破
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

 
こ

う
し

た
状

況
を

打
破

す
る

た
め

、
国

は
２

０
２

２
年

度
ま

で
に

、
様

々
な

現
場

で
導

入
可

能
な

ス
マ

ー
ト

農
業

技
術

が
開

発
さ

れ
、

農
業

者
の

ス
マ

ー
ト

農
業

に
関

す
る

相
談

体
制

が
整

う
な

ど
、

ス
マ

ー
ト

農
業

の
本

格
的

な
社

会
実

装
を

着
実

に
進

め
る

環
境

を
整

え
る

た
め

、
「

農
業

新
技

術
の

現
場

実
装

推
進

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

に
即

し
た

取
組

を
進

め
よ

う
と

し
て

い
る

。
こ

れ
に

よ
り

農
業

現
場

が
抱

え
る

農
業

従
事

者
の

減
少

や
農

業
の

生
産

性
の

向
上

と
い

っ
た

課
題

の
解

決
が

期
待

さ
れ

て
い

る
が

、
そ

の
た

め
に

も
各

々
の

施
策

が
着

実
に

現
場

に
お

い
て

推
進

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

よ
っ

て
、

国
に

対
し

て
、

農
業

者
、

企
業

、
研

究
機

関
、

行
政

機
関

な
ど

関
係

者
が

連

携
し

、
「

農
業

新
技

術
の

現
場

実
装

推
進

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

を
着

実
に

推
進

で
き

る
よ

う
、

下
記

の
事

項
に

取
り

組
む

こ
と

を
求

め
る

も
の

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

記
 

 
１

 
離

島
・

中
山

間
地

な
ど

地
域

の
生

産
条

件
や

営
農

類
型

を
よ

く
把

握
し

た
上

で
先

進

的
な

農
業

経
営

の
将

来
像

を
提

示
す

る
こ

と
。

 
 

２
 

技
術

ご
と

の
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
を

示
し

、
現

場
の

意
見

を
把

握
し

な
が

ら
農

業
者

の
求

め
る

技
術

や
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

実
証

・
市

販
化

・
普

及
を

推
進

す
る

と
と

も
に

、
必

要

な
予

算
を

確
保

す
る

こ
と

。
 

  

な
お

、
文

案
の

作
成

及
び

提
出

の
諸

手
続

に
つ

い
て

は
、

議
長

に
一

任
す

る
。

 

  

提
 
出

 
先

 
政

 
府

 
・

 
国

 
会

 

 

 
    
  
議
員
派
遣
第
８
０
号

 
   

議
員

派
遣

の
件

（
案

）
 

 
    
 
下
記
の
と
お
り
議
員
を
派
遣
す
る
。

 
  

 
令
和
元
年
１
２
月
２
０
日

 
  

記
 

   
 
 
九
州
各
県
議
会
議

員
交

流
セ

ミ
ナ

ー
 

  
１
 
目
 
的
 
 
 
 
 
九
州
各
県
議
会
議
員
が
一
堂
に
会
し
、
共
通
す
る
政
策
課
題
等
に
つ
い
て

情
報
や
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
政
策
提
案
力
そ
の
他
議
会
機
能
の

充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
議
員
間
の
親
睦
を
深
め
、
と
も
に
九
州
の
一
体
的

な
発
展
と
地
方
主
権
の
確
立
を
め
ざ
す

 
 
２
 
期
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
令
和
２
年
 
１
月
３
１
日
（
金
）
か
ら
 

(２
日
間
)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
２
年
 
２
月
 
１
日
（
土
）
ま
で
 

 
 
 
 

 
３
 
派
遣
先
 
 
 
 
 
 
 
 
大
分
県

 
 

４
 
派
遣
議
員
名
 
 
中
山
 
 
功
 
 
 
溝
口
芙
美
雄
 
 
 
堀
江
ひ
と
み
 
 
 
中
村
 
和
弥
 

 
 
 
山
本
 
啓
介
 
 
 
ご
う
ま
な
み
 
 
 
宅
島
 
寿
一
 
 
 
宮
本
 
法
広

 
 
 
 
中
村
 
一
三
 
 
 
山
下
 
博
史
 
 
 
中
村
 
泰
輔
 
 
 
赤
木
 
幸
仁
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令
和
元
年
１
１
月
定
例
会
議
会
閉
会
中

 委
員
会
付
託
申
出
一
覧
表

 
№
１
 

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

総
務

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
 
 
・
危
機
管
理
、
防
災
、
消
防
、
危
険
物
の
規
制
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
職
員
の
人
事
、
勤
務
条
件
、
給
与
、
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
行
政
改
革
、
情
報
公
開
等
県
の
行
政
一
般
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
の
予
算
、
財
政
、
県
税
そ
の
他
の
財
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
政
策
評
価
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
公
有
財
産
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
秘
書
、
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
地
域
・
行
政
情
報
化
そ
の
他
他
部
の
主
管
に
属
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
重
要
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
離
島
・
半
島
及
び
地
域
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
内
市
町
の
行
政
、
財
政
、
選
挙
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
土
地
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
交
通
運
輸
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
庁
舎
の
跡
地
活
用
に
関
す
る
こ
と
 

 
 
 
・
文
化
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
世
界
遺
産
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
観
光
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
物
産
流
通
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
国
際
関
連
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
出
納
及
び
物
品
調
達
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
議
会
事
務
局
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
監
査
事
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
人
事
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
労
働
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
警
察
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
交
通
安
全
、
防
犯
対
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
公
安
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 

文
教

厚
生

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
  
・
私
立
学
校
及
び
県
立
大
学
（
公
立
大
学
法
人
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
福
祉
保
健
行
政
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
等
の
指
導
監
査
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
医
療
政
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
医
療
人
材
の
確
保
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
薬
務
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
国
民
健
康
保
険
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
高
齢
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
障
害
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
原
爆
被
爆
者
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
子
ど
も
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
及
び
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
教
育
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
教
職
員
の
定
数
、
勤
務
条
件
及
び
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
県
立
学
校
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
義
務
教
育
及
び
高
校
教
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
生
涯
学
習
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
  
 
・
学
芸
文
化
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
保
健
体
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
競
技
力
の
向
上
に
関
す
る
こ
と

 

№
２
 

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

環
境

生
活

 
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
 
 
・
県
民
生
活
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
民
と
の
協
働
推
進
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
人
権
・
同
和
問
題
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
交
通
安
全
の
企
画
、
交
通
安
全
運
動
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
統
計
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
生
活
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
食
の
安
全
・
安
心
及
び
消
費
者
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
環
境
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
環
境
保
全
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
生
活
排
水
対
策
及
び
水
資
源
政
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
廃
棄
物
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
自
然
環
境
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
道
路
及
び
河
川
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
土
砂
災
害
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
住
宅
及
び
建
築
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
  

  
・
県
土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
住
宅
供
給
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
道
路
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
港
湾
、
空
港
そ
の
他
土
木
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
・
県
営
交
通
事
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

農
水

経
済

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
労
働
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
産
業
技
術
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
水
産
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
漁
港
漁
場
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

  
・
農
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
・
林
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

予
算

決
算

 
○
委
員
会
、
要
望
活
動

 
・
一
般
会
計
、
特
別
会
計
及
び
企
業
会
計
予
算
等
に
つ
い
て

 

議
会

運
営

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
議
会
の
会
議
規
則
、
委
員
会
に
関
す
る
条
例
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
議
長
の
諮
問
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

離
島
・
半
島
地
域
振
興

 
特

別
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
・
離
島
・
半
島
地
域
振
興
対
策
 

 
 
 
・
有
人
国
境
離
島
法
対
策
 

・
離
島
地
域
航
路
・
航
空
路
対
策
 

・
人
口
減
少
対
策
 

Ｉ
Ｒ

・
観

光
振

興
対

策
特

別
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

Ｉ
Ｒ
対
策

 
・
観
光
振
興
対
策

 
・
国
際
戦
略
 

九
州

新
幹

線
西

九
州

ル
ー

ト
・

交
通

対
策

 
特

別
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  
 
 
・
九
州
新
幹
線
西
九
州
ル
ー
ト
整
備
対
策

 
・
地
域
二
次
交
通
対
策

 
・
交
通
弱
者
対
策

 
 
 
 
・
長
崎
空
港
対
策

 
 


